
取組内容・成果（P：計画・D:実行） 取組内容・成果（P：計画・D:実行） 取組内容・成果（P：計画・D:実行）

課題（C:評価） 課題（C:評価） 課題（C:評価）

次の時代を担う中学生・高校生に「ひとにやさしい
まちづくり」の趣旨を理解してもらうことを目的とし
て、「わがまちのやさしさ発見」レポートを募集。受
賞作品を選考のうえ、作品集を作成、配布した。
また、受賞者に対し、障がい者週間期間中に表
彰を実施。
作品応募数　　　　424点（29年度実績：500点）
応募学校数　　　　　8校

次の時代を担う中学生・高校生に「ひとにやさしい
まちづくり」の趣旨を理解してもらうことを目的とし
て、「わがまちのやさしさ発見」レポートを募集。受
賞作品を選考のうえ、作品集を作成、配布した。
また、受賞者に対し、障がい者週間期間中に表
彰を実施。
作品応募数　　　　301点
応募学校数　　　　　5校

応募学校数は増えているものの、まだまだ少ない
状況にある。

応募学校数及び応募数が減少しており、応募学
校数の増が図れるよう周知に取組む。

12月3日～9日の障がい者週間にあたり、啓発物
を作成し、各市町村、各団体、小学校等へ配布
する。
・配布物
「ふれあいおりがみ」「ふれあいすごろく」「ポス
ター」「アンケート」など

12月3日～9日の障がい者週間にあたり、啓発物
を作成し、各市町村、各団体、小学校等へ配布
する。
・配布物
「ふれあいおりがみ」「ふれあいすごろく」「ポス
ター」「アンケート」など

障がいの理解は一定進んでいるものの、障がい
の理解啓発についてはまだまだ必要な状況であ
ることから、効果的な手法の検討も必要かと考え
る。

障がいの理解は一定進んでいるものの、内容が
マンネリ化していることから、新たな障がいの理解
啓発について、効果的な手法も含め検討が必
要。

障がいや障がい者への理解・啓発として、街宣車
による街頭キャラバンを実施する。
・大阪市役所正面玄関にて出発式（12月3日）

障がいや障がい者への理解・啓発として、街宣車
による街頭キャラバンを実施する。
・大阪市役所正面玄関にて出発式（12月3日）

障がいの理解は一定進んでいると考えるものの、
市民に対し、広く理解啓発を行っていく必要であ
る。

障がいの理解は一定進んでいると考えるものの、
市民に対し、広く理解啓発を行っていく必要であ
る。

大阪ふれあいキャン
ペーンによる障がいに
関する啓発の取組み

福祉局
障がい
福祉課

「障がい者週間」（12月3日
～9日）を中心とした啓発活
動においても、広く市民の
参加を求め関係者が協力
し、より効果的な啓発となる
よう内容の充実に努めま
す。

各務係
長

理解啓発のた
め、引き続き実
施していくが、早
期周知等により
応募数の増加を
図っていく。

アンケート集計結果、前年度より認知度が上がっているか。

障がいへの理解
啓発のため、各
区での取組みも
含め、引き続き
実施していく。

障がいへの理解
啓発のため、各
区での取組みも
含め、引き続き
実施していく。

参加者数約150名（29年度実績）と同数以上

第１章　共に支えあって暮らすために

施策の方向性 取組（事業）名称 担当

障がいのある人等が快適で
安全に生活できるまちづくり
をめざした「ひとにやさしい
まちづくり」の取組が効果的
に発展していくよう、民間事
業者の認識と理解を高める
とともに、市民の意識の高
揚を図っていくための啓発
を強化します。

「わがまちのやさしさ
発見」レポートの募
集・表彰

福祉局
障がい
福祉課

部内担
当

各務係
長

１－（１）啓発・広報の推進

理解啓発のた
め、引き続き実

施していくが、早
期周知等により
応募数の増加を

図っていく。

市内中高等学校での夏休みの課題として定着を図り、ひとにやさしいまちづくりへの意識高揚に寄与する。

取組状況・成果（※具体的な数値を記載ください）、課題及び今後の方向性

2018（平成30）年度 2019年度 2020年度

今後の方向性
（A：改善）

今後の方向性
（A：改善）

今後の方向性
（A：改善）

取組指標

（ア）啓発の充実

山田係
長

障がい者週間にかか
る啓発の取組み

障がいへの理解
啓発のため、啓
発の手法の見直
しも含め、引き続
き大阪府と連携
し、取組んでい
く。

実行委員会にお
いて、配布物の
見直しを検討し
ており、障がいへ
の理解啓発のた
め、引き続き大
阪府と連携し、啓
発に取組んでい
く。

福祉局
障がい
福祉課

平成30年度からの障がい者支援計画実施状況
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取組内容・成果（P：計画・D:実行） 取組内容・成果（P：計画・D:実行） 取組内容・成果（P：計画・D:実行）

課題（C:評価） 課題（C:評価） 課題（C:評価）

施策の方向性 取組（事業）名称 担当
部内担

当

取組状況・成果（※具体的な数値を記載ください）、課題及び今後の方向性

2018（平成30）年度 2019年度 2020年度

今後の方向性
（A：改善）

今後の方向性
（A：改善）

今後の方向性
（A：改善）

取組指標

（応募数）　作文106編、ポスター66点
　（※参考：29年度実績、作文21編、ポスター14
点）
（表彰式）　12月8日

（応募数）　作文123編、ポスター48点
（表彰式）　12月7日

前年度に比べ募集件数は増加したものの、取組
む学校が限定されている傾向にあるため、新規で
取組を実施する学校を増やす必要がある。

前年度に比べ募集件数は作文は増加したもの
の、ポスターは減少している。昨年同様であるが、
取組む学校が限定されている傾向にあるため、新
規で取組を実施する学校を増やす必要がある。

〇販売会
場所：大阪市役所１階ロビー
日程：平成30年12月6日、7日

〇販売会
場所：大阪市役所１階ロビー
日程：令和元年9月24～26日及び12月4日、5日

障がい者福祉施設製品の認知度を高め、さらなる
工賃向上を図る必要がある。

障がい者福祉施設製品の認知度を高め、さらなる
工賃向上を図る必要がある。

障がいのある方への理解を深め、障がい者福祉
の向上を図ることを目的に公開講座を開催。
参加者数：157名

障がいのある方への理解を深め、障がい者福祉
の向上を図ることを目的に公開講座を開催。
参加者数：57名

市民の方よりも、障がい当事者やその家族、障が
い者施設や障がい者団体の関係者の方からの参
加が多い。

より多くの市民の方が参加できるよう、開催方法の
検討が必要である。

あいサポーター数　1,342　人
研修実施回数　　43回

あいサポーター数　2,106　人（延べ3,478人）
研修実施回数　　59回（延べ103回）

　市民だけでなく、企業や団体にもあいサポート
運動に取り組んでもらうよう周知をする。

　企業や団体にもあいサポート運動に取り組んで
もらうよう周知を行う必要がある。

こころの健康センター及び各区において、精神保
健福祉に関する正しい知識の普及啓発を行っ
た。
（145回開催）

こころの健康センター及び各区において、精神保
健福祉に関する正しい知識の普及啓発を行っ
た。
（136回開催）

安定した講座参加者数の確保 安定した講座参加者数の確保

福祉局
障がい
福祉課

前年度実績の同数以上

夏休みの課題等
として取り組む学
校数増を目指
し、継続して周知
をおこなう。

夏休みの課題等
として取組む学
校が増えるよう、
2月のk場長会等
で周知を行い応
募数の増を図
る。

各務係
長

より多くの市民の
方が参加し、障
がいへの理解を
深めらるような公
開講座を実施す
る必要がある。

より多くの市民の
方が参加し、障
がいへの理解を
深めらるよう、開
催方法の検討を
行い、公開講座
を実施する必要
がある。

精神障がいのある当事者を交えての精神保健市民講座の開催

本市HPなどを利
用した啓発活動
の実施

本市HPなどを利
用した啓発活動
の実施

公開講座等を通じた啓発事業を行い、障がい者とその家族の福祉の向上に寄与することを目的とする。

福祉局
障がい
福祉課
（企画G・
施設G）

障がい者支援施設製
品の展示・販売

福祉局
障がい
福祉課

障がい者福祉施設製品の販売促進を通じて、工賃向上を図る。

障がい者福祉施
設製品の販売促
進を図るために
引き続き実施す
る。

障がい者福祉施
設製品の販売促
進を図るために
引き続き実施す
る。

各務係
長

精神保健市民講座

健康局
こころの
健康セン
ター

リハビリテーションセン
ター市民啓発事業

福祉局
心身障
がい者リ
ハビリ
テーショ
ンセン
ター

心の輪を広げる体験
作文・啓発ポスター

管理課

各務係
長・上田
係長

市民や事業者に
対し、「あいサ
ポート運動」を周
知を行い、あい
サポート研修を
実施し、「障害者
差別解消法」も
含めた障がいの
理解啓発に取組
む。

引き続き「あいサ
ポート運動」を周
知を行い、あい
サポート研修を
実施し、「障害者
差別解消法」も
含めた障がいの
理解啓発に努め
る。

精神障がいのある人に対す
る誤解や偏見の解消のた
め、広報誌等の活用や精
神障がいのある当事者を交

「障がい者週間」（12月3日
～9日）を中心とした啓発活
動においても、広く市民の
参加を求め関係者が協力
し、より効果的な啓発となる
よう内容の充実に努めま
す。

障がいを理由とする差別の
現状や「障害者差別解消
法」の趣旨を踏まえて、市
民や事業者が法制度及び
障がいや障がいのある人に
対する理解を深められるよ
う、関係機関とも連携しなが
ら、啓発活動に取り組みま
す。
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取組内容・成果（P：計画・D:実行） 取組内容・成果（P：計画・D:実行） 取組内容・成果（P：計画・D:実行）

課題（C:評価） 課題（C:評価） 課題（C:評価）

施策の方向性 取組（事業）名称 担当
部内担

当

取組状況・成果（※具体的な数値を記載ください）、課題及び今後の方向性

2018（平成30）年度 2019年度 2020年度

今後の方向性
（A：改善）

今後の方向性
（A：改善）

今後の方向性
（A：改善）

取組指標

こころの健康に関する正しい知識を普及するとと
もに、こころの健康の保持・増進を図る。
（25回開催、参加者：延1,979人）

こころの健康に関する正しい知識を普及するとと
もに、こころの健康の保持・増進を図る。
（23回開催、参加者：延906人）

安定した講座参加者数の確保 安定した講座参加者数の確保

障がい者週間の行事として、福祉局障がい者施
策部障がい福祉課が実施するパネル展示に参
加。

展示期間　12月3日～7日
パネル枚数　7枚

障がい者週間の行事として、福祉局障がい者施
策部障がい福祉課が実施するパネル展示に参
加。

展示期間　12月3日～9日
パネル枚数　7枚

引き続き市民に対し、広く理解啓発を行っていく
必要がある。

引き続き市民に対し、広く理解啓発を行っていく
必要がある。

ＨＩＶに関するＨＰの常時掲載、検査所にポスター
掲示、リーフレット配付、世界エイズデー等イベン
トにて周知
福祉関係者への健康教育
年12回（323人）
医療機関向け講習会の実施
年4回（247人）

ＨＩＶに関するＨＰの常時掲載、検査所にポスター
掲示、リーフレット配付、世界エイズデー等イベン
トにて周知
福祉関係者への健康教育
年11回（346人）
医療機関向け講習会の実施
年4回（282人）

研修後アンケート等により研修等は有効ではある
が、まだまだ理解が必要であることから、受け入れ
先となる福祉関係者への理解の促進に努める

市内全体の福祉関係者へ意識の均てん化がは
かれるよう継続した啓発の取り組みが必要である
と考える

・「世界自閉症啓発デー」、「発達障がい啓発週
間」に合わせて、市ＨＰ及び広報誌による広報の
ほか、ポスター掲示やリーフレット配付を実施。
・「世界自閉症啓発デー」に一般社団法人大阪自
閉スペクトラム症協会、大阪府と連携し、大阪城
天守閣等のブルーライトアップを実施。
・3月1日から31日までの期間、市役所１階市民ロ
ビーの大型モニターに「世界自閉症啓発デー」、
「発達障がい啓発週間」啓発ポスターを掲示。
・セレッソ大阪、大阪エヴェッサ、オリックス・バファ
ローズ）の各スポーツチームの協力により、発達障
がい啓発週間期間中におけるホームゲームにお
いて、会場でのポスター掲示や入場者へのリーフ
レット配布等の啓発活動を実施。

・「世界自閉症啓発デー」、「発達障がい啓発週
間」に合わせて、市ＨＰ及び広報誌による広報の
ほか、ポスター掲示やリーフレット配付を実施。
・「世界自閉症啓発デー」に一般社団法人大阪自
閉スペクトラム症協会、大阪府と連携し、大阪城
天守閣等のブルーライトアップを実施。
・3月1日から31日までの期間、市役所１階市民ロ
ビーの大型モニターに「世界自閉症啓発デー」、
「発達障がい啓発週間」啓発映像を放映。
・サントリーサンバーズの協力により、1月25日・26
日のホームゲームにおいて、アリーナ内での啓発
ポスター掲示、電光掲示板での啓発メッセージの
放映の啓発活動を実施。

市ＨＰ及び広報
誌による広報並
びにポスター掲
示やリーフレット
の配布、「世界自
閉症啓発デー」
に大阪城天守閣
等のライトアップ
を引き続き実施
していく。

啓発活動に終わりがなく、継続して行うことが必要
であり、求められている。

啓発活動に終わりがなく、継続して行うことが必要
であり、求められている。

地域サポートコーチを配置し、地域の関係機関・
事業所等への啓発講座、親支援講座を実施。
啓発講座　　　 39回　延べ1,701人
親支援講座　220回　延べ2,639人

地域サポートコーチを配置し、地域の関係機関・
事業所等への啓発講座、親支援講座を実施。
啓発講座　　　 35回　延べ2,441人
親支援講座　202回　延べ2,185人

啓発講座が、依頼減による回数及び参加者数の
減となっているが、まだまだ必要なことから、周知
方法の検討が必要である。

啓発講座が、依頼減による回数減となっている
が、まだまだ必要なことから、周知方法の検討が
必要である。

今後も引き続き、
発達障がいにつ
いての啓発研修
を実施する

今後も引き続き、
発達障がいにつ
いての啓発講座
等を実施する

相談課

市ＨＰ及び広報
誌による広報並
びにポスター掲
示やリーフレット
の配布、「世界自
閉症啓発デー」
に大阪城天守閣
等のライトアップ
を引き続き実施
していく。

福祉局
心身障
がい者リ
ハビリ
テーショ
ンセン
ター

相談課

精神障がいのある当事者を交えての精神保健市民講座の開催

本市HPなどを利
用した啓発活動
の実施

本市HPなどを利
用した啓発活動
の実施

パネル展示等の啓発を実施

引き続き、パネル
展示を実施する
など啓発に努め
る。

引き続き、パネル
展示を実施する
など啓発に努め
る。

研修を受けた福祉関係者数　252人

健康教育・研修
等の継続
拠点病院との連
携強化

健康教育・研修
等の継続
拠点病院との連
携強化

こころの健康講座（思
春期・薬物講座含む）

健康局
こころの
健康セン
ター

健康局
保管所
感染症
対策課

発達障がいに対する正しい
理解の促進を図るため、
「世界自閉症啓発デー」（４
月２日）、「発達障がい啓発
週間」（４月２日～８日）を中
心に関係機関・団体と連携
し、一層の啓発に努めま
す。また、発達障がい者支
援センター（エルムおおさ
か）においても、啓発講座
や親支援講座の開催、ホー
ムページを通じた啓発な
ど、様々な機会をとらえ発
達障がいについての情報
提供や理解促進に努めま
す。

「世界自閉症啓発
デー」・「発達障がい
啓発週間」普及啓発
活動

福祉局
心身障
がい者リ
ハビリ
テーショ
ンセン
ター

発達障がい者支援セ
ンターにおける啓発
講座、親支援講座

難病及び小児慢性特
定疾病啓発事業

神障がいのある当事者を交
えての精神保健市民講座
の開催など、様々な啓発活
動に取り組みます。

広く市民に難病に対する理
解を得るため、各区保健福
祉センターに啓発媒体を設
置するとともに、大阪市主
催のイベント等の機会を活
用し、パネル点字を実施す
るなど啓発に努めます。

健康局
保健所
管理課

ＨＩＶ陽性者及びハンセン
病回復者等感染症に対す
る偏見・差別を解消するた
めに、ホームページ・パンフ
レット等の充実を図り、市民
への正しい知識の普及啓
発に努めます。また、各関
係先への健康教育や研修
の実施により、HＩV感染症
に関する理解の促進に努
めます。
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取組内容・成果（P：計画・D:実行） 取組内容・成果（P：計画・D:実行） 取組内容・成果（P：計画・D:実行）

課題（C:評価） 課題（C:評価） 課題（C:評価）

施策の方向性 取組（事業）名称 担当
部内担

当

取組状況・成果（※具体的な数値を記載ください）、課題及び今後の方向性

2018（平成30）年度 2019年度 2020年度

今後の方向性
（A：改善）

今後の方向性
（A：改善）

今後の方向性
（A：改善）

取組指標

ヘルプマーク配布数　10,485　個
※H31.3月にヘルプカードを作成
※障がい者週間期間中に、大阪市役所１階正面
玄関ホールでヘルプマークを掲示することでの啓
発。

ヘルプマーク配布数　12,169　個
※障がい者週間期間中に、大阪市役所１階正面
玄関ホールでヘルプマークを掲示することでの啓
発。

ヘルプマークの啓発
ヘルプマークが普及していくよう引き続き啓発を
行う必要がある

あいサポーター数　1,342　人
研修実施回数　　43回

あいサポーター数　2,106　人（延べ3,478人）
研修実施回数　　59回（延べ103回）

　市民だけでなく、企業や団体にもあいサポート
運動に取り組んでもらうよう周知をする。

　企業や団体にもあいサポート運動に取り組んで
もらうよう周知を行う必要がある。

・ホームページへの掲載
・冊子での啓発　３冊（計画、計画概要版、福祉の
あらまし）
・障がい者週間期間中に、大阪市役所１階正面
玄関ホールで各種マークを掲示することでの啓
発。

・ホームページへの掲載
・冊子での啓発　３冊（計画、計画概要版、福祉の
あらまし）
・障がい者週間期間中に、大阪市役所１階正面
玄関ホールで各種マークを掲示することでの啓
発。

障がい福祉に関するイベント、冊子でしか周知が
できていないため、広く周知を行う必要がある。

障がい福祉に関するイベント、冊子でしか周知が
できていないため、広く周知を行う必要がある。

・地域密着型市民啓発事業
　各研修受講者へのアンケートにおける「役に立
つ」評価：　96.5％
・市民啓発広報事業
　映像ソフト利用者へのアンケートにおける「役に
立った」評価：93.5％
  人権啓発情報誌の読者アンケートにおける「役
に立った」評価：92.0％
・企業啓発推進事業
　各研修受講者へのアンケートにおける「役に
立った」評価：96.9％

・障害のある人にかかる人権啓発広報事業
　※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、イ
ベントの開催を中止。

令和3年度に実
施予定

啓発の有用性について目標を達成

・補助犬マークのホームページへの掲載
・障がい者週間期間中に、大阪市役所１階正面
玄関ホールで各種マークを掲示することでの啓発
・身体障がい者補助犬に関する苦情相談窓口の
設置

・補助犬マークのホームページへの掲載
・障がい者週間期間中に、大阪市役所１階正面
玄関ホールで各種マークを掲示することでの啓発
・身体障がい者補助犬に関する苦情相談窓口の
設置

補助犬について広く普及啓発を行う必要がある。 補助犬について広く普及啓発を行う必要がある。

補助犬の受入れについて普及啓発に取り組む。

引き続き普及啓
発に取り組む。

引き続き普及啓
発に取り組む。

各務係
長

大阪府と連携し、
普及啓発に取り
組むとともに、イ
ベントや研修の
場を活用し啓発
を行う。

　　2020年度末3万人（大阪市人口の約1％以上）

　企業や団体等
への周知を行
い、あいサポート
企業・団体へ研
修を実施し、あい
サポーター数増
に努める。

各務係
長

大阪府と連携し普及啓発に取り組む

大阪府と連携し、
普及啓発に取り
組むとともに、イ
ベントや研修の
場を活用し啓発
を行う。

各務係
長

ホームページへの掲載の継続、冊子掲載数前年度以上

現在掲載してい
る冊子以外の新
規掲載に向け取
り組む。

現在掲載してい
る冊子以外の新
規掲載に向け取
り組む。

各啓発事業の利用者アンケートにおける「役に立った」評価：80％以上

各事業を継続

　企業や団体等
への周知を行
い、あいサポート
企業・団体へ研
修を実施し、あい
サポーター数増
に努める。

各務係
長

・地域密着型市民啓発事業
　各研修受講者へのアンケートにおける「役に立
つ」評価：　97.2％
・市民啓発広報事業
　映像ソフト利用者へのアンケートにおける「役に
立った」評価：96.9％
　人権啓発情報誌の読者アンケートにおける「役
に立った」評価：92.8％
・ＬＧＢＴ等にかかる人権啓発広報事業
　参加者アンケートにおける「役に立った」評価：
90.7％
・企業啓発推進事業
　各研修受講者へのアンケートにおける「役に
立った」評価：97.2％

啓発事業の推進にあたって
は、大阪市・区人権啓発推
進協議会をはじめとする市
民団体や市民と協働して、
取組を進めます。

福祉局
障がい
福祉課

補助犬受け入れにつ
いての普及啓発

補助犬の受入れについて、
ポスター・パンフレット・ス
テッカー等を活用し、関係
機関と連携をとりながら、普
及啓発に努めます。

市民局人権啓発

福祉局
障がい
福祉課

ヘルプマークの普及

外見からはわからなくても
援助や配慮を必要としてい
ることを周りの方に知らせる
ことで、援助が得やすくなる
「ヘルプマーク」の普及を大
阪府と連携し進めます。

福祉局
障がい
福祉課

あいサポート運動の
実施

市民や企業等を対象として
様々な障がい特性につい
て理解する「あいサポー
ター」を養成し、障がいのあ
る人が困っている際にサ
ポートを行う「あいサポート
運動」の取組を進めます。

福祉局
障がい
福祉課

障がいのある人に関
わる各種マークの周
知

障がいのある人の地域での
生活を支援する「障がいの
ある方のための各種マー
ク」について、ホームページ
やパンフレット等を用いて一
層の普及を図ります。

4/105



取組内容・成果（P：計画・D:実行） 取組内容・成果（P：計画・D:実行） 取組内容・成果（P：計画・D:実行）

課題（C:評価） 課題（C:評価） 課題（C:評価）

施策の方向性 取組（事業）名称 担当
部内担

当

取組状況・成果（※具体的な数値を記載ください）、課題及び今後の方向性

2018（平成30）年度 2019年度 2020年度

今後の方向性
（A：改善）

今後の方向性
（A：改善）

今後の方向性
（A：改善）

取組指標

市内の小中学校等で車いす体験講習会を実施
し、障がいに対する理解の促進を図る。
実施件数：171　参加人数：10,271名

市内の小中学校等で車いす体験講習会を実施
し、障がいに対する理解の促進を図る。
実施件数：152　参加人数：9,389名

応募多数により、受講希望全てに応えられない。
また、講習会で使用する車いすについて、年数経
過等の理由により、修繕及び買い替え等が必要
な備品が発生しており、安全面及び今後の事業
維持に支障をきたす恐れがある。

応募多数により、受講希望全てに応えられない。

・区広報紙12月号に「障がい者週間」を掲載
・障がい者週間期間中、市役所庁舎内において、
障がいに関するマークの啓発等を行う

・区広報紙12月号に「障がい者週間」を掲載
・障がい者週間期間中、市役所庁舎内において、
障がいに関するマークの啓発等を行う

障がいに関してまだまだ理解が広がっていない状
況にある

障がいに関して理解が広がっていない状況にあ
る

ウェブアクセシビリティに関するJIS規格（JIS X
8341-3:2016）に対応するため、ウェブアクセシビ
リティ方針及びガイドラインの改訂、職員研修、試
験を実施。

ウェブアクセシビリティに関するJIS規格（JIS X
8341-3:2016）に対応するため、ウェブアクセシビ
リティ方針及びガイドラインの改訂、職員研修、試
験を実施。

JIS規格に基づく試験を行い、適合レベルAAに準
拠

JIS規格に基づく試験を行い、適合レベルAAに準
拠

今後も、障がい
のある方への理
解を深め、「人へ
の思いやりや、
やさしさ」に気付
いてもらうための
啓発活動を積極
的に展開してい
く。

今後も、障がい
のある方への理
解を深め、「人へ
の思いやりや、
やさしさ」に気付
いてもらうための
啓発活動を積極
的に展開してい
く。

取組内容を継続
して実施する。

取組内容を継続
して実施する。

障がいのある方への理解を深め、「人への思いやり、やさしさ」に気づいてもらうことを目的とする。

12月の障がい者週間へ向け、さまざまな啓発に取組む

啓発の充実のた
め、引き続き取
組みを行ってい
く。

各務係
長

障がい者スポーツや文化活
動の振興を通じて、障がい
や障がいのある人への理解
を深めるよう取組を進めま
す。

政策企
画室
広報担
当

大阪市ホームページ
の運用・管理

様々な機会をとらえ、パンフ
レット等の作成やホーム
ページ・ＳＮＳ等の活用によ
り、障がいのある人が関係
する事業についての紹介を
積極的に行います。

管理課車いす体験講習会

福祉局
心身障
がい者リ
ハビリ
テーショ
ンセン
ター

啓発の充実のた
め、引き続き取
組みを行ってい
く。

大阪市ウェブアクセシビリティ方針に基づき、障がい者をはじめ、誰もが利用しやすい大阪市ホームページを運用する。

（イ）広報の充実

福祉局
障がい
福祉課

広報紙等の活用

テレビ・ラジオや広報紙誌
等のマスメディアを活用す
るなど、多様な機会の創出
を図り、障がいのある人に
対する認識や理解の促進
を図るための広報を行いま
す。
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取組内容・成果（P：計画・D:実行） 取組内容・成果（P：計画・D:実行） 取組内容・成果（P：計画・D:実行）

課題（C:評価） 課題（C:評価） 課題（C:評価）

施策の方向性 取組（事業）名称 担当
部内担

当

取組状況・成果（※具体的な数値を記載ください）、課題及び今後の方向性

2018（平成30）年度 2019年度 2020年度

今後の方向性
（A：改善）

今後の方向性
（A：改善）

今後の方向性
（A：改善）

取組指標

「いじめ防止対策推進法」及び「大阪市いじめ防
止対策基本方針」、各校の「いじめ防止基本方
針」に基づき、いじめ対応を行う。また、５月の大
型連休明けの最初の月曜日を「いじめについて
考える日」とし、すべての学校において、いじめの
未然防止に係る取組を進め、日頃からいじめを許
さない学校づくりをめざす。

・「いじめ防止対策推進法」及び「大阪市いじめ対
策基本方針」、各校の「いじめ防止基本方針」に
基づき、いじめ対応を行う。
・５月の大型連休明け最初の月曜日を「いじめに
ついて考える日」とし、すべての学校において、い
じめの未然防止に係る取組を進める。
・すべての学校で学期に1回以上のいじめアン
ケートを行い、日頃からいじめを許さない学校づく
りをめざす。

組織的な対応やいじめの解消についての理解を
深め、「いじめ防止対策推進法」に基づいたいじ
め対応を行うこと。「いじめについて考える日」の
取組の充実。

・組織的な対応やいじめの解消についての理解
を深め、「いじめ防止対策推進法」や、「大阪市い
じめ対策基本方針」に基づいたいじめ対応を行う
こと。
・「いじめについて考える日」の取組の充実。

・特別支援教育サポーター 小・中学校577名配置
インクルーシブ教育推進スタッフ 小・中学校19名
配置
巡回相談体制の強化 アドバイザー4名配置
・障がいのある幼児児童生徒の保護者を対象、特
別支援教育に関する「保護者講座」 開催　5回

・特別支援教育サポーター 小・中学校577名配置
インクルーシブ教育推進スタッフ 小・中学校21名
配置
巡回相談体制の強化 アドバイザー4名配置
・障がいのある幼児児童生徒の保護者対象、特
別支援教育に関する「保護者講座」開催　５回

・障がいのある幼児児童生徒の増加・障がいの多
様化への対応
・人材確保
・特別支援教育に関する教職員の専門性の向上

・障がいのある幼児児童生徒の増加・障がいの多
様化への対応
・人材確保
・特別支援教育に関する教職員の専門性の向上

・小学生向け福祉教材「ふくし読本」を小学３年生
に約20,000冊、指導用副教材を教員に約600冊
を配付し、授業等で活用
・全289校に教員向けアンケート調査を実施し、
190校より有効な回答があった。福祉教材の活用
により福祉についての理解が深まった小学生の
割合は93.7％。

・小学生向け福祉教材「ふくし読本」を小学３年生
に約21,000冊、指導用副教材を教員に約700冊
を配付し、授業等で活用
・全295校に教員向けアンケート調査を実施し、
165校より有効な回答があった。福祉教材の活用
により福祉についての理解が深まった小学生の
割合は92％。

引き続き次世代の地域福祉活動の担い手となる
小学生の理解が更に深まるよう取組みが必要で
ある。

引き続き次世代の地域福祉活動の担い手となる
小学生の理解が更に深まるよう取組みが必要で
ある。

取組状況：すべての学校において、「いじめ防止基本方針」を策定し、「いじめについて考える日」などいじめの未然防止に係る取組を進めている。
成果：軽微な事象も見逃さない積極的ないじめの認知が進んでいる。
課題：組織的な対応やいじめの解消についての理解を深め、「いじめ防止対策推進法」に基づいたいじめ対応を行うこと。「いじめについて考える日」の取組の充実。
今後の方向性：すべての学校において、「いじめ防止対策推進法」に基づいたいじめ対応が行われることをめざすとともに、「いじめについて考える日」などいじめの未然防止に係る取組の推進を図る。

ユニバーサルデ
ザインを取り入れ
た、インクルーシ
ブ教育システム
の一層の推進

ユニバーサルデ
ザインを取り入れ
た、インクルーシ
ブ教育システム
の一層の推進

・「大阪市いじめ
対策基本方針」
に基づいた研修
を実施し、いじめ
事案の組織的な
対応を行う。
・スクールロイ
ヤーによる研修
を実施すことによ
り、「いじめ防止
対策推進法」に
基づいたいじめ
対応の徹底を図
る。
・「いじめについ
て考える日」の先
進的な取組を大
阪市ＨＰ等にて
公開する。

教育委
員会事
務局
生活指
導

１－（２）人権教育・福祉教育の充実

各学校園において、障がい
のあるこどもに対するいじ
め・虐待が発生しないよう、
障がいの理解をはじめ、周
りのこどもとのより良い関係
づくりを進めます。

障がいや障がいのある人に
対する認識と理解をこども
の頃から深めるため、学校
教育においては、「大阪市
教育振興基本計画」に基づ
き、施策や教育実践、研究
の充実を図ります。また、市
民を対象とした各種講習会
を幅広く開催し、人権教育・
福祉教育の充実に努めま
す。

スクールロイヤー
による研修を実
施すことにより、
「いじめ防止対
策推進法」に基
づいたいじめ対
応の徹底を図
る。
「いじめについて
考える日」の取
組を大阪市ＨＰ
に公開し、先進
的な取組を紹介
する。

教育委
員会事
務局

インクルーシブ教育シ
ステムの充実と推進

2020年度における福祉教材の活用により福祉についての理解が深まった小学生の割合（教員へのアンケートによる）が80％

次世代の地域福
祉活動の担い手
となる小学生の
理解が更に深ま
るよう、効果検証
をしながら、引き
続き福祉教材の
配付や生徒と福
祉をつなぐ取組
みを実施する。

次世代の地域福
祉活動の担い手
となる小学生の
理解が更に深ま
るよう、効果検証
をしながら、引き
続き福祉教材の
配付や生徒と福
祉をつなぐ取組
みを実施する。

「共に学び、共に育ち、共に生きる教育」を一層推進し、発達障がいを含む障がいへの理解を深め、障がいのある児童生徒が地域で学びやすい基礎的環境整備を行うとともに、ユニバーサ
ルデザインを取り入れたインクルーシブ教育システムの構築

教育委
員会事
務局

こどもの頃から「福祉のここ
ろ」を育む事業として、小中
学生地域福祉学習事業を
実施し、作成したリーフレッ
トや福祉読本を教育現場に
おいて活用して福祉の大切
さを学ぶ機会を提供しま
す。

福祉局
地域福
祉課

小中学生地域福祉学
習事業（福祉人材養
成確保推進事業）

教育委
員会事
務局
インク
ルーシ
ブ
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取組内容・成果（P：計画・D:実行） 取組内容・成果（P：計画・D:実行） 取組内容・成果（P：計画・D:実行）

課題（C:評価） 課題（C:評価） 課題（C:評価）

施策の方向性 取組（事業）名称 担当
部内担

当

取組状況・成果（※具体的な数値を記載ください）、課題及び今後の方向性

2018（平成30）年度 2019年度 2020年度

今後の方向性
（A：改善）

今後の方向性
（A：改善）

今後の方向性
（A：改善）

取組指標

点字版　400部
※点字版と録音版は隔年で作成。
　H29は、録音版（テープ50巻、デイジー200枚）
作成

録音版（テープ50巻、デイジー200枚）
※点字版と録音版は隔年で作成。
　H30は、点字版　400部作成

予定通り作成 予定通り作成

知的障がい者向け冊子の作成
　　　　　　　　　作成部数　　2,700部

今後も継続して
作成を行ってい
く。

知的障がい者向け冊子の作成
　　　　　　　　　作成部数　　2,700部

解り易い説明となるよう留意し、また漢字にはルビ
をふるなど配慮を心掛けている。

解り易い説明となるよう留意し、また漢字にはルビ
をふるなど配慮を心掛けている。

通報件数　34件
（内訳　火災０件、救急12件、救助０件、救護０
件、
その他（誤報、問い合わせ）22件　）

通報件数　１４件
（内訳　火災０件、救急２件、救助０件、救護０件、
その他（誤報、問い合わせ）１２件）

特になし 特になし

受信件数　38.455件
（内訳　火災０件、救急１５件、救助０件、救護３件
その他（問い合わせ、迷惑メール等）38.437件）

受信件数　10,068件
（内訳　火災１件、救急６件、救助0件、救護0件、
その他（問い合わせ、迷惑メール）10，061件）

特になし 特になし

受信件数　６件
（内訳　火災０件、救急４件、救助０件、救護０件
その他（問い合わせ）２件）

受信件数　22件
（内訳　火災０件、救急12件、救助0件、救護1件、
その他（問い合わせ、迷惑メール）９件）

特になし 特になし

【市議会議員鶴見区選挙区補欠選挙】
計画のとおり希望者へ提供。約40名。

【統一地方選挙・参議院議員通常選挙】
計画のとおり希望者へ提供。約700名。
【市議会議員中央区選挙区再選挙】
計画のとおり希望者へ提供。約10名。

特になし。 特になし。

【市議会議員鶴見区選挙区補欠選挙】
計画のとおり希望者へ送付。約40名。

【統一地方選挙・参議院議員通常選挙】
計画のとおり希望者へ送付。約700名。
【市議会議員中央区選挙区再選挙】
計画のとおり希望者へ送付。約10名。

特になし。 特になし。

令和２年３月31日に運用終了

ホームページ等
において、広報
を継続

運用終了

希望する市内の選挙人約700名へ提供する。

統一地方選挙・
参議院議員通常
選挙において提

供する。

今後行われる選
挙において継続
的に提供する。

インターネットによる
119番通報受信体制
の広報し、聴言障が
い者の119番通報手
段について情報提供
する。

消防局

携帯電話、スマートフォンのインターネット接続機能を利用し、簡単に素早く119番通報できるシステムであることを、消防局ＨＰ、各消防署の行事等により広報する。

各種行事、ホー
ムページ等にお
いて、広報を継
続し登録を促す

各種行事、ホー
ムページ等にお
いて、広報を継
続し登録を促す

行政委
員会事
務局選
挙課

消防局

相談課

eメールによる119番通
報受信体制の広報
し、聴言障がい者の
119番通報手段につ
いて情報提供する。

投票案内状の送付
（点字シール貼付）

行政委
員会事
務局選
挙課

希望する市内の選挙人約700名の投票案内状に点字シールを貼り付け、送付する。

統一地方選挙・
参議院議員通常
選挙において送
付する。

今後行われる選
挙において継続
的に送付する。

選挙公報
点字版・音訳版の提
供

ホームページ等
において、広報
を継続

"はーとふる"ガイド
（わかりやすい福祉
サービス一覧）

今後も継続して
作成を行ってい
く。

消防局ホームページ
または消防署におい
て、FAX通報用の用
紙を配布し、FAXにて
119番通報

消防局

消防局ＨＰ、各消防署の行事等により引き続き広報する。

ホームページ等
において、広報
を継続

福祉局
心身障
がい者リ
ハビリ
テーショ
ンセン
ター

障がいのある人が利用でき
る施策・サービスの情報や
地域での生活に必要な情
報について、障がいの状況
や特性に応じて、わかりや
すく活用しやすい形で提供
します。

　引き続き、点字
版と音声版を隔
年で作成するとと
もに、点字版や
音声版を作成し
ていることの周知
を行う。

　引き続き、点字
版と音声版を隔
年で作成するとと
もに、点字版や
音声版を作成し
ていることの周知
を行う。

点字版と音声版を隔年で作成し、障がいの状況や特性に応じた情報提供を行う

２－（１）わかりやすい情報発信とコミュニケーション支援の充実

（ア）多様な情報提供

福祉局
障がい
福祉課

「障がいがある方のた
めの福祉のあらまし」
点字版・音声版

髙田係
長
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取組内容・成果（P：計画・D:実行） 取組内容・成果（P：計画・D:実行） 取組内容・成果（P：計画・D:実行）

課題（C:評価） 課題（C:評価） 課題（C:評価）

施策の方向性 取組（事業）名称 担当
部内担

当

取組状況・成果（※具体的な数値を記載ください）、課題及び今後の方向性

2018（平成30）年度 2019年度 2020年度

今後の方向性
（A：改善）

今後の方向性
（A：改善）

今後の方向性
（A：改善）

取組指標

【市議会議員鶴見区選挙区補欠選挙】
計画のとおり実施。点字投票10票。

【統一地方選挙】
計画のとおり交付。点字投票254票(市議選）。
【参議院議員通常選挙】
計画のとおり交付。点字投票290票（選挙区）。
【市議会議員中央区選挙区再選挙】
計画のとおり交付。点字投票２票。

特になし。 特になし。

【実績】
点字版：約270部／月平均
音声版：ホームページに毎月掲載

【実績】
点字版：約260部／月平均
音声版：ホームページに毎月掲載

当初予定通り実施できた。 当初予定通り実施できた。

各区の広報紙の点字版・音声版を発行している。 点字版は毎月発行している
音声版は区ホームページに毎月掲載

外部委託している区では、点字版を作成する事
業者が少ないなどの課題がある。

点字版・音声版の広報紙を必要としている人へ本
取組について周知する必要がある。
外部委託している区では、点字版を作成する事
業者が少ない。

デイジー版：148枚（地域情報編）
点字版：152組
デイジー版：146枚

当初予定通り実施できた。 当初予定通り実施できた。

・納税通知書送付時の封筒に、あて名や送付文
書名の点字表示を実施。
・納税通知書及び同封物には、その主な内容の
点字文書を添付。
【個人市・府民税】　27件
【固定資産税・都市計画税】　40件

・納税通知書送付時の封筒に、あて名や送付文
書名の点字表示を実施。
・納税通知書及び同封物には、その主な内容の
点字文書を添付。
【個人市・府民税】　25件
【固定資産税・都市計画税】　40件

希望者に送付することができた。 希望者に送付することができた。

市税の納税通知書等
への点字表示

財政局
税務部
課税課

視覚障がいのある方（希望者）に納税通知書等の点字表示を行う。

課税額を適切に
通知するため、
今後も継続して
実施する。

課税額を適切に
通知するため、
今後も継続して
実施する。

区広報紙
点字版、音声版

各区
広報担
当

障がいのある方
に配慮した情報
発信の充実を図
る観点から、今
後も継続的に実
施する。

点字投票用紙の交付

区広報紙
点字版、音声版

政策企
画室・各
区
広報担
当

全投票所において、点字投票を希望する選挙人へ点字投票用紙を交付する。

統一地方選挙・
参議院議員通常
選挙において交
付する。

今後行われる選
挙において継続
的に交付する。

区広報紙の点字版を毎月発行し希望者へ配付するとともに、音声版をホームページに毎月掲載する。

取組内容を継続
して実施する。

取組内容を継続
して実施する。

障がいがあることにより情報
を入手することが困難な人
について、対象者の状況及
びニーズ並びに障がいの
特性に応じて、音声読み上
げソフト、音声認識翻訳ソフ
ト、タブレット端末を用いた
遠隔手話通訳及びインター
ネット等、様々なＩＣＴを活用
し、それぞれの障がいに適
した情報提供を進めます。
また、ルビやイラストなどを
用いたわかりやすい表現手
法の活用など、それぞれの
障がいに適した情報提供を
進めます。

障がいのある方
に配慮した情報
発信の充実を図
る観点から、今
後も継続的に実
施する。

生活ガイドブック「くら
しの便利帳」
点字版・音声版

政策企
画室
広報担
当

隔年で発行する「くらしの便利帳」の点字版・録音版を作成。

市民が必要とす
る情報を、視覚
障がいのある方
にも発信できるよ
う、点字版・音声
版の作成につい
て、次回（令和2
年3月発行予定）
も引き続き実施
する。

市民が必要とす
る情報を、視覚
障がいのある方
にも発信できるよ
う、点字版・音声
版の作成につい
て、次回（令和4
年3月発行予定）
も引き続き実施
する。

行政委
員会事
務局選
挙課
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取組内容・成果（P：計画・D:実行） 取組内容・成果（P：計画・D:実行） 取組内容・成果（P：計画・D:実行）

課題（C:評価） 課題（C:評価） 課題（C:評価）

施策の方向性 取組（事業）名称 担当
部内担

当

取組状況・成果（※具体的な数値を記載ください）、課題及び今後の方向性

2018（平成30）年度 2019年度 2020年度

今後の方向性
（A：改善）

今後の方向性
（A：改善）

今後の方向性
（A：改善）

取組指標

【実績】
年3回発行
330部／回

【実績】
年3回発行
330部／回

希望者に送付することができた。 希望者に送付することができた。

マルチメディアデイジー教科書の活用
小学校 79校　414名
中学校 18校　45名

音声教材活用研修　2回

マルチメディアデイジー教科書の活用
小学校　109校　666名
中学校26校　68名

音声教材活用研修　２回

・ＩＣＴ活用について、教員への一層の普及・促進
・授業での活用の検証

・ICT活用について、教員への一層の普及・促進
・授業での活用の検証

〇点字、録音図書（単位：タイトル）
（所蔵状況）
デイジー　5,113、テープ　5,751、点字　2,644、テ
キストデイジー　3
（製作）
デイジー　101、テープ　95、点字　125、テキスト
デイジー　3
（貸出）
デイジー　49,640、テープ　2,779、点字　2,247
（サピエダウンロード数）
デイジー　34,674、テープ　、点字　7,634

〇音訳講習会修了者13人
〇点訳講習会修了者15人

〇点字、録音図書（単位：タイトル）
（所蔵状況）
デイジー　5,290、テープ　5,859、点字　2,803、テ
キストデイジー　7
（製作）
デイジー　109、テープ　108、点字　120、テキスト
デイジー7
（貸出）
デイジー　46,879、テープ　2,105、点字　2,176
（サピエダウンロード数）
デイジー　35,286、テープ　0、点字　6,637

〇音訳講習会修了者18人
〇点訳講習会修了者25人

利用者のニーズに応じた情報提供 利用者のニーズに応じた情報提供

・障がい者施策推進会議などを活用し、送付する
文書の点字版を作成する。
・福祉のあらましや平成30年3月末に作成した「大
阪市障がい者支援計画・第5期障がい福祉計画・
第1期障がい児福祉計画」への音声コードの掲載
する。
・区窓口において、手話を必要とする方への対応
として、タブレット端末を使用した遠隔手話通訳
サービスを全24区に導入した。

・障がい者施策推進会議などを活用し、送付する
文書の点字版を作成する。
・福祉のあらましや令和元年度に作成した、「大阪
市障がい者基礎調査」への音声コードの掲載す
る。
・区窓口において、手話を必要とする方への対応
として、タブレット端末を使用した遠隔手話通訳
サービスを全24区に導入した。

発行する冊子等について、一定区も含め音声
コード等障がいのある方の配慮はできていると考
える。

発行する冊子等について、一定区も含め音声
コード等障がいのある方の配慮はできていると考
える。

障がいのある方
に配慮した情報
発信の充実を図
る観点から、今
後も継続的に実
施する。（令和2
年8月の広報紙
の発行終了に伴
い終了）

マルチメディアデ
イジー教科書活
用等、環境の整
備につとめる

マルチメディアデ
イジー教科書活
用等、環境の整
備につとめる

視覚障がいのある方向けに広報紙を制作する。

障がいのある方
に配慮した情報
発信の充実を図
る観点から、今
後も継続的に実
施する。

マルチメディアデイジー教科書の活用における大阪市として一括申請する他、活用実践報告などの活用研修を実施し、読みの困難な児童生徒への指導・支援の充実を図る

ＩＣＴを活用した授業づくりを
進めていく中で、障がいの
ある子どもへの支援のあり
方についてさらに研究を進
めます。

福祉局
障がい
福祉課

視覚に障がいがある人に対し点字図書、録音図書等により情報提供を行う。

利用者ニーズの
把握に努め、引
き続き実施する。

利用者ニーズの
把握に努め、引
き続き実施する。

コミュニケーション・情報収
集の保障は地域で生活す
るうえで重要であり、自己選
択・自己決定を推進する観
点からも、障がいのある人
が障がいの特性に応じた適
切な情報の取得やコミュニ
ケーションのための手段の
選択が行える環境の整備に
努めます。

（イ）コミュニケーション・情報収集に関する支援の充実

「大都市制度（特別
区）広報紙」
点字版

視覚障がい者情報提
供事業
（早川福祉会館）

会議等の際、点字版の作成など障がいのある方へ配慮を行う。

引き続き、全所
属への周知を
図っていくなど
し、障がいのある
方へ必要な配慮
を行っていく。
なお、遠隔手話
通訳サービスは
導入しているもの
の、引き続き、人
事室で開催され
ている手話研修
への参加につい
ても、働きかけて
いく。

引き続き、全所
属への周知を
図っていくなど
し、障がいのある
方へ必要な配慮
を行っていく。
なお、遠隔手話
通訳サービスは
導入しているもの
の、引き続き、人
事室で開催され
ている手話研修
への参加につい
ても、働きかけて
いく。

「障がいのある人への
対応」について全所
属へ周知など

福祉局
障がい
福祉課

各務係
長

副首都
推進局
戦略調
整担当

ＩＣＴを活用した授業
づくり

教育委
員会事
務局
インク
ルーシ
ブ

各務係
長
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取組内容・成果（P：計画・D:実行） 取組内容・成果（P：計画・D:実行） 取組内容・成果（P：計画・D:実行）

課題（C:評価） 課題（C:評価） 課題（C:評価）

施策の方向性 取組（事業）名称 担当
部内担

当

取組状況・成果（※具体的な数値を記載ください）、課題及び今後の方向性

2018（平成30）年度 2019年度 2020年度

今後の方向性
（A：改善）

今後の方向性
（A：改善）

今後の方向性
（A：改善）

取組指標

平成30年度末で市民局におけるリース契約が終
了するので、引き続き点字プリンタの運用を行う場
合、区役所において調達を行う必要がある。

市民局におけるリース契約終了後、区役所で再
リース、買取をして設置している（１４区）
設置していない区においては点字ラベラー等を
活用している

市民局のリース終了後、必要に応じ再リース等を
行う必要がある。
その他、ラベラー、テプラを使用している区は長
文が厳しいと言った課題があったり、必要性を感
じないといった区もあり。

区役所において、必要性等を精査しながら、調達
（リース等）の継続を行う必要がある。
点字ラベラーにおいては作成に時間がかる（特に
長文作成）

【市議会議員鶴見区選挙区補欠選挙】
コミュニケーションボードを全投票所に設置。

【統一地方選挙・参議院議員通常選挙・市議会議
員中央区選挙区再選挙】
計画のとおり全投票所に耳マーク表示板・コミュニ
ケーションボードを設置。

特になし。 特になし。

【市議会議員鶴見区選挙区補欠選挙】
計画のとおり鶴見区選挙執行本部に配置。

【統一地方選挙・参議院議員通常選挙】
計画のとおり投票所又は選挙執行本部に手話通
訳者を配置。（全区）
【市議会議員中央区選挙区再選挙】
計画のとおり中央区選挙執行本部に手話通訳者
を配置。

特になし。 特になし。

意思疎通を図ることが困難な視覚障がい者等に
対し、点訳による意思疎通を行うための点訳奉仕
員を養成する。（受講者31名）

意思疎通を図ることが困難な視覚障がい者等に
対し、点訳による意思疎通を行うための点訳奉仕
員を養成する。（受講者21名）

受講者の人数はここ数年で大きな変化は無いが
わずかに増加傾向にある。効果的な募集方法を
検討する。

ここ数年、一定数の受講者の確保はできている
が、効果的な募集方法を検討する。

日常会話程度の表現技術を習得した手話奉仕員
を養成する。（受講者839名）

日常会話程度の表現技術を習得した手話奉仕員
を養成する。（受講者714名）

手話言語条例の制定で手話への関心が高まって
いると考えられるため、受講者は増加傾向。修了
者率の向上（修了者570名、68％）が課題。

手話言語条例の制定で手話への関心が高まって
いると考えられるため、一定数の受講者の確保は
できている。修了者率の向上（修了者519名、
73％）が課題。

聴覚に障がいのある方に対し、日常生活上必要
なコミュニケーション支援を行うための手話通訳者
を養成する。（受講者94名）

聴覚に障がいのある方に対し、日常生活上必要
なコミュニケーション支援を行うための手話通訳者
を養成する。（受講者70名）

近年受講者が増加傾向にあるが、さらに受講者
増に向けた取組みが必要である。

ここ数年、一定の受講者の確保はできているが、
さらに受講者増に向けた取組みが必要である。

受講者数839名（30年度実績）と同数以上または修了者率68％（30年度実績）と同数以上

耳マーク表示板・コ
ミュニケーションボード
の設置

行政委
員会事
務局選
挙課

点字プリンターの設置
等

全投票所に耳マーク表示板・コミュニケーションボードを設置する。

統一地方選挙・
参議院議員通常
選挙において全
投票所に耳マー
ク表示板・コミュ
ニケーションボー
ドを設置する。

今後行われる選
挙において継続
的に全投票所に
設置する。

引き続き全区で
実施できるよう運
営し、修了者率
の向上に向けて
課題を整理す
る。

引き続き全区で
実施できるよう運
営し、修了者率
の向上に向けて
課題を整理す
る。

各区
広報担
当

障がいのある方
に配慮した情報
発信の充実を図
る観点から、今
後も継続的に実
施する。

手話通訳者養成研修

行政委
員会事
務局選
挙課

手話通訳者の配置

手話通訳者派遣
事業の基盤とな
る手話通訳者育
成に向けた取組
みであり、引き続
き事業を継続し、
募集の周知に努
める。

投票所又は選挙執行本部に手話通訳者を配置する。（全区で実施）

統一地方選挙・
参議院議員通常
選挙において配
置する。

今後行われる選
挙において継続
的に配置する。

・聴覚、言語機能、音声機能、
視覚その他の障がいのため、
意思疎通を図ることに支障が
ある人に、手話通訳者・要約
筆記者の派遣、点訳や音声訳
等による支援などを行うととも
に、手話、要約筆記、点字、対
面朗読、録音図書などの普及

福祉局
障がい
福祉課

手話奉仕員養成研修

福祉局
障がい
福祉課

受講者数94名（30年度実績）と同数以上

手話通訳者派遣
事業の基盤とな
る手話通訳者育
成に向けた取組
みであり、引き続
き事業を継続し、
募集の周知に努
める。

点訳奉仕員養成事業
福祉局
障がい
福祉課

受講者数31名（30年度実績）と同数以上

点訳奉仕員の確
保に向けて、引
き続き事業を継
続し、募集の周
知に努める。

点訳奉仕員の確
保に向けて、引
き続き事業を継
続し、募集の周
知に努める。

山田係
長

山田係
長

山田係
長
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取組内容・成果（P：計画・D:実行） 取組内容・成果（P：計画・D:実行） 取組内容・成果（P：計画・D:実行）

課題（C:評価） 課題（C:評価） 課題（C:評価）

施策の方向性 取組（事業）名称 担当
部内担

当

取組状況・成果（※具体的な数値を記載ください）、課題及び今後の方向性

2018（平成30）年度 2019年度 2020年度

今後の方向性
（A：改善）

今後の方向性
（A：改善）

今後の方向性
（A：改善）

取組指標

聴覚に障がいのある方に対し、日常生活上必要
なコミュニケーション支援を行うための要約筆記者
を養成する。（受講者27名）

聴覚に障がいのある方に対し、日常生活上必要
なコミュニケーション支援を行うための要約筆記者
を養成する。（受講者31名）

養成研修を修了した者（過去に養成研修を修了
した者も含む）の試験合格率の向上や要約筆記
者のスキルの向上。

養成研修を修了した者（過去に養成研修を修了
した者も含む）の試験合格率の向上や要約筆記
者のスキルの向上。

視覚と聴覚に重複して重度の障がいのある盲ろう
者のコミュニケーションや移動の支援を行う、通
訳・介助者の養成を行う。（受講者15名）

視覚と聴覚に重複して重度の障がいのある盲ろう
者のコミュニケーションや移動の支援を行う、通
訳・介助者の養成を行う。（受講者14名）

視覚と聴覚の障がいを併せ持つ盲ろう者のコミュ
ニケーション支援は単独の障がいを持つ障がい
者支援と比較するとその支援が難しい。

視覚と聴覚の障がいを併せ持つ盲ろう者のコミュ
ニケーション支援は単独の障がいを持つ障がい
者支援と比較するとその支援が難しい。

聴覚・言語障がい者からの派遣依頼により、手話
通訳者を派遣し、利用者の情報保障を行う。
（3,723件、10,616時間）（手話通訳者数111名）

聴覚・言語障がい者からの派遣依頼により、手話
通訳者を派遣し、利用者の情報保障を行う。
（3,748件、10,662時間）（手話通訳者数112名）

手話言語条例の制定により、市民生活のより多く
の場面で手話通訳者によるコミュニケーション支
援が必要である。

手話言語条例の制定により、市民生活のより多く
の場面で手話通訳者によるコミュニケーション支
援が必要である。

聴覚障がい者からの派遣依頼により、要約筆記
者を派遣し、利用者の情報保障を行う。（78件、
234時間）

聴覚障がい者からの派遣依頼により、要約筆記
者を派遣し、利用者の情報保障を行う。（81件）

中途失聴者を中心に要約筆記の需要自体は高
いが、同じ聴覚障がいに係る意思疎通支援の手
話と比較し、利用件数が少ない。

中途失聴者を中心に要約筆記の需要自体は高
いが、同じ聴覚障がいに係る意思疎通支援の手
話と比較し、利用件数が少ない。

・学校行事における手話通訳派遣
189回

・学校行事における手話通訳派遣
204回

計画通り実施 計画通り実施

派遣件数78件（30年度実績）と同数以上

要約筆記を必要
とする人への情
報保障が確保さ
れるため、利用し
やすい制度への
見直しを図る必
要がある。

引き続き、取り組
みを実施していく

要約筆記者派遣事業

要約筆記者の確
保に向けて、引
き続き事業を継
続し、要約筆記
者のスキルの向
上等に関する課
題を整理する。

福祉局
障がい
福祉課

要約筆記者の確
保に向けて、引
き続き事業を継
続し、要約筆記
者のスキルの向
上等に関する課
題を整理する。

山田係
長

山田係
長

盲ろう者通訳・介助者
養成研修

福祉局
障がい
福祉課

受講者数15名（30年度実績）と同数以上

盲ろう者通訳・介
助員の確保に向
けて、引き続き事
業を継続し、募
集の周知に努め
る。

盲ろう者通訳・介
助員の確保に向
けて、引き続き事
業を継続し、募
集の周知に努め
る。

面朗読、録音図書などの普及
や市民の理解の促進、さらに
は関係機関との連絡調整に努
めます。

・「大阪市こころを結ぶ手話言
語条例」や「大阪市手話に関
する施策の推進方針」の趣旨
を踏まえて、手話が言語である
という認識に基づき、手話への
理解の促進及び手話の普及、
手話による情報取得、手話に
よる意思疎通の支援、手話を
必要とするひとへの相談支援
に関する施策を推進するととも
に、これらが大阪市の施策全
体に広がるよう、各所属がしっ
かりと連携して手話に関する施
策の推進に取り組みます。

・また、大阪府と連携し、視覚
と聴覚の重複障がいのある人
に対応した触手話、指点字等
のコミュニケーション手段の保
障や理解の促進に努めるとと
もに、各分野で行われる講習
会を支援し、人材の養成・確保
に努めます。

要約筆記を必要
とする人への情
報保障が確保さ
れるため、利用し
やすい制度への
見直しを図る必
要がある。

手話通訳者派遣事業
福祉局
障がい
福祉課

手話通訳者数111名（30年度実績）と同数以上

派遣件数は年々
増加をしており、
今後も見込まれ
る需要に対して
適切に対応でき
るように手話通
訳者の数を増や
すなど体制整備
を整える必要が
ある。

派遣件数は年々
増加をしており、
今後も見込まれ
る需要に対して
適切に対応でき
るように手話通
訳者の数を増や
すなど体制整備
を整える必要が
ある。

要約筆記者養成研修
福祉局
障がい
福祉課

受講者数27名（30年度実績）と同数以上

教育委
員会事
務局

聴覚障がいのある保護者とのコミュニケーションの円滑化を図るため、学校への手話通訳指導員派遣を実施

手話通訳指導員派遣
事業 引き続き、取り組

みを実施していく

山田係
長

山田係
長
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取組内容・成果（P：計画・D:実行） 取組内容・成果（P：計画・D:実行） 取組内容・成果（P：計画・D:実行）

課題（C:評価） 課題（C:評価） 課題（C:評価）

施策の方向性 取組（事業）名称 担当
部内担

当

取組状況・成果（※具体的な数値を記載ください）、課題及び今後の方向性

2018（平成30）年度 2019年度 2020年度

今後の方向性
（A：改善）

今後の方向性
（A：改善）

今後の方向性
（A：改善）

取組指標

ウェブアクセシビリティに関するJIS規格（JIS X
8341-3:2016）に対応するため、ウェブアクセシビ
リティ方針及びガイドラインの改訂、職員研修、試
験を実施。

ウェブアクセシビリティに関するJIS規格（JIS X
8341-3:2016）に対応するため、ウェブアクセシビ
リティ方針及びガイドラインの改訂、職員研修、試
験を実施。

JIS規格に基づく試験を行い、適合レベルAAに準
拠

JIS規格に基づく試験を行い、適合レベルAAに準
拠

デイジー版：148枚（地域情報編）
点字版：152組
デイジー版：146枚

当初予定通り実施できた。 当初予定通り実施できた。

【実績】
点字版：約270部／月平均
音声版：ホームページに毎月掲載

【実績】
点字版：約260部／月平均
音声版：ホームページに毎月掲載

当初予定通り実施できた。 当初予定通り実施できた。

点字版　400部
※点字版と録音版は隔年で作成。
　H29は、録音版（テープ50巻、デイジー200枚）
作成

点字版：152組
デイジー版：146枚

予定通り作成 当初予定通り実施できた。

髙田係
長

点字版と音声版を隔年で作成し、障がいの状況や特性に応じた情報提供を行う

　引き続き、点字
版と音声版を隔
年で作成するとと
もに、点字版や
音声版を作成し
ていることの周知
を行う。

市民が必要とす
る情報を、視覚
障がいのある方
にも発信できるよ
う、点字版・音声
版の作成につい
て、次回（令和4
年3月発行予定）
も引き続き実施
する。

障がいのある人が情報通信
機器を利用できる環境や利
用技術を習得する機会の
制約から新たな情報格差が
生じることのないよう、また、
ＩＣＴの活用により社会参加
がより一層促進されるよう、
情報バリアフリーの推進に
努めます。

大阪市ホームページ
の運用・管理
（再計）

政策企
画室
広報担
当

大阪市ウェブアクセシビリティ方針に基づき、障がい者をはじめ、誰もが利用しやすい大阪市ホームページを運用する。

取組内容を継続
して実施する。

取組内容を継続
して実施する。

生活ガイドブック「くら
しの便利帳」
点字版・音声版
（再計）

政策企
画室
広報担
当

隔年で発行する「くらしの便利帳」の点字版・録音版を作成。

市民が必要とす
る情報を、視覚
障がいのある方
にも発信できるよ
う、点字版・音声
版の作成につい
て、次回（令和2
年3月発行予定）
も引き続き実施
する。

市民が必要とす
る情報を、視覚
障がいのある方
にも発信できるよ
う、点字版・音声
版の作成につい
て、次回（令和4
年3月発行予定）
も引き続き実施
する。

区広報紙
点字版、音声版
（再計）

政策企
画室・各
区
広報担
当

区広報紙の点字版を毎月発行し希望者へ配付するとともに、音声版をホームページに毎月掲載する。

取組内容を継続
して実施する。

取組内容を継続
して実施する。

「障がいがある方のた
めの福祉のあらまし」
点字版・音声版
（再計）

福祉局
障がい
福祉課

（ウ）情報バリアフリーの推進
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取組内容・成果（P：計画・D:実行） 取組内容・成果（P：計画・D:実行） 取組内容・成果（P：計画・D:実行）

課題（C:評価） 課題（C:評価） 課題（C:評価）

　障がいのある方や、そのご家族の方々向けに、
障がい福祉に関する制度や施設を紹介した冊子
を作成している。ホームページに原稿を掲載する
他、点字版と音声版を隔年で作成している。

作成部数　３７，０００部

　障がいのある方や、そのご家族の方々向けに、
障がい福祉に関する制度や施設を紹介した冊子
を作成している。ホームページに原稿を掲載する
他、点字版と音声版を隔年で作成している。

作成部数　３７，０００部

予定通り作成 予定通り作成

平成29年3月31日に「障害福祉サービスの利用等
にあたっての意思決定支援ガイドライン」が作成さ
れたことから、基幹相談支援センター及び相談支
援事業所へ周知を行った。

令和元年9月24日～27日に実施した指定障がい
福祉サービス事業者等への集団指導において、
同年度に「知的障がいのある人の自己決定を踏
まえた支援」をテーマとして社会福祉・研修情報
センターにおいて実施する予定の研修について
周知を行った。

関係省令等の基準にもとづく指導・監査を行う際
に、利用者の観点からの説明・指導を基本とし、
事業者に理解を深めてもらうことで、障がいのある
人にとって適切なサービス利用となるよう、事業者
に働きかけた。
平成30年度では、1,024件の事業所に対して実地
指導を実施した。

前年度に引き続き、関係省令等の基準にもとづく
指導・監査を行う際に、利用者の観点からの説
明・指導を基本とし、事業者に理解を深めてもらう
ことで、障がいのある人にとって適切なサービス利
用となるよう、事業者に働きかけた。
令和元年度では、975件の事業所に対して実地
指導を実施した。

指導監査の対象となる事業所数が増加傾向にあ
るため、対象事業所全体に対する実地指導件数
が伸び悩んだ。

依然として指導監査の対象となる事業所数が増
加傾向にあることに加え、新型コロナウイルス感染
症の感染拡大を受け、令和２年２月ごろより実地
指導の実施を中断したことにより、件数が伸び悩
んだ。

障がいのある人の意思を尊
重したサービスが行われる
よう、集団指導の場等を通
じて「障害福祉サービス等
の提供に係る意思決定支
援ガイドライン」の活用の促
進を図ります。

「意思決定支援ガイド
ライン」の周知

福祉局
障がい
支援課

古藤係
長

障がい者の意思
決定の支援がよ
り一層適切に図
られるよう、指定
障がい福祉サー
ビス事業者等へ
の集団指導など
により周知を行う
よう調整してい
く。

コロナ禍で研修
の開催が中止と
なったことから、
感染対策を徹底
するかオンライン
等の活用による
開催を目指す。

事業者への指導・監査での
改善指導を通じ、障がいの
ある人が必要なサービスを
より適切に利用できるよう取
り組みます。

第２章　地域での暮らしを支えるために

施策の方向性 取組（事業）名称 担当

取組状況・成果（※具体的な数値を記載ください）、課題及び今後の方向性

2018（平成30）年度 2019年度 2020年度

取組指標

今後の方向性
（A：改善）

今後の方向性
（A：改善）

今後の方向性
（A：改善）

部内担当

引き続き作成し、
必要な情報を広
く提供するよう取
組む。

事業者等への指導監
査

福祉局
運営指
導課

実地指導件数が前年度以上

今後も、指導・監
査を通じて、左
記取組を継続し
ていく。指導体
制等を見直し、
前年度の実施数
を上回るよう取組
みを実施してい
く。

新型コロナウイル
ス感染症の市中
感染状況を踏ま
え、実地指導の
再開時期や実施
手法について適
時検討し、安定
的な実地指導の
実施、および実
施件数の向上を
めざす。

髙田係
長

１－（１）サービス利用の支援

（ア）福祉サービスの適切な利用

福祉サービスを適切に利用
できるよう、ホームページや
区保健福祉センターの窓口
等、様々な機会をとらえ、必
要な情報を提供します。

障がいのある方のた
めの「福祉のあらまし」

福祉局
障がい
福祉課

制度等を利用される方に必要な情報を提供できるよう、毎年作成する。

引き続き作成し、
必要な情報を広
く提供するよう取
組む。

平成30年度からの障がい者支援計画実施状況
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取組内容・成果（P：計画・D:実行） 取組内容・成果（P：計画・D:実行） 取組内容・成果（P：計画・D:実行）

課題（C:評価） 課題（C:評価） 課題（C:評価）

施策の方向性 取組（事業）名称 担当

取組状況・成果（※具体的な数値を記載ください）、課題及び今後の方向性

2018（平成30）年度 2019年度 2020年度

取組指標

今後の方向性
（A：改善）

今後の方向性
（A：改善）

今後の方向性
（A：改善）

部内担当

大阪市社会福祉研修・情報センターにおいて、福
祉サービスを支える人材の確保やその資質の向
上を図るために、福祉専門職研修や福祉人材確
保支援研修等を実施
・研修回数123回
・延べ受講者数7,674名
・2018年度 満足度の評価指数 年間平均：4.4

大阪市社会福祉研修・情報センターにおいて、福
祉サービスを支える人材の確保やその資質の向
上を図るために、福祉専門職研修や福祉人材確
保支援研修等を実施
・研修回数106回
・延べ受講者数7,485名
・2019年度 満足度の評価指数 年間平均：4.4

引き続き福祉サービスを支える人材の確保やその
資質を向上させる取組みが必要である。

引き続き福祉サービスを支える人材の確保やその
資質を向上させる取組みが必要である。

福祉サービスを支える人材
の確保・資質の向上につい
て、資格等を持ちながら職
に就いていない方を対象と
した復職に向けた研修や、
事業者の求人・広報力の向
上を目的とした研修等、福
祉人材確保を支援する取
組を実施していきます。
また、国や府との役割分担
や制度の動向等も踏まえて
対応について検討を進める
とともに、必要な改善策に
ついて強く国に要望を行い
ます。

効果検証を行
い、引き続き福
祉サービスを支
える人材の確保
やその資質の向
上につながる取
組みを実施す
る。

（イ）人材の確保・資質の向上

効果検証を行
い、引き続き福
祉サービスを支
える人材の確保
やその資質の向
上につながる取
組みを実施す

る。

研修等の企画の成果指標として実施する受講者アンケートの満足度の評価指数が５段階評価で 4.0以上

社会福祉従事者研修
の実施

人材
福祉局
地域福
祉課
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取組内容・成果（P：計画・D:実行） 取組内容・成果（P：計画・D:実行） 取組内容・成果（P：計画・D:実行）

課題（C:評価） 課題（C:評価） 課題（C:評価）

施策の方向性 取組（事業）名称 担当

取組状況・成果（※具体的な数値を記載ください）、課題及び今後の方向性

2018（平成30）年度 2019年度 2020年度

取組指標

今後の方向性
（A：改善）

今後の方向性
（A：改善）

今後の方向性
（A：改善）

部内担当

・成年後見制度の利用促進のために、「権利擁護
支援の地域連携ネットワーク」の構築を着実に進
めた。
・具体的には、大阪市成年後見支援センターを中
核機関として、専門職団体・関係機関が連携協力
する「協議会」を設置・運営し、本人を中心とする
「チーム」を支援する仕組みを整備した。
・「協議会」には、５つの部会（広報・相談・制度利
用促進・後見人支援・点検評価）を設置し、成年
後見支援センター・福祉局・３士会（弁護士会・社
会福祉士会・司法書士会）を中心として、家庭裁
判所とも連携しながら取り組みを進めた。
・相談支援機関（区役所・地域包括支援セン
ター・障がい者基幹相談支援センター・地域活動
支援センター（生活支援型））が「チーム」を形成し
て適切に支援できるよう、「対応マニュアル」を策
定し、研修を行った。
・成年後見支援センターと福祉局が随時後方支
援を行った。

・協議会からチーム会議の場に、必要に応じて
「専門職」を派遣
　【H31.3末までに42件、事例検討会1回開催し
た】
・協議会の機能を果たすため５つの部会を設置
し、各年２回ずつ開催
　【H31.3末までに、広報２回・相談２回・制度利用
促進２回・後見人支援３回・点検評価２回開催し
た】
・4月にマニュアル（成年後見制度利用促進の手
引き）を策定
・4～７月に全相談支援機関に対して制度利用促
進の研修を実施
　【H31.3末までに７回実施】

・昨年度に引き続き、成年後見制度の利用促進
のために「権利擁護支援の地域連携ネットワーク」
の構築を進めた。
・具体的には、大阪市成年後見支援センターを中
核機関として、専門職団体・関係機関が連携協力
する「協議会」を設置・運営し、本人を中心とする
「チーム」を支援する仕組みを整備した。
・「協議会」には、５つの部会（広報・相談・制度利
用促進・後見人支援・点検評価）を設置し、成年
後見支援センター・福祉局・３士会（弁護士会・社
会福祉士会・司法書士会）を中心として、家庭裁
判所とも連携しながら取り組みを進めた。
・相談支援機関（区役所・地域包括支援セン
ター・障がい者基幹相談支援センター・地域活動
支援センター（生活支援型））が「チーム」を形成し
て適切に支援できるよう、「対応マニュアル」を策
定し、研修を行った。
・成年後見支援センターと福祉局が随時後方支
援を行った。

・協議会からチーム会議の場に、必要に応じて
「専門職」を派遣
　【令和元年度　43件派遣、事例検討会１回開
催】
・協議会の機能を果たすため５つの部会を年２回
ずつ開催
　【令和元年度　広報２回・相談２回・制度利用促
進２回・後見人支援２回・点検評価２回開催】
・５月にマニュアル（成年後見制度利用促進の手
引き）を改訂
・４～８月に全相談支援機関に対して制度利用促
進の研修を実施
　【令和元年度　６回実施】

・相談支援機関職員が、制度利用を必要とする方
に早期に気づき、本人の意思決定に基づく適切
な支援ができるよう、引き続き研修等を強化すると
ともに、効果的な専門職派遣の利用を促進するこ
とが必要。

・相談支援機関職員が、制度利用を必要とする方
に早期に気づき、本人の意思決定に基づく適切
な支援ができるよう、引き続き研修等を強化すると
ともに、効果的な専門職派遣の利用を促進するこ
とが必要。

・判断能力低下の比較的早い段階から本人の意
思により申立てできるよう、広く制度を普及啓発す
るための物品作成等を行った。
・地域や施設等に出向いて制度説明会を実施
し、普及啓発に努めた。

・本人向け制度説明用リーフレット（相談支援機関
設置）の新規作成　（H31年２月　1,000部作成）
・相談支援機関一覧チラシ（金融機関設置）の新
規作成　（H31年1月　12,000部作成）
・制度説明会（セミナー等）は、要望に応じて随時
開催　（H31.3末までに13回開催）

・判断能力低下の比較的早い段階から本人の意
思により申立てできるよう、広く制度を普及啓発す
るための広報物の作成を行った。
・地域や施設等に出向いて制度説明会を実施
し、普及啓発に努めた。

・障がいがある本人向け制度説明用リーフレット
（相談支援機関設置）の新規作成　（R2年3月
1,000部作成）
・市民後見人啓発ポスターの新規作成　（R2年3
月　600部作成）
・制度説明会（セミナー等）は、要望に応じて随時
開催　（令和元年度　12回開催）

・障がい者、高齢者、後見、保佐・補助向けなど、
それぞれの状態に応じた効果的な広報が必要。

・対象者ごとに広報を行うとともに、まだ制度利用
の対象となっていない人にも広く広報が必要。

５つの部会を年に各２回以上開催し協議会の取り組みを進める

・各部会では専
門的な知見によ
り、それぞれの分
野について引き
続き協議し、効
果的な取り組み
を進めていく。
・相談部会にお
いて、相談支援
機関職員のスキ
ル向上と対応の
標準化を図るた
め、マニュアルを
随時改訂してい
く。
・専門職派遣の
利用を促進する
ため、さらなる周
知と利用しやすく
する工夫の検討
が必要である。
・専門職の助言
の精度を上げる
ため、派遣される
専門職が集い、
事例検証を行う。

・各部会では専
門的な知見によ
り、それぞれの分
野について引き
続き協議し、効
果的な取り組み
を進めていく。
・相談部会にお
いて、相談支援
機関職員のスキ
ル向上と対応の
標準化を図るた
め、マニュアルを
随時改訂してい
く。
・専門職派遣の
利用を促進する
ため、さらなる周
知と利用しやすく
する工夫の検討
が必要である。
・専門職の助言
の精度を上げる
ため、派遣される
専門職が集い、
事例検証を行う。

（ウ）成年後見制度の利用の促進

成年後見制度の理念の尊
重や、保佐・補助類型も含
めた成年後見制度の早期
の利用を念頭においた普
及啓発に努めます。

大阪市成年後見支援
センター事業

福祉局
地域福
祉課

・これまで作成し
た広報物を活用
しつつ、地域で
のセミナー開催
やインターネット
での情報発信を
充実させるなど、
更なる効果的な
広報周知方法に
ついて広報部会
において検討し
ていく。

「成年後見制度利用促進
法」を踏まえ、判断能力が
不十分であっても地域で安
心して生活できるよう、地域
の関係機関等が連携して、
後見人とともに本人を支援
する仕組み(地域連携ネット
ワーク)の構築を図ります。

大阪市成年後見支援
センター事業

福祉局
地域福
祉課

相談G

相談G

成年後見制度の認知度向上

・広報部会にお
いて、障がい者、
高齢者、後見、
保佐・補助向け
など、それぞれ
の状態に応じた
啓発物品の作成
等、更なる効果
的な広報周知方
法について今後
検討していく。
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取組内容・成果（P：計画・D:実行） 取組内容・成果（P：計画・D:実行） 取組内容・成果（P：計画・D:実行）

課題（C:評価） 課題（C:評価） 課題（C:評価）

施策の方向性 取組（事業）名称 担当

取組状況・成果（※具体的な数値を記載ください）、課題及び今後の方向性

2018（平成30）年度 2019年度 2020年度

取組指標

今後の方向性
（A：改善）

今後の方向性
（A：改善）

今後の方向性
（A：改善）

部内担当

・市民後見人のバンク登録者を増やすため、市民
後見人の活動の普及啓発を行うとともに、受講者
のニーズに配慮した養成方法を検討した。

・５月にオリエンテーションを3回開催
・６～７月に基礎講座（4日間）を市内北部と南部
に分けて開催
・10～H31.1月に実務講習（６日間）、施設実習（４
日間）開催
　（H31.3末までに講座修了者2２人、バンク登録
者２０人）

・市民後見人のバンク登録者を増やすため、市民
後見人の活動について広報啓発を行うとともに、
受講者のニーズに配慮した養成方法を検討した。

・５月にオリエンテーションを３回開催
・６～８月に基礎講座（４日間）を市内北部と南部
に分けて開催
・10～12月に実務講習（６日間）を市内北部と南
部に分けて開催、施設実習（４日間）実施
　（R2.3末までに講座修了者46人、バンク登録者
42人）

・多くの人に市民後見人の活動や必要性を理解
してもらえるよう、引き続き効果的に普及啓発する
必要がある。

・多くの人に市民後見人の活動や必要性を理解
してもらえるよう、引き続き効果的に普及啓発する
必要がある。

・あんしんさぽーと事業相談員に対して成年後見
制度の研修を行い、事業と制度のすみわけを理
解し、必要な方を制度移行に繋げるための取り組
みを進めた。
・あんしんさぽーと事業相談員向けの「制度移行
のための手引き」を作成した。

・6～9月にあんしんさぽーと事業相談員・生活支
援員に、成年後見制度の研修を実施（5回）
・あんしんさぽーと事業相談員と連携により、制度
移行が望ましい方と随時面接（H31.3末までに78
人移行）

・あんしんさぽーと事業相談員に対して成年後見
制度の研修を行い、事業と制度のすみわけを理
解し、必要な方を制度移行に繋げるための取り組
みを進めた。

・あんしんさぽーと事業相談員・生活支援員に、
成年後見制度の研修を実施（４回）
・あんしんさぽーと事業相談員と連携により、制度
移行が望ましい方と随時面接（令和元年度　99人
移行）

・あんしんさぽーと事業利用者の中で制度利用が
望ましい方においては、制度利用の必要性を理
解されず、制度利用を希望されていない方も多
い。

・あんしんさぽーと事業利用者の中で制度利用が
望ましい方においては、制度利用の必要性を理
解されず、制度利用を希望されていない方も多
い。

各区の障がい者相談支援センターを「区障がい
者基幹相談支援センター」として位置づけ、体制
の強化を図る。区障がい者基幹相談支援セン
ターは、区域の中心的な相談支援機関としての
役割を果たすため、障がい福祉サービスの利用
に関する相談支援に加え、支援困難ケースへの
対応、指定相談支援事業所の後方支援、自立支
援協議会への主体的参画等を行う。
・設置数　各区1か所　計２４か所

区障がい者基幹相談支援センターは、区域の中
心的な相談支援機関としての役割を果たすため、
障がい福祉サービスの利用に関する相談支援に
加え、支援困難ケースへの対応、指定相談支援
事業所の後方支援、自立支援協議会への主体的
参画等を行う。
・設置数　各区1か所　計２４か所

引き続き、困難事例や複合課題に的確に対応す
るため、それぞれの障がい特性に応じた支援を提
供できるよう専門性の確保が必要。

引き続き、困難事例や複合課題に的確に対応す
るため、それぞれの障がい特性に応じた支援を提
供できるよう専門性の確保が必要。

（ア）相談支援事業等の充実

福祉局
地域福
祉課

市民後見人のバンク登録者数の増加

・後見人支援部
会では、養成講
座に参加しやす
いように、開催場
所・時間帯・内容
等の更なる工夫
を検討していく。

・後見人支援部
会では、養成講
座に参加しやす
いように、開催場
所・時間帯・内容
等の更なる工夫
を検討していく。

１－（２）相談、情報提供体制の充実

これまでの区障がい者相談
支援センターを「区障がい
者基幹相談支援センター」
と位置づけ、複雑多様化す
る困難事例や、家族の高齢
化など複合的な課題に対し
ても的確に対応するなど、
区域における障がい者支
援の相談案窓口としての中
心的な役割を果たすことが
できるよう、支援体制や専
門性の確保などの機能強
化に向けて取り組みます。

各区基幹相談支援セ
ンター

福祉局
障がい
福祉課

障がい者基幹相談支援センター設置か所数　24か所

体制強化の取り
組み結果を検証
しつつ、区域の
中心的な相談支
援機関として専
門性の確保を図
る。

体制強化の取り
組み結果を検証
しつつ、区域の
中心的な相談支
援機関として専
門性の確保を図
る。

福祉サービス利用援助、日
常生活の金銭管理サービ
ス等を行う「あんしんさぽー
と事業(日常生活自立支援
事業)」について、ニーズを
見極めながら、地域に密着
した事業展開を図るよう支
援するとともに、成年後見
制度への移行が必要な人
が円滑に移行できるよう体
制の整備を図ります。

・大阪市成年後見支
援センター事業
・あんしんさぽーと事
業

福祉局
地域福
祉課

あんしんさぽーと事業から成年後見制度への移行が望ましい方の円滑な移行を進める

・制度利用促進
部会において
は、制度利用の
必要性を理解し
てもらうための効
果的な方法等を
検討する必要が
ある。

・制度利用促進
部会において
は、制度利用の
必要性を理解し
てもらうための効
果的な方法等を
引き続き検討す
る必要がある。

大阪市成年後見支援セン
ターにおいて、市民の特性
を生かし、地域において身
近な立場で後見活動を行う
「市民後見人」の養成や活
動支援を行います。

・市民後見人の養成

相談G

相談G

和田係
長
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取組内容・成果（P：計画・D:実行） 取組内容・成果（P：計画・D:実行） 取組内容・成果（P：計画・D:実行）

課題（C:評価） 課題（C:評価） 課題（C:評価）

施策の方向性 取組（事業）名称 担当

取組状況・成果（※具体的な数値を記載ください）、課題及び今後の方向性

2018（平成30）年度 2019年度 2020年度

取組指標

今後の方向性
（A：改善）

今後の方向性
（A：改善）

今後の方向性
（A：改善）

部内担当

区障がい者基幹相談支援センターは、区地域自
立支援協議会へ主体的に参画し、様々な機関に
よるネットワークの構築を図り、社会資源の情報等
を他機関と共有する。また、地域課題を総合的に
集約し、地域ニーズに合わせて社会資源の改善・
開発に取り組む。
・各区にて地域自立支援協議会に参加

区障がい者基幹相談支援センターは、区地域自
立支援協議会へ主体的に参画し、様々な機関に
よるネットワークの構築を図り、社会資源の情報等
を他機関と共有する。また、地域課題を総合的に
集約し、地域ニーズに合わせて社会資源の改善・
開発に取り組む。
・各区にて地域自立支援協議会に参加

各地域の特性に合わせた取り組みができるよう
に、地域の関係機関との連携を強めていくことが
必要。

各地域の特性に合わせた取り組みができるよう
に、地域の関係機関との連携を強めていくことが
必要。

専門相談員による相談支援とあわせて、通所によ
る創作的活動や生産活動の機会の提供や社会と
の交流の促進や支援を行う。
施設数　9か所

専門相談員による相談支援とあわせて、通所によ
る創作的活動や生産活動の機会の提供や社会と
の交流の促進や支援を行う。
施設数　9か所

施設数は指標を維持している。
基幹相談支援センタ－等との連携は一定進んで
いると考えるものの、今後より緊密に行っていく必
要がある。

施設数は指標を維持している。
基幹相談支援センタ－等との連携は一定進んで
いると考えるものの、今後より緊密に行っていく必
要がある。

区障がい者基幹相談支援センターは、地域包括
支援センター等の各種相談支援機関との連携を
進めることで「地域の体制づくり」機能を強化し、
区障がい者基幹相談支援センターとしての専門
性を発揮する。
・地域ケア会議やケース会議等への参加　各区
参加

区障がい者基幹相談支援センターは、地域包括
支援センター等の各種相談支援機関との連携を
進めることで「地域の体制づくり」機能を強化し、
区障がい者基幹相談支援センターとしての専門
性を発揮する。
・地域ケア会議やケース会議等への参加

他機関との連携を強化しつつ、区障がい者基幹
相談支援センターとして、専門性の高い役割を担
うことが求められる。

他機関との連携を強化しつつ、区障がい者基幹
相談支援センターとして、専門性の高い役割を担
うことが求められる。

障がい者相談支援研修センターにおいて、相談
支援専門員に対する専門的研修を実施するととも
に、支援の難しいケースに対する専門的な助言・
指導が可能な専門家（スーパーバイザー）を派遣
する体制を確保する。
・研修回数　６回　延233人
・スーパーバイザー派遣回数　7回

障がい者相談支援研修センターにおいて、相談
支援専門員に対する専門的研修を実施するととも
に、支援の難しいケースに対する専門的な助言・
指導が可能な専門家（スーパーバイザー）を派遣
する体制を確保する。
・研修回数　４回　延114人
・スーパーバイザー派遣回数　10回

相談支援専門員のさらなるスキルアップを図る必
要がある。また、相談支援の質の向上のため、適
切なスーパーバイザーの派遣が求められる。

相談支援専門員のさらなるスキルアップを図る必
要がある。また、相談支援の質の向上のため、適
切なスーパーバイザーの派遣が求められる。

区障がい者基幹相談支援
センター及び地域活動支
援センター(生活支援型)の
相談支援従事者が専門性
の高いケアマネジメントを実
施できるよう、また、相談支
援事業所のスキルアップに
資するよう、相談支援専門
員に対する研修の充実を図
り、相談支援機能の質の向
上に取り組みます。

障がい者相談支援調
整事業

支援のネットワ－
ク作りに向け、引
き続き基幹相談
支援センタ-等と
連携を実施して
いく。

和田係
長

大谷係
長

福祉局
障がい
福祉課

各区に地域自立支援協議会を設置・運営

引き続き、区保
健福祉センター
や地域活動支援
センター（生活支
援型）等と連携を
図り、各区地域
自立支援協議会
の円滑な運営に
努める。

引き続き、区保健
福祉センターや地
域活動支援セン
ター（生活支援型）
等と連携を図り、新
型コロナウイルス感
染症対策に十分配
慮しつつ、各区地
域自立支援協議会
の円滑な運営に努
める。

区障がい者基幹相談支援
センターは、区保健福祉セ
ンターや地域活動支援セン
ター(生活支援型)と連携し
て、相談支援事業所やサー
ビス提供事業所、就業・生
活支援センターとのネット
ワークを築き、区地域自立
支援協議会の運営に中心
的役割を果たすとともに、区
域のサービス提供事業所
等の状況を把握し、相談支
援事業において適切に活
用できるよう努めます。

地域活動支援セン
ター（生活支援型）

福祉局
障がい
支援課

29年度施設数（9か所）

支援のネットワ－
ク作りに向け、引
き続き基幹相談
支援センタ-等と
連携を実施して
いく。

福祉局
障がい
福祉課

相談支援従事者のスキルアップ

引き続き、相談
支援専門員向け
の研修に努める
とともに、実践的
な助言・指導が
可能なスーパー
バイザーの確保
を行っていく。

相談支援専門員
向けの研修につ
いて、新型コロナ
ウイルス感染症
対策に十分配慮
しつつ、積極的
な開催をめざ
す。また、実践的
な助言・指導が
可能なスーパー
バイザーの確保
に努める。

また、複合的な課題を抱え
る世帯に対しては、地域包
括支援センターなど、他の
施策分野における相談支
援機関と連携し、適切な相
談支援に努めます。

障がい者相談支援事
業
（各区基幹相談支援
センター）

福祉局
障がい
福祉課

障がい者基幹相談支援センター設置か所数　24か所

複合的な課題の
解決に向け、総
合的な相談支援
体制（つながる
場）等を活用した
連携の強化に努
める。

複合的な課題の
解決に向け、総
合的な相談支援
体制（つながる
場）等を活用した
連携の強化に努
める。

和田係
長

和田係
長
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取組内容・成果（P：計画・D:実行） 取組内容・成果（P：計画・D:実行） 取組内容・成果（P：計画・D:実行）

課題（C:評価） 課題（C:評価） 課題（C:評価）

施策の方向性 取組（事業）名称 担当

取組状況・成果（※具体的な数値を記載ください）、課題及び今後の方向性

2018（平成30）年度 2019年度 2020年度

取組指標

今後の方向性
（A：改善）

今後の方向性
（A：改善）

今後の方向性
（A：改善）

部内担当

障がい者相談支援研修センターにおいて、ピア
カウンセラー養成講座を開催し、ピアカウンセラー
を養成する。また、区障がい者基幹相談支援セン
ターから要請があれば、ピアカウンセラーの紹介
を行う。
・講座開催回数　5回　延３４人
・交流会開催回数　1回　延16人
・ピアカウンセラーの紹介　1件　1人

障がい者相談支援研修センターにおいて、ピア
カウンセラー養成講座を開催し、ピアカウンセラー
を養成する。また、区障がい者基幹相談支援セン
ターから要請があれば、ピアカウンセラーの紹介
を行う。
・講座開催回数　3回　延20人

当事者の立場による相談支援の充実のため、引
き続き養成講座の開催が必要である。

当事者の立場による相談支援の充実のため、引
き続き養成講座の開催が必要である。

障がい児の心身の状況などの事情を踏まえて、
通所サービスの利用計画を作成し、障がい児の
抱える課題の解決や適切なサービスの利用を図
る。
平成30年度の報酬改定において、質の高い支援
の実施や専門性の高い相談支援体制等評価す
る加算が創設された。
【実績】　月あたり利用実人員　1,265人

障がい児の心身の状況などの事情を踏まえて、
通所サービスの利用計画を作成し、障がい児の
抱える課題の解決や適切なサービスの利用を図
る。
平成30年度の報酬改定において、質の高い支援
の実施や専門性の高い相談支援体制等評価す
る加算が創設された。
【実績】　月あたり利用実人員　1,542人

障がい児相談支援事業所数（相談支援専門員）
の増加に伴い、利用者数も増加傾向にある。

障がい児相談支援事業所数（相談支援専門員）
の増加に伴い、利用者数も増加傾向にある。

計画相談支援の提供体制の確保のため、障がい
福祉サービス事業を運営する社会福祉法人等に
対して、指定特定相談支援事業所の新規立ち上
げや相談支援専門員の増員を呼びかける文書を
送付。
・送付先　341か所

平成30年度報酬改定を踏まえた相談支援事業の
実態と課題等を把握するため、指定特定相談支
援事業所へのアンケート調査を実施。
・調査対象　355か所（H30.11.1）
・回答数　124か所

平成30年度報酬改定を踏まえた相談支援事業の
実態と課題等を継続的に把握するため、指定特
定相談支援事業所へのアンケート調査を大阪府
と連携して実施。
・調査対象　398か所
・回答数　214か所

呼びかけ文書に対して問い合わせ等があり、計画
相談支援に対する関心を持ってもらう効果があっ
た。
アンケート調査の実施により、指定特定相談支援
事業所の実態とそれを取り巻く環境について把握
することができた。

アンケート調査の実施により、指定特定相談支援
事業所の実態とそれを取り巻く環境について把握
し、大阪府と認識を共有できた。

障がい児相談支援
福祉局
障がい
支援課

月あたり利用人員　1,125人

引き続き、障が
い児通所支援利
用者に相談支援
の利用を促す。

引き続き、障が
い児通所支援利
用者に相談支援
の利用を促す。

計画相談支援、地域相談
支援、障がい児相談支援に
ついて、適切なサービス利
用に向け相談支援事業者
の確保に向けた取組を進め
るとともに、報酬体系の抜本
的な改善などを国に対して
求めていきながら、相談支
援体制の充実を図ります。

福祉局
障がい
福祉課

ピアカウンセラー等の当事
者スタッフについても、相談
内容に応じてピアの立場に
よる相談・支援を担当し、障
がいのある人の自立を進め
ます。

新たなピアカウン
セラーの養成を
継続して行い、
相談支援体制の
充実を図る。

新たなピアカウン
セラーの養成を
継続して行い、
相談支援体制の
充実を図る。

障がい者相談支援調
整事業
（ピアカウンセラー養
成講座）

ピアカウンセラーの積極的な養成

和田係
長

佐治係
長

和田係
長計画相談支援

福祉局
障がい
福祉課

計画相談支援提供体制の充実

引き続き、機会を
捉えて指定相談
支援事業所の立
ち上げ等を呼び
かけていく。
また、相談支援
事業の制度的課
題を整理し、国
に対して改善の
要望を行う。

引き続き、相談
支援事業の制度
的課題を整理
し、大阪府とも連
携しつつ、国に
対して改善の要
望を行う。また、
機会を捉えて指
定相談支援事業
所の立ち上げ等
を呼びかけてい
く。
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取組内容・成果（P：計画・D:実行） 取組内容・成果（P：計画・D:実行） 取組内容・成果（P：計画・D:実行）

課題（C:評価） 課題（C:評価） 課題（C:評価）

施策の方向性 取組（事業）名称 担当

取組状況・成果（※具体的な数値を記載ください）、課題及び今後の方向性

2018（平成30）年度 2019年度 2020年度

取組指標

今後の方向性
（A：改善）

今後の方向性
（A：改善）

今後の方向性
（A：改善）

部内担当

障がい者基幹相談支援センター設置か所数　24
か所

区障がい者基幹相談支援センターは、地域包括
支援センター等の各種相談支援機関との連携を
進めることで「地域の体制づくり」機能を強化し、
区障がい者基幹相談支援センターとしての専門
性を発揮する。
・地域ケア会議やケース会議等への参加

他機関との連携を強化しつつ、区障がい者基幹
相談支援センターとして、専門性の高い役割を担
うことが求められる。

他機関との連携を強化しつつ、区障がい者基幹
相談支援センターとして、専門性の高い役割を担
うことが求められる。

・支援困難事例を適切な支援につなげることがで
きるなど、モデル事業の効果や、スーパーバイ
ザーによる後方支援等の手法の有効性が確認で
きた。
・支援調整の場開催件数　H29：73件、H30：76件
・支援調整の場参加者アンケート調査の結果（代
表例）
　「課題解決の方向性が確認できた」：81％
　「SVの助言により支援が円滑に進んだ」：70％
・各区において円滑に事業が実施されるよう、相
談支援機関等を対象とした説明会等を通じ、事業
の周知を図るとともに、区職員等を対象として事業
実施に向けた具体的な実施手法等に関する研修
会等を開催した。

・令和元年度より全区において事業を実施してお
り、各区において「つながる場」を開催するなど着
実に取り組んだ。
【令和2年3月末実績（24区計）】
相談受付件数　303件、つながる場開催件数
158件
ツール等の開発　14件、研修会等の開催　26件

・福祉局は各区の事業進捗状況を把握するととも
に、区職員を対象とした事業担当者研修会を開
催しており、研修会では、モデル事業の取組内容
の共有のほか、各区の事業取組内容等の共有・
意見交換、「ファシリテーション研修」による職員の
スキルアップ研修等を実施した（５月・８月・11月・
２月に実施）。

・そのほか、庁内ポータルを活用し、研修内容の
共有や各区にて開発したツール等の好事例につ
いて情報共有するなど、必要な後方支援を行っ
た。

・令和元年度より、福祉局にスーパーバイザーと
の調整業務等を集約化することにより、効果的・
効率的な助言を受けることができる体制（ＳＶバン
ク）を構築し、各区の取り組みを支援している。

支援困難事例に対しスーパーバイザーが専門的
な助言を行う体制を整備し、各区の取組みを支援
する必要がある。

・全区展開初年度であり、取組みが低調な区もあ
る。

区保健福祉センター、心身
障がい者リハビリテーション
センター、こころの健康セン
ター、こども相談センターな
どの関係機関は相互の連
携を深め、区障がい者基幹
相談支援センター等の相談
支援機関と連携して福祉課
題に対応していきます。

障がい者相談支援事
業
（各区基幹相談支援
センター）

福祉局
障がい
福祉課

障がい者基幹相談支援センター設置か所数　24か所

総合的な相談支援体
制の充実

（イ）相談支援体制の強化

複合的な課題を抱えた要
援護者に対し、施策横断的
な連携の仕組みづくりを進
めるため、2017(平成29)年
度から区保健福祉センター
が中心となり、様々な分野
の関係者が参画し支援方
針を話し合う「総合的な支
援調整の場(つながる場)の
開催等を行うモデル事業を
実施しており、今後、事業
の検証結果を踏まえ、複合
的な課題を抱えた人への支
援体制の構築をめざしま
す。

福祉局
地域福
祉課

市全域で、複合的な課題を抱えた人を適切な支援につなげ、解決を図るしくみが構築されている

・2019年度から
全区において事
業を実施し、地
域の実情に応じ
た総合的な相談
支援体制の充実
に向けた取組み
を行う。

・各区の進捗状
況を把握し、取
組内容を共有す
るとともに、しくみ
の構築に向けて
必要な後方支援
を行う。

・研修会の開催
や好事例の共有
のほか、「総合的
な相談支援体制
の充実に向けた
行動指標 」を活
用し、市全域に
おいて事業の水
準を高めていく
予定である。

複合的な課題の
解決に向け、総
合的な相談支援
体制（つながる
場）等を活用した
連携の強化に努
める。

和田係
長

総合相
談

複合的な課題の
解決に向け、総
合的な相談支援
体制（つながる
場）等を活用した
連携の強化に努
める。
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取組内容・成果（P：計画・D:実行） 取組内容・成果（P：計画・D:実行） 取組内容・成果（P：計画・D:実行）

課題（C:評価） 課題（C:評価） 課題（C:評価）

施策の方向性 取組（事業）名称 担当

取組状況・成果（※具体的な数値を記載ください）、課題及び今後の方向性

2018（平成30）年度 2019年度 2020年度

取組指標

今後の方向性
（A：改善）

今後の方向性
（A：改善）

今後の方向性
（A：改善）

部内担当

・同意確認をCSWが行う体制を整備（平成30年4
月より）
・CSW研修会を開催　３回
・支援調整の場（つながる場）の取組みを実施し
ている区においては、随時連携した取り組みを実
施
・アウトリーチ件数　6,222件

・CSW研修会を開催　3回
・支援調整の場（つながる場）の取組みを実施し
ている区においては、随時連携した取り組みを実
施
・アウトリーチ件数　4,393件
・市内全３３３地域へ要援護者名簿を提供

引き続きCSWの資質向上に取り組む必要がある。 引き続きCSWの資質向上に取り組む必要がある。

「人権啓発・相談センター」の相談窓口の認知度
17.8%

専門相談員による人権相談　　　延　1,740件
区役所人権相談　  　　 　　　　　延　 　10件

「人権啓発・相談センター」の相談窓口の認知度
30.0%

専門相談員による人権相談　　　延　1,160件
区役所人権相談　  　　 　　　　　延　  　13件

認知度の向上が必要 認知度について目標を達成

・地域サポートコーチを配置し、地域の関係機関・
事業所等への啓発、研修、支援、ペアレント・ト
レーニング等の親支援を実施。
　啓発講座　     39回　　延1,701人
　機関支援　   197回
　親支援講座　220回　　延2,639人
・発達障がい児（者）及びその家族に対し、相談
支援、発達支援、就労支援等を実施。
　相談・発達支援　1,809件
　就労支援　　　　　  661件

・地域サポートコーチを配置し、地域の関係機関・
事業所等への啓発、研修、支援、ペアレント・ト
レーニング等の親支援を実施。
　啓発講座　     35回　　延2,441人
　機関支援　   162回
　親支援講座　202回　　延2,185人
・発達障がい児（者）及びその家族に対し、相談
支援、発達支援、就労支援等を実施。
　相談・発達支援　1,956件
　就労支援　　　　　  489件

・親支援講座では、応募者が少なく中止をしたも
のがあり、講座構成に工夫が必要である。
・成人期の相談支援では、ケースの多様化に伴う
支援ニーズの多様化が見られる。

・親支援講座では、応募者が少なく中止をしたも
のがあり、講座構成に工夫が必要である。
・成人期の相談支援では、ケースの多様化に伴う
支援ニーズの多様化が見られる。

発達障がいのある人とその
家族が、身近な地域で適切
な相談支援が受けられるよ
う、発達障がい者支援セン
ター(エルムおおさか)による
関係機関、事業所への啓
発、研修、機関支援の充実
に努めます。

発達障がい者支援セ
ンターにおける相談
支援

福祉局
心身障
がい者リ
ハビリ
テーショ
ンセン
ター

今後も引き続き、
ニーズ把握を行
いながら、必要
な研修・支援等
を実施していく。

今後も引き続き、
ニーズ把握を行
いながら、必要
な研修・支援等
を実施していく。

「人権啓発・相談センター」の相談窓口の認知度30.0％(令和1年度）

相談事業の認知
度を向上させる

相談事業の認知
度を向上させる

地域における要援護
者の見守りネットワー
ク強化事業

相談課

障がいのある人の権利を擁
護できるよう、人権啓発・相
談センター、区役所におい
て、引き続き人権相談に対
応していきます。

人権相談
市民局

2020年度におけるアウトリーチ件数が5,600件以上

引き続き、地域
の見守りネット
ワークの強化に
努め、支援が必
要な人を適切な
サービスにつな
げるよう取り組ん
でいく。

引き続き、地域
の見守りネット
ワークの強化に
努め、支援が必
要な人を適切な
サービスにつな
げるよう取り組ん
でいく。

見守り相談室では、要援護
者の名簿を整備し、その情
報を地域に提供して見守り
につなげるとともに、福祉専
門職員が孤立する世帯等
を積極的に訪問し、地域の
見守り活動や必要な福祉
サービスへつなげるなど、
地域の見守りネットワークの
強化を図ります。また、複合
的な課題を抱えている人に
ついては、必要に応じて
「総合的な支援調整の場
(つながる場)」を活用するこ
とにより、課題の解決に取り
組みます。

福祉局
地域福
祉課

見守り
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取組内容・成果（P：計画・D:実行） 取組内容・成果（P：計画・D:実行） 取組内容・成果（P：計画・D:実行）

課題（C:評価） 課題（C:評価） 課題（C:評価）

施策の方向性 取組（事業）名称 担当

取組状況・成果（※具体的な数値を記載ください）、課題及び今後の方向性

2018（平成30）年度 2019年度 2020年度

取組指標

今後の方向性
（A：改善）

今後の方向性
（A：改善）

今後の方向性
（A：改善）

部内担当

こころの悩み電話相談（3,104件）
ひきこもり相談【電話・面接・訪問】（788件）
自死遺族相談【電話・面接】（96件）
自殺未遂者相談【電話・面接・訪問】（532件）
でかけるチーム精神保健相談（延66件）

こころの悩み電話相談（3,516件）
ひきこもり相談【電話・面接・訪問】（668件）
自死遺族相談【電話・面接】（140件）
自殺未遂者相談【電話・面接・訪問】（527件）
でかけるチーム精神保健相談（延61件）

安定した相談者数の確保 安定した相談者数の確保

医師による精神保健福祉相談を実施し、市民の
精神的健康の保持増進を図る。（719回、延1,847
件）

医師による精神保健福祉相談を実施し、市民の
精神的健康の保持増進を図る。（658回、延1,823
件）

安定した相談者数の確保 安定した相談者数の確保

回復途上にある精神障がい者等の社会適応を図
るため、社会復帰に関する相談指導を行う。（364
回、延1,829件）

回復途上にある精神障がい者等の社会適応を図
るため、社会復帰に関する相談指導を行う。（279
回、延1,284件）

安定した相談件数の確保 安定した相談件数の確保

保健福祉センターにおいて、精神保健福祉相談
員による精神保健福祉に関する相談を行う。（実
人数5,220人、延人数42,114人）

保健福祉センターにおいて、精神保健福祉相談
員による精神保健福祉に関する相談を行う。（実
人数5,070人、延人数45,255人）

安定した相談者数の確保 安定した相談者数の確保

保健福祉センターの精神保健福祉相談員等によ
り、訪問による精神保健福祉に関する相談指導を
行う。（実人数1,729人、延人数4,446人）

保健福祉センターの精神保健福祉相談員等によ
り、訪問による精神保健福祉に関する相談指導を
行う。（実人数1,639人、延人数4,250人）

安定した相談者数の確保 安定した相談者数の確保

地域における精神保健福祉相談の充実を図り、精神障がい者の複合的な課題に対応

本市HPなどを利
用した事業周知

本市HPなどを利
用した事業周知

こころの健康センター
における相談支援

健康局
こころの
健康セン
ター

地域における精神保健福
祉相談の充実を図り、精神
障がい者の複合的な課題
に対応するめ、区保健福祉
センターと地域活動支援セ
ンター(生活支援型)、区障
がい者基幹相談センター間
の連携強化を図ります。

地域における精神保健福祉相談の充実を図り、精神障がい者の複合的な課題に対応

本市HPなどを利
用した事業周知

本市HPなどを利
用した事業周知

健康局
こころの
健康セン
ター

地域における精神保健福祉相談の充実を図り、精神障がい者の複合的な課題に対応

本市HPなどを利
用した事業周知

本市HPなどを利
用した事業周知

健康局
こころの
健康セン
ター

精神障がいに係る困難ケースや地域移行等への対応について、専門的な助言・指導

専門医による精神保
健福祉相談事業

精神保健福祉訪問指
導

また、こころの健康セン
ター、地域活動支援セン
ター(生活支援型)は、精神
障がいに係る困難ケースや
地域移行等への対応につ
いて、相談支援事業所への
専門的な助言・指導を行い
ます。

本市HPなどを利
用した事業周知

本市HPなどを利
用した事業周知

精神保健福祉相談

地域における精神保健福祉相談の充実を図り、精神障がい者の複合的な課題に対応

社会復帰相談指導事
業

健康局
こころの
健康セン
ター

健康局
こころの
健康セン
ター

本市HPなどを利
用した事業周知

本市HPなどを利
用した事業周知
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取組内容・成果（P：計画・D:実行） 取組内容・成果（P：計画・D:実行） 取組内容・成果（P：計画・D:実行）

課題（C:評価） 課題（C:評価） 課題（C:評価）

施策の方向性 取組（事業）名称 担当

取組状況・成果（※具体的な数値を記載ください）、課題及び今後の方向性

2018（平成30）年度 2019年度 2020年度

取組指標

今後の方向性
（A：改善）

今後の方向性
（A：改善）

今後の方向性
（A：改善）

部内担当

患者とその家族が抱える日常生活上の悩みにつ
いて保健師等による個別の相談指導を行うことに
より療養生活の不安軽減を図るとともに、きめ細や
かな支援が必要な患者に対する適切な援助を行
い、療養生活の安定、QOLの向上を図る。

保健師研修理解度 93.5% （難病・長期療養児同
時開催）
面接数　（延べ）　4,457人
訪問数　（延べ）　932人

患者とその家族が抱える日常生活上の悩みにつ
いて保健師等による個別の相談指導を行うことに
より療養生活の不安軽減を図るとともに、きめ細や
かな支援が必要な患者に対する適切な援助を行
い、療養生活の安定、QOLの向上を図る。

保健師研修理解度 86.3% （難病・長期療養児同
時開催）
面接数　（延べ）　4,147人
訪問数　（延べ）　920人

引き続き区保健福祉センターの保健師が対象者
への支援、情報提供を適切に行えるよう研修内容
の充実を図る必要がある

引き続き区保健福祉センターの保健師が対象者
への支援、情報提供を適切に行えるよう研修内容
の充実を図る必要がある

小児慢性特定疾病児等長期にわたり療養を必要
とする子どもと家族に対し、家庭看護、福祉制度
の紹介、精神的支援、その他日常生活に必要な
内容について、各区保健福祉センターの保健師
が訪問や面接により療養生活状況を把握し、必
要な情報提供を行うとともに相談指導を行う。

保健師研修理解度  93.5% （難病・長期療養児同
時開催）
面接数　（延べ）　1,161人
訪問数　（延べ）　340人

小児慢性特定疾病児等長期にわたり療養を必要
とする子どもと家族に対し、家庭看護、福祉制度
の紹介、精神的支援、その他日常生活に必要な
内容について、各区保健福祉センターの保健師
が訪問や面接により療養生活状況を把握し、必
要な情報提供を行うとともに相談指導を行う。

保健師研修理解度 86.3% （難病・長期療養児同
時開催）
面接数　（延べ）　1,160人
訪問数　（延べ）　396人

引き続き区保健福祉センターの保健師が対象者
への支援、情報提供を適切に行えるよう研修内容
の充実を図る必要がある

引き続き区保健福祉センターの保健師が対象者
への支援、情報提供を適切に行えるよう研修内容
の充実を図る必要がある

長期療養児等療育指
導事業

健康局
保健所
管理課

各区保健福祉センターの保健師が対象者に適切な個別支援を行うとともに必要な情報を提供できるよう、保健師研修を開催し参加者の研修理解度を８０％以上とする（参考：平成２８年度90.5％）

引き続き区保健
福祉センターの
保健師が対象者
への支援、情報
提供を適切に行
えるよう研修内容
の充実を図る

引き続き区保健
福祉センターの
保健師が対象者
への支援、情報
提供を適切に行
えるよう研修内容
の充実を図る

難病患者面接・訪問
相談事業

健康局
保健所
管理課

各区保健福祉センターの保健師が対象者に適切な個別支援を行うとともに必要な情報を提供できるよう、保健師研修を開催し参加者の研修理解度を８０％以上とする（参考：平成２８年度90.5％）

引き続き区保健
福祉センターの
保健師が対象者
への支援、情報
提供を適切に行
えるよう研修内容
の充実を図る

引き続き区保健
福祉センターの
保健師が対象者
への支援、情報
提供を適切に行
えるよう研修内容
の充実を図る

区保健福祉センターにおい
て難病患者、小児慢性特
定疾病児、家族を対象に個
別相談支援に取り組むとと
もに、特定医療費の支給認
定業務を通じて「障害総合
支援法」に基づく給付の対
象について周知を図るな
ど、必要な情報提供を行い
ます。
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取組内容・成果（P：計画・D:実行） 取組内容・成果（P：計画・D:実行） 取組内容・成果（P：計画・D:実行）

課題（C:評価） 課題（C:評価） 課題（C:評価）

施策の方向性 取組（事業）名称 担当

取組状況・成果（※具体的な数値を記載ください）、課題及び今後の方向性

2018（平成30）年度 2019年度 2020年度

取組指標

今後の方向性
（A：改善）

今後の方向性
（A：改善）

今後の方向性
（A：改善）

部内担当

市、区において、それぞれの圏域における地域課
題や支援体制の整備について協議を行う。
　各区地域自立支援協議会においては、必要に
応じて部会等を設置し、多様な機関等によるネッ
トワークを構築し、支援に関する情報の共有、地
域課題の明確化、地域ニーズに合わせた社会資
源の改善・開発などの活動に取り組んだ。また、
全市的課題と認識されているものについて集約を
図り、市地域自立支援協議会へ情報提供した。
　市地域自立支援協議会においては、学識経験
者、障がい当事者、医療・就業も含めた多様な支
援関係者による協議の場として、障がい者施策の
方向性について専門的見地から検討を進めた。
その際、区地域自立支援協議会からの全市的課
題についても、施策に反映されるように検討に努
めた。
・市自立支援協議会　2回開催
・区自立支援協議会　24区開催（回数は区ごとに
異なる）

市、区において、それぞれの圏域における地域課
題や支援体制の整備について協議を行う。
　各区地域自立支援協議会においては、必要に
応じて部会等を設置し、多様な機関等によるネッ
トワークを構築し、支援に関する情報の共有、地
域課題の明確化、地域ニーズに合わせた社会資
源の改善・開発などの活動に取り組んだ。また、
全市的課題と認識されているものについて集約を
図り、市地域自立支援協議会へ情報提供した。
　市地域自立支援協議会においては、学識経験
者、障がい当事者、医療・就業も含めた多様な支
援関係者による協議の場として、障がい者施策の
方向性について専門的見地から検討を進めた。
その際、区地域自立支援協議会からの全市的課
題についても、施策に反映されるように検討に努
めた。
・市自立支援協議会　１回開催（新型コロナウイル
ス感染症感染拡大防止の観点から中止）
・区自立支援協議会　24区開催（回数は区ごとに
異なる）

市、区それぞれの地域の実情に応じた取組の活
性化、議論の一層の深まりが必要。

市、区それぞれの地域の実情に応じた取組の活
性化、議論の一層の深まりが必要。

　下記の研修等において、障害者差別解消の法
制度や「相談対応マニュアル」の説明、相談事例
の紹介等を実施。
・障がい者福祉担当職員新任研修
　　対象者：区保健福祉課新任担当者　40人
・各区基幹相談支援センター連絡会
　　対象者：各区基幹相談支援センター担当者
30人
・地域活動支援センター長会
　　対象者：地域活動支援センター（生活支援型）
担当者　15人

各関係機関や関
係団体等と連携
し、地域の支援
体制について引
き続き協議を進
めていく。
　区地域自立支
援協議会につい
ては、その活性
化が図られるよ
う、各区保健福
祉センターと各
区障がい者基幹
相談支援セン
ターとの密接な
連携の下、様々
な活動を進めて
いくとともに、活
動状況等につい
て、全区へ情報
提供する。
　市地域自立支
援協議会につい
ては、区地域自
立支援協議会と
の連携が促進さ
れるよう工夫しつ
つ、意見交換や
議論に十分な時
間が確保できる
よう、円滑な会議
の開催に努め
る。

（ア）相談対応力の向上

「事業者等による障がいの
ある方への不当な差別的取
扱い等に関する相談窓口」
において、的確に相談対応
ができるよう、対応力の向上
に向けた窓口職員への研
修を実施します。

福祉局
障がい
福祉課
（施設G）

　今後も機会を
捉えて研修等を
実施し、対応力
の向上を図る。

（ウ）地域自立支援協議会の活性化

各関係機関や関
係団体等と連携
し、地域の支援
体制について引
き続き協議を進
めていく。
　区地域自立支
援協議会につい
ては、その活性
化が図られるよ
う、各区保健福
祉センターと各
区障がい者基幹
相談支援セン
ターとの密接な
連携の下、様々
な活動を進めて
いくとともに、活
動状況等につい
て、全区へ情報
提供する。
　市地域自立支
援協議会につい
ては、区地域自
立支援協議会と
の連携が促進さ
れるよう工夫しつ
つ、意見交換や
議論に十分な時
間が確保できる
よう、円滑な会議
の開催に努め
る。

１－（3）障がいを理由とする差別の解消に向けた取組

上田係
長

自立支援協議会
和田係
長

福祉局
障がい
福祉課

地域自立支援協議会設置数　25か所
市、区地域自立支援協議
会は、障がいのある人の地
域における自立した生活を
支援するため、それぞれの
圏域における関係機関や
関係団体、障がい福祉サー
ビス事業者や医療・教育・
就業を含めた関係者が、地
域の課題を共有し、地域の
支援体制について協議を
行っていきます。

区地域自立支援協議会で
は、地域の実情に応じた取
組が進められてきています
が、より一層活性化するよ
う、市地域自立支援協議会
との連携を進めていきま
す。

市地域自立支援協議会で
は、区地域自立支援協議
会のさらなる活性化を図る
ため、必要な助言や支援が
できる体制づくりを行いま
す。

また、区地域自立支援協議
会が集約を行った諸課題に
ついて、市地域自立支援協
議会で施策の方向性の検
討や取組を進められるよう
な仕組みづくりを行います。
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取組内容・成果（P：計画・D:実行） 取組内容・成果（P：計画・D:実行） 取組内容・成果（P：計画・D:実行）

課題（C:評価） 課題（C:評価） 課題（C:評価）

施策の方向性 取組（事業）名称 担当

取組状況・成果（※具体的な数値を記載ください）、課題及び今後の方向性

2018（平成30）年度 2019年度 2020年度

取組指標

今後の方向性
（A：改善）

今後の方向性
（A：改善）

今後の方向性
（A：改善）

部内担当

　障害者差別解消法にかかる相談（事業者による
差別等）対応マニュアルの改訂。

　障害者差別解消法にかかる相談（事業者による
差別等）対応マニュアルの改訂。

　平成30年4月、障害者差別解消法にかかる相談
（事業者による差別等）対応マニュアル【障害者差
別解消法の施行に伴う本市における対応の手引
き別冊】を作成。

大阪市障がい者施策推進協議会の専門部会に
「障がい者差別解消支援地域協議部会」を設置。

　大阪市障がい者施策推進協議会の専門部会に
「障がい者差別解消支援地域協議部会」を設置。

【実施】
平成30年度　第1回　平成30年10月5日
平成30年度　第2回　平成31年3月13日

【実施】
令和元年度　第1回　令和元年9月17日
令和元年度　第2回　令和2年3月24日【開催中
止】

障がいを理由とする差別に関する相談窓口を設
置し対応を行う。

　障がいを理由とする差別に関する相談窓口を設
置し対応を行う。
　また啓発資料を作成、配布。ＨＰを随時更新。

☆相談事案
　区障がい者基幹相談支援センター　3件
　地域活動支援センター（生活支援型）　0件
　区役所　14件
　局等　15件
　合計　32件

☆相談事案
　区障がい者基幹相談支援センター　11件
　地域活動支援センター（生活支援型）　0件
　区役所　6件
　局等　30件
　合計　47件
☆啓発資料
　・障がい者差別解消の相談窓口周知チラシ
　・住宅入居に係る差別解消啓発チラシ

障がいを理由とする差別に関する相談窓口を設
置し対応を行う。

　障がいを理由とする差別に関する相談窓口を設
置し対応を行うなかで、大阪府及び関係市町村と
は適宜連携を実施。

☆広域にわたる相談事案
　1件

　障害者差別解消法にかかる相談（事業者による差別等）対応マニュアルの改訂。
また、合理的配慮の提供に
関する事例を収集、分析
し、より適切な対応が迅速
にできるよう、わかりやすい
窓口対応マニュアルの整備
に取り組みます。

福祉局
障がい
福祉課
（施設G）

障がい者差別解消支援地域協議部会との連携

障がい者差別を
解消するための
取組を効果的か
つ円滑に行うた
め、引き続き部
会を開催し、今
後の取組に繋げ
ていく。

　障がい者差別
を解消するため
の取組を効果的
かつ円滑に行う
ため、引き続き部
会を開催し、今
後の取組に繋げ
ていく。

（ウ）他都市との連携

また、相談事例から見えて
きた傾向や課題などから効
果的な取組を検討し、市民
や事業者が法制度及び障
がいや障がいのある人に対
する理解を深めるための研
修・啓発につなげていきま
す。

福祉局
障がい
福祉課
（施設G）

相談窓口の設置及び啓発にかかる取組み

上田係
長

上田係
長

上田係
長

上田係
長

障がいを理由とする差別に
関する相談事案には、市民
が大阪市外の事業者から
差別を受けた場合をはじ
め、事業者が全国展開して
いる場合など、地域外での
対応が必要なものがありま
す。広域にわたる事案につ
いても、迅速かつ適切な対
応ができるよう、大阪府及び
関係市町村と連携して対応
します。

福祉局
障がい
福祉課
（施設G）

広域にわたる事
案について、迅
速かつ適切な対
応ができるよう、
引き続き、大阪
府及び関係市町
村と連携して対
応する。

　広域にわたる
事案について、
迅速かつ適切な
対応ができるよ
う、引き続き、大
阪府及び関係市
町村と連携して
対応する。

（イ）障がい者差別解消支援地域協議部会との連携

引き続き、「障がい者差別
解消支援地域協議部会」に
おいて、相談機関等が対応
した事例等の共有や、差別
解消のための取組につい
ての分析、周知、発信等に
関する協議を行います。

福祉局
障がい
福祉課
（施設G）

よりわかりやすい
マニュアルとなる
よう、必要に応じ
て内容を改善し
ていく。

障がいを理由とする差別に関する相談事案にかかる他都市との連携

　よりわかりやす
いマニュアルとな
るよう、今後も必
要に応じて内容
を改善していく。

引き続き相談窓
口を設置し対応
を行う。また、相
談対応の事例紹
介や各種啓発パ
ンフレットなどを
ＨＰに掲載等を
行い啓発につな
げていく。

　引き続き相談
窓口を設置し対
応を行う。また、
相談対応の事例
紹介や各種啓発
パンフレットなど
をＨＰに掲載等
を行い啓発につ
なげていく。
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取組内容・成果（P：計画・D:実行） 取組内容・成果（P：計画・D:実行） 取組内容・成果（P：計画・D:実行）

課題（C:評価） 課題（C:評価） 課題（C:評価）

施策の方向性 取組（事業）名称 担当

取組状況・成果（※具体的な数値を記載ください）、課題及び今後の方向性

2018（平成30）年度 2019年度 2020年度

取組指標

今後の方向性
（A：改善）

今後の方向性
（A：改善）

今後の方向性
（A：改善）

部内担当

・ （法）政府は、この法律の施行後三年を経過し
た場合において、第八条第二項に規定する社会
的障壁の除去の実施についての必要かつ合理
的な配慮の在り方その他この法律の施行の状況
について検討を加え、必要があると認めるときは、
その結果に応じて所要の見直しを行うものとする。
（今年度取りまとめ予定）
・ （府条例）知事は、この条例の施行後三年を目
途として、この条例の施行の状況について検討を
加え、必要があると認めるときは、その結果に応じ
て所要の見直しを行うものとする。

　国や府の見直しの状況を確認し、必要性につい
て引き続き検討。

国や府の見直しの状況を確認し、必要性につい
て引き続き検討。

リーフレット等を作成し、区役所、障がい者基幹相
談支援センター、公共施設等で配布した。
・卓上カレンダー　5,000部
・ﾘｰﾌﾚｯﾄ　25,000部
・ﾏﾆｭｱﾙ概要版　5,000部

リーフレット等を作成し、区役所・障がい者基幹相
談支援センター、関係機関等へ配布した。
卓上カレンダー　5,000部
・リーフレット　22,500部
・マニュアル概要版　5,000部

区役所、障がい者基幹相談支援センター、障が
い福祉サービス事業等による会議や研修におい
て配布し、障がい者虐待の通報相談窓口の周知
及び啓発に活用され、通報、届出件数も増加し
た。

区役所、障がい者基幹相談支援センター、障が
い福祉サービス事業等による会議や研修におい
て配布し、障がい者虐待の通報相談窓口の周知
及び啓発に活用され、通報、届出件数も増加し
た。

市民を対象に10月６日に障がい者虐待防止啓発
講演会を開催した。

参加者56人

市民を対象に１月25日に障がい者虐待防止啓発
講演会を開催した。

参加者55人

当日の参加者は昨年度水準を保ったものの、一
昨年度よりも減少しているため、参加者増となるよ
う講演内容の検討が必要。

当日の参加者は昨年度水準を保ったものの、目
標人員に達していない為、参加者増となるよう周
知方法及び講演内容等の検討が必要。

（ア）障がい者虐待の防止のための啓発

（エ）市条例制定の検討

虐待防止に関する広
報啓発物

福祉局
地域福
祉課

障がい者虐待の防止、早期発見の必要性の啓発による通報、届出件数の増加

今後も引き続き
啓発物の作成配
付により効果的
な周知啓発を継
続する。

今後も引き続き
啓発物の作成配
付により効果的
な周知啓発を継
続する。

虐待の防止、早期発見に
つながるよう、広く市民に対
して啓発や広報を行ってい
きます。

参加者増に資す
るよう、報道等を
参考に社会情勢
に配慮し、市民
の関心を集める
講演内容を検討
する。

国や府の見直し
の状況を確認
し、必要性につ
いて引き続き検
討する。

上田係
長

１－（4）虐待防止のための取組

障がいを理由とする差別の
解消に向けて、蓄積された
相談事例から見えてきた課
題を分析し、障害者差別解
消法や大阪府条例の改正
の動向等も見据え、大阪市
における条例の制定の必
要性について検討を進めま
す。

福祉局
障がい
福祉課
（施設G）

条例制定の必要性について検討

相談G
障がい者虐待防止研
修会

福祉局
地域福
祉課

障がい者虐待の防止、早期発見の必要性の啓発による通報、届出件数の増加

相談G

参加者増に資す
るよう、報道等を
参考に社会情勢
に配慮し、市民
の関心を集める
講演内容を検討
する。
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取組内容・成果（P：計画・D:実行） 取組内容・成果（P：計画・D:実行） 取組内容・成果（P：計画・D:実行）

課題（C:評価） 課題（C:評価） 課題（C:評価）

施策の方向性 取組（事業）名称 担当

取組状況・成果（※具体的な数値を記載ください）、課題及び今後の方向性

2018（平成30）年度 2019年度 2020年度

取組指標

今後の方向性
（A：改善）

今後の方向性
（A：改善）

今後の方向性
（A：改善）

部内担当

各区保健福祉センターと各区障がい者基幹相談
支援センターが通報・届出窓口となり、463件の相
談・通報・届出を受け（速報値）、対応を実施し
た。

各区保健福祉センターと各区障がい者基幹相談
支援センターが通報・届出窓口となり、520件の相
談・通報・届出を受け（速報値）、対応を実施し
た。

前年度の324件より増の463件（速報値）の通報、
届出を受理し、対応した。

前年度の463件より増の520件（速報値）の通報、
届出を受理し、対応した。

各区に設置されている区障がい者基幹相談支援
センターが虐待の通報・届出窓口となる。虐待の
通報・届出があった場合は各区保健福祉セン
ターに連携するとともに、必要に応じて、各区保健
福祉センターと協力して対応に当たる。
　・設置数：24か所

各区に設置されている区障がい者基幹相談支援
センターが虐待の通報・届出窓口となる。虐待の
通報・届出があった場合は各区保健福祉セン
ターに連携するとともに、必要に応じて、各区保健
福祉センターと協力して対応に当たる。
　・設置数：24か所

虐待予防、虐待の早期発見、被虐待者への適切
な支援などに役割を果たしている。

虐待予防、虐待の早期発見、被虐待者への適切
な支援などに役割を果たしている。

一時保護７件 一時保護７件

広報啓発活動の成果により、通報・届出が早期に
行われた結果、少数にとどまったが、緊急性があ
る事例は常に生じるおそれがあるため、引き続き、
障がい者を保護可能な体制の確保が必要であ
る。また、障がいの程度や特性は事例により様々
であり、障がい特性に応じた施設の確保が困難と
なっている。

広報啓発活動の成果により、通報・届出が早期に
行われた結果、少数にとどまったが、緊急性があ
る事例は常に生じるおそれがあるため、引き続き、
障がい者を保護可能な体制の確保が必要であ
る。また、障がいの程度や特性は事例により様々
であり、障がい特性に応じた施設の確保が困難と
なっている。

福祉局
障がい
福祉課

障がい者基幹相談支援センター設置か所数　24か所

各区保健福祉セ
ンターと連携し、
引き続き虐待の
通報・届出窓口
としての役割を
果たす。

各区保健福祉セ
ンターと連携し、
引き続き虐待の
通報・届出窓口
としての役割を
果たす。

（イ）養護者等による虐待への対応

養護者等による虐待につい
ては、区保健福祉センター
と区障がい者基幹相談支
援センターが通報・届出窓
口となります。

養護者からの虐待によって
生命または身体に危険が
生じており、緊急に分離が
必要な場合には、区保健福
祉センターが緊急一時保護
等を行い、身体面での安全
と精神的な安定を確保しま
す。

要援護障がい者緊急
一時保護事業

福祉局
地域福
祉課

虐待を受けた障がい者の一時保護が可能な体制の継続的な確保

虐待を受けた障
がい者の身体面
の安全と精神的
安定のため、引
き続き、障がい
者を一時的に保
護可能な体制の
確保を図ってい
く。

虐待を受けた障
がい者の身体面
の安全と精神的
安定のため、引
き続き、障がい
者を一時的に保
護可能な体制の
確保を図ってい
く。

相談G

相談G
養護者等による虐待
防止への対応

福祉局
地域福
祉課

障がい者虐待の防止、早期発見の必要性の啓発による通報、届出件数の増加及び適切な対応の実施

今後も引き続き
各区保健福祉セ
ンターと各区障
がい者基幹相談
支援センターが
通報・届出窓口
となって、適切な
対応を図ってい
く。

今後も引き続き
各区保健福祉セ
ンターと各区障
がい者基幹相談
支援センターが
通報・届出窓口
となって、適切な
対応を図ってい
く。

和田係
長
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取組内容・成果（P：計画・D:実行） 取組内容・成果（P：計画・D:実行） 取組内容・成果（P：計画・D:実行）

課題（C:評価） 課題（C:評価） 課題（C:評価）

施策の方向性 取組（事業）名称 担当

取組状況・成果（※具体的な数値を記載ください）、課題及び今後の方向性

2018（平成30）年度 2019年度 2020年度

取組指標

今後の方向性
（A：改善）

今後の方向性
（A：改善）

今後の方向性
（A：改善）

部内担当

各区保健福祉センターと各区障がい者基幹相談
支援センターが通報・届出窓口となり、463件の相
談・通報・届出を受け（速報値）、対応を実施し
た。

各区保健福祉センターと各区障がい者基幹相談
支援センターが通報・届出窓口となり、520件の相
談・通報・届出を受け（速報値）、対応を実施し
た。

前年度の324件より増の463件（速報値）の通報、
届出を受理し、対応した。

前年度の463件より増の520件（速報値）の通報、
届出を受理し、対応した。

区障がい者基幹相談支援センターにおいては、
虐待にかかる養護者等からの相談にも応じ、障が
い福祉サービスの利用など、養護者の負担軽減
を通じて虐待の防止に向けた取組を行う。

区障がい者基幹相談支援センターにおいては、
虐待にかかる養護者等からの相談にも応じ、障が
い福祉サービスの利用など、養護者の負担軽減
を通じて虐待の防止に向けた取組を行う。

関係機関とも連携しつつ、世帯全体への支援にも
取り組んでいる。

関係機関とも連携しつつ、世帯全体への支援にも
取り組んでいる。

対応が困難な養護者による障がい者虐待事案等
について、専門相談を６件実施した。

対応が困難な養護者による障がい者虐待事案等
について、専門相談を６件実施した。

対応が困難な虐待事案について、弁護士及び社
会福祉士の専門的な助言を受け、適切な対応の
参考とした。

対応が困難な虐待事案について、弁護士及び社
会福祉士の専門的な助言を受け、適切な対応の
参考とした。

平成30年度集団指導において、障がい福祉課と
も連携し、事業所における人権・権利擁護に関す
る研修を実施した。平成30年度の障がい福祉
サービス事業者集団指導では、延べ5,461事業所
（全体の約95％）が参加した。

令和元年度集団指導において、障がい福祉課と
も連携し、事業所における人権・権利擁護に関す
る研修を実施した。令和元年度の障がい福祉
サービス事業者集団指導では、延べ4,452事業所
（全体の約90％）が参加した。

対象とする障がい福祉サービス事業所の約95％
が参加し、目標は概ね達成できたものと思われ
る。

対象とする障がい福祉サービス等事業所の約
90％が参加し、目標は概ね達成できたものと思わ
れる。

次年度において
も、集団指導等
の機会を通じて
障がい者等の人
権・権利擁護・虐
待防止に関し周
知するなど、取
組を継続する。

福祉局
地域福
祉課

対応が困難な虐待事案について、弁護士及び社会福祉士の専門的な助言を受けた適切な対応の実施

引き続き、対応
が困難な虐待事
案について、弁
護士及び社会福
祉士の専門的な
助言を受け、適
切な対応が可能
となるよう後方支
援していく。

養護者等による虐待
防止への対応　（再
計）

福祉局
地域福
祉課

障がい者虐待の防止、早期発見の必要性の啓発による通報、届出件数の増加及び適切な対応の実施

福祉局
運営指
導課

（ウ）障がい者福祉施設従事者等による虐待への対応

今後も引き続き
各区保健福祉セ
ンターと各区障
がい者基幹相談
支援センターが
通報・届出窓口
となって、適切な
対応を図ってい
く。

障がい福祉サービス事業者
に対しては、集団指導等に
おいて人権・権利擁護に関
する研修を実施し、虐待の
未然に防止に努めるととも
に、事業者指導・監査の取
組を強めます。

障がい福祉サービス
事業所集団指導

福祉局
障がい
福祉課

障がい者基幹相談支援センター設置か所数　24か所

各区保健福祉セ
ンター等とも連携
し、養護者等へ
の支援にも引き
続き取り組む。

今後も引き続き
各区保健福祉セ
ンターと各区障
がい者基幹相談
支援センターが
通報・届出窓口
となって、適切な
対応を図ってい
く。

区保健福祉センターや区
障がい者基幹相談支援セ
ンターは、関係機関と連携
し、養護者の介護負担の軽
減や経済状態の改善等、
家庭内の問題解消に向け
て必要な支援を行います。

専門相談事業

区保健福祉センターや区
障がい者基幹相談支援セ
ンターにおいて、養護者に
よる虐待に適切に対応でき
るよう、専門職による助言を
行うなどの後方支援を行い
ます。

各区保健福祉セ
ンター等とも連携
し、養護者等へ
の支援にも引き
続き取り組む。

和田係
長

相談G

相談G

引き続き、対応
が困難な虐待事
案について、弁
護士及び社会福
祉士の専門的な
助言を受け、適
切な対応が可能
となるよう後方支
援していく。

集団指導における研修を通じ、虐待の未然防止に努め、引き続き事業者への指導に取り組む

次年度において
も、集団指導等
の機会を通じて
研修を実施する
など取組を継続
する。
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取組内容・成果（P：計画・D:実行） 取組内容・成果（P：計画・D:実行） 取組内容・成果（P：計画・D:実行）

課題（C:評価） 課題（C:評価） 課題（C:評価）

施策の方向性 取組（事業）名称 担当

取組状況・成果（※具体的な数値を記載ください）、課題及び今後の方向性

2018（平成30）年度 2019年度 2020年度

取組指標

今後の方向性
（A：改善）

今後の方向性
（A：改善）

今後の方向性
（A：改善）

部内担当

福祉局障がい福祉課が通報・届出窓口となり、81
件の相談・通報・届出を受け、局内各課で連携し
対応を実施した。

　福祉局障がい福祉課が通報・届出窓口となり、
102件の相談・通報・届出を受け、局内各課で連
携し対応を実施した。

前年度の70件より増の81件の通報、届出を受理
し、対応した。

　前年度の81件より増。なお、府県が受理し本市
が対応した3件を除く。

福祉局生活福祉部地域福祉課（相談支援）が通
報・届出窓口となり、５件通報・届出を受け （速報
 値）、必要に応じて大阪府及び大阪労働局に連
携した。

福祉局生活福祉部地域福祉課（相談支援）が通
報・届出窓口となり、11件通報・届出を受け（速報
値）、必要に応じて大阪府及び大阪労働局に連
携した。

５件 （速報値）の通報、届出を受理し、適切に対応
した。

11件（速報値）の通報、届出を受理し、適切に対
応した。

関係機関、関係団体との情報の共有化や連携強
化を進めるため、障がい者虐待防止連絡会議を
開催した。
市レベル １回
区レベル26回開催

関係機関、関係団体との情報の共有化や連携強
化を進めるため、障がい者虐待防止連絡会議を
開催した。
市レベル １回
区レベル25回開催

障がい者虐待防止連絡会議を開催し、行政、関
係機関等が、障がい者を取り巻く状況や考え方を
共有した。

障がい者虐待防止連絡会議を開催し、行政、関
係機関等が、障がい者を取り巻く状況や考え方を
共有した。

福祉局
障がい
福祉課
（施設G）

障がい者虐待の防止、早期発見の必要性の啓発による通報、届出件数の増加及び適切な対応の実施

今後も引き続き
関係課で連携
し、適切な対応
を図っていく。

　今後も引き続き
関係課で連携
し、適切な対応
を図っていく。

（オ）関係機関の連携体制の構築

市及び区においては、高齢
者虐待等への対応も含め
た地域のネットワーク強化を
図るため、虐待防止連絡会
議の開催など、引き続き関
係機関、関係団体との情報
の共有化や連携強化を進
めます。

障がい者虐待防止連
絡会議

福祉局
地域福
祉課

障がい者虐待防止連絡会議の開催等による関係機関、関係団体との情報の共有化や連携強化

引き続き、市レベ
ルだけでなく、区
レベルでも地域
の特性に応じた
課題の共有等に
より関係機関の
連携強化に努め
ていく。

引き続き、市レベ
ルだけでなく、区
レベルでも地域
の特性に応じた
課題の共有等に
より関係機関の
連携強化に努め
ていく。

相談G

使用者による虐待へ
の対応

福祉局
地域福
祉課

障がい者虐待の防止、早期発見の必要性の啓発による通報、届出件数の増加及び適切な対応の実施

今後も引き続き
福祉局生活福祉
部地域福祉課
（相談支援）が市
町村の通報・届
出窓口となって、
適切な対応を
図っていく。

今後も引き続き
福祉局生活福祉
部地域福祉課
（相談支援）が市
町村の通報・届
出窓口となって、
適切な対応を
図っていく。

（エ）使用者による虐待への対応

使用者による虐待について
の通報等を受け付け、都道
府県や労働局をはじめ市町
村や関係機関等との連携
及び情報共有を図りなが
ら、障がいのある人の社会
参加が円滑に進むよう、適
切に対応を行います。

虐待事案が発生した時には
関係部局が連携し、各関係
規定に基づき実態の把握
から事業所の改善報告及
び支援内容の改善に対す
る支援まで、迅速な対応を
行います。

相談G

上田係
長

障がい者福祉施設従
事者等による虐待へ
の対応
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取組内容・成果（P：計画・D:実行） 取組内容・成果（P：計画・D:実行） 取組内容・成果（P：計画・D:実行）

課題（C:評価） 課題（C:評価） 課題（C:評価）

施策の方向性 取組（事業）名称 担当

取組状況・成果（※具体的な数値を記載ください）、課題及び今後の方向性

2018（平成30）年度 2019年度 2020年度

取組指標

今後の方向性
（A：改善）

今後の方向性
（A：改善）

今後の方向性
（A：改善）

部内担当

（事業内容）
居宅における入浴、排泄、食事、通院の介護等を
行う。

（実績：月あたり）
11,642人、243,012時間
※29年度実績：月あたり　11,165人　230,016時間

（事業内容）
居宅における入浴、排泄、食事、通院の介護等を
行う。

（実績：月あたり）
11,612人、260,965時間

利用者数、利用時間増加で、サービスの充実は
図られている。個々のニーズに沿ったサービス利
用ができるよう推進を図る必要がある。

平成30年度と比べ、利用者数は減少しているが、
利用時間数は増加している。令和2年度において
も、増加傾向を見込んでおり、サービスとしての
ニーズは高い。

（事業内容）
重度の肢体不自由者で常時介護を必要とする方
に対して居宅おける入浴、排泄、食事の介護等
及び外出時の介護などを総合的に提供する。

（実績：月あたり）
1,821人、255,203時間
※29年度実績：月あたり　2,147人、248,548時間

（事業内容）
重度の肢体不自由者で常時介護を必要とする方
に対して居宅おける入浴、排泄、食事の介護等
及び外出時の介護などを総合的に提供する。

（実績：月あたり）
1,643人、256,913時間

平成29年度と比べ、利用者数は減少しているが、
利用時間数は増加している。平成31年度におい
ても、増加傾向を見込んでおり、今後においても
サービスとしてのニーズは高い。

平成30年度と比べ、利用者数は減少しているが、
利用時間数は増加している。令和2年度において
も、増加傾向を見込んでおり、今後においても
サービスとしてのニーズは高い。

（事業内容）
視覚障がいにより移動に著しい困難を有する方に
対して、外出時において必要な支援を行う。

（実績：月あたり）
1,375人、35,073時間
※29年度実績：月あたり　1,269人、35,074時間

（事業内容）
視覚障がいにより移動に著しい困難を有する方に
対して、外出時において必要な支援を行う。

（実績：月あたり）
1,294人、36,556時間

同行援護は視覚障がい者に特化した外出支援で
あり、障がい福祉サービス固有のものである。平
成29年度と比べ、月当たりの平均人数、時間とも
に増加しているｌ。平成31年度においても増加を
見込んでおり、今後においてもサービスとしての
ニーズは高い。

同行援護は視覚障がい者に特化した外出支援で
あり、障がい福祉サービス固有のものである。平
成30年度と比べ、利用者数は減少しているが、利
用時間数は増加している。令和2年度において
も、増加傾向を見込んでおり、今後においても
サービスとしてのニーズは高い。

2－（1）在宅福祉サービス等の充実

重度訪問介護
福祉局
障がい
支援課

（30年度計画見込み）月あたり　1,923人、258,436時間  （31年度計画見込み）月あたり　1,989人、264,832時間

個々のニーズに
沿ったサービス
利用となるよう、
ニーズを把握し
ながら事業の在
り方を検討し、
サービスの充実
に取り組む。

個々のニーズに
沿ったサービス
利用となるよう、
ニーズを把握し
ながら事業の在
り方を検討し、
サービスの充実
に取り組む。

（ア）訪問系サービス及び短期入所の充実

同行援護
福祉局
障がい
支援課

（30年度計画見込み）月あたり　1,505人、38,190時間  （31年度計画見込み）月あたり　1,623人、40,328時間

個々のニーズに
沿ったサービス
利用となるよう、
ニーズを把握し
ながら事業の在
り方を検討し、
サービスの充実
に取り組む。

個々のニーズに
沿ったサービス
利用となるよう、
ニーズを把握し
ながら事業の在
り方を検討し、
サービスの充実
に取り組む。

居宅介護

（30年度計画見込み）月あたり　12,422人、248,823時間  （31年度計画見込み）月あたり　13,564人、266,987時間

個々のニーズに
沿ったサービス
利用となるよう、
ニーズを把握し
ながら事業の在
り方を検討し、
サービスの充実
に取り組む。

個々のニーズに
沿ったサービス
利用となるよう、
ニーズを把握し
ながら事業の在
り方を検討し、
サービスの充実
に取り組む。

大谷係
長

大谷係
長

大谷係
長

福祉局
障がい
支援課

居宅介護をはじめとする訪
問系サービスについては、
個々のニーズに沿ったサー
ビス利用となるよう、ニーズ
把握を行いながら事業のあ
り方を検討し、推進を図りま
す。
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取組内容・成果（P：計画・D:実行） 取組内容・成果（P：計画・D:実行） 取組内容・成果（P：計画・D:実行）

課題（C:評価） 課題（C:評価） 課題（C:評価）

施策の方向性 取組（事業）名称 担当

取組状況・成果（※具体的な数値を記載ください）、課題及び今後の方向性

2018（平成30）年度 2019年度 2020年度

取組指標

今後の方向性
（A：改善）

今後の方向性
（A：改善）

今後の方向性
（A：改善）

部内担当

知的・精神障がいにより、行動上著しい困難のあ
る方で、常時介護を必要とする方に対して、外出
時の介護等行動する際に生じる危険を回避する
ための介護を行う。

（実績：月あたり）
400人、7,351時間
※29年度実績　月あたり　319人、6,869時間

知的・精神障がいにより、行動上著しい困難のあ
る方で、常時介護を必要とする方に対して、外出
時の介護等行動する際に生じる危険を回避する
ための介護を行う。

（実績：月あたり）
312人、6,986時間

行動援護は知的障がい者、精神障がい者を対象
とした外出支援であり、障がい福祉サービス固有
のものである。平成29年度と比べ、月当たりの平
均人数、時間ともに増加しているｌ。平成31年度に
おいても増加を見込んでおり、今後においても
サービスとしてのニーズは高い。

行動援護は知的障がい者、精神障がい者を対象
とした外出支援であり、障がい福祉サービス固有
のものである。平成30年度と比べ、利用者数は減
少しているが、利用時間数は増加している。令和
2年度においても、増加傾向を見込んでおり、今
後においてもサービスとしてのニーズは高い。

最重度の障がい者であって重度訪問介護を利用
している者に対して、入院中の医療機関において
も、利用者の状態等を熟知しているヘルパーを引
き続き利用し、そのニーズを的確に医療従事者に
伝達する等の支援を行う。

最重度の障がい者であって重度訪問介護を利用
している者に対して、入院中の医療機関において
も、利用者の状態等を熟知しているヘルパーを引
き続き利用し、そのニーズを的確に医療従事者に
伝達する等の支援を行う。

入院時の意思疎通支援を受け受けられる方は。
重度訪問介護を利用している方でも区分６以上の
方となっているため、対象者が限られている。

入院時の意思疎通支援を受け受けられる方は。
重度訪問介護を利用している方でも区分６以上の
方となっているため、対象者が限られている。

（事業内容）
屋外での移動が困難な障がい者に対して社会生
活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会
参加にかかる外出の際の移動支援。

（実績　月あたり）
5,478人、133,644時間
※29年度実績：月あたり　5,723人、135,881時間

（事業内容）
屋外での移動が困難な障がい者に対して社会生
活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会
参加にかかる外出の際の移動支援。

（実績　月あたり）
5,843人、134,629時間

平成29年度と比べ、利用者数は増加しているが、
利用時間数は減少している。しかし平成31年度に
おいては、増加傾向を見込んでおり、今後におい
てもサービスとしてのニーズは高い。

平成30年度と比べ、利用者数及び利用時間数と
もに増加している。令和2年度においても、増加傾
向を見込んでおり、今後においてもサービスとし
てのニーズは高い。

移動支援事業については、
障がい種別にかかわらず、
外出支援のニーズに対応
できるよう、国の責任におい
て全国統一した基準を設け
るとともに、自立支援給付に
含めるよう制度の見直しや、
十分な財源措置を講ずるよ
う国に要望していきます。

行動援護
福祉局
障がい
支援課

（30年度計画見込み）月あたり　371人、8,064時間

個々のニーズに
沿ったサービス
利用となるよう、
ニーズを把握し
ながら事業の在
り方を検討し、
サービスの充実
に取り組む。

個々のニーズに
沿ったサービス
利用となるよう、
ニーズを把握し
ながら事業の在
り方を検討し、
サービスの充実
に取り組む。

大谷係
長

大谷係
長

2018(平成30)年4月から入
院中の医療機関における
重度訪問介護の利用が一
部可能となりますが、常時
介護や医療的ケアなど利用
者のニーズに応じた適切な
サービス提供が行えるよう、
国に対して重度訪問介護
の対象拡大や報酬の見直
しなどの必要な改善につい
て働きかけていきます。

重度訪問介護　等
福祉局
障がい
支援課

重度障がい者入院時コミュニケーションサポートを利用していた方で、対象者となった方は、重度訪問介護を利用して、入院時の意思疎通の支援を受けられるようになり、入院時コミュニケーションサポート事業の利用者数が減少し
た。

障がいのある方
の受診機会を保
証し、安心して入
院治療ができる
よう、国に対し
て、重度訪問介
護の対象拡大や
報酬の見直しな
どの必要な改善
について働きか
けていく。

障がいのある方
の受診機会を保
証し、安心して入
院治療ができる
よう、国に対し
て、重度訪問介
護の対象拡大や
報酬の見直しな
どの必要な改善
について働きか
けていく。

移動支援事業
福祉局
障がい
支援課

（30年度計画見込み）月あたり　6,018人、140,197時間

移動支援につい
ては、利用ニー
ズが高く、年々
増加傾向にあ
る。障がい種別
に関わらず外出
支援のニーズに
対応できるよう自
立支援給付に含
めるよう財政の見
直しうや十分な
財源措置を講ず
るよう国に要望し
ていく取り組みを
行う。

移動支援につい
ては、利用ニー
ズが高く、年々
増加傾向にあ
る。障がい種別
に関わらず外出
支援のニーズに
対応できるよう自
立支援給付に含
めるよう財政の見
直しうや十分な
財源措置を講ず
るよう国に要望し
ていく取り組みを
行う。

大谷係
長
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取組内容・成果（P：計画・D:実行） 取組内容・成果（P：計画・D:実行） 取組内容・成果（P：計画・D:実行）

課題（C:評価） 課題（C:評価） 課題（C:評価）

施策の方向性 取組（事業）名称 担当

取組状況・成果（※具体的な数値を記載ください）、課題及び今後の方向性

2018（平成30）年度 2019年度 2020年度

取組指標

今後の方向性
（A：改善）

今後の方向性
（A：改善）

今後の方向性
（A：改善）

部内担当

居宅においてその介護を行う者の疾病その他の
理由により、障がい者支援施設、児童福祉施設
等への短期間の入所を必要とする障がい者等に
対して、短期間当該施設において必要な保護を
行う。

月あたり平均
1,157人、7,825日
※29年度実績：月あたり　1,111人、6,406日

居宅においてその介護を行う者の疾病その他の
理由により、障がい者支援施設、児童福祉施設
等への短期間の入所を必要とする障がい者等に
対して、短期間当該施設において必要な保護を
行う。

月あたり平均
1,208人、9,053日
※30年度実績：月あたり　1,157人、7,825日

当初見込みより利用が低調となり、計画値を下
回った。

当初見込みより利用が低調となり、計画値を下
回った。

事業者や利用者及び区役所等から問合せ等が
あった際に緊急時への対応だけでなく必要に応
じた利用ができる旨回答する等対応している。

事業者や利用者及び区役所等から問合せ等が
あった際に緊急時への対応だけでなく必要に応
じた利用ができる旨回答する等対応している。

理解は一定進んでいると考えるものの、広く理解
啓発を行っていく必要である。

理解は一定進んでいると考えるものの、広く理解
啓発を行っていく必要である。

・補装具・福祉機器等福祉用具に関する相談（一
般相談・専門相談・訪問相談）・助言・情報提供、
福祉用具の適合評価（フォローとして専門相談を
通じて個々の相談者の状況に応じた助言・指導も
行う）等
延相談件数：4,244件

・補装具・福祉機器等福祉用具に関する相談（一
般相談・専門相談・来所相談・訪問相談）、情報
提供、指導・助言、福祉用具の選定及び医学的・
工学的技術を介した適合評価を通じて、個々の
相談者の障がい状況に応じた具体的な問題解決
を行う等
延相談件数：3,863件

福祉用具関連の技術の発展や、平成25年から障
がい者に定義された難病患者への対応も必須と
なり、中には重度の神経難病にかかる意思伝達
装置等の高度な工学技術を要するニーズへの対
応が求められている。

平成25年に障害者総合支援法の中に難病枠が
定義付けられ、重度障がい者用意思伝達装置、
車椅子、座位保持装置等の補装具適合に関する
高度な専門技術が求められている。

心身の機能が低下し、日常生活を営むのに支障のある障がい者（児）の自立促進及びその介護者の負担軽減を図るため、補装具・福祉機器に関する相談・助言や情報提供、工夫・改良及び普及を促進す
る。

障がいのある方
の自立支援・
QOL の向上と介
護者の負担軽減
のために補装
具・福祉機器は
欠かすことはでき
ないものであり、
相談・助言や情
報提供、工夫・
改良及び普及を
促進する取り組
みは今後も必要
であると考える。

障がいのある人
の自立支援・
QOL向上、介護
者の負担軽減の
ためには、補装
具・福祉機器は
一助となり、不可
欠なものである。
そのための専門
的な相談対応、
情報提供、製
作・改良などによ
る直積的支援体
制と支援担当へ
の技術移転を目
的とする人材育
成と普及の促進
は、今後も必要
であると考える。

（イ）福祉用具利用や住宅改造に関する相談事業の推進

引き続き事業を
実施していくが、
必要に応じ制度
の見直し等の働
きかけも含め取り
組んでいく。

また、介護者の疾病等の理
由により居宅で介護が受け
られないなどの緊急時への
対応だけでなく、利用者の
心身の状況等を勘案して必
要に応じた利用が可能であ
ることを周知していきます。

理解啓発のた
め、引き続き実
施していく。

短期入所（ショートス
テイ）

福祉局
障がい
支援課

補装具・福祉機器普
及事業

福祉局
心身障
がい者リ
ハビリ
テーショ
ンセン
ター

管理課

短期入所については、利用
を希望する人が必要な時に
利用できるようにするために
は、サービス基盤の確保が
必要であり、単独で短期入
所事業所が運営できるよう
に国に対し報酬改定を含む
制度の見直し等を働きかけ
ていきます。

計画値（30年度見込：月あたり平均1257人,8083日）

引き続き事業を
実施していくが、
必要に応じ制度
の見直し等の働
きかけも含め取り
組んでいく。

理解啓発のた
め、引き続き実
施していく。

逢坂係
長
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取組内容・成果（P：計画・D:実行） 取組内容・成果（P：計画・D:実行） 取組内容・成果（P：計画・D:実行）

課題（C:評価） 課題（C:評価） 課題（C:評価）

施策の方向性 取組（事業）名称 担当

取組状況・成果（※具体的な数値を記載ください）、課題及び今後の方向性

2018（平成30）年度 2019年度 2020年度

取組指標

今後の方向性
（A：改善）

今後の方向性
（A：改善）

今後の方向性
（A：改善）

部内担当

●平成３０年度支給実績　7,722件 ●令和元年度支給実績　7,489件

補装具費の支給対象者に確実に補装具費を支
給することができた。

補装具費の支給対象者に確実に補装具費を支
給することができた。

●平成30年度給付実績　61,889件

●日常生活用具に係る情報収集・共有、課題の
抽出や解決方策の検討を目的とし、２種の会議を
開催。
①検討会議（外部委員からの意見聴取）：平成３１
年１月１０日
②担当者会議（市民からの要望や課題等の収
集）：平成３１年３月４日

●令和元年度給付実績　62,317件

●日常生活用具に係る情報収集・共有、課題の
抽出や解決方策の検討を目的とし、２種の会議を
開催。
①検討会議（外部委員からの意見聴取）：令和元
年7月3日
②担当者会議（市民からの要望や課題等の収
集）：令和元年12月6日

日常生活用具の給付対象者に確実に当該用具
を給付することができた。
また、時勢に対応した的確な事業となるよう2種の
会議を開催し、日常生活用具に係るニーズの把
握並びに福祉用具や同市場に係る最新情報の
収集、事業内容の検討を行った。

日常生活用具の給付対象者に確実に当該用具
を給付することができた。
また、時勢に対応した的確な事業となるよう2種の
会議を開催し、日常生活用具に係るニーズの把
握並びに福祉用具や同市場に係る最新情報の
収集、事業内容の検討を行った。

住宅改造に関する相談
相談件数：76件

住宅改造に関する相談
相談件数：67件

難病による重度障がいのある人など、障がいが重
度化してから相談を受ける場合があり、住宅改造
ではなく、補装具や福祉機器の利用による対処
方法で問題解決を図っている状況にある。

主に神経難病等による重度障がいのある人から
の相談が多く、症状の進行にも対応する必要があ
り、住宅改造よりも補装具・福祉機器の適用による
対処方法で問題解決を図ることが多い状況にあ
る。

●平成30年度給付実績　51件 ●令和元年度給付実績　43件

住宅改修費の一部を給付し、障がい児・者の住
環境を改善することにより、地域における自立を
支援することができた。

住宅改修費の一部を給付し、障がい児・者の住
環境を改善することにより、地域における自立を
支援することができた。

個々の障がい状況や生活
実態に適した福祉用具が
入手しやすくなるよう、わか
りやすい情報提供を行うとと
もに、品目の追加・見直し
や基準の改定等について
検討するなど、より効果的な
給付に努めます。

補装具費の支給

障がい者の障がい程度に合わせて、住宅の手すりや玄関、水回り等の改造について助言を行う。

障がいのある方
の自立支援・
QOL の向上と介
護者の負担軽減
のために今後も
実施していく。

障がいのある方
の自立支援・
QOL の向上、介
護者の負担軽減
のためには、今
後も実施していく
必要性がある。

管理課

新家係
長

住宅の改造についての具
体的な相談の実施及び改
造費助成事業の推進を図り
ます。

品目の追加・見直しや基準の改正等について検討するなど、より効果的な給付に努める。

重症心身障がい住宅
改修費の助成

福祉局
障がい
支援課

住宅改修費の一部を給付することにより、障がい児・者の住環境を改善し、地域における自立を支援する。

引き続き、障が
い児・者の地域
における自立を
支援するため、
住環境改善に係
る費用の一部を
給付できるよう関
係予算の確保に
努める。

引き続き、障が
い児・者の地域
における自立を
支援するため、
住環境改善に係
る費用の一部を
給付できるよう関
係予算の確保に
努める。

補装具・福祉機器普
及事業福祉機器普及
事業における住宅改
造相談会

福祉局
障がい
支援課

総合支援法第76条に基づき、障がい者が失われた身体機能を補完又は代替するための用具である補装具を購入又は修理する際の費用を支給する。

引き続き、補装
具費の支給対象
者に確実に補装
具を支給するた
め、更生相談所
（リハセン）と連携
しながら研修等
により各区の補
装具費支給事務
担当職員の知識
向上を図るととも
に関係予算の確
保に努める。

引き続き、補装
具費の支給対象
者に確実に補装
具を支給するた
め、更生相談所
（リハセン）と連携
しながら研修等
により各区の補
装具費支給事務
担当職員の知識
向上を図るととも
に関係予算の確
保に努める。

重度身体障がい児
（者）日常生活用具給
付事業

福祉局
障がい
支援課

引き続き、日常
生活用具を確実
に給付するため
の予算確保に努
めるとともに、2種
の会議を活用し
て、時勢に対応
した的確で効果
的な事業とする
よう、事業内容や
品目の見直し等
について検討
し、見直しが必
要な内容につい
ては施策（事業）
に反映するよう
努める。

引き続き、日常
生活用具を確実
に給付するため
の予算確保に努
めるとともに、2種
の会議を活用し
て、時勢に対応
した的確で効果
的な事業とする
よう、事業内容や
品目の見直し等
について検討
し、見直しが必
要な内容につい
ては施策（事業）
に反映するよう
努める。

新家係
長

新家係
長

福祉局
心身障
がい者リ
ハビリ
テーショ
ンセン
ター
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取組内容・成果（P：計画・D:実行） 取組内容・成果（P：計画・D:実行） 取組内容・成果（P：計画・D:実行）

課題（C:評価） 課題（C:評価） 課題（C:評価）

施策の方向性 取組（事業）名称 担当

取組状況・成果（※具体的な数値を記載ください）、課題及び今後の方向性

2018（平成30）年度 2019年度 2020年度

取組指標

今後の方向性
（A：改善）

今後の方向性
（A：改善）

今後の方向性
（A：改善）

部内担当

年金給付水準の引き上げについて一層の改善措
置を講ずるよう、各会議を通じて国へ要望した

年金給付水準の引き上げについて一層の改善措
置を講ずるよう、各会議を通じて国へ要望した

国の制度であるため即時の要望達成が困難であ
る

国の制度であるため即時の要望達成が困難であ
る

身体・精神に著しく重度の障がいがあるため、日
常生活において常時特別の介護を必要とする状
態にある方に手当を給付
特別障がい者手当　3800人
障がい児福祉手当　2,082人
（経過的）福祉手当　　116人　　合計5,998人

身体・精神に著しく重度の障がいがあるため、日
常生活において常時特別の介護を必要とする状

態にある方に手当を給付
特別障がい者手当　3,828人
障がい児福祉手当　2,195人

（経過的）福祉手当　　103人　　合計6,126人

（経過的）福祉手当については、制度上減少傾
向。
特別障がい者手当については横ばい、障害児福
祉手当については増傾向で推移。

（経過的）福祉手当については、制度上減少傾
向。
特別障がい者手当については微増、障害児福祉
手当については増傾向で推移。

外国籍等の制度的に無年金の障がい者に対し
て、救済措置として、給付金を給付

74人

外国籍等の制度的に無年金の障がい者に対し
て、救済措置として、給付金を給付

62人

制度上減少傾向で推移。 制度上減少傾向で推移。

（ウ）所得保障の充実

年金給付水準の引き
上げ

各会議を通じて
引き続き国へ要
望を行う

各会議を通じて
引き続き国へ要
望を行う

年金制度をはじめとした所
得保障制度の充実及び無
年金者のへの対応を強く国
に要望します。

宮本係
長

福祉局
保険年
金課

特別障がい者手当、
福祉手当等の支給

福祉局
障がい
福祉課

重度障がい者・
児に対し手当を
支給し、生活の
安定を図る制度
であり、継続的な
実施が必要

特別障がい者手当、
福祉手当等の支給

福祉局
障がい
福祉課

年金法の制度上
公的年金（障が
い基礎年金等）
を受給できない
者に対し、給付
金を支給する事
業であり、継続的
な実施が必要

年金法の制度上
公的年金（障が
い基礎年金等）
を受給できない
者に対し、給付
金を支給する事
業であり、継続的
な実施が必要

重度障がい者・
児に対し手当を
支給し、生活の
安定を図る制度
であり、継続的な
実施が必要

年金給付水準の引き上げ

宮本係
長
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取組内容・成果（P：計画・D:実行） 取組内容・成果（P：計画・D:実行） 取組内容・成果（P：計画・D:実行）

課題（C:評価） 課題（C:評価） 課題（C:評価）

施策の方向性 取組（事業）名称 担当

取組状況・成果（※具体的な数値を記載ください）、課題及び今後の方向性

2018（平成30）年度 2019年度 2020年度

取組指標

今後の方向性
（A：改善）

今後の方向性
（A：改善）

今後の方向性
（A：改善）

部内担当

・グループホームごとに家賃が決められており、利
用者が希望しても家賃高額のため入居できないこ
とがある。

・グループホームごとに家賃が決められており、利
用者が希望しても家賃高額のため入居できないこ
とがある。

例えば、グループホームの設置においては、土地
の確保や近隣との問題により、開設に至らない事
例もある。

例えば、グループホームの設置においては、土地
の確保や近隣との問題により、開設に至らない事
例もある。

・グループホームの開所希望あれば、内容を確認
し開所につながるように、より丁寧に応対してい
る。

・グループホームの開所希望あれば、内容を確認
し開所につながるように、より丁寧に応対してい
る。

・補助金を希望する開所希望の法人について、う
まく手続きにつなげている。

・補助金を希望する開所希望の法人について、う
まく手続きにつなげている。

引き続き事業を
実施していくが、
個人単位での
ホームヘルプ
サービスの制度
や、各種加算な
どの制度の継続
について、引き
継き、利用しや
すい制度となる
よう、国に対して
要望する。

（事業内容）
地域において共同生活する障がい者に対して、
必要な家事等の日常生活上の支援や食事・入
浴・排泄等の介護、相談支援等の援助を行いま
す。

（実績）
月あたり利用人数　2,346人
※29年度実績：月あたり　2,281人

（事業内容）
地域において共同生活する障がい者に対して、
必要な家事等の日常生活上の支援や食事・入
浴・排泄等の介護、相談支援等の援助を行いま
す。

（実績）
月あたり利用人数　2,673人
※30年度実績：月あたり　2,457人

引き続き事業を
実施していくが、
個人単位での
ホームヘルプ
サービスの制度
や、各種加算な
どの制度の継続
について、引き
継き、利用しや
すい制度となる
よう、国に対して
要望する。

グループホーム事業

・引き継き国に対
して要望する。

・引き継き国に対
して要望する。

福祉局
障がい
支援課

グループホームの設置促進
のため、引き続き、国の補
助制度(新築)を活用した設
置促進に努めます。

グループホーム事業
福祉局
障がい
支援課

・開所を希望す
る法人への意向
調査を行い、新
規開所につなげ
るよう支援してい
く。

・開所を希望す
る法人への意向
調査を行い、新
規開所につなげ
るよう支援してい
く。

グループホーム利用者の居
宅介護にかかる通院介助
の回数制限を撤廃すること

福祉局
障がい
支援課

・引き続き年度内
開所に向かって
支援していく。

（30年度計画見込み）月あたり利用人数　2,582人

池田係
長

池田係
長

池田係
長

入院・外泊時や日中の支援
に対する一定の評価を行う
とともに、特に夜間支援体
制において労働関係法規
に即した職員配置を見込ん
だ適正な報酬の単価を設
定すること

生活保護・非課税世帯を対
象とした上限月額1万円の
家賃助成(特定障がい者特
別給付)について、「住ま
い」の選択を狭めることのな
いよう、負担軽減のために
上限月額を引き上げること。

グループホーム事業

池田係
長

・グループホームの利用にあたり、重度の障がい
のある方が増えており、現行基準で考えられてい
るグループホームの人員だけでは支援できない
部分がでてきている。
・また、生活保護・非課税世帯を対象とした上限
月額1万円があるが、家賃は、各グループホーム
ごとに決められていることから、家賃が高額のため
入居できないこともある。

・グループホームの利用にあたり、重度の障がい
のある方が増えており、現行基準で考えられてい
るグループホームの人員だけでは支援できない
部分がでてきている。
・また、生活保護・非課税世帯を対象とした上限
月額1万円があるが、家賃は、各グループホーム
ごとに決められていることから、家賃が高額のため
入居できないこともある。

経過措置とされているグ
ループホームにおける個人
単位でのホームヘルプサー
ビス利用について恒久的な
制度とすること。

2－（2）居住系サービス等の充実

本市においては、国の補助
制度の対象外である賃貸
住宅等を活用した設置に対
する整備補助等について、
今後も引き続き実施してい
きます。

グループホーム事業

福祉局
障がい
支援課

・引き続き年度内
開所に向かって
支援していく。
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取組内容・成果（P：計画・D:実行） 取組内容・成果（P：計画・D:実行） 取組内容・成果（P：計画・D:実行）

課題（C:評価） 課題（C:評価） 課題（C:評価）

施策の方向性 取組（事業）名称 担当

取組状況・成果（※具体的な数値を記載ください）、課題及び今後の方向性

2018（平成30）年度 2019年度 2020年度

取組指標

今後の方向性
（A：改善）

今後の方向性
（A：改善）

今後の方向性
（A：改善）

部内担当

・市営住宅の希望があれば随時受付し、その都度
使用可能か確認している。

・市営住宅の希望については、年に２回事業者よ
り募集を受け付け、使用可能か確認を行ってい
る。

大阪市内は物件の確保が多額となることや、近隣
住民の理解が得られにくい状況である。そのた
め、法人は市営住宅を希望するが希望する市営
住宅の空きがない。

大阪市内は物件の確保が多額となることや、近隣
住民の理解が得られにくい状況である。そのた
め、法人は市営住宅を希望するが希望する市営
住宅の空きがない。

42戸 42戸

- -

常時介護を要する障がい者に対し、入浴、排せ
つ、食事等の介護、調理、洗濯等の家事及び生
活等に関する相談や、必要な日常生活上の支
援、創作的活動又は生産活動の機会の提供など
身体機能、生活能力の向上のために必要な援助
を行う。

（実績）月あたり平均
6,736人、112,998日
※29年度実績：月あたり　6,293人、99,937日

常時介護を要する障がい者に対し、入浴、排せ
つ、食事等の介護、調理、洗濯等の家事及び生
活等に関する相談や、必要な日常生活上の支
援、創作的活動又は生産活動の機会の提供など
身体機能、生活能力の向上のために必要な援助
を行う。

（実績）月あたり平均
6,927人、117,001日
※30年度実績：月あたり　6,736人、112,998日

当初見込みのとおり、計画値と近い値となった。 当初見込みのとおり、計画値と近い値となった。

障がい者支援施設などに通い、入浴、排せつ及
び食事等に関する自立した日常生活を営むため
に必要な訓練を受けることや、生活等に関する相
談及び助言、その他の必要な支援を行う。

（実績）月あたり平均
機能訓練：63人　903日
生活訓練：305人　4,829人
※29年度実績：月あたり
機能訓練：63人、829日　生活訓練：298人　4,129
日

障がい者支援施設などに通い、入浴、排せつ及
び食事等に関する自立した日常生活を営むため
に必要な訓練を受けることや、生活等に関する相
談及び助言、その他の必要な支援を行う。

（実績）月あたり平均
機能訓練：76人　1,044日
生活訓練：305人　4,855人
※30年度実績：月あたり
機能訓練：63人、685日　生活訓練：305人　4,829
日

当初見込みより利用が低調となり、計画値を下
回った。

当初見込みより利用が低調となり、計画値を下
回った。

自立訓練については、利用
時間の設定が利用者の
ニーズに合わない等の理由
から、利用の伸びが低調で
あり、利用しやすい制度とな
るよう事業内容の見直しを
国へ働きかけるとともに、リ
ハビリテーション加算の充
実など適正な報酬単価の
設定を国に対して働きかけ
ていきます。

自立訓練
福祉局
障がい
支援課

計画値（30年度見込：月あたり平均400人,6203日）

引き続き事業を
実施していくが、
必要に応じ制度
の見直し等の働
きかけも含め取り
組んでいく。

引き続き事業を
実施していくが、
必要に応じ制度
の見直し等の働
きかけも含め取り
組んでいく。

逢坂係
長

福祉局
障がい
支援課

計画値（30年度見込：月あたり平均6555人,113729日）

引き続き事業を
実施していくが、
必要に応じ制度
の見直し等の働
きかけも含め取り
組んでいく。

引き続き事業を
実施していくが、
必要に応じ制度
の見直し等の働
きかけも含め取り
組んでいく。

都市部におけるグループ
ホームに適した物件の確保
の困難さに対応するため、
市営住宅の活用を希望す
るグループホーム事業者に
利用可能な住戸のマッチン
グについて、今後も引き続
き実施し、より一層の設置
促進に努めていきます。

池田係
長

都市整
備局

関係局よりの依
頼に基づき、適
正な住戸の提供
を行っていく。

関係局よりの依
頼に基づき、適
正な住戸の提供
を行っていく。

グループホーム整備
助成

2－（3）日中活動系サービス等の充実

生活介護については、送迎
加算の拡充や医療的ケア
が必要な重度障がいのある
人の支援等に対応した適
正な報酬単価の設定を国
に対して働きかけていきま
す。

生活介護
逢坂係
長

福祉局
障がい
支援課

・グループホーム
への理解が得ら
れるよう啓発して
いくとともに、引
き続き希望があ
れば使用可能か
確認し開所に繋
げる。

・グループホーム
への理解が得ら
れるよう啓発して
いくとともに、引
き続き希望があ
れば使用可能か
確認し開所に繋
げる。
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取組内容・成果（P：計画・D:実行） 取組内容・成果（P：計画・D:実行） 取組内容・成果（P：計画・D:実行）

課題（C:評価） 課題（C:評価） 課題（C:評価）

施策の方向性 取組（事業）名称 担当

取組状況・成果（※具体的な数値を記載ください）、課題及び今後の方向性

2018（平成30）年度 2019年度 2020年度

取組指標

今後の方向性
（A：改善）

今後の方向性
（A：改善）

今後の方向性
（A：改善）

部内担当

生産活動、職場体験などの活動の機会の提供や
必要な知識・能力の向上のための訓練などを受
け、その適性に応じた職場の開拓、就職後におけ
る職場への定着のために必要な相談、その他の
必要な支援を行う。

（実績）月あたり平均
1,445人、20,818日
※29年度実績：月あたり　1,244人、19,170人

生産活動、職場体験などの活動の機会の提供や
必要な知識・能力の向上のための訓練などを受
け、その適性に応じた職場の開拓、就職後におけ
る職場への定着のために必要な相談、その他の
必要な支援を行う。

（実績）月あたり平均
1,493人、23,125日
※30年度実績：月あたり　1,449人、22,566人

事業所数が増加し、利用者数が増えたことによ
り、計画値を上回った。

当初見込みより利用が低調となり、計画値を下
回った。

企業等に就労することが困難であるが、継続的に
就労することが可能な65歳未満の障がい者に対
し、生産活動などの機会の提供、就労に必要な
知識・能力の向上のために必要な訓練や支援を
行う。

（実績）月あたり平均
2,465人、43,573日
※29年度実績：月あたり　2,302人、36,634人

企業等に就労することが困難であるが、継続的に
就労することが可能な65歳未満の障がい者に対
し、生産活動などの機会の提供、就労に必要な
知識・能力の向上のために必要な訓練や支援を
行う。

（実績）月あたり平均
2,685人、46,150日
※30年度実績：月あたり　2,465人、43,573人

事業所数が増加し、利用者数が増えたことによ
り、計画値を上回った。

当初見込みのとおり、計画値と近い値となった。

就労移行支援によっても通常の事業所に雇用さ
れるに至らなかった者や、通常の事業所に雇用さ
れることが困難な障がい者に、生産活動などの機
会の提供、就労に必要な知識、能力の向上のた
めに必要な訓練や支援を行う。

（実績）月あたり平均
5,075人、73,992日
※29年度実績：月あたり　4,280人、59,328人

就労移行支援によっても通常の事業所に雇用さ
れるに至らなかった者や、通常の事業所に雇用さ
れることが困難な障がい者に、生産活動などの機
会の提供、就労に必要な知識、能力の向上のた
めに必要な訓練や支援を行う。

（実績）月あたり平均
5,541人、85,524日
※30年度実績：月あたり　5,075人、73,992人

事業所数が増加し、利用者数が増えたことによ
り、計画値を上回った。

事業所数が増加し、利用者数が増えたことによ
り、計画値を上回った。

就労移行支援等を利用して、通常の事業所に雇
用された障がい者の就労の継続を図るため、企
業、障がい福祉サービス事業者等との連絡調整
を行うとともに、雇用に伴い生じる各般の問題に
関する相談、指導及び助言等の必要な支援を行
う。
月あたり平均
82人

就労移行支援等を利用して、通常の事業所に雇
用された障がい者の就労の継続を図るため、企
業、障がい福祉サービス事業者等との連絡調整
を行うとともに、雇用に伴い生じる各般の問題に
関する相談、指導及び助言等の必要な支援を行
う。
月あたり平均
278人

９月まで就労移行の加算があり、事業所新規開設
が少なく、利用者が増えず、大幅に計画値を下
回った。

事業所新規開設が少なく、利用者が増えず、大
幅に計画値を下回った。

逢坂係
長

引き続き事業を
実施していくが、
必要に応じ制度
の見直し等の働
きかけも含め取り
組んでいく。

逢坂係
長

就労継続支援B型
福祉局
障がい
支援課

計画値（30年度見込：月あたり平均4756人,73863日）

引き続き事業を
実施していくが、
必要に応じ制度
の見直し等の働
きかけも含め取り
組んでいく。

引き続き事業を
実施していくが、
必要に応じ制度
の見直し等の働
きかけも含め取り
組んでいく。

就労移行支援
逢坂係
長

逢坂係
長

福祉局
障がい
支援課

計画値（30年度見込：月あたり平均1340人,21937日）

引き続き事業を
実施していくが、
必要に応じ制度
の見直し等の働
きかけも含め取り
組んでいく。

引き続き事業を
実施していくが、
必要に応じ制度
の見直し等の働
きかけも含め取り
組んでいく。

就労定着支援
福祉局
障がい
支援課

計画値（30年度見込：月あたり平均1112人）

引き続き事業を
実施していくが、
必要に応じ制度
の見直し等の働
きかけも含め取り
組んでいく。

就労移行支援、就労継続
支援、就労定着支援につ
いては、障がいのある人の
就労を進めるうえで、重要
なサービスであり、支援がよ
り効果的に発揮できるよう、
障がい者就業・生活支援セ
ンター等関係機関との連携
強化に取り組みます。

就労継続支援A型
福祉局
障がい
支援課

計画値（30年度見込：月あたり平均2376人,42521日）

引き続き事業を
実施していくが、
必要に応じ制度
の見直し等の働
きかけも含め取り
組んでいく。

引き続き事業を
実施していくが、
必要に応じ制度
の見直し等の働
きかけも含め取り
組んでいく。
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取組内容・成果（P：計画・D:実行） 取組内容・成果（P：計画・D:実行） 取組内容・成果（P：計画・D:実行）

課題（C:評価） 課題（C:評価） 課題（C:評価）

施策の方向性 取組（事業）名称 担当

取組状況・成果（※具体的な数値を記載ください）、課題及び今後の方向性

2018（平成30）年度 2019年度 2020年度

取組指標

今後の方向性
（A：改善）

今後の方向性
（A：改善）

今後の方向性
（A：改善）

部内担当

事業者等向け集団指導資料や区役所向け利用
の手引およびHPへアセスメントシート様式を掲載
し、シートの活用するよう周知対応している。

事業者等向け集団指導資料や区役所向け利用
の手引およびHPへアセスメントシート様式を掲載
し、シートの活用するよう周知対応している。

理解は一定進んでいると考えるものの、広く理解
啓発を行っていく必要である。

理解は一定進んでいると考えるものの、広く理解
啓発を行っていく必要である。

企業等に就労することが困難であるが、継続的に
就労することが可能な65歳未満の障がい者に対
し、生産活動などの機会の提供、就労に必要な
知識・能力の向上のために必要な訓練や支援を
行う。

（実績）月あたり平均
2,465人、43,573日
※29年度実績：月あたり　2,302人、36,634人

企業等に就労することが困難であるが、継続的に
就労することが可能な65歳未満の障がい者に対
し、生産活動などの機会の提供、就労に必要な
知識・能力の向上のために必要な訓練や支援を
行う。

（実績）月あたり平均
2,685人、46,150日
※30年度実績：月あたり　2,465人、43,573人

事業所数が増加し、利用者数が増えたことによ
り、計画値を上回った。

当初見込みのとおり、計画値と近い値となった。

障がいのある方に対して、通所により、創作的活
動や生産活動の機会の提供や社会との交流の促
進や支援を行う。
施設数　38か所

障がいのある方に対して、通所により、創作的活
動や生産活動の機会の提供や社会との交流の促
進や支援を行う。
施設数　36か所

施設数は指標（前年度施設数）を下回った。 施設数は指標（前年度施設数）を下回った。

障がいのある方に対して、通所により、創作的活
動の機会の提供や社会との交流の促進や支援を
行う。
施設数　7か所

障がいのある方に対して、通所により、創作的活
動の機会の提供や社会との交流の促進や支援を
行う。
施設数　7か所

施設数は指標（前年度施設数）を下回った。 施設数は指標（前年度施設数）と変化なし。

地域活動支援セン
ター（活動支援A型）地域活動支援センターにつ

いては、障がいのある人へ
の多様な日中活動のニー
ズに対応する社会資源とし
て役割を果たせるよう制度
の意義とあり方を検討すると
ともに、安定した運営ができ
るよう努めます。 地域活動支援セン

ター（活動支援B型）

福祉局
障がい
支援課

29年度施設数（8か所）

引き続き事業を
実施していくが、
今後必要に応じ
事業所数増に向
けた制度の見直
し等も含め取り組
んでいく。

引き続き事業を
実施していくが、
今後必要に応じ
事業所数増に向
けた制度の見直
し等も含め取り組
んでいく。

アセスメントシートの活
用

福祉局
障がい
支援課

福祉局
障がい
支援課

29年度施設数（40か所）

引き続き事業を
実施していくが、
今後必要に応じ
事業所数増に向
けた制度の見直
し等も含め取り組
んでいく。

引き続き事業を
実施していくが、
今後必要に応じ
事業所数増に向
けた制度の見直
し等も含め取り組
んでいく。

就労移行支援及び就労継
続支援A型について、
2015(平成27)年度に策定し
た就労系障がい福祉アセス
メントシートの活用により、
障がいのある人本人の希望
を尊重し、それぞれの能力
や適性に応じたより適切な
サービス利用につながるよ
うに努めます。

さらに、就労継続支援A型
については、適正な運営の
確保を図るために2017(平
成29)年4月に改正された指
定基準やその取扱いに係
る国通知等を踏まえなが
ら、サービス提供事業者の
支援の質の向上と支援内
容の適正化に向けて取り組
んでいきます。

引き続き事業を
実施していくが、
必要に応じ制度
の見直し等の働
きかけも含め取り
組んでいく。

逢坂係
長

理解啓発のた
め、引き続き実
施していく。

理解啓発のた
め、引き続き実
施していく。

就労継続支援事業A
型
（再計）

福祉局
障がい
支援課

計画値（30年度見込：月あたり平均2376人,42521日）

引き続き事業を
実施していくが、
必要に応じ制度
の見直し等の働
きかけも含め取り
組んでいく。

大谷係
長

大谷係
長

逢坂係
長
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取組内容・成果（P：計画・D:実行） 取組内容・成果（P：計画・D:実行） 取組内容・成果（P：計画・D:実行）

課題（C:評価） 課題（C:評価） 課題（C:評価）

施策の方向性 取組（事業）名称 担当

取組状況・成果（※具体的な数値を記載ください）、課題及び今後の方向性

2018（平成30）年度 2019年度 2020年度

取組指標

今後の方向性
（A：改善）

今後の方向性
（A：改善）

今後の方向性
（A：改善）

部内担当

障がい児やその家族に対して、日常生活におけ
る基本動作の指導・知識技術の付与、集団生活
への適応・訓練等の支援を行うことに加え、施設
の有する専門機能を生かし、地域の障がい児や
その家族への相談、障がい児を預かる施設への
援助・助言を行う。
【実績】　11か所
　　・ 障がい児支援事業者に対する集団指導に
　　　おいて、児童発達支援センターの取組事例
　　　を紹介した。

障がい児やその家族に対して、日常生活におけ
る基本動作の指導・知識技術の付与、集団生活
への適応・訓練等の支援を行うことに加え、施設
の有する専門機能を生かし、地域の障がい児や
その家族への相談、障がい児を預かる施設への
援助・助言を行う。
【実績】　11か所

児童発達支援センターが保育所等訪問支援や障
がい児相談支援等を実施することで、他の事業所
に対する専門的な知識・技術に基づく支援を行
い、連携を図っている。

児童発達支援センターが保育所等訪問支援や障
がい児相談支援等を実施することで、他の事業所
に対する専門的な知識・技術に基づく支援を行
い、連携を図っている。

障がい児やその家族に対して、日常生活におけ
る基本動作の指導・知識技術の付与、集団生活
への適応・訓練等の支援を行う。

【実績】  月あたり利用実人員　　2,630人
　　　　　月あたり利用延べ日数　28,595日
　　・ 障がい児支援事業者に対する集団指導に
　　　おいて、児童発達支援センターの取組事例
　　　を紹介した。

障がい児やその家族に対して、日常生活におけ
る基本動作の指導・知識技術の付与、集団生活
への適応・訓練等の支援を行う。

【実績】  月あたり利用実人員　　3,058人
　　　　　月あたり利用延べ日数　33,872日

事業所数の増加に伴い、利用者数及び利用日数
が増加傾向にある。

事業所数の増加に伴い、利用者数及び利用日数
が増加傾向にある。

児童発達支援に加えて医療の提供を行う。

【実績】  月あたり利用実人員　 　25人
　　　　　月あたり利用延べ日数　414日

児童発達支援に加えて医療の提供を行う。

【実績】  月あたり利用実人員　 　44人
　　　　　月あたり利用延べ日数　382日

利用日数が増加傾向にある。 利用人数が増加傾向にある。

在学中の障がい児に対して、放課後や夏休み等
の長期休暇中において、生活能力向上のための
訓練等を提供する。

【実績】  月あたり利用実人員　　5,076人
　　　　　月あたり利用延べ日数　66,404日
　　　・ 障がい児支援事業者に対する集団指導に
　　　　おいて、児童発達支援センターの取組事
例
　　　　を紹介した。

在学中の障がい児に対して、放課後や夏休み等
の長期休暇中において、生活能力向上のための
訓練等を提供する。

【実績】  月あたり利用実人員　　6,054人
　　　　　月あたり利用延べ日数　77,934日
　　　　・ 障がい児支援事業者に対する集団指導
に
　　　　　おいて、児童発達支援センターの取組事
例
　　　　　を紹介した。

事業所数の増加に伴い、利用者数及び利用日数
が増加傾向にある。

事業所数の増加に伴い、利用者数及び利用日数
が増加傾向にある。

児童発達支援や放課後デ
イサービスについては、「児
童発達支援ガイドライン」及
び「放課後等デイサービス
ガイドライン」を踏まえなが
ら、サービス提供事業者の
支援の質の向上と支援内
容の適正化に向けて取り組
んでいきます。

2－（4）障がいのあるこどもへの支援の充実

児童発達支援センターが地
域の障がい児支援の中核と
して、障がいの重度化・重
複化や多様化に対する専
門的機能を活かし、障がい
児相談支援をはじめ児童発
達支援や放課後等デイ
サービスなどのサービス提
供事業者等と緊密な連携
等が行えるように取組を進
めます。

児童発達支援セン
ター

福祉局
障がい
支援課

11か所

引き続き、児童
発達支援セン
ターが他の事業
サービス提供事
業所等と連携等
が図れるよう取り
組む。

引き続き、児童
発達支援セン
ターが他の事業
サービス提供事
業所等と連携等
が図れるよう取り
組む。

（ア）障がいのあるこどもへの支援の充実

概ね目標値を達
成いる。引き続
き、適正な支援
の提供と利用促
進に向けた取組
を図る。

概ね目標値を達
成いる。引き続
き、適正な支援
の提供と利用促
進に向けた取組
を図る。

医療型児童発達支援
福祉局
障がい
支援課

月あたり利用人員　34人　　月あたり利用日数　326日

引き続き、適正
な支援の提供と
利用促進に向け
た取組を図る。

引き続き、適正
な支援の提供と
利用促進に向け
た取組を図る。

放課後等デイサービ
ス

福祉局
障がい
支援課

月あたり利用人員　5,065人　　月あたり利用日数　65,039日

引き続き、適正
な支援の提供と
利用促進に向け
た取組を図る。

引き続き、適正
な支援の提供と
利用促進に向け
た取組を図る。

児童発達支援
福祉局
障がい
支援課

月あたり利用人員　2,745人　　月あたり利用日数　27,294日

佐治係
長

佐治係
長

佐治係
長

佐治係
長
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取組内容・成果（P：計画・D:実行） 取組内容・成果（P：計画・D:実行） 取組内容・成果（P：計画・D:実行）

課題（C:評価） 課題（C:評価） 課題（C:評価）

施策の方向性 取組（事業）名称 担当

取組状況・成果（※具体的な数値を記載ください）、課題及び今後の方向性

2018（平成30）年度 2019年度 2020年度

取組指標

今後の方向性
（A：改善）

今後の方向性
（A：改善）

今後の方向性
（A：改善）

部内担当

重度の障がい等により外出が困難な障がい児の
居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作
の指導、知識技能の付与、生活能力の向上のた
めに必要な支援を行う。

【実績】  月あたり利用延べ回数　15回

重度の障がい等により外出が困難な障がい児の
居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作
の指導、知識技能の付与、生活能力の向上のた
めに必要な支援を行う。

【実績】  月あたり利用延べ回数　36回

H30年度から実施となった事業であり、市内に指
定事業所がないこともあり、利用者数が増えな
かった。

H30年度から実施となった事業であり、市内に指
定事業所がないこともあり、利用者数が増えな
かった。

保育所、小学校等に通う障がい児に対し、当該施
設における障がい児以外との集団生活への適応
のための専門的な支援を行う。
平成30年度の報酬改定において、専門性の高い
支援体制や家族等への相談援助等を行うことを
評価する加算が拡充された。

【実績】  月あたり利用延べ回数　170回

保育所、小学校等に通う障がい児に対し、当該施
設における障がい児以外との集団生活への適応
のための専門的な支援を行う。
平成30年度の報酬改定において、専門性の高い
支援体制や家族等への相談援助等を行うことを
評価する加算が拡充された。

【実績】  月あたり利用延べ回数　482回

事業所数の増加に伴い、利用者数及び利用日数
が増加傾向にある。

事業所数の増加に伴い、利用者数及び利用日数
が増加傾向にある。

手帳や診断名を有していなくとも、乳幼児健診等
で障がいが想定され支援の必要性が認められる
児童等に対し、早期にかつ必要な支援が受けら
れるよう、手引きを作成し、各区保健福祉センター
に周知している。

手帳や診断名を有していなくとも、乳幼児健診等
で障がいが想定され支援の必要性が認められる
児童等に対し、早期にかつ必要な支援が受けら
れるよう、手引きを作成し、各区保健福祉センター
に周知している。

障がい児支援に係る李勝者数及び利用日数が
増加傾向にある。

障がい児支援に係る利用者数及び利用日数が
増加傾向にある。

関係機関と連携を図ったうえで、乳幼児期から学校卒業まで一貫した効果的な支援を身近な場所て提供する体制を構築する

引き続き障がい
児支援の適正な
利用促進に向け
た取組を図る。

引き続き障がい
児支援の適正な
利用促進に向け
た取組を図る。

保育所や幼稚園等におけ
る障がいのあるこどもの積
極的な受入れを支援するた
め、障がいのないこどもとの
集団生活に適応するための
専門的な支援を行う保育所
等訪問支援について、適切
な報酬単価となるよう国に
対して働きかけ、一貫した
支援の推進につなげます。

障がいのあるこどもを早期
に発見し、適切な支援を早
期に受けることができるよう
取り組むとともに、保護者や
きょうだいなどの家族を含め
た支援の必要性を踏まえた
取組を進めます。

保育所等訪問支援
福祉局
障がい
支援課

月あたり利用回数　114回

引き続き保育所
等訪問支援事業
所の確保と適正
な利用促進に向
けた取組を図る。

引き続き保育所
等訪問支援事業
所の確保と適正
な利用促進に向
けた取組を図る。

障がい児支援
福祉局
障がい
支援課

居宅訪問型児童発達
支援

福祉局
障がい
支援課

佐治係
長

月あたり利用回数　362回

指定居宅訪問型
児童発達支援事
業所の確保と利
用促進に向けた
取組を図る。

指定居宅訪問型
児童発達支援事
業所の確保と利
用促進に向けた
取組を図る。

佐治係
長

佐治係
長
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取組内容・成果（P：計画・D:実行） 取組内容・成果（P：計画・D:実行） 取組内容・成果（P：計画・D:実行）

課題（C:評価） 課題（C:評価） 課題（C:評価）

施策の方向性 取組（事業）名称 担当

取組状況・成果（※具体的な数値を記載ください）、課題及び今後の方向性

2018（平成30）年度 2019年度 2020年度

取組指標

今後の方向性
（A：改善）

今後の方向性
（A：改善）

今後の方向性
（A：改善）

部内担当

自閉症等の発達障がい児を対象に、児童の身辺
自立や集団への適応に向けた日常生活の力を伸
ばすため、専門療育機関を設置し、児童に対する
専門的・個別的な療育、保護者研修等の親支援
を実施。
6か所　定員280人

自閉症等の発達障がい児を対象に、児童の身辺
自立や集団への適応に向けた日常生活の力を伸
ばすため、専門療育機関を設置し、児童に対する
専門的・個別的な療育、保護者研修等の親支援
を実施。
6か所　定員280人

低年齢児でも広汎性発達障がいの診断がつくこ
とから、早期発見を早期支援につなげるための取
組みが必要。

低年齢児でも広汎性発達障がいの診断がつくこ
とから、早期発見を早期支援につなげるための取
組みが必要。

重症心身障がい児やその家族に対して、日常生
活における基本動作の指導・知識技術の付与、
集団生活への適応・訓練等の支援を行う。
在学中の重症心身障がい児に対して、放課後や
夏休み等の長期休暇中において、生活能力向上
のための訓練等を提供する。

【実績】
　医療型児童発達支援センター
　　　　　　　　　　　　　　　　　1事業所　利用定員40
人
　児童発達支援　17事業所　利用定員120人
　放課後等デイサービス　17事業所　利用定員
123人

重症心身障がい児やその家族に対して、日常生
活における基本動作の指導・知識技術の付与、
集団生活への適応・訓練等の支援を行う。
在学中の重症心身障がい児に対して、放課後や
夏休み等の長期休暇中において、生活能力向上
のための訓練等を提供する。

【実績】
　医療型児童発達支援センター
　　　　　　　　　　　　　　　　　1事業所　利用定員40
人
　児童発達支援　23事業所　利用定員150人
　放課後等デイサービス　26事業所　利用定員
165人

事業所数の増加に伴い、利用定員も増加傾向に
ある。

事業所数の増加に伴い、利用定員も増加傾向に
ある。

重症心身障害児者等を介護している家庭におい
て、その介護を行う者の疾病その他の理由によ
り、各指定短期入所事業所（医療機関）等への短
期間の入所を必要とする障がい児者等に対して、
短期間当該施設において必要な保護を行う。
月あたり平均
84人,539日（うち障がい児43人,277日）

重症心身障がいのある児童や医療的ケアを必要
とする児童等（以下「重症心身障がい児等」とす
る）を介護している家庭において、その介護を行う
者の疾病その他の理由により、各指定短期入所
事業所（医療機関）等への短期間の入所を必要と
する場合に、重症心身障がい児等に対して必要
なサービスを提供する。

月あたり平均
障がい児 48人,281日 （全体 95人,548日）

当初見込みのとおり、指標と近い値となった。
支援が行き届いているか、また、利用が長期に至
るケースについて適正な利用となっているかの把
握ができていない。

重症心身障がい児者への対応が可能な医療機
関へ協力を求め、病床を確保し、緊急的にショー
トステイの利用を必要とする場合に対応できるよう
にする。

６医療機関で実施
延335件、2,327日利用

重症心身障がい児者への対応が可能な医療機
関へ協力を求め、病床を確保し、緊急的にショー
トステイの利用を必要とする場合に対応できるよう
にする。

６医療機関で実施
延396件、2,736日利用

ニーズの高い医療型ショートステイの受け入れ先
のさらなる確保する必要がある。

ニーズの高い医療型ショートステイの受け入れ先
のさらなる確保が必要である。

医療的ケアを必
要とする重症心
身障がい児(者)
が、地域で安心
して生活できるよ
う、引き続き、医
療型ショートステ
イの拡充を図る。

相談課

古藤係
長
大谷係
長

医療的ケアを必
要とする重症心
身障がい児(者)
が、地域で安心
して生活できるよ
う、引き続き、医
療型ショートステ
イの拡充を図る。

発達障がい児専門養
育機関

福祉局
心身障
がい者リ
ハビリ
テーショ
ンセン
ター

児童に対する専
門的・個別的な
療育、保護者研
修等の親支援
を、今後も実施し
ていく。

医療的ケアを必要と
する重症心身障がい
児者支援事業（重症
心身障がい児者等医
療型短期入所事業）

福祉局
障がい
支援課

医療型ショートステイ拡充をめざし病床確保およびサービス提供を実施

児童に対する専
門的・個別的な
療育、保護者研
修等の親支援
を、今後も実施し
ていく。

発達障がいのあるこどもを
対象とした専門療育機関や
重症心身障がいのあるこど
もを対象とした児童発達支
援センターの確保、医療的
ケアに対応したショートステ
イ事業の実施など、障がい
の特性に配慮した療育支
援を推進します。

佐治係
長

主に重症心身障がい児を支援する児童発達支援：利用定員35人　　主に重症心身障がい児を支援する放課後等デイサービス：利用定数100人

引き続き、適正
な支援が行われ
る体制を確保す
る。

引き続き、適正
な支援が行われ
る体制を確保す
る。

29年度月あたり平均88人,497日（うち障がい児46人,261日）

引き続き事業を
実施していくが、
必要に応じ制度
の見直し等の働
きかけも含め取り
組んでいく。

支援を必要とす
る背景や、利用
者ごとの利用日
数の把握を行っ
ていく。

児童発達支援
放課後等デイサービ
ス

福祉局
障がい
支援課

医療的ケアに対応し
たショートステイ事業

福祉局
障がい
支援課

古藤係
長
大谷係
長
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取組内容・成果（P：計画・D:実行） 取組内容・成果（P：計画・D:実行） 取組内容・成果（P：計画・D:実行）

課題（C:評価） 課題（C:評価） 課題（C:評価）

施策の方向性 取組（事業）名称 担当

取組状況・成果（※具体的な数値を記載ください）、課題及び今後の方向性

2018（平成30）年度 2019年度 2020年度

取組指標

今後の方向性
（A：改善）

今後の方向性
（A：改善）

今後の方向性
（A：改善）

部内担当

入所施設に実情や地域移行支援の問題点等を
聴取し、必要な支援のあり方について検討する

【実績】
厚生労働省からの照会により、実態把握を行うとと
もに、施設から聞き取り調査を行った

入所施設に実情や地域移行支援の問題点等を
聴取し、必要な支援のあり方について検討する

【実績】
厚生労働省からの照会により、実態把握を行うとと
もに、施設から聞き取り調査を行った

強度行動障がいを有する入所者の地域以降が困
難な状況にある

強度行動障がいを有する入所者の地域以降が困
難な状況にある

重症心身障がい児やその家族に対して、日常生
活における基本動作の指導・知識技術の付与、
集団生活への適応・訓練等の支援を行う。
在学中の重症心身障がい児に対して、放課後や
夏休み等の長期休暇中において、生活能力向上
のための訓練等を提供する。
平成30年度の報酬改定において、人員配置基準
以上に手厚い配置をしていることを評価する加算
が拡充された。

【実績】
　医療型児童発達支援センター
　　　　　　　　1事業所　利用定員40人
　児童発達支援　17事業所　利用定員120人
　放課後等デイサービス
　　　　　　　　17事業所　利用定員123人

重症心身障がい児やその家族に対して、日常生
活における基本動作の指導・知識技術の付与、
集団生活への適応・訓練等の支援を行う。
在学中の重症心身障がい児に対して、放課後や
夏休み等の長期休暇中において、生活能力向上
のための訓練等を提供する。
平成30年度の報酬改定において、人員配置基準
以上に手厚い配置をしていることを評価する加算
が拡充された。

【実績】
　医療型児童発達支援センター
　　　　　　　　　　　　　 1事業所　利用定員40人
　児童発達支援　　23事業所　利用定員150人
　放課後等デイサービス
　　　　　　　　　　　　　26事業所　利用定員165人

事業所数の増加に伴い、利用定員も増加傾向に
ある

事業所数の増加に伴い、利用定員も増加傾向に
ある

平成30年度の報酬改定において、強度行動障が
いを有する障がい児に適切な支援を行うことを評
価する加算が創設された
障がい児支援の給付決定に際し、保護者から勘
案事項の聴き取りを実施するとともに、障がい児
通所支援事業所に対し、加算制度の周知や、強
度行動障がいや高次脳機能障がいについての理
解、支援方法等に関する研修の案内を行ってい
る

平成30年度の報酬改定において、強度行動障が
いを有する障がい児に適切な支援を行うことを評
価する加算が創設された
障がい児支援の給付決定に際し、保護者から勘
案事項の聴き取りを実施するとともに、障がい児
通所支援事業所に対し、加算制度の周知や、強
度行動障がいや高次脳機能障がいについての理
解、支援方法等に関する研修の案内を行ってい
る

研修を事項した人員を配置し、支援体制を整えて
いる事業所が増加傾向にある。

研修を事項した人員を配置し、支援体制を整えて
いる事業所が増加傾向にある。

障がい児入所施設等被虐待児受入加算費支給
要綱に基づき、こども相談センターが被虐待児で
あると認めた児童に対し、入所後１年間、1人あた
り月額37,900円を支給している。
また、被虐待児の支援については、きめ細やかな
対応できるよう、職員の配置基準の見直し及び必
要な支援が評価される報酬体系の見直し、また、
併せて児童養護施設等の児童福祉施設と同様の
見直し内容への見直しについて、国に要望を
行っている。

障がい児入所施設等被虐待児受入加算費支給
要綱に基づき、こども相談センターが被虐待児で
あると認めた児童に対し、入所後１年間、1人あた
り月額37,900円を支給している。
また、被虐待児の支援については、きめ細やかな
対応できるよう、職員の配置基準の見直し及び必
要な支援が評価される報酬体系の見直し、また、
併せて児童養護施設等の児童福祉施設と同様の
見直し内容への見直しについて、国に要望を
行っている。

児入所施設からの申請に基づき、対象となる児童
について加算費を支給している

児入所施設からの申請に基づき、対象となる児童
について加算費を支給している

佐治係
長

佐治係
長

佐治係
長

佐治係
長

強度高度障がいや高次脳
機能障がいのあるこどもの
支援ニーズを把握し、障が
い児通所支援等において
適切な支援が行えるよう取
り組みます。

児童発達支援
放課後等デイサービ
ス

福祉局
障がい
支援課

強度高度障がいや高次脳機能障がいを有する児童に対する適切な支援の確保

引き続き、適正
な支援が行われ
るよう取り組む

引き続き、適正
な支援が行われ
るよう取り組む

虐待を受けた障がいのある
こどもに対して、障がい児
入所施設において障がい
のあるこどもの状況等に応
じたきめ細かな支援を行え
るよう、職員配置基準の見
直しや、適正な報酬単価へ
の改善等を引き続き国に対
して要望していきます。

障がい児入所施設
福祉局
障がい
支援課

虐待を受けて障がい児入所施設に入所する児童に対し、よりきめ細かな支援を行えるよう支援体制の充実を図る

引き続き、よりき
め細かな支援が
行われるよう取り
組む

引き続き、よりき
め細かな支援が
行われるよう取り
組む

重症心身障がいのあるこど
もが身近な地域で支援を受
けられるよう、主に重症心身
障がいのあるこどもを支援
する児童発達支援事業所
及び放課後等デイサービス
事業所について、引き続き
確保するとともに、適正な報
酬単価となるよう国に対して
働きかけていきます。

児童発達支援
放課後等デイサービ
ス

福祉局
障がい
支援課

主に重症心身障がい児を支援する児童発達支援：利用定員35人　　主に重症心身障がい児を支援する放課後等デイサービス：利用定数100人

引き続き、適正
な支援が行われ
る体制を確保す
る

引き続き、適正
な支援が行われ
る体制を確保す
る

障がい児入所施設おいて
は18歳以上の入所者(年齢
超過者)が多くおられること
から、年齢超過者の地域移
行について必要な支援のあ
り方を検討し、福祉型障が
い児入所施設における専
門的な療育支援機能の確
保に引き続き取り組みま
す。

福祉型障がい児入所
施設

福祉局
障がい
支援課

みなし規定の期限終了までに年齢超過者の地域以降を進める

引き続き実態調
査を進め、年齢
超過者の地域移
行に向け、検討
する

引き続き実態調
査を進め、年齢
超過者の地域移
行に向け、検討
する
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取組内容・成果（P：計画・D:実行） 取組内容・成果（P：計画・D:実行） 取組内容・成果（P：計画・D:実行）

課題（C:評価） 課題（C:評価） 課題（C:評価）

施策の方向性 取組（事業）名称 担当

取組状況・成果（※具体的な数値を記載ください）、課題及び今後の方向性

2018（平成30）年度 2019年度 2020年度

取組指標

今後の方向性
（A：改善）

今後の方向性
（A：改善）

今後の方向性
（A：改善）

部内担当

医療的ケア児とその家族を地域で支えるために、
大阪市における医療的ケア児の支援に関わる保
健、医療、福祉、教育等の関係機関と地域の課題
や対応策について意見交換や情報共有を図る。

平成30年度　平成31年３月29日開催

医療的ケアの必要な障がいのある児童（以下「医
療的ケア児」という）の支援に関わる行政機関や
事業所等の担当者が一堂に会し、地域の課題や
対応策について継続的に意見交換や情報共有
を図ることで、医療的ケア児の切れ目ない支援の
実現を目指す。

令和元年度　令和元年10月24日開催

関係行政機関や関係する事業所等が利用者の
立場に立ち、緊密に連携して対応することが求め
られている。

保健・医療・福祉・教育等の施策分野ごとに地域
の課題や対応策を共有する中で、各施策分野ご
とに把握する対象児童が異なることが明らかと
なった。切れ目ない支援の実現には、行政が支
援の対象となる医療的ケア児を包括的に把握す
る仕組みを確立できていないことが課題である。

医療的ケアに対応可能な障がい福祉サービス事
業所等の充実を図るため、重症心身障がい児者
の支援に専門性を有する施設を活用し、介護技
術の向上を目的とした研修等を行うことにより、医
療的ケアが必要な重症心身障がい児者の地域生
活支援の基盤づくりを行う。

医療的ケアに対応可能な障がい福祉サービス事
業所等の充実を図るため、重症心身障がい児者
の支援に専門性を有する施設を活用し、介護技
術の向上や医療的ケア児等コーディネーターの
養成を目的とした研修等を行うことにより、医療的
ケアが必要な重症心身障がい児者の地域生活支
援の基盤づくりを行う。

平成30年度については、大阪府が相談支援従事
者研修の専門コースで、医療的ケア児等コーディ
ネーター養成研修と同等の研修を実施。

当事業において養成した医療的ケア児等コー
ディネーターの確保及び事業所等への配置を目
的とした取り組みを行っていく必要がある。

・障がい児相談支援
　　月あたり利用実人員　1,265人

・障がい児相談支援
　　月あたり利用実人員　1,542人

障がい児相談支援事業所数（相談支援専門員）
の増加に伴い、利用者数も増加傾向にある。

障がい児相談支援事業所数（相談支援専門員）
の増加に伴い、利用者数も増加傾向にある。

・地域サポートコーチを配置し、地域の関係機関・
事業所等への啓発、研修、支援、ペアレント・ト

レーニング等の親支援を実施。
　啓発講座　     39回　　延1,701人

　機関支援　   197回
　親支援講座　220回　　延2,639人

・発達障がい児（者）及びその家族に対し、相談
支援、発達支援、就労支援等を実施。

　相談・発達支援　1,809件
　就労支援　　　　　  661件

第２章１－（２）イ　「発達障がい者支援センターに
おける相談支援」と同じ

・親支援講座では、応募者が少なく中止をしたも
のがあり、講座構成に工夫が必要である。
・成人期の相談支援では、ケースの多様化に伴う
支援ニーズの多様化が見られる。

障がいのあるこどもやその
家族等を支えるため、身近
な相談支援機関や医学的
診断・検査・運動発達評価
を行う専門的機能を持った
機関等がそれぞれの特性
を活かして相談支援を実施
します。

福祉局
障がい
支援課

医療的ケアの必要な障がい
のあるこどもに対する支援
体制の充実に向けて、保
健、医療、障がい福祉、保
育、教育等の各関連分野
の関係者が連携を図るため
の協議の場を設けるととも
に、医療的ケアの必要なこ
どもの支援を総合的に調整
するコーディネーターの確
保に努めます。

各関係機関が把
握する「対象者」
や「把握の契機」
の共有を図ること
で、支援の対象
となる医療的ケ
ア児を漏れなく
把握する仕組み
の構築を目指
す。

引き続き当事業
において医療的
ケア児等コー
ディネーター養
成研修を実施
し、養成した人材
の確保と事業所
等への配置を目
的とした取り組み
を行う。

福祉局
心身障
がい者リ
ハビリ
テーショ
ンセン
ター

0

今後も引き続き、
ニーズ把握を行
いながら、必要
な研修・支援等
を実施していく。

医療的ケアを必要と
する重症心身障がい
児者支援事業（重症
心身障がい児者等地
域生活支援センター
事業）

福祉局
障がい
支援課

平成31年度から重症心身障がい児者等地域生活支援センター事業において、医療的ケア児等コーディネーター養成研修を実施。

引き続き、障が
い児通所支援利
用者に相談支援
の利用を促す。

引き続き、障が
い児通所支援利
用者に相談支援
の利用を促す。

平成31年度か
ら、重症心身障
がい児者等地域
生活支援セン
ター事業の研修
で医療的ケア児
等コーディネー
ター養成研修を
実施する。

大阪市医療的ケア児
の支援に関する検討
会議の設置

福祉局
障がい
支援課

古藤係
長
大谷係
長

古藤係
長
大谷係
長

医療的ケア児支援に関わる行政機関や事業所等の担当者が一堂に会し、地域の課題や対応策について継続的に意見交換や情報共有を図る

医療的ケア児支
援に関わる行政
機関や事業所等
の担当者が一堂
に会し、地域の
課題や対応策に
ついて継続的に
意見交換や情報
共有を図る。

佐治係
長

（イ）関係機関の連携した支援の推進
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取組内容・成果（P：計画・D:実行） 取組内容・成果（P：計画・D:実行） 取組内容・成果（P：計画・D:実行）

課題（C:評価） 課題（C:評価） 課題（C:評価）

施策の方向性 取組（事業）名称 担当

取組状況・成果（※具体的な数値を記載ください）、課題及び今後の方向性

2018（平成30）年度 2019年度 2020年度

取組指標

今後の方向性
（A：改善）

今後の方向性
（A：改善）

今後の方向性
（A：改善）

部内担当

各区スポーツセンター・屋内プールへの障がい者
スポーツ指導員等の配置およびその情報提供

スポーツセンター：１４施設　計１８名
プール：１４施設、計４４名

各区スポーツセンター・屋内プールへの障がい者
スポーツ指導員等の配置およびその情報提供

スポーツセンター：２１施設　計２９名
プール：１８施設、計５５名

早期のスポーツ指導員等の配置、その情報提供 早期のスポーツ指導員等の配置、その情報提供

広く障がい者のスポーツ競技力の向上に寄与で
きるよう、大阪市障がい者スポーツ大会を開催す
るとともに、当該スポーツ大会の観戦と応援を通じ
て、障がい者スポーツに関する市民への啓発を
図る。

広く障がい者のスポーツ競技力の向上に寄与で
きるよう、大阪市障がい者スポーツ大会を開催す
るとともに、当該スポーツ大会の観戦と応援を通じ
て、障がい者スポーツに関する市民への啓発を
図る。

2018（平成30）年度
参加者数：延481人

2019（平成31）年度
参加者数：延448名

全国障害者スポーツ大会開催基準要綱に基づき
開催される全国障害者スポーツ大会に市代表選
手団を派遣する。

全国障害者スポーツ大会開催基準要綱に基づき
開催される全国障害者スポーツ大会に市代表選
手団を派遣する。

2018（平成30）年度
派遣者数：133人（うち選手93人、役員40人）

2019（平成31）年度
台風接近に伴い全競技中止となったため、派遣
せず。

スキー技術の向上や仲間づくりを図り、活動の中
で意欲や自信を養うことを目的として、障がいのあ
る人が参加することができるスキー教室を開催す
る。

スキー技術の向上や仲間づくりを図り、活動の中
で意欲や自信を養うことを目的として、障がいのあ
る人が参加することができるスキー教室を開催す
る。

2018（平成30）年度
参加者数：118人（うち参加者55人、スタッフ63人）

2019（平成31）年度
参加者数：122人（うち参加者62人、スタッフ60人）

障がいのあるスポーツ選手と市民との交流及び障
がい者スポーツの体験を通じた市民への障がい
者スポーツの理解促進事業の実施する。

障がいのあるスポーツ選手と市民との交流及び障
がい者スポーツの体験を通じた市民への障がい
者スポーツの理解促進事業の実施する。

2018（平成30）年度
大会来場者数：延12,634人（３日間）
交流会参加者数：1,231人（７区７会場）

2019（平成31）年度
大会来場者数：延12.441人（3日間）
交流会参加者数：1,336人（８区８会場）

福祉のあらまし（37,000部発行）等による入場料
割引のある文化施設等の掲載などの周知を実施
した。

多くの方が芸術・文化に触れる機会を提供する。

山田係
長

安田係
長

安田係
長

大阪市障がい者ス
ポーツ大会

障がい者スキー教室

東京2020オリンピック・パラ
リンピック競技大会等の開
催を契機に、障がい者ス
ポーツに対する市民の関心
を高めるため、また、障がい
のある人がスポーツを始め
るきっかけづくりのため、障
がい者スポーツに触れる機
会を創出し、障がい者ス
ポーツの振興を図ります。 未参加の方にも

多く参加してい
ただけるよう広く
周知し、参加を
募る。

未参加の方にも
多く参加してい
ただけるよう広く
周知し、参加を
募る。

スポーツを通して障がい者の自立と社会参加を促進し、より多くの障がい者が参加できるよう大会の普及・啓発に努めていく。

全国大会への出
場枠は全国にお
ける障がい者手
帳所持者数の比
率により決められ
ていることを鑑
み、より多くの障
がいのある人が
参加できるよう調
整する。

全国大会への出
場枠は全国にお
ける障がい者手
帳所持者数の比
率により決められ
ていることを鑑
み、より多くの障
がいのある人が
参加できるよう調
整する。

福祉局
障がい
福祉課

全国障害者スポーツ
大会

福祉局
障がい
福祉課

芸術・文化に触れる機会を
創出するため、文化施設の
入場料割引などの優待制
度の協力を求め、障がいの
ある人の芸術・文化活動へ
の参加の促進を図ります。

今後、障がいの
ある人の芸術・文
化活動への参加
を促進する。

3－（１）スポーツ・文化活動の振興

（ア）スポーツ・文化活動への参加の促進

身近な地域でスポーツ活動
に参加できる機会を確保す
るため、地域のスポーツセ
ンターやプールなどのス
ポーツ施設について情報
発信を積極的に行い、障が
いのある人の利用促進を図
ります。

地域生活支援事業
（障がい者社会参加
促進事業【社会参加
支援業務】）

福祉局
障がい
福祉課

各区スポーツセン
ター・屋内プールへの
障がい者スポーツ指
導員等の配置

経済戦
略局
スポーツ
課

引き続き、指定
管理者へ障がい
者スポーツ指導
員の配置など、
障がい者スポー
ツをはじめとした
利用促進を進め
ていく。

スポーツを通して障がい者の自立と社会参加を促進し、より多くの障がい者が参加できるよう大会の普及・啓発に努めていく。

より多くの障がい
のある方が参加
できるよう大会の
普及・啓発に引
き続き努める。

より多くの障がい
のある方が参加
できるよう大会の
普及・啓発に引
き続き努める。

引き続き、指定
管理者へ障がい
者スポーツ指導
員の配置など、
障がい者スポー
ツをはじめとした
利用促進を進め
ていく。

地域における障がい者スポーツ振興及び普及を図るとともに、障がいの理解を促進する。

地域におけるス
ポーツ振興を進
め、地域住民へ
の障がい者ス
ポーツの普及を
図るとともに、障
がいの理解を促
進する。

地域におけるス
ポーツ振興を進
め、地域住民へ
の障がい者ス
ポーツの普及を
図るとともに、障
がいの理解を促
進する。

福祉局
障がい
福祉課

初めての参加や幅広い世代からの参加を図ることができるよう運営する。

安田係
長

事業担
当

国際親善女子車いす
バスケットボール大会
及び地域親善交流会

福祉局
障がい
福祉課

安田係
長
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取組内容・成果（P：計画・D:実行） 取組内容・成果（P：計画・D:実行） 取組内容・成果（P：計画・D:実行）

課題（C:評価） 課題（C:評価） 課題（C:評価）

施策の方向性 取組（事業）名称 担当

取組状況・成果（※具体的な数値を記載ください）、課題及び今後の方向性

2018（平成30）年度 2019年度 2020年度

取組指標

今後の方向性
（A：改善）

今後の方向性
（A：改善）

今後の方向性
（A：改善）

部内担当

長居障がい者スポーツセンター（スポーツ施設）
及び舞洲障がい者スポーツセンター（スポーツ施
設・宿泊研修施設）で実施

長居障がい者スポーツセンター（スポーツ施設）
及び舞洲障がい者スポーツセンター（スポーツ施
設・宿泊研修施設）で実施

2018（平成30）年度
＜スポーツ施設利用者数＞
長居：延345,425人、舞洲：延257,826人
＜宿泊研修施設利用者数＞
舞洲：延23,290人

2019（平成31）年度
＜スポーツ施設利用者数＞
長居：延311,583人、舞洲：延225,974人
＜宿泊研修施設利用者数＞
舞洲：延21,051人

各区スポーツセンター・屋内プールへの障がい者
スポーツ指導員等の配置およびその情報提供

スポーツセンター：１４施設　計１８名
プール：１４施設、計４４名

各区スポーツセンター・屋内プールへの障がい者
スポーツ指導員等の配置およびその情報提供

スポーツセンター：２１施設　計２９名
プール：１８施設、計５５名

早期のスポーツ指導員等の配置、その情報提供 早期のスポーツ指導員等の配置、その情報提供

・障がい者スポーツ指導員研修を実施（スポーツ
推進委員向け）　参加者数：24名
・スポーツ推進委員と障がい者スポーツ指導者と
の情報交換の実施

・障がい者スポーツ指導員研修を実施（スポーツ
推進委員向け）　参加者数：21名
・スポーツ推進委員と障がい者スポーツ指導者と
の情報交換の実施

指導者の育成及びスポーツイベントによる障がい
者スポーツの普及・振興を図ることができた。

指導者の育成及びスポーツイベントによる障がい
者スポーツの普及・振興を図ることができた。

１　障がい者スポーツ指導者養成講習会（初級）
地域や団体、学校等において、スポーツを指導す
る者等を対象に、障がい者スポーツ指導者養成
講習会（初級）を開催する。
２　障がい者スポーツ指導者の養成、研修の強化
及び普及
指導力の向上、ひいては障がい者スポーツ振興
に寄与することを目的として、ステップアップ研修
を開催する。
３　ボランティアの育成及び強化
障がい者スポーツ指導者養成講習会（初級）の修
了者に対して、障がい者スポーツセンターでのボ
ランティア活動を紹介し、市障がい者スポーツ大
会等の運営に協力を得る。

１　障がい者スポーツ指導者養成講習会（初級）
地域や団体、学校等において、スポーツを指導す
る者等を対象に、障がい者スポーツ指導者養成
講習会（初級）を開催する。
２　障がい者スポーツ指導者の養成、研修の強化
及び普及
指導力の向上、ひいては障がい者スポーツ振興
に寄与することを目的として、ステップアップ研修
を開催する。
３　ボランティアの育成及び強化
障がい者スポーツ指導者養成講習会（初級）の修
了者に対して、障がい者スポーツセンターでのボ
ランティア活動を紹介し、市障がい者スポーツ大
会等の運営に協力を得る。

2018（平成30）年度
１　障がい者スポーツ指導者養成講習会（初級）
受講者数：55人（うち修了者数53人）
２　ステップアップ研修
参加者数：42名

2019（平成31）年度
１　障がい者スポーツ指導者養成講習会（初級）
受講者数：88人（うち修了者数88人）
２　ステップアップ研修
参加者数：52名

安田係
長

今後も障がい者
スポーツ指導員
の育成、また障
がい者スポーツ
の普及・振興及
び発展に取り組
む

障がい者スポーツ指
導員の育成

経済戦
略局
スポーツ
課

今後も障がい者
スポーツ指導員
の育成、また障
がい者スポーツ
の普及・振興及
び発展に取り組
む

（イ）スポーツ・文化活動の環境整備

障がい者スポーツセ
ンター

舞洲障がい者スポーツセン
ター(アミティ舞洲)や長居障
がい者スポーツセンターに
おいては、障がいのある人
が、その障がいの状況に応
じて、気軽にスポーツに取り
組めるよう、各種の教室を
開催するとともに、地域のス
ポーツセンターやプールな
どでのスポーツ活動の普及
を図ります。

各区スポーツセン
ター・屋内プールへの
障がい者スポーツ指
導員等の配置
（再計）

経済戦
略局
スポーツ
課

障がいのある人に対してそ
の状況に応じて適切にス
ポーツの指導ができる障が
い者スポーツ指導員の養成
やボランティアを育成しま
す。また、各区のスポーツセ
ンター・プールに障がい者
スポーツ指導員等の配置を
行うよう取り組みます。

事業担
当

福祉局
障がい
福祉課
（施設G）

障がい者スポーツの裾野をよりいっそう広げる活動に取組み、長居・舞洲障がい者スポーツセンターの施設利用者数及び登録者数の増加につなげていく。

障がいのある人
もない人も誰もが
一緒に気軽にス
ポーツに親し
み、楽しめる機
会づくりや環境
づくりに引き続き
取り組んでいく。

障がいのある人
もない人も誰もが
一緒に気軽にス
ポーツに親し
み、楽しめる機
会づくりや環境
づくりに引き続き
取り組んでいく。

引き続き、指定
管理者へ障がい
者スポーツ指導
員の配置など、
障がい者スポー
ツをはじめとした
利用促進を進め
ていく。

引き続き、指定
管理者へ障がい
者スポーツ指導
員の配置など、
障がい者スポー
ツをはじめとした
利用促進を進め
ていく。

事業担
当

福祉局
障がい
福祉課
（施設G）

今後も引き続き、
障がい者スポー
ツ指導者の養成
及びボランティア
の育成、強化に
努める。

障がい者スポーツ指
導者養成事業

安田係
長

障がい者スポーツの裾野をよりいっそう広げる活動に取組み、長居・舞洲障がい者スポーツセンターの施設利用者数及び登録者数の増加につなげていく。

今後も引き続き、
障がい者スポー
ツ指導者の養成
及びボランティア
の育成、強化に
努める。
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取組内容・成果（P：計画・D:実行） 取組内容・成果（P：計画・D:実行） 取組内容・成果（P：計画・D:実行）

課題（C:評価） 課題（C:評価） 課題（C:評価）

施策の方向性 取組（事業）名称 担当

取組状況・成果（※具体的な数値を記載ください）、課題及び今後の方向性

2018（平成30）年度 2019年度 2020年度

取組指標

今後の方向性
（A：改善）

今後の方向性
（A：改善）

今後の方向性
（A：改善）

部内担当

〇トップアスリートによる「夢・授業」にかかるオリン
ピック・パラリンピック教育を実施

〇集客効果がある２つの大規模スポーツ大会に
付属したプログラムの実施
１、大阪城トライアスロン大会
時期：H30.6開催　来場者：1.6万人
２、ハルカススカイラン（てんしば）イベント
時期：H30.11開催　来場者：3.2万人
上記イベント時に「オリ・パラ教育講座」「スポーツ
体験会」等を実施

〇トップアスリートによる「夢・授業」にかかるオリン
ピック・パラリンピック教育を実施

〇集客効果がある２つの大規模スポーツ大会に
付属したプログラムの実施
１、大阪城トライアスロン大会
時期：R1.9開催　来場者：1.7万人
２、ハルカススカイラン（てんしば）イベント
時期：R1.11開催　来場者：4.8万人
上記イベント時に「オリ・パラ教育講座」「スポーツ
体験会」等を実施

多数の来場者に向け、実際に体験をいただくこと
により、オリンピック・パラリンピックの機運を高めら
れた。

多数の来場者に向け、実際に体験をいただくこと
により、オリンピック・パラリンピックの機運を高めら
れた。

障がいのある・ないに問わずともに競技するス
ポーツ大会事業や、仲間づくり、健康の維持増
進、スポーツの生活化といった社会参加を促進す
るためのレクリエーション事業を実施する。

障がいのある・ないに問わずともに競技するス
ポーツ大会事業や、仲間づくり、健康の維持増
進、スポーツの生活化といった社会参加を促進す
るためのレクリエーション事業を実施する。

2018（平成30）年度
参加者数：延9,837人

2019（平成31）年度
参加者数：延7,139人

・トップアスリートを育成するための練習会や試
合・大会に対して補助を行い、大阪からトップアス
リートを育成し、東京オリンピック・パラリンピックに
向けた代表選手の排出並びに機運の醸成を図
る。
対象団体：3団体

・トップアスリートを育成するための練習会や試
合・大会に対して補助を行い、大阪からトップアス
リートを育成し、東京オリンピック・パラリンピックに
向けた代表選手の排出並びに機運の醸成を図っ
た。
対象団体：3団体

選手の育成に向けた強化練習や合宿等により試
合に結果を残す等、選手の強化を図れている

選手の育成に向けた強化練習や合宿等により試
合に結果を残す等、選手の強化を図れている。

舞洲障がい者スポーツセンターにおいて、宿泊施
設を併設したスポーツ施設の特性を生かした全国
規模の大会や合宿、イベント等の招致を実施。

舞洲障がい者スポーツセンターにおいて、宿泊施
設を併設したスポーツ施設の特性を生かした全国
規模の大会や合宿、イベント等の招致を実施。

2018（平成30）年度
招致件数：19事業

2019（平成31）年度
誘致件数：11事業

引き続き、トップ
アスリートを育成
し、東京オリン
ピック・パラリン
ピックに向けた代
表選手の排出並
びに機運の醸成
を図る。

・競技力向上補助（ア
スリート支援）

経済戦
略局
スポーツ
課

本事業は東京オ
リンピック・パラリ
ンピック競技大
会に係るトップア
スリート支援事業
のため、令和元
年度にて終了。

（ウ）スポーツ・文化活動の推進

スポーツ・レクリエー
ション交流事業

福祉局
障がい
福祉課
（施設G）

障がい者スポーツの裾野をよりいっそう広げる活動に取組み、長居・舞洲障がい者スポーツセンターの施設利用者数及び登録者数の増加につなげていく。

今後も引き続き、
スポーツを通じた
障がいのある方
の社会参加を促
進するよう努め
る。

今後も引き続き、
スポーツを通じた
障がいのある方
の社会参加を促
進するよう努め
る。

安田係
長

障がいのある人が余暇を楽
しみながら、人間関係を広
め、社会参加の機会となる
よう、障がいの状況やライフ
スタイルに適したレクリエー
ションの普及や多様化する
スポーツ活動の支援を行い
ます。また、障がいのある人
もない人も誰もが一緒に気
軽にスポーツに親しみ、楽
しめる機会づくりや環境づく
りを推進します。

国際競技大会または全国
的な規模のスポーツの協議
会において優秀な成績を
収めることができるよう、ス
ポーツ技術の向上を図るた
め、競技団体の育成を図
り、各種スポーツ大会の開
催や選手の派遣を行いま
す。また、東京2020オリン
ピック・パラリンピック競技大
会等の開催を契機にトップ
アスリートへの支援に努め
ます。

事業担
当

事業担
当

経済戦
略局
スポーツ
課

実施したイベント
内容を元に、広
報・内容等を精
査し、一層の来
場者の獲得に取
り組む。

今後も引き続き、
全国規模の大会
等の招致に努め
る。

今後も引き続き、
全国規模の大会
等の招致に努め
る。

実施したイベント
内容を元に、広
報・内容等を精
査し、一層の来
場者の獲得に取
り組む。

・オリンピック・パラリン
ピック教育
・オリンピック・パラリン
ピック機運醸成イベン
ト等

安田係
長

障がい者スポーツセ
ンター

福祉局
障がい
福祉課
（施設G）

障がい者スポーツの裾野をよりいっそう広げる活動に取組み、長居・舞洲障がい者スポーツセンターの施設利用者数及び登録者数の増加につなげていく。
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取組内容・成果（P：計画・D:実行） 取組内容・成果（P：計画・D:実行） 取組内容・成果（P：計画・D:実行）

課題（C:評価） 課題（C:評価） 課題（C:評価）

施策の方向性 取組（事業）名称 担当

取組状況・成果（※具体的な数値を記載ください）、課題及び今後の方向性

2018（平成30）年度 2019年度 2020年度

取組指標

今後の方向性
（A：改善）

今後の方向性
（A：改善）

今後の方向性
（A：改善）

部内担当

東京2020パラリンピックの機運の醸成に向け、市
内スポーツ施設を機運醸成を図る活動及びパラリ
ンピックアスリートの育成のために必要な場所を提
供する
対象団体：3団体

東京2020パラリンピックの機運の醸成に向け、市
内スポーツ施設を機運醸成を図る活動及びパラリ
ンピックアスリートの育成のために必要な場所を提
供した。
対象団体：2団体

練習場所の提供によりアスリートの育成を図ること
ができたとともに、東京パラリンピックへ向けた機
運醸成及び市民がパラスポーツへの理解を深め
ることができた。

練習場所の提供によりアスリートの育成を図ること
ができたとともに、東京パラリンピックへ向けた機
運醸成及び市民がパラスポーツへの理解を深め
ることができた。

舞洲障がい者スポーツセンターは、平成28年７月
に文部科学省より「ナショナルトレーニングセン
ター競技別強化拠点施設」に指定されており、日
本ボッチャ協会との連携による指定強化選手や
次世代育成選手を対象とする強化合宿や強化練
習会のサポート等、様々な取組を実施する。

舞洲障がい者スポーツセンターは、平成28年７月
に文部科学省より「ナショナルトレーニングセン
ター競技別強化拠点施設」に指定されており、日
本ボッチャ協会との連携による指定強化選手や
次世代育成選手を対象とする強化合宿や強化練
習会のサポート等、様々な取組を実施する。

強化合宿及び強化練習会等のサポートを実施 強化合宿及び強化練習会等のサポートを実施

身体障がい者の芸術・文化活動やスポーツ活動
等への参加意欲を高めることで、自立と円滑な社
会参加を促進していく。（スポーツ活動延べ人数
1,966人、芸術・文化活動延べ人数1,951人）

身体障がい者の芸術・文化活動やスポーツ活動
等への参加意欲を高めることで、自立と円滑な社
会参加を促進していく。（スポーツ活動延べ人数
1,680人、芸術・文化活動延べ人数1,930人）

身体障がいだけではなく、幅広い地域活動が必
要。

身体障がいだけではなく、幅広い地域活動が必
要。

実績なし
地域住民が交流する場として、各区において啓
発活動やイベント等を開催している。

地域住民が交流する場を活用した広報・啓発活
動の実施が必要。

地域住民が交流する場を活用した広報・啓発活
動を行い、多くの方が参加できる場を提供する。

地域住民が交流
する場を活用し
た広報・啓発活
動を実施する。

経済戦
略局
スポーツ
課

今後も引き続き、
アスリートの育成
を図るととともに、
東京パラリンピッ
クへ向けた機運
醸成及び市民に
パラスポーツの
理解を深めること
を図る。

事業担
当

山田係
長

山田係
長

福祉局
障がい
福祉課

今後は新たな参
加者を募集する
など参加者数を
増加させること
で、より多くの障
がい者の地域活
動や社会参加に
つながるよう取組
みを進める必要
がある

今後は新たな参
加者を募集する
など参加者数を
増加させること
で、より多くの障
がい者の地域活
動や社会参加に
つながるよう取組
みを進める必要
がある

3－（2）地域での交流の推進

大阪市身体障がい者
社会参加促進事業

福祉局
障がい
福祉課

地域住民が交流
する場を活用し
た広報・啓発活
動を実施する。

舞洲障がい者スポーツセン
ターでは、ボッチャ競技の
ナショナルトレーニングセン
ター競技別強化拠点施設と
して指定を受けており、障
がい者スポーツのさらなる
発展を図る観点から、東京
2020パラリンピック競技大会
への貢献はもとより競技力
の向上に努めます。

障がいのある人が心豊かな
地域生活が送れるよう、身
近な地域におけるスポーツ
活動や芸術・文化活動を推
進します。

大阪市身体障がい者
社会参加促進事業

今後も引き続き、
アスリートの育成
を図るととともに、
東京パラリンピッ
クへ向けた機運
醸成及び市民に
パラスポーツの
理解を深めること
を図る

パラリンピック支援ス
ポーツ振興育成事業

障がいの有無にかかわらず
誰もが地域生活を営む中で
交流し、相互理解を深める
ことで、地域での共生がより
一層進んでいく好循環を生
み出していくように支援しま
す。

安田係
長

ナショナルトレーニン
グセンター競技別強
化拠点施設活用事業
※文部科学省受託事
業

福祉局
障がい
福祉課
（施設G）

障がい者スポーツの裾野をよりいっそう広げる活動に取組み、長居・舞洲障がい者スポーツセンターの施設利用者数及び登録者数の増加につなげていく。

今後も引き続き、
強化合宿や強化
練習会のサポー
ト等、様々な取
組を展開するよう
努める。

今後も引き続き、
強化合宿や強化
練習会のサポー
ト等、様々な取
組を展開するよう
努める。
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取組内容・成果（P：計画・D:実行） 取組内容・成果（P：計画・D:実行） 取組内容・成果（P：計画・D:実行）

課題（C:評価） 課題（C:評価） 課題（C:評価）

地域移行支援等の支援が円滑に提供できるよう、
区障がい者基幹相談支援センターとともに市内２
０か所の障がい者支援施設を訪問し、顔の見える
関係づくりを構築する。
・訪問施設　計７か所

地域移行支援等の支援が、必要に応じて円滑に
提供されるよう、区障がい者基幹相談支援セン
ターとともに市内２０か所の障がい者支援施設を
訪問し、顔の見える関係づくりを促進するととも
に、地域移行に向けた様々な情報提供により、施
設職員や施設入所者の地域移行への意識づくり
につなげていく。
・訪問施設　12か所

施設を訪問することで、入所者の状況や地域移
行に対する施設の意向について把握することが
できた。

施設を訪問することで、入所者の状況や地域移
行に対する施設の意向について把握することが
できた。また、実際に地域移行したケースや、地
域の社会資源等についての情報提供を行い、施
設職員の認識を深めることにつながっている。

区障がい者基幹相談支援センターに、「障がい者
支援施設入所者・職員等に向けた地域生活への
移行に関する情報提供の取組」業務を付加。

地域移行支援等の支援が、必要に応じて円滑に
提供されるよう、区障がい者基幹相談支援セン
ターとともに市内２０か所の障がい者支援施設を
訪問し、顔の見える関係づくりを促進するととも
に、地域移行に向けた様々な情報提供により、施
設職員や施設入所者の地域移行への意識づくり
につなげていく。
・訪問施設　12か所

施設訪問時に、実際に地域移行したケースや、
地域の社会資源等についての情報提供をするこ
とが必要。

施設を訪問することで、入所者の状況や地域移
行に対する施設の意向について把握することが
できた。また、実際に地域移行したケースや、地
域の社会資源等についての情報提供を行い、施
設職員の認識を深めることにつながっている。

地域移行の推進に向け、入
所施設等と連携し、本人の
意向を十分に尊重しなが
ら、地域生活の不安軽減に
向けた情報提供等に取り組
みます。また、必要に応じ、
入所施設から地域生活へ
移行した障がい当事者の助
言やアドバイスを活用する
などにより、地域生活への
不安解消に取り組みます。

福祉局
障がい
福祉課

今後も施設訪問
時に情報提供を
行っていく。

市内すべての施
設を訪問し、施
設との連携の強
化、情報提供の
充実を図ってい
く。

和田係
長

１－（１）施設入所者の地域生活への移行に向けた意識づくり

（ア）施設入所者への働きかけ

地域移行を進めるために
は、地域生活に関する情報
提供や不安の解消など、地
域移行の支援の前段階に
おける取組を通した意識づ
くりが必要であることから、
障がいの程度にかかわらず
施設入所者の状況や生活
に関する意向について把握
に努め、必要に応じた働き
かけができる仕組みを構築
していきます。

地域移行支援（精神
除く）

福祉局
障がい
福祉課

施設入所者の地域移行の推進

残り１３か所の施
設訪問を行い、
施設との連携を
強化していく。

市内すべての施
設を訪問し、施
設との連携の強
化、情報提供の
充実を図ってい
く。

和田係
長

第３章　地域生活への移行

施策の方向性 取組（事業）名称 担当

取組状況・成果（※具体的な数値を記載ください）、課題及び今後の方向性

2018（平成30）年度 2019年度 2020年度

取組指標

今後の方向性
（A：改善）

今後の方向性
（A：改善）

今後の方向性
（A：改善）

部内担当

平成30年度からの障がい者支援計画実施状況
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取組内容・成果（P：計画・D:実行） 取組内容・成果（P：計画・D:実行） 取組内容・成果（P：計画・D:実行）

課題（C:評価） 課題（C:評価） 課題（C:評価）

施策の方向性 取組（事業）名称 担当

取組状況・成果（※具体的な数値を記載ください）、課題及び今後の方向性

2018（平成30）年度 2019年度 2020年度

取組指標

今後の方向性
（A：改善）

今後の方向性
（A：改善）

今後の方向性
（A：改善）

部内担当

地域移行支援等の支援が円滑に提供できるよう、
区障がい者基幹相談支援センターとともに市内２
０か所の障がい者支援施設を訪問し、顔の見える
関係づくりを構築する。
・訪問施設　計７か所

地域移行支援等の支援が、必要に応じて円滑に
提供されるよう、区障がい者基幹相談支援セン
ターとともに市内２０か所の障がい者支援施設を
訪問し、顔の見える関係づくりを促進するととも
に、地域移行に向けた様々な情報提供により、施
設職員や施設入所者の地域移行への意識づくり
につなげていく。
・訪問施設　12か所

施設を訪問することで、入所者の状況や地域移
行に対する施設の意向について把握することが
できた。

施設を訪問することで、入所者の状況や地域移
行に対する施設の意向について把握することが
できた。また、実際に地域移行したケースや、地
域の社会資源等についての情報提供を行い、施
設職員の認識を深めることにつながっている。

施設に入所する障がい者につき、主として夜間に
おいて、入浴、排せつ及び食事等の介護、生活
等に関する相談及び助言その他必要な日常生活
上の支援を行う。
月あたり平均
1,327人

施設に入所する障がい者につき、主として夜間に
おいて、入浴、排せつ及び食事等の介護、生活
等に関する相談及び助言その他必要な日常生活
上の支援を行う。
月あたり平均
1,306人

当初見込みより利用が少なく、計画値を下回っ
た。

当初見込みより利用が少なく、計画値を下回っ
た。

区障がい者基幹相談支援センターに、「障がい者
支援施設入所者・職員等に向けた地域生活への
移行に関する情報提供の取組」業務を付加。家
族が不安に感じている点について、施設訪問時
に職員より聞き取りを行う。

家族が不安に感じている点について、職員より聞
き取りを行い、地域移行に関する情報提供を行う
ことにより家族の不安軽減につなげていく。

施設訪問時に、実際に地域移行したケースや、
地域の社会資源等についての情報提供をするこ
とが必要。

施設訪問時に、実際に地域移行したケースや、
地域の社会資源等についての情報提供をするこ
とが必要。

障がい者相談支援研修センターは、地域移行を
推進していくために啓発・広報活動を行う。
・リーフレットを区障がい者基幹相談支援セン
ター、地域活動支援センター（生活支援型）、指
定特定相談支援事業所、行政機関に配布

障がい者相談支援研修センターは、地域移行を
推進していくために啓発・広報活動を行う。
・リーフレットを必要に応じて関係機関に配布

地域移行に関する啓発活動の充実が必要 地域移行に関する啓発活動の充実が必要

入所施設において、地域と
の交流を行うとともに、地域
生活への移行に向けた支
援を進めるように働きかけま
す。

地域移行支援（精神
除く）【再計】

福祉局
障がい
福祉課

施設入所者の地域移行の推進

残り１３か所の施
設訪問を行い、
施設との連携を
強化していく。

市内すべての施
設を訪問し、施
設との連携の強
化、情報提供の
充実を図ってい
く。

施設入所支援
福祉局
障がい
支援課

計画値（30年度見込：月あたり平均1338人）

引き続き事業を
実施していくが、
必要に応じ制度
の見直し等の働
きかけも含め取り
組んでいく。

引き続き事業を
実施していくが、
必要に応じ制度
の見直し等の働
きかけも含め取り
組んでいく。

和田係
長

逢坂係
長

施設入所者の地域移行の推進

地域生活への移行や、地
域移行後の地域定着につ
いて、家族の不安を軽減す
るため、入所施設等と連携
して地域生活に関する情報
提供等に取り組みます。

福祉局
障がい
福祉課

施設入所者の地域移行の推進

今後も施設訪問
時に情報提供を
行っていく。

市内すべての施
設を訪問し、施
設との連携の強
化、情報提供の
充実を図ってい
く。

（ウ）地域移行に係る啓発

和田係
長

地域移行を推進していくた
めには、地域の福祉サービ
ス事業者や入所施設、関係
機関の連携のもとに、地域
移行に関する理解の促進
など認識の共有化が必要
であるため、区地域自立支
援協議会の活用等を含め、
研修や啓発活動などに取り
組みます。

福祉局
障がい
福祉課

施設入所者の地域移行の推進

地域移行に関す
る啓発活動につ
いて、対象者や
手法など、効果
的な実施に向け
て検討する。

地域移行に関す
る啓発活動につ
いて、対象者や
手法など、効果
的な実施に向け
て検討する。

和田係
長

障がい者相談支援調
整事業
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取組内容・成果（P：計画・D:実行） 取組内容・成果（P：計画・D:実行） 取組内容・成果（P：計画・D:実行）

課題（C:評価） 課題（C:評価） 課題（C:評価）

施策の方向性 取組（事業）名称 担当

取組状況・成果（※具体的な数値を記載ください）、課題及び今後の方向性

2018（平成30）年度 2019年度 2020年度

取組指標

今後の方向性
（A：改善）

今後の方向性
（A：改善）

今後の方向性
（A：改善）

部内担当

施設訪問時に施設職員の地域移行に対する考え
方や施設での現状について聞き取り、地域移行
に関する情報提供により意識づけを図る。

研修による施設職員の理解促進が必要。

地域移行先として希望されている区の障がい者
基幹相談支援センターが、地域移行支援を提供
する指定一般相談支援事業者とのコーディネート
を行い、入所施設と指定相談支援事業者との円
滑な連携を図っている。

地域移行先として希望されている区の障がい者
基幹相談支援センターが、地域移行支援を提供
する指定一般相談支援事業者とのコーディネート
を行い、入所施設と指定相談支援事業者との円
滑な連携を図っている。

障がい者基幹相談支援センターと入所施設、指
定相談支援事業者との日ごろからの連携強化が
必要。

障がい者基幹相談支援センターと入所施設、指
定相談支援事業者との日ごろからの連携強化が
必要。

指定一般相談支援事業者は、地域移行支援の
サービスを提供し、地域移行の実現を目指して取
り組む。
・利用者数：10人

指定一般相談支援事業者は、地域移行支援の
サービスを提供し、地域移行の実現を目指して取
り組む。
・月当たり利用者数　14人

必要に応じて外出同行や様々な体験などの支援
が提供されるべきである。

必要に応じて、外出同行や様々な体験などの支
援が適切に提供されるべきである。

地域移行支援の提供において、地域移行支援事
業者が市外の入所施設・精神科病院へ訪問する
際に必要な交通費を扶助する制度を創設。
・支給決定者数　１６人

地域移行支援の提供において、地域移行支援事
業者が市外の入所施設・精神科病院へ訪問する
際に必要な交通費を扶助する事業を実施。
・支給決定者数　１６人

入所施設への訪問にかかる利用は無い。地域移
行支援の制度が使いづらいとの声がある。

入所施設への訪問にかかる利用は無い。地域移
行支援の制度が使いづらいとの声がある。

１－（２）地域生活への移行を支援する仕組みづくり

地域移行支援利用交通費給付事業の実施

交通費給付事業
について地域移
行支援事業者へ
の周知に努め
る。また、地域移
行支援の制度的
課題について、
その改善を国に
働きかけていく。

交通費給付事業
について地域移
行支援事業者へ
の周知に努め
る。また、地域移
行支援の制度的
課題について、
その改善を国に
働きかけていく。

個別のニーズに応
じた適切な支援が
提供されるよう指定
相談支援事業者に
促していくとともに、
障がい者支援施設
からの退所に当
たっても地域移行
支援が活用される
よう周知を図る。

（ア）入所施設と相談支援事業者の連携の強化

相談支援事業者が地域移
行希望者のニーズや状態
像を把握しながら、的確な
支援を行う必要があることか
ら、入所施設から相談支援
事業者へと円滑な引継ぎが
行われよう、必要に応じて、
区障がい者基幹相談支援
センターが地域移行に係る
コーディネートを行い、入所
施設と相談支援事業者の
連携の強化を図ります。

基幹相談支援セン
ターによる地域移行
のコーディネート

福祉局
障がい
福祉課

施設入所者の地域移行の推進

施設訪問による
障がい者基幹相
談支援センター
と入所施設の顔
の見える関係づ
くりを進めるととも
に、障がい者基
幹相談支援セン
ターの指定相談
支援事業者への
後方支援の取組
などを通じて、障
がい者基幹相談
支援センターが
コーディネート機
能を十分に発揮
できるように努め
ていく。

施設訪問による
障がい者基幹相
談支援センター
と入所施設の顔
の見える関係づ
くりを進めるととも
に、障がい者基
幹相談支援セン
ターの指定相談
支援事業者への
後方支援の取組
などを通じて、障
がい者基幹相談
支援センターが
コーディネート機
能を十分に発揮
できるように努め
ていく。

（イ）地域移行支援の推進

福祉局
障がい
福祉課

和田係
長

和田係
長

入所施設による地域移行へ
の取組が重要であるため、
施設職員に対する研修や
啓発活動などに取り組みま
す。

相談支援事業所に対
する研修会

福祉局
障がい
福祉課

施設入所者の地域移行の推進

研修の実施によ
り、施設職員の
地域移行に対す
る理解を深める
ように努める。

和田係
長

施設入所者が地域移行を
希望した後は、相談支援事
業者が地域移行に向けた
個別支援計画を策定し、本
人の地域生活のイメージを
作るために、体験的な外出
や地域生活の場の見学、
障がい当事者との交流、体
験宿泊等の取組を進めま
す。

福祉局
障がい
福祉課

地域移行支援の月当たり利用者数（R2年度）　35人

個別のニーズに
応じた適切な支
援が提供される
よう指定相談支
援事業者に促し
ていく。

地域移行支援の実施にあ
たっては、入所施設が遠方
にあることも多く、訪問に時
間がかかることや交通費が
必要となること、また障がい
福祉サービスの体験利用に
ついても制限があることか
ら、適切なサービス提供が
行えるよう、国に対して制度
や報酬の見直しなどの必要
な改善について働きかけな
がら、推進を図ります。

和田係
長

地域移行支援利用交
通費給付事業
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取組内容・成果（P：計画・D:実行） 取組内容・成果（P：計画・D:実行） 取組内容・成果（P：計画・D:実行）

課題（C:評価） 課題（C:評価） 課題（C:評価）

施策の方向性 取組（事業）名称 担当

取組状況・成果（※具体的な数値を記載ください）、課題及び今後の方向性

2018（平成30）年度 2019年度 2020年度

取組指標

今後の方向性
（A：改善）

今後の方向性
（A：改善）

今後の方向性
（A：改善）

部内担当

指定相談支援事業者に対して、地域移行の意義
や必要性を認識する機会として、大阪市障がい
者相談支援研修センターによる研修を実施。
　・研修会数：2回
　・受講者：145名

指定相談支援事業者に対して、地域移行の意義
や必要性を認識する機会として、大阪市障がい
者相談支援研修センターによる研修を実施。
　・研修会数　1回
　・受講者　24名

地域移行に対する認識は高まりつつあるが、地域
移行支援を実施する指定相談支援事業者が少な
い状態が続いている。

地域移行に対する認識は高まりつつあるが、地域
移行支援を実施する指定相談支援事業者が少な
い状態が続いている。

入所施設に実情や地域移行支援の問題点等を
聴取し、必要な支援のあり方について検討する

【実績】
厚生労働省からの照会により、実態把握を行うとと
もに、施設から聞き取り調査を行った

入所施設に実情や地域移行支援の問題点等を
聴取し、必要な支援のあり方について検討する

【実績】
厚生労働省からの照会により、実態把握を行うとと
もに、施設から聞き取り調査を行った

強度行動障がいを有する入所者の地域以降が困
難な状況にある

強度行動障がいを有する入所者の地域以降が困
難な状況にある

・グループホームの開所希望あれば、内容を確認
し開所につながるように、より丁寧に応対してい
る。

・グループホームの開所希望あれば、内容を確認
し開所につながるように、より丁寧に応対してい
る。

・補助金を希望する開所希望の法人について、う
まく手続きにつなげている。

・補助金を希望する開所希望の法人について、う
まく手続きにつなげている。

・市営住宅の希望があれば随時受付し、その都度
使用可能か確認している。

・市営住宅の希望があれば随時受付し、その都度
使用可能か確認している。

・法人が希望する市営住宅の空きがない。 ・法人が希望する市営住宅の空きがない。

居宅介護、重度訪問介護
事業や行動援護等の訪問

特に、住まいの場として重
要な役割を担うグループ
ホームの確保に向けて、設
置助成事業や市営住宅の
活用を行うとともに、国に対
して制度の見直し等を要望
し、設置の促進に努めま
す。また、一人暮らしを希望
する人に対しては、入居契
約手続き等の支援に努めま
す。

グループホームの市
営住宅活用

（ウ）相談支援事業者の量的・質的な確保

福祉局
障がい
支援課

池田係
長

・引き続き希望が
あれば使用可能
か確認し開所に
繋げる。

・引き続き希望が
あれば使用可能
か確認し開所に
繋げる。

・引き続き年度内
開所に向かって
支援していく。

・引き続き年度内
開所に向かって
支援していく。

福祉局
障がい
福祉課

施設入所者の地域移行の推進

地域移行支援の
実践的な学びの
機会を設定し、
地域移行支援に
取り組む指定相
談支援事業者の
増加に努める。

地域移行支援の
実践的な学びの
機会を設定し、
地域移行支援に
取り組む指定相
談支援事業者の
増加に努める。

池田係
長

１－（３）地域で暮らすための受け皿づくり

（ア）地域での受け皿の確保

みなし規定の期限終了までに年齢超過者の地域以降を進める

引き続き実態調
査を進め、年齢
超過者の地域移
行に向け、検討
する

引き続き実態調
査を進め、年齢
超過者の地域移
行に向け、検討
する

福祉局
障がい
支援課

グループホーム整備
助成

地域生活への移行を促進
し、住み慣れた地域で生活
し続けるためには、地域生
活を支えるグループホーム
等の住まいの確保や、日中
活動の場や居宅介護等の
各種サービスを提供する支
援体制が必要となることか
ら、地域における受け皿の
十分な確保に努めます。

（エ）障がい児入所施設の年齢超過者や市外施設の入所者に対する取組

障がい児入所施設の18歳
以上の入所者(年齢超過
者)や、市外施設への入所
者が多くおられることから、
他の入所者と同様に地域
移行を進めていくことが求
められており、必要な支援
のあり方について検討いた
します。

和田係
長

佐治係
長

福祉型障がい児入所
施設

福祉局
障がい
支援課

地域移行支援の活用が促
進されるよう、相談支援事
業者の量的・質的な確保に
努めます。また、相談支援
事業者に対しては、地域移
行が円滑に進むよう、地域
移行支援に関する研修に
ついて取組を進めていきま
す。

相談支援事業所の確
保
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取組内容・成果（P：計画・D:実行） 取組内容・成果（P：計画・D:実行） 取組内容・成果（P：計画・D:実行）

課題（C:評価） 課題（C:評価） 課題（C:評価）

施策の方向性 取組（事業）名称 担当

取組状況・成果（※具体的な数値を記載ください）、課題及び今後の方向性

2018（平成30）年度 2019年度 2020年度

取組指標

今後の方向性
（A：改善）

今後の方向性
（A：改善）

今後の方向性
（A：改善）

部内担当

・グループホームの啓発のホームページを作成
し、公開している。

・グループホームの啓発のホームページを作成
し、公開している。

区障がい者基幹相談支援センターは、区地域自
立支援協議会の活動等を通して、日頃から関係
機関とのネットワーク構築を図る。また、指定相談
支援事業所の後方支援を行い、支援の中心的な
役割を担う。

区障がい者基幹相談支援センターは、区地域自
立支援協議会の活動等を通して、日頃から関係
機関とのネットワーク構築を図る。また、指定相談
支援事業所の後方支援を行い、支援の中心的な
役割を担う。

ネットワークの構築を図るとともに、支援体制の充
実を図る必要がある。

ネットワークの構築を図るとともに、支援体制の充
実を図る必要がある。

居宅において、単身等で生活する者との常時の
連絡体制を確保し、緊急時の相談支援等を提供
する。
・利用者数　４７４人（H31.3.31）

居宅において、単身等で生活する者との常時の
連絡体制を確保し、緊急時の相談支援等を提供
する。
・利用者数　586人（R2年3月）

利用者数は増加傾向にあるが、引き続き対象とな
る方が円滑に利用できるよう周知が必要。

利用者数は増加傾向にあるが、地域によって利用者数に差異が見られるた
め、引き続き必要な方が円滑に利用できるよう周知が必要。

居宅において単身等で生活する障がい者につ
き、定期的な巡回訪問又は随時通報を受けて行
う訪問、相談等により、自立した日常生活を営む
上での各般の問題を把握し、必要な情報の提供
及び助言並びに相談、関係機関との連絡調整等
の必要な援助を行う。
月あたり平均
7人

居宅において単身等で生活する障がい者につ
き、定期的な巡回訪問又は随時通報を受けて行
う訪問、相談等により、自立した日常生活を営む
上での各般の問題を把握し、必要な情報の提供
及び助言並びに相談、関係機関との連絡調整等
の必要な援助を行う。
月あたり平均
35人

事業所新規開設が少なく、利用者が増えず、大
幅に計画値を下回った。

事業所新規開設が少なく、利用者が増えず、大
幅に計画値を下回った。

事業や行動援護等の訪問
系サービス、生活介護等の
日中活動系サービス等に
ついては、必要なサービス
が確保できるよう、国に対し
て制度の見直しや十分な財
源が確保できるよう要望し
ていきます。

福祉局
障がい
支援課

・サービスを必要
とされる方が適
切に支援が受け
れるよう、引き継
き国に対して要
望する。

・サービスを必要
とされる方が適
切に支援が受け
れるよう、引き継
き国に対して要
望する。

池田係
長

大谷係
長
逢坂係
長

福祉局
障がい
支援課

地域で共に住民として生活
することができる社会の実
現に向け、市民の理解を深
めるための啓発・広報活動
の推進に取り組みます。

地域移行後の生活を継続
的に支えていくためには、
各種サービス提供事業者
等の関係支援機関が連携
して支援を行うことが重要で
あることから、区障がい者基
幹相談支援センターが中心
となり、区保健福祉センター
と地域の事業所等とのネット
ワークの構築を図り、切れ
目のない支援を進めます。

福祉局
障がい
福祉課

施設入所者の地域移行の推進

区地域自立支援
協議会の活動等
を通じ、地域の
支援体制の充実
に努める。

区地域自立支援
協議会の活動等
を通じ、地域の
支援体制の充実
に努める。

地域定着支援
福祉局
障がい
福祉課

地域定着支援の月当たり利用者数（R2年度）　617人

地域定着支援の
さらなる利用促
進に向けた周知
を図る。

市内全域におい
て、地域定着支
援のさらなる利
用促進に向けた
周知を図る。

和田係
長

和田係
長

逢坂係
長

・他に啓発・広報
活動を検討して
いく。

（イ）地域生活の支援に向けたネットワークの構築

（ウ）地域における相談支援サービスの充実

（エ）地域移行困難者に対する支援

地域移行後に一人暮らしを
希望する人に対し、定期的
な巡回訪問や随時の対応
を行う自立生活援助の円滑
な実施に努めます。

自立生活援助
福祉局
障がい
支援課

計画値（30年度見込：月あたり平均178人）

引き続き事業を
実施していくが、
必要に応じ制度
の見直し等の働
きかけも含め取り
組んでいく。

引き続き事業を
実施していくが、
必要に応じ制度
の見直し等の働
きかけも含め取り
組んでいく。

相談支援事業者が、常時
の連絡体制を確保し、地域
の事業所や関係機関等と
連携し、緊急時の相談等に
適切に対応することにより、
地域での安心した生活が継
続できるよう、地域定着支
援の活用促進に努めます。
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取組内容・成果（P：計画・D:実行） 取組内容・成果（P：計画・D:実行） 取組内容・成果（P：計画・D:実行）

課題（C:評価） 課題（C:評価） 課題（C:評価）

施策の方向性 取組（事業）名称 担当

取組状況・成果（※具体的な数値を記載ください）、課題及び今後の方向性

2018（平成30）年度 2019年度 2020年度

取組指標

今後の方向性
（A：改善）

今後の方向性
（A：改善）

今後の方向性
（A：改善）

部内担当

強度行動障がいのある方がグループホームなど
に移行できるような効果的な事業実施に向け検討
（2020年度より実施予定）、障がいのある方々及
び事業者が抱える課題の把握に取り組んでおり、
補助メニューの創設については、早期に具体化
する予定。

区障がい者基幹相談支援センターは、地域包括
支援センター等の各種相談支援機関との連携を
進めることで「地域の体制づくり」機能を強化し、
区障がい者基幹相談支援センターとしての専門
性を発揮する。
・地域ケア会議やケース会議等への参加　各区
参加

区障がい者基幹相談支援センターは、地域包括
支援センター等の各種相談支援機関との連携を
進めることで「地域の体制づくり」機能を強化し、
区障がい者基幹相談支援センターとしての専門
性を発揮する。
・地域ケア会議やケース会議等への参加

他機関との連携を強化しつつ、区障がい者基幹
相談支援センターとして、専門性の高い役割を担
うことが求められる。

他機関との連携を強化しつつ、区障がい者基幹
相談支援センターとして、専門性の高い役割を担
うことが求められる。

区障がい者基幹相談支援センターは、区地域自
立支援協議会の活動等を通して、日頃から関係
機関とのネットワーク構築を図る。また、指定相談
支援事業所の後方支援を行い、支援の中心的な
役割を担う。

区障がい者基幹相談支援センターは、区地域自
立支援協議会の活動等を通して、日頃から関係
機関とのネットワーク構築を図る。また、指定相談
支援事業所の後方支援を行い、支援の中心的な
役割を担う。

ネットワークの構築を図るとともに、支援体制の充
実を図る必要がある。

ネットワークの構築を図るとともに、支援体制の充
実を図る必要がある。

精神科病院に地域生活移行支援事業の周知や
病院職員への啓発を行った。（病院訪問啓発活
動及び連絡調整　７２件、病院啓発講座　８件）

精神科病院に地域生活移行支援事業の周知や
病院職員への啓発を行った。（病院訪問啓発活
動及び連絡調整　１７件）

精神科病院との連携 精神科病院との連携

福祉局
障がい
福祉課・
障がい
支援課

また、矯正施設等を退所し
た人に対する支援について
も地域生活定着支援セン
ター等と連携して対応を進
めていきます。

障がい者相談支援事
業
（各区基幹相談支援
センター）
（再計）

行動障がいや重度重複障
がい等の地域移行が困難
な人にも対応した地域生活
支援の体制を構築していく
ために、行動障がい・重度
障がいのある人の受入れが
可能なグループホームの確
保や、専門分野別の研修
に取り組むなど、その支援
体制や連携体制のあり方を
検討していきます。

地域移行・地域生活
支援事業

健康局
こころの
健康セン
ター

（オ）地域生活を続けるための支援

和田係
長
池田係
長

地域移行を進める一方で、
新たに施設へ入所される方
もおられることから、施設入
所が真に必要な人への支
援となるよう、可能な限り地
域での生活継続に向けて
支援することを基本とし、区
障がい者基幹相談支援セ
ンターが中心となり、区保健
福祉センターと地域の事業
所等が連携しながら各種
サービスにつなげていける
ような仕組みを構築します。

（再計）
福祉局
障がい
福祉課

区地域自立支援
協議会の活動等
を通じ、地域の
支援体制の充実
に努める。

和田係
長

福祉局
障がい
福祉課

障がい者基幹相談支援センター設置か所数　24か所

複合的な課題の
解決に向け、総
合的な相談支援
体制（つながる
場）等を活用した
連携の強化に努
める。

和田係
長

２－（１）精神科病院との連携

こころの健康センターは、精
神科病院に地域生活移行
支援事業の周知や病院職
員への啓発を引き続き行い
ます。

区障がい者基幹
相談支援セン
ターは、区地域
自立支援協議会
の活動等を通し
て、日頃から関
係機関とのネット
ワーク構築を図
る。また、指定相
談支援事業所の
後方支援を行
い、支援の中心
的な役割を担う。

精神科病院に地域生活移行支援事業の周知や病院職員への啓発

精神科病院の入
院患者および病
院職員への啓発
活動を継続す
る。

精神科病院の入
院患者および病
院職員への啓発
活動を継続す
る。

複合的な課題の解
決に向け、総合的
な相談支援体制
（つながる場）等を
活用した連携の強
化に努める。

52/105



取組内容・成果（P：計画・D:実行） 取組内容・成果（P：計画・D:実行） 取組内容・成果（P：計画・D:実行）

課題（C:評価） 課題（C:評価） 課題（C:評価）

施策の方向性 取組（事業）名称 担当

取組状況・成果（※具体的な数値を記載ください）、課題及び今後の方向性

2018（平成30）年度 2019年度 2020年度

取組指標

今後の方向性
（A：改善）

今後の方向性
（A：改善）

今後の方向性
（A：改善）

部内担当

地域移行利用者を増やすために、各区精神保健
福祉相談員の事前面接に同行する等病院訪問を
行った。（地域移行相談者への事前面接　１８件）

地域移行利用者を増やすために、各区精神保健
福祉相談員の事前面接に同行する等病院訪問を
行った。（地域移行相談者への事前面接　２６件）

精神科病院との連携 精神科病院との連携

大阪府・市・堺市合同地域移行担当者連絡会議
に参加し、大阪府の地域精神医療体制整備広域
コーディネーターとも連携できる関係づくりを行っ
た。（２回開催）

大阪府・市・堺市合同地域移行担当者連絡会議
に参加し、大阪府の地域精神医療体制整備広域
コーディネーターとも連携できる関係づくりを行っ
た。（１回開催）

大阪府・堺市との連携 大阪府・堺市との連携

地域活動支援センター(生活支援型)と協力し、相
談支援事業所に研修を行った。（２回開催　参加
人数　２６人）

地域活動支援センター(生活支援型)と協力し、相
談支援事業所に研修を行った。（２回開催　参加
人数　２７人）

障がい福祉サービス事業者等との連携と育成 障がい福祉サービス事業者等との連携と育成

病状が安定しているにもかかわらず、精神科病院
の入院が長期化している入院者に対し、病院を訪
問し面接を行い、地域生活移行推進事業の利用
を勧める。（利用者　９人、内地域移行支援申請
者　４人、支援継続中 ５名）

病状が安定しているにもかかわらず、精神科病院
の入院が長期化している入院者に対し、病院を訪
問し面接を行い、地域生活移行推進事業の利用
を勧める。（利用者　１１人、内地域移行支援申請
者　６人、支援継続中 ５名）

地域移行の推進 地域移行の推進

各区精神保健福祉相談員
が行う事前面接に同行し、
各精神科病院(退院後生活
環境相談員など病院職員)
と顔の見える関係をつくりな
がら、地域移行利用者を増
やすために積極的に取り組
んでいきます。

地域移行・地域生活
支援事業

健康局
こころの
健康セン
ター

各精神科病院(退院後生活環境相談員など病院職員)と顔の見える関係をつくりながら、地域移行利用者を増やす

ケース相談、入
院患者面接等各
区精神保健福祉
相談員との連
携、病院職員と
の関係づくりのた
めにも病院訪問
を行う。

ケース相談、入
院患者面接等各
区精神保健福祉
相談員との連
携、病院職員と
の関係づくりのた
めにも病院訪問
を行う。

大阪市では、地域活動支
援センター(生活支援型)の
支援者が、病院に直接訪
問し、地域移行希望者に外
出支援や地域の事業所の
見学等をしながら、地域移
行をめざし実績をあげてき
た経過があります。今後は
こころの健康センターと地
域活動支援センター（生活
支援型）がともに技術支援
を行い、各区精神保健福祉
相談員と連携し、障がい福
祉サービス事業者等の支
援機関とも協働していきま
す。

こころの健康センターと地域活動支援センター（生活支援型）がともに技術支援を行い、各区精神保健福祉相談員と連携し、障がい福祉サービス事業者等の支援機関とも協働

精神科病院から
の退院支援に役
立つスキルアッ
プ研修を相談支
援事業所に行
う。

精神科病院から
の退院支援に役
立つスキルアッ
プ研修を相談支
援事業所に行
う。

健康局
こころの
健康セン
ター

こころの健康センターは、大
阪府との連携のもと、１年以
上の長期入院者のうち寛
解・院内寛解している方に
対して、退院に向けた支援
に繋ぐことができるよう、積
極的に精神科病院を訪問
し、対象者への面談・支援
を実施していきます。

地域生活移行推進事
業

健康局
こころの
健康セン
ター

積極的に精神科病院を訪問し、対象者への面談・支援を実施

地域生活移行推
進事業対象者面
接の継続と事業
利用者の退院に
向けたフォロー
アップを行う。

地域生活移行推
進事業対象者面
接の継続と事業
利用者の退院に
向けたフォロー
アップを行う。

また、大阪市民の多くが大
阪市外の精神科病院に入
院していることから、精神科
病院との連携を図るため
に、こころの健康センターが
コーディネーターの役割を
果たし、広域的に大阪府と
も連携しながら地域移行を
推進していきます。

地域移行・地域生活
支援事業

健康局
こころの
健康セン
ター

精神科病院との連携を図るために、こころの健康センターがコーディネーターの役割を果たし、広域的に大阪府とも連携しながら地域移行を推進

大阪府・堺市合
同連絡会議開催
を継続し連携を
高める。

大阪府・堺市合
同連絡会議開催
を継続し連携を
高める。

２－（２）地域活動支援センター(生活支援型)等との連携

２－（３）精神科病院入院者への働きかけ・支援

53/105



取組内容・成果（P：計画・D:実行） 取組内容・成果（P：計画・D:実行） 取組内容・成果（P：計画・D:実行）

課題（C:評価） 課題（C:評価） 課題（C:評価）

施策の方向性 取組（事業）名称 担当

取組状況・成果（※具体的な数値を記載ください）、課題及び今後の方向性

2018（平成30）年度 2019年度 2020年度

取組指標

今後の方向性
（A：改善）

今後の方向性
（A：改善）

今後の方向性
（A：改善）

部内担当

・自身の体験等を通じて事業対象者を支援するピ
アサポーターを養成するためのピアサポーター養
成講座を実施した。（開催数　８回、修了者　　７
人）
・ピアサポーターによる精神科病院での啓発活動
や院内茶話会への参加、ピアサポーター・事業対
象者・支援者・関係機関等による地域交流会を実
施した。（病院啓発　２回、院内茶話会　６回、地
域交流会　　１回開催）

・自身の体験等を通じて事業対象者を支援するピ
アサポーターを養成するためのピアサポーター養
成講座を実施した。（開催数　８回、修了者　　６
人）
・ピアサポーターによる精神科病院での啓発活動
や院内茶話会への参加、ピアサポーター・事業対
象者・支援者・関係機関等による地域交流会を実
施した。（地域交流会１回開催）

ピアサポーターの養成及び活用 ピアサポーターの養成及び活用

地域生活移行推進事業利用者に対しピアサポー
ターとの交流による支援を行い当事者の視点で
寄り添いながら退院意欲の向上を図った。（事業
利用者　９名、ピアサポーターによる支援　２１回）

地域生活移行推進事業利用者に対しピアサポー
ターとの交流による支援を行い当事者の視点で
寄り添いながら退院意欲の向上を図った。（事業
利用者　１１名、ピアサポーターによる支援　１２
回）

ピアサポーターによる支援 ピアサポーターによる支援

病状が安定しているにもかかわらず、精神科病院
の入院が長期化している入院者に対し、病院を訪
問し面接を行い、地域生活移行推進事業の利用
を勧める。（利用者　９人、内地域移行支援申請
者　４人、支援継続中 ５名）

病状が安定しているにもかかわらず、精神科病院
の入院が長期化している入院者に対し、病院を訪
問し面接を行い、地域生活移行推進事業の利用
を勧める。（利用者　１１人、内地域移行支援申請
者　６人、支援継続中 ５名）

地域移行の推進 地域移行の推進

生活保護担当職員研修で「地域移行支援につい
て」の講演を行い、担当職員への理解を深め長
期入院者の相談先を伝えた。（研修会　１回開催）

生活保護担当職員研修で「地域移行支援につい
て」の講演を行い、担当職員への理解を深め長
期入院者の相談先を伝えた。（研修会　１回開催）

生活保護受給中の長期入院者のケース把握 生活保護受給中の長期入院者のケース把握

生活保護受給の長期入院者については各区の関係部署と連携し入院状況を把握する

生活保護担当者
との連携を深め、
対象ケースの把
握を行う。

生活保護担当者
との連携を深め、
対象ケースの把
握を行う

地域生活移行推
進事業対象者面
接の継続と事業
利用者の退院に
向けたフォロー
アップを行う。

ピアサポーターを中心に精神科病院への訪問による地域の生活情報提供を実施するとともに、地域において入院中の対象者との交流を図る

ピアサポーター
の養成とピアサ
ポーターによる
啓発活動を継続
する。

ピアサポーター
の養成とピアサ
ポーターによる
啓発活動を継続
する。

地域生活移行推
進事業対象者面
接の継続と事業
利用者の退院に
向けたフォロー
アップを行う。

また、生活保護受給の長期
入院者については各区の
関係部署と連携し入院状況
を把握し、地域移行に取り
組んでいきます。

地域移行・地域生活
支援事業

地域移行支援（精神
のみ）【再計】

健康局
こころの
健康セン
ター

積極的に精神科病院を訪問し、対象者への面談・支援を実施

健康局
こころの
健康セン
ター

ピアサポーターによる働きかけは入院中の対象者に退院への意欲を向上させる

ピアサポーター
による当事者支
援を継続し退院
意欲の向上を図
る。

ピアサポーター
による当事者支
援を継続し退院
意欲の向上を図
る。

ピアサポーターによる働き
かけは入院中の対象者に
退院への意欲を向上させる
とともに、精神科病院関係
者の啓発としても重要であ
り、今後も継続的に実施し
ていきます。

地域生活移行推進事
業

一方で、新たに長期入院者
を増加させないよう、可能な
限り入院早期から関係部署
と連携しながら、対象者に
対し働きかけを行い、退院
支援や地域移行に取り組ん
でいきます。

健康局
こころの
健康セン
ター

入院中の対象者への働き
かけ及び精神科病院に対
する啓発として、ピアサポー
ターを中心に精神科病院
への訪問による地域の生活
情報提供を実施するととも
に、地域において入院中の
対象者との交流を図る働き
かけを実施していきます。

ピアサポートの活用に
係る事業

健康局
こころの
健康セン
ター
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取組内容・成果（P：計画・D:実行） 取組内容・成果（P：計画・D:実行） 取組内容・成果（P：計画・D:実行）

課題（C:評価） 課題（C:評価） 課題（C:評価）

施策の方向性 取組（事業）名称 担当

取組状況・成果（※具体的な数値を記載ください）、課題及び今後の方向性

2018（平成30）年度 2019年度 2020年度

取組指標

今後の方向性
（A：改善）

今後の方向性
（A：改善）

今後の方向性
（A：改善）

部内担当

・各区およびこころの健康センターで精神障がい
のある人の地域生活の正しい理解を深めるためピ
アサポーターによる啓発講座を実施した。（１７回
参加者１９２人）

・各区およびこころの健康センターで精神障がい
のある人の地域生活の正しい理解を深めるためピ
アサポーターによる啓発講座を実施した。（１６回
参加者　１４３人）

市民への啓発活動 市民への啓発活動

各区保健福祉センターにおいて、精神障がい者
を持つ家族に対して精神障がいに関する知識の
提供や疾病についての正しい理解を促すため家
族教室を開催した。
（283回開催、1791人参加）

各区保健福祉センターにおいて、精神障がい者
を持つ家族に対して精神障がいに関する知識の
提供や疾病についての正しい理解を促すため家
族教室を開催した。
（275回開催、1,645人参加）

家族教室開催の周知 家族教室開催の周知

（未記入）

強度行動障がいのある方がグループホームなど
に移行できるような効果的な事業実施に向け検討
（2020年度より実施予定）、障がいのある方々及
び事業者が抱える課題の把握に取り組んでおり、
補助メニューの創設については、早期に具体化
する予定。

処遇困難対象者の相談に対する、区精神保健福
祉相談員への技術支援・調整を行った。（　７９
件）

処遇困難対象者の相談に対する、区精神保健福
祉相談員への技術支援・調整を行った。（　７８
件）

区精神保健福祉相談員との連携と技術支援 区精神保健福祉相談員との連携と技術支援

こころの健康センターは、
コーディネーター機能を果
たし、各区精神保健福祉相
談員に技術支援を行いま
す。

健康局
こころの
健康セン
ター

地域移行・地域生活
支援事業

各区精神保健福祉相談員への技術支援

高齢化の進展などによる家
族の経済的な問題のほか、
住まいの問題など対象者と
家族を取り巻く様々な課題
があり、地域移行・地域定
着に向けて、家族が安心で
きるよう、地域生活に関する
情報提供や、各区精神保
健福祉相談員が行う相談
及び家族教室の充実に向
けて取り組みます。

（ア）地域での受け皿の確保

（イ）各区精神保健福祉相談員に対する技術支援

池田係
長

精神障がい者家族教
室

２－（６）精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築

健康局
こころの
健康セン
ター

ピアサポーターによる啓発を通しての、精神障がいのある人の地域生活の正しい理解

家族教室を継続
して開催する。

家族教室を継続
して開催する。

地域生活への移行を促進
するためには、地域生活を
支えるグループホーム等の
住まいの確保や、日中活動
の場や居宅介護等の各種
サービスを提供する支援体
制が必要となることから、地
域における受け皿の十分な
確保に努めます。

令和2年度より強度行
動障がい者のグルー
プホーム移行促進事
業を実施予定

福祉局
障がい
支援課

ピアサポートの活用に
係る事業

健康局
こころの
健康セン
ター

ピアサポーター
による啓発講座
を継続して開催
する。

ピアサポーター
による啓発講座
を継続して開催
する。

市民講座など様々な機会をとらえ、各区で市民啓発に取り組むことで精神科病院へ長期入院している人への事情や支援の取組の理解を図っていく

区精神保健福祉
相談員との連携
を継続する。

区精神保健福祉
相談員との連携
を継続する。

２－（４）地域住民への理解のための啓発

２－（５）家族への働きかけ

市民講座など様々な機会を
とらえ、各区で市民啓発に
取り組むことで精神科病院
へ長期入院している人への
事情や支援の取組の理解
を図っていくとともに、共に
生きる地域の大切さを伝え
ていきます。また、ピアサ
ポーターによる啓発は、精
神障がいのある人の地域生
活の正しい理解に重要な役
割を果たしており、今後も継
続して実施していきます。
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取組内容・成果（P：計画・D:実行） 取組内容・成果（P：計画・D:実行） 取組内容・成果（P：計画・D:実行）

課題（C:評価） 課題（C:評価） 課題（C:評価）

施策の方向性 取組（事業）名称 担当

取組状況・成果（※具体的な数値を記載ください）、課題及び今後の方向性

2018（平成30）年度 2019年度 2020年度

取組指標

今後の方向性
（A：改善）

今後の方向性
（A：改善）

今後の方向性
（A：改善）

部内担当

精神科病院に地域生活移行支援事業の周知や
病院職員への啓発を行った。（病院訪問啓発活
動及び連絡調整　７２件、病院啓発講座　８件）

精神科病院に地域生活移行支援事業の周知や
病院職員への啓発を行った。（病院訪問啓発活
動及び連絡調整　１７件）

精神科病院との連携 精神科病院との連携

精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムを
構築・推進するため、保健・医療・福祉関係者に
よる協議の場を設置するにあたり、有識者等の意
見聴取、関係部局との調整を行った。

精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムを
構築・推進するため、保健・医療・福祉関係者に
よる協議の場を設置するにあたり、有識者等の意
見聴取、関係部局との調整を行った。

協議の場の設置 協議の場の設置

当事者本人の主体的な自
己決定のもと、地域移行後
の生活を円滑に営み続ける
ためには、必要な福祉サー
ビスを受けながら適切な医
療を受けられるよう、地域支
援関係者、精神科診療所、
訪問看護ステーションなど
多職種チームによる支援は
重要です。保健・医療・福
祉関係者による協議の場を
設置し、地域自立支援協議
会との連携を図りながら、当
事者本人が安定した地域
生活が継続して送れるよう
支援していきます。

精神障害にも対応し
た地域包括ケアシス
テムにおける協議会
の開催

健康局
こころの
健康セン
ター

保健・医療・福祉関係者による協議の場を設置し、地域自立支援協議会との連携を図りながら、当事者本人が安定した地域生活が継続して送れるよう支援

引き続き協議の
場の設置に向け
た準備を行う。

引き続き協議の
場の設置に向け
た準備を行う。

（ウ）保健、医療、福祉関係者による協議の場の設置

精神科病院に地域生活移行支援事業の周知や病院職員への啓発

精神科病院の入
院患者および病
院職員への啓発
活動を継続す
る。

精神科病院の入
院患者および病
院職員への啓発
活動を継続す
る。

また、支援関係者の支援力
の担保とともに支援者の拡
大のために、継続的にスキ
ルアップのための研修を実
施していきます。

地域移行・地域生活
支援事業
（再計）

健康局
こころの
健康セン
ター
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取組内容・成果（P：計画・D:実行） 取組内容・成果（P：計画・D:実行） 取組内容・成果（P：計画・D:実行）

課題（C:評価） 課題（C:評価） 課題（C:評価）

（受入れ促進）
保育が円滑にできるよう施設環境や設備の整備
等をし、障がい児の受入れ促進を図る。
　
（民間運営委託保育所及び民間保育所への障が
い児保育にかかる補助）
　受入れ状況
　　　　　公立保育所　　　　  　　　62か所　　291人
　　　　　公設置民営保育所
　　　　　　(民間運営委託)　　　　30か所　　150人
　　　　　民間保育所　　　　 　　　285か所   944人
　　　　　認定こども園　　　   　　　 9か所　　22人

（受入れ促進）
保育が円滑にできるよう施設環境や設備の整備
等をし、障がい児の受入れ促進を図る。
　
（民間運営委託保育所及び民間保育所への特別
支援保育にかかる補助）
　受入れ状況
          　公立保育所　　　　  　 61か所　　267人
　　　　　公設置民営保育所
　　　　　  (民間運営委託)　　　27か所　　150人
　　　　　民間保育所　　　　 　304か所     986人
　　　　　 認定こども園　　　　　  8か所 　　18人

障がい児の受入れ促進と保育内容の充実を図
る。

障がい児の受入れ促進と保育内容の充実を図
る。

（民間運営委託保育所及び民間保育所への障が
い児保育にかかる補助）

（民間運営委託保育所及び民間保育所への障が
い児保育にかかる補助）

  障がいの特性別の「研修テーマ」の設定、また
障がいの特性別の「研究会グループ」で話し合う
等を行うことにより、それぞれの特性の理解や適
切な支援方法について、学びを深めあった。
  【実施回数】
　　研修会　  3回（延べ参加者数　284人）
　　研究会　10回（延べ参加者数　145人）

【研修会】子どもの発達過程や障がいの特性を理
解し、それに応じた子どもや保護者への支援を学
んだ。
実施回数12回（参加者数　1679人）

【研究会】合理的配慮やインクルーシブの理念を
正しく理解し、障がいの特性に応じた支援方法を
検証した。
実施回数　9回（延べ参加者数　124人）

  専門的知識をもった講師の確保及び日程調整
が困難ではあるが、今後も実践に生かすことがで
きる内容の研修会及び研究会を実施する。

専門的知識をもった講師を確保し、今後も実践に
生かすことのできる研修会及び研究会を実施す
る。

第4章　地域で学び・働くために

施策の方向性 取組（事業）名称 担当

取組状況・成果（※具体的な数値を記載ください）、課題及び今後の方向性

2018（平成30）年度 2019年度 2020年度

取組指標

今後の方向性
（A：改善）

今後の方向性
（A：改善）

今後の方向性
（A：改善）

部内担当

１－（１）就学前教育の充実

（ア）教育・保育施設における教育・保育内容の充実

こども青
少年局
保育所
運営課 継続

こども青
少年局
保育・幼
児教育
センター

  自園所の事例
等から即実践に
生かすことができ
る内容を選択し、
更なる幼児教
育・保育の質の
向上に繋げてい
く。

引き続き、幼児
教育・保育の質
の向上に繋げて
いく。

障がい児保育事業

継続

地域で仲間と共に育ちあ
い、楽しく生活できる教育・
保育を今後とも積極的に推
進し、受入れの促進に努
め、教育・保育の内容充実
を図ります。

こども青
少年局
保育所
運営課

障がい児の実態
把握や保育現場
（職員・保護者）
への助言・指導
を目的として障

がい児保育巡回
指導講師を派遣
し、障がい児保
育の推進に努め

る。

支援が必要な児
童の実態把握や
保育現場（職員・
保護者）への助

言・指導を目的と
して特別支援保
育巡回指導講師
を派遣し、特別

支援保育の推進
に努める。

平成30年度からの障がい者支援計画実施状況
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取組内容・成果（P：計画・D:実行） 取組内容・成果（P：計画・D:実行） 取組内容・成果（P：計画・D:実行）

課題（C:評価） 課題（C:評価） 課題（C:評価）

施策の方向性 取組（事業）名称 担当

取組状況・成果（※具体的な数値を記載ください）、課題及び今後の方向性

2018（平成30）年度 2019年度 2020年度

取組指標

今後の方向性
（A：改善）

今後の方向性
（A：改善）

今後の方向性
（A：改善）

部内担当

障がい児やその家族に対して、日常生活におけ
る基本動作の指導・知識技術の付与、集団生活
への適応・訓練等の支援を行うことに加え、施設
の有する専門機能を生かし、地域の障がい児や
その家族への相談、障がい児を預かる施設への
援助・助言を行う。
【実績】　11か所
　　・ 障がい児支援事業者に対する集団指導に
　　　おいて、児童発達支援センターの取組事例
　　　を紹介した。

障がい児やその家族に対して、日常生活におけ
る基本動作の指導・知識技術の付与、集団生活
への適応・訓練等の支援を行うことに加え、施設
の有する専門機能を生かし、地域の障がい児や
その家族への相談、障がい児を預かる施設への
援助・助言を行う。
【実績】　11か所

児童発達支援センターが保育所等訪問支援や障
がい児相談支援等を実施することで、他の事業所
に対する専門的な知識・技術に基づく支援を行
い、連携を図っている。

児童発達支援センターが保育所等訪問支援や障
がい児相談支援等を実施することで、他の事業所
に対する専門的な知識・技術に基づく支援を行
い、連携を図っている。

保育所、小学校等に通う障がい児に対し、当該施
設における障がい児以外との集団生活への適応
のための専門的な支援を行う。
平成30年度の報酬改定において、専門性の高い
支援体制や家族等への相談援助等を行うことを
評価する加算が拡充された。

【実績】  月あたり利用延べ回数　170回

保育所、小学校等に通う障がい児に対し、当該施
設における障がい児以外との集団生活への適応
のための専門的な支援を行う。
平成30年度の報酬改定において、専門性の高い
支援体制や家族等への相談援助等を行うことを
評価する加算が拡充された。

【実績】  月あたり利用延べ回数　482回

事業所数の増加に伴い、利用者数及び利用日数
が増加傾向にある。

事業所数の増加に伴い、利用者数及び利用日数
が増加傾向にある。

4歳児からの幼児教育の無償化を国に先駆け実
施し、すべての子どもが等しく教育を受けられる環
境づくりを進めるべく、4・5歳児の児童発達支援
事業の利用者負担額について、無償とする。
児童発達支援事業利用児童のうち利用者負担が
生じる保護者に対して、全員に周知し、また当該
事業の事業者への周知も行っていることから、対
象となる児童の保護者から申請等の必要な手続
きが行われ、結果として利用者負担の軽減を行っ
た。

3歳児からの幼児教育の無償化を国に先駆け実
施し、すべての子どもが等しく教育を受けられる環
境づくりを進めるべく、3～5歳児の児童発達支援
事業の利用者負担額について、無償とする。
児童発達支援事業利用児童のうち利用者負担が
生じる保護者に対して、全員に周知し、また当該
事業の事業者への周知も行っていることから、対
象となる児童の保護者から申請等の必要な手続
きが行われ、結果として利用者負担の軽減を行っ
た。

対象年齢及び対象事業について、更なる拡大が
必要

-

保育所等訪問支援事業とし
て、保育所等を現在利用中
または今後利用する予定の
障がいのあるこどもに対し
て、保育所等における集団
生活の適応のための専門
的な支援を行います。

保育所等訪問支援
福祉局
障がい
支援課

月あたり利用回数　114回

引き続き保育所
等訪問支援事業
所の確保と適正
な利用促進に向
けた取組を図る。

引き続き保育所
等訪問支援事業
所の確保と適正
な利用促進に向
けた取組を図る。

児童発達支援センター及
び関係機関では、専門的な
立場から、教育・保育施設
や小学校等と連携し、将来
の自立と社会参加を展望し
つつ一人ひとりの生きる力
の獲得を支援します。

児童発達支援セン
ター

福祉局
障がい
支援課

11か所

引き続き、児童
発達支援セン
ターが他の事業
サービス提供事
業所等と連携等
が図れるよう取り
組む。

引き続き、児童
発達支援セン
ターが他の事業
サービス提供事
業所等と連携等
が図れるよう取り
組む。

家庭の経済状況にかかわら
ず、障がいのあるこどもも含
めたすべてのこどもたちが
生涯にわたり自己実現をめ
ざし、生きる力を培っていく
ために、幼児教育の無償化
に取り組みます。

児童発達支援等利用
者負担給付金事業

福祉局
障がい
支援課

すべての子どもが等しく教育が受けられる「子どもの教育　無償都市大阪」をめざす

平成3１年度にお
いては4・5歳児
に加え、3歳児の
利用者負担を無
償化する。
令和元年10月よ
り国の事業として
教育無償化を実
施する。

令和元年10月よ
り国の事業として
幼児教育無償化
を実施したため、
本事業は終了

佐治係長

佐治係長

佐治係長
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取組内容・成果（P：計画・D:実行） 取組内容・成果（P：計画・D:実行） 取組内容・成果（P：計画・D:実行）

課題（C:評価） 課題（C:評価） 課題（C:評価）

施策の方向性 取組（事業）名称 担当

取組状況・成果（※具体的な数値を記載ください）、課題及び今後の方向性

2018（平成30）年度 2019年度 2020年度

取組指標

今後の方向性
（A：改善）

今後の方向性
（A：改善）

今後の方向性
（A：改善）

部内担当

新規設置1基。
小学校　289校中 276校
中学校　130校中 128校
高等学校　20校中 7校（18施設中7施設）

新規設置1基。
小学校　289校中 277校
中学校　130校中 128校
高等学校　21校中 8校（19施設中8施設）

小中学校においては約96％の学校においてエレ
ベータの設置が完了している

小中学校においては約96％の学校においてエレ
ベータの設置が完了している

特別支援学級室の改造、手すりの等の設置
小学校　8校
中学校　3校

特別支援学級室の改造、手すりの等の設置
小学校　5校
中学校　2校

合理的配慮とその基礎となる教育環境の整備を
継続して実施していく必要がある

合理的配慮とその基礎となる教育環境の整備を
継続して実施していく必要がある

自力通学困難な児童生徒への通学支援
 小学校24校 31名
 中学校13校 17名

自力通学困難な児童生徒への通学支援
 小学校29校 39名
 中学校10校 13名

対象児童生徒が増加傾向にあるため、障がいの
状況を把握し、より効果的な活用が必要である

対象児童生徒が増加傾向にあるため、障がいの
状況を把握し、より効果的な活用が必要である

  障がいの特性別の「研修テーマ」の設定、また
障がいの特性別の「研究会グループ」で話し合う
等を行うことにより、それぞれの特性の理解や適
切な支援方法について、学びを深めあった。
  【実施回数】
　　研修会　  3回（延べ参加者数　284人）
　　研究会　10回（延べ参加者数　145人）

【研修会】子どもの発達過程や障がいの特性を理
解し、それに応じた子どもや保護者への支援を学
んだ。
実施回数12回（参加者数　1679人）

【研究会】合理的配慮やインクルーシブの理念を
正しく理解し、障がいの特性に応じた支援方法を
検証した。

  専門的知識をもった講師の確保及び日程調整
が困難ではあるが、今後も実践に生かすことがで
きる内容の研修会及び研究会を実施する。

専門的知識をもった講師を確保し、今後も実践に
生かすことのできる研修会及び研究会を実施す
る。

エレベーター設置

教育委
員会事
務局
施設整
備

移動の困難な児童・生徒の在籍する学校に設置

大阪府「福祉の
まちづくり条
例」、本市の「大
阪市ひとにやさ
しいまちづくり整
備要綱」にもとづ
き、高齢者・障が
い者等をはじ
め、すべての市
民が学校施設を
安全かつ快適に
利用できるよう、
今後も計画的に
エレベーター等
の整備を行う

大阪府「福祉の
まちづくり条
例」、本市の「大
阪市ひとにやさ
しいまちづくり整
備要綱」にもとづ
き、高齢者・障が
い者等をはじ
め、すべての市
民が学校施設を
安全かつ快適に
利用できるよう、
今後も計画的に
エレベーター等
の整備を行う

教育・保育施設の利用を希
望する障がいのあるこども
が、教育・保育施設を利用
できるよう環境の整備に努
めます。

学校施設の整備

教育委
員会事
務局
インク
ルーシ
ブ
施設整
備

教育環境の整備が必要な学校への整備

学校施設の整備
面からインクルー
シブ教育システ
ムの充実と推進
を図る

学校施設の整備
面からインクルー
シブ教育システ
ムの充実と推進
を図る

施設や設備の整備改善を
図るとともに、教職員及び
保育者の障がいのあるこど
もに対する認識や理解を深
め、資質の向上を図りま
す。また、私立幼稚園・私
立認定こども園における特
別支援教育の充実を図りま
す。

研修の充実
こども青
少年局

  自園所の事例
等から即実践に
生かすことができ
る内容を選択し、
更なる幼児教
育・保育の質の
向上に繋げてい
く。

引き続き、幼児
教育・保育の質
の向上に繋げて
いく。

特別支援学級児童・
生徒通学用タクシー

教育委
員会事
務局
インク
ルーシ
ブ
施設整
備

重度肢体不自由で自力通学が困難な児童・生徒への登校に向けた通学支援

合理的配慮とし
て継続した支援
を実施する

継続した支援を
実施する

（イ）教育諸条件のある整備・充実
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取組内容・成果（P：計画・D:実行） 取組内容・成果（P：計画・D:実行） 取組内容・成果（P：計画・D:実行）

課題（C:評価） 課題（C:評価） 課題（C:評価）

施策の方向性 取組（事業）名称 担当

取組状況・成果（※具体的な数値を記載ください）、課題及び今後の方向性

2018（平成30）年度 2019年度 2020年度

取組指標

今後の方向性
（A：改善）

今後の方向性
（A：改善）

今後の方向性
（A：改善）

部内担当

支援が必要な幼児への対応の充実につながって
いる

支援が必要な幼児への対応の充実につながって
いる

一人一人の障がいの程度に応じた、よりきめ細や
かな対応が望まれる

支援が必要な幼児の割合は年々増加傾向にあ
り、より一層、一人一人の障がいの程度に応じた
きめ細やかな対応が求められる

・通学区域の小学校がすべての就学相談の窓口
となり、相談や情報提供を行っている
・地域の小・中学校で学ぶことを基本とする
・特別支援学校に就学・進学した場合にも、居住
地交流を行い、地域で育ち、生きている仲間であ
ると位置づけている

・通学区域の小学校がすべての就学相談の窓口
となり、相談や情報提供を行っている
・地域の小・中学校で学ぶことを基本としている
・特別支援学校に就学・進学した場合にも、居住
地校交流を行い、地域で共に育ち、共に生きる仲
間であると位置づけている

本人・保護者に対し、よりよい就学に向けた情報
提供と、丁寧な相談対応

本人・保護者に対し、よりよい就学に向けた情報
提供と、丁寧な相談対応

・小・中学校における、特別支援学級在籍の児童
生徒の「個別の教育支援計画」・「個別の指導計
画」
100％作成
・「個別の教育支援計画」等の引継ぎについての
学校間での連携についての周知

・小・中学校における、特別支援学級在籍の児童
生徒の「個別の教育支援計画」・「個別の指導計
画」
100％作成
・「個別の教育支援計画」等の引継ぎについての
学校間での連携についての周知

・保護者参画のもと、医療・福祉など関係諸機関と
の連携のもと「個別の教育支援計画」を就学・進
学先への引き継ぎにつなげる。

・保護者参画のもと、医療・福祉など関係諸機関と
連携し、「個別の教育支援計画」を就学・進学先
への引き継ぎに効果的に活用する。

こどもの生きる力を育むた
め、一人ひとりのニーズに
応じた指導・支援の充実を
図り、自立に向けて可能性
を最大限に伸ばします。具
体的には、地域での自立と
社会参加を展望しつつ、教
育・医療・福祉など関係諸
機関との連携のもと一人ひ
とりのニーズを把握し、本
人・保護者の意見も踏まえ
て「個別の指導計画」「個別
の教育支援計画」を作成
し、教育方法や教育内容の
充実を図ります。また、本
人・保護者の了解を得たう
えで、支援計画等を引く継
ぐ取組を徹底していきま
す。

個別の教育支援計画
と個別の指導計画

教育委
員会事
務局
インク
ルーシ
ブ

・教育振興基本計画における、特別支援教育のめざす基本的方向として、「共に学び、共に育ち、共に生きる教育を推進」「自立し、主体的に、社会参加できる力を養う」「個別の教育支援計画及び個別の指
導計画の作成・活用を推進する」「一人一人のニーズに応じた適切な指導及び必要な支援のあり方を工夫する」の4つの視点をふまえる

「個別の教育支
援計画及び「個
別の指導計画」
の活用をすす
め、適切な指導
支援に努める。

「個別の教育支
援計画及び「個
別の指導計画」
の活用をすす
め、適切な指導
支援に努める。

幼稚園・認定こども園では、
障がい等特別に支援が必
要な幼児に対しては、共に
学ぶ教育が進むよう、介助
者を配置するなど、障がい
の程度に応じて引き続き対
応してまいります。

看護師の配置

教育委
員会事
務局
インク
ルーシ
ブ

障がいのある子どもの人権尊重を図り、地域で「共に学び、共に育ち、共に生きる」ことを基本とした教育・保育の推進に努めており、地域の小学校・中学校で学ぶことを基本とする

本市の取組の理
解の啓発に向け
た、一層の周知

本市の取組の理
解の啓発に向け
た、一層の周知

教育委
員会事
務局初
等・中学
校教育
担当

市立幼稚園においては、共に学ぶ教育が進むよう、全園に介助アルバイトを配置している。

引き続き、対応を
進める。

一層の充実のた
め、引き続き、対
応を進める。

１－（２）義務教育段階における教育の充実

（ア）共に学び共に育ちあう多様な教育の展開

障がいのあるこどもの就学
先を決める際には、小学校
がすべての就学相談の窓
口となり、本人・保護者の意
向を最大限尊重し、地域の
小学校で学ぶことを基本と
して取り組みます。また、特
別支援学校に就学した場
合も、小・中学校との関係が
断たれることのないように取
り組みます。さらに、学校教
育全体で障がいのある児童
生徒を受けとめるという観点
から、「共に学び、共に育
ち、共に生きる教育」の推
進を図ります。

障がいのある児童生
徒の就学・進学
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取組内容・成果（P：計画・D:実行） 取組内容・成果（P：計画・D:実行） 取組内容・成果（P：計画・D:実行）

課題（C:評価） 課題（C:評価） 課題（C:評価）

施策の方向性 取組（事業）名称 担当

取組状況・成果（※具体的な数値を記載ください）、課題及び今後の方向性

2018（平成30）年度 2019年度 2020年度

取組指標

今後の方向性
（A：改善）

今後の方向性
（A：改善）

今後の方向性
（A：改善）

部内担当

・地域の小・中学校では、「共に学び、共に育ち、
共に生きる」とした取組を推進している。
・特別支援学校との居住地校交流をふくめ、交流
及び共同学習に取り組んでいる。

交流及び共同学習等、共に学び活動する取組内
容を引き続き実施する。

・特別支援教育サポーター 小・中学校577名配置
インクルーシブ教育推進スタッフ 小・中学校19名
配置
巡回相談体制の強化 アドバイザー4名配置
・障がいのある幼児児童生徒の保護者を対象、特
別支援教育に関する「保護者講座」 開催　5回

・特別支援教育サポーター 小・中学校577名配置
インクルーシブ教育推進スタッフ 小・中学校21名
配置
巡回相談体制の強化 アドバイザー4名配置
・障がいのある幼児児童生徒の保護者対象、特
別支援教育に関する「保護者講座」開催　５回

・障がいのある幼児児童生徒の増加・障がいの多
様化への対応
・人材確保
・特別支援教育に関する教職員の専門性の向上

・障がいのある幼児児童生徒の増加・障がいの多
様化への対応
・人材確保
・特別支援教育に関する教職員の専門性の向上

・小・中学校へ特別支援教育サポーター 577名配
置
インクルーシブ教育推進スタッフ 19名配置
・発達障がいサポート事業担当者連絡会を開催
し、情報共有を行った

・小・中学校へ特別支援教育サポーター 577名配
置
インクルーシブ教育推進スタッフ 21名配置
・発達障がいサポート事業担当者連絡会を開催
し、情報共有を行った

・障がいのある幼児児童生徒の増加、障がいの多
様化への対応
・人材確保
・特別支援教育に関する教職員の専門性の向上

・障がいのある幼児児童生徒の増加、障がいの多
様化への対応
・人材確保
・特別支援教育に関する教職員の専門性の向上

（イ）教育諸条件の整備・充実

障がいのある人の生涯にわ
たる学びを支援し、地域と
のつながりづくりを進めてい
くためには、周囲の人々の
理解を進めていくことが必
要です。障がいのある人と
ない人との豊かな関係づく
りを図る交流及び共同学習
等、共に学び活動する取組
をさらに積極的に進めま
す。

教育委
員会事
務局

本市の取組の理
解の啓発に向け
た、一層の周知

小・中学校では、「共に学
び、共に育ち、共に生きる
教育」の一層の推進に向
け、障がいのある児童生徒
と障がいのない児童生徒
が、共に学ぶインクルーシ
ブ教育システムの充実と推
進を図ります。

再計
教育委
員会事
務局

「共に学び、共に育ち、共に生きる教育」を一層推進し、発達障がいを含む障がいへの理解を深め、障がいのある児童生徒が地域で学びやすい基礎的環境整備を行うとともに、ユニバーサ
ルデザインを取り入れたインクルーシブ教育システムの構築

ユニバーサルデ
ザインを取り入れ
た、インクルーシ
ブ教育システム
の一層の推進

ユニバーサルデ
ザインを取り入れ
た、インクルーシ
ブ教育システム
の一層の推進

特別支援教育サポーターを
配置し、障がいのある児童
生徒への個別支援等を行う
とともに、障がいのない児童
生徒との交流を深め、特別
支援教育の充実を図りま
す。また、特別支援教育の
専門性の高い元教職員をイ
ンクルーシブ教育推進ス
タッフとして配置し、教員の
指導力向上及び特別支援
教育サポーターへの研修を
実施します。加えて、区の
マネジメントによる発達障が
いサポーターの配置によ
り、発達障がい等のある児
童生徒の学習支援等にあ
たるなど、今後も各学校の
状況を把握し、ニーズを踏
まえ、校内における支援体
制整備の充実に努めます。

特別支援教育サポー
ター・インクルーシブ
教育推進スタッフ の
配置

教育委
員会事
務局
インク
ルーシ
ブ高時

一人一人の教育的ニーズに応じた支援の実施に向け、適切な人材を配置し支援体制の充実を図る

効果的な支援に
向けた人材の確
保と専門性の向
上

効果的な支援に
向けた人材の確
保と専門性の向
上
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取組内容・成果（P：計画・D:実行） 取組内容・成果（P：計画・D:実行） 取組内容・成果（P：計画・D:実行）

課題（C:評価） 課題（C:評価） 課題（C:評価）

施策の方向性 取組（事業）名称 担当

取組状況・成果（※具体的な数値を記載ください）、課題及び今後の方向性

2018（平成30）年度 2019年度 2020年度

取組指標

今後の方向性
（A：改善）

今後の方向性
（A：改善）

今後の方向性
（A：改善）

部内担当

モデル研究実施校園
幼稚園　4園
小学校　24校
中学校　7校
高等学校　2校
専門家チーム等が学校園を訪問し、特別支援教
育の校内体制整備に向けた必要な支援を実施

モデル研究実施校園
幼稚園　2園
小学校　6校
小中一貫校　１校
専門家チーム等が学校園を訪問し、特別支援教
育の校内体制整備に向けた必要な支援を実施

研究課題及び研究校園の精選 研究課題及び研究校園の精選

巡回校園数
幼稚園　93園
小学校　556校
中学校　136校
高等学校　12校

巡回校園数
幼稚園　120園
小学校　489校
中学校　124校
高等学校　6校

対象とする幼児児童生徒数の増加、障がいの多
様化への対応

対象とする幼児児童生徒数の増加、障がいの多
様化への対応

校種別支援相談依頼数
　幼稚園　6校
　小学校　151校
　中学校　36校
　高等学校　7校

校種別支援相談依頼数
　幼稚園　10校
　小学校　166校
　中学校　32校
　高等学校　4校

対象とする幼児児童生徒数の増加、障がいの多
様化への対応

対象とする幼児児童生徒数の増加、障がいの多
様化への対応

新規設置1基。
小学校　289校中 276校
中学校　130校中 128校
高等学校　20校中 7校（18施設中7施設）

拡大教科書の活用
小学校　平成30年度 34名
中学校　平成30年度 15名

マルチメディアデイジー教科書の活用
小学校 79校　414名
中学校 18校　45名

新規設置1基。
小学校　289校中 277校
中学校　130校中 128校
高等学校　21校中 8校（19施設中8施設）

拡大教科書の活用
小学校　令和元年度 42名
中学校　令和元年度 9名

マルチメディアデイジー教科書の活用
小学校　109校　666名
中学校　26校　68名

・小中学校においては約96％の学校においてエ
レベータの設置が完了している。
・拡大教科書及びＩＣＴ活用について、教職員へ
の一層の普及・促進

・小中学校においては約96％の学校においてエ
レベータの設置が完了している。
・拡大教科書及びＩＣＴ活用について、教職員へ
の一層の普及・促進

エレベーターの設置など施
設整備の整備・改善や、拡
大教科書やマルチメディア
デイジー教科書等の活用を
進めるなど、障がいの有無
にかかわらず共に学びやす
い環境の整備に努めます。

エレベーターの設置

教育委
員会事
務局
施設整
備課
インク
ルーシ
ブ

各学校園における特別支
援教育の中心的役割を担う
特別支援教育コーディネー
ターの資質向上を図るな
ど、学校園内おける体制づ
くりを推進します。また、特
別支援教育に関する相談
や研究の充実を図ります。

特別支援教育モデル
研究

教育委
員会事
務局
インク
ルーシ
ブ

教育委
員会事
務局
インク
ルーシ
ブ

教育委
員会事
務局
インク
ルーシ
ブ

特別支援学校（府立支援学
校）による地域学校園を支
援するセンター的機能を活
用し、障がいのあるこども一
人ひとりの教育的ニーズに
応じた適切な指導・支援の
充実に向け、大阪府教育庁
と連携を図ってまいります。

特別支援学校のセン
ター的機能

地域の小・中学校の特別支援教育担当者からの教育相談について、地域学校園を支援するセンター的機能として、大阪府教育庁と連携を図りながら府立支援学校より各学校のに教育相談を取り組んでい
る。

今後も、大阪府
教育庁と連携を
図りながら取り組
む。

今後も、大阪府
教育庁と連携を
図りながら取り組
む。

移動の困難な児童・生徒の在籍する学校に設置
拡大教科書やマルチメディアデイジー教科書等の活用による、読みが困難な児童生徒への支援充実

大阪府「福祉のま
ちづくり条例」、本
市の「大阪市ひと
にやさしいまちづく
り整備要綱」にもと
づき、高齢者・障が
い者等をはじめ、
すべての市民が学
校施設を安全かつ
快適に利用できる
よう、今後も計画的
にエレベーター等
の整備を行う

マルチメディアデイ
ジー教科書活用
等、環境の整備に
努める

大阪府「福祉の
まちづくり条
例」、本市の「大
阪市ひとにやさ
しいまちづくり整
備要綱」にもとづ
き、高齢者・障が
い者等をはじ
め、すべての市
民が学校施設を
安全かつ快適に
利用できるよう、
今後も計画的に
エレベーター等
の整備を行う

マルチメディアデ
イジー教科書活
用等、環境の整
備に努める

医療的ケアの必要な障がい
「共に学び、共に育ち、共に生きる」教育を推進に向け、医療的ケアの必要な児童生徒在籍校に看護師を配置。

障がいの有無に関わらず幼児児童生徒が「共に学び、共に育ち、共に生きる」教育の一層の推進に向け、全校園を対象として巡回相談を実施し、各校園における校園内指導体制の強化を図る

多様化する相談
内容に対応し、
相談を実施

多様化する相談
内容に対応し、
相談を実施

本市におけるインクルーシブ教育の充実と推進に向け、「特別支援教育の視点に基づいた授業のユニバーサルデザイン」をテーマをはじめ、４つのテーマを設定し、実践と効果検証を行うことで、全市校園
への一層の汎化を進める特別支援教育モデル研究を実施する

・特別支援教育
モデル研究の
テーマの焦点化
・全市校園への
一層の汎化

・特別支援教育
モデル研究の
テーマの焦点化
・全市校園への
一層の汎化

指導主事および巡回相談
アドバイザー（臨床心理士、
作業療法士、理学療法士、
言語聴覚士）が相談内容に
応じて各校園を巡回して指
導助言を行い、校園内体制
の整備を行います。また、
必要に応じて医師や大学
関係者等の専門家を派遣
し、教員の特別支援教育に
関する専門性の向上を図り
ます。

学校園への巡回相談
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取組内容・成果（P：計画・D:実行） 取組内容・成果（P：計画・D:実行） 取組内容・成果（P：計画・D:実行）

課題（C:評価） 課題（C:評価） 課題（C:評価）

施策の方向性 取組（事業）名称 担当

取組状況・成果（※具体的な数値を記載ください）、課題及び今後の方向性

2018（平成30）年度 2019年度 2020年度

取組指標

今後の方向性
（A：改善）

今後の方向性
（A：改善）

今後の方向性
（A：改善）

部内担当

計47校　50名 計56校63名

地域の小・中学校に在籍する医療的ケアの必要
な児童生徒は増加傾向であり、適切で効果的な
配置を検討する

地域の小・中学校に在籍する医療的ケアの必要
な児童生徒は増加傾向であり、適切で効果的な
配置を検討する

旧大阪市立特別支援学校（肢体不自由教育校）
に在籍する児童・生徒の申請者数
24名
内訳：光陽支援12名
　　　　西淀川支援4名
　　　　東住吉支援3名
　　　　平野支援5名

旧大阪市立特別支援学校（肢体不自由教育校）
に在籍する児童・生徒の申請者数
24名
内訳：光陽支援13名
　　　　西淀川支援4名
　　　　東住吉支援3名
　　　　平野支援4名

タクシーに同乗する看護師の確保 タクシーに同乗する看護師の確保

交流及び共同学習を積極的に実施している。
大阪府立支援学校と児童・生徒の居住地の小・
中学校との交流も推進している

交流及び共同学習を積極的に実施している。
大阪府立支援学校と児童・生徒の居住地の小・
中学校との交流も推進している

教育実践の深化に努めた 教育実践の深化に努めた

今後も通学支援
事業の取組にお
いて充実を図る

府市連携

教育委
員会事
務局
インク
ルーシ
ブ

居住地の小・中学校を就学の窓口とし、就学先の決定にあたっては、本人・保護者の意向を最大限尊重するとともに、府立支援学校に就学した場合も居住地の小・中学校との関係が絶たれることのないよう
に、府教育庁と連携を図る

大阪府立支援学
校に在籍する大
阪市の児童生徒
が、地元の小・中
学校とつながっ
ているとより感じ
ることのできる交
流方法を考えて
いく

大阪府立支援学
校に在籍する大
阪市の児童生徒
が、地元の小・中
学校とつながっ
ているとより感じ
ることのできる交
流方法を考えて
いく

教育委
員会事
務局
インク
ルーシ
ブ

小・中学校の特別支援学級在籍の車いす利用など自力通学が困難な児童生徒や本市在住のもと大阪市立肢体不自由特別支援学校（4校）に在籍する児童生徒の通学支援の実施と保護者負担の軽減の
ための取組

今後も通学支援
事業の取組にお
いて充実を図る

看護師配置とと
もに教員への医
療的ケアに関す
る研修の実施を
推進し、校内支
援体制の充実を
図る

医療的ケアの必要な障がい
のある児童生徒が、安全安
心に地域の小・中学校で学
ぶとともに保護者負担を軽
減するための支援として看
護師の常時配置を行うな
ど、本人・保護者の意向を
尊重し、教育・福祉・医療の
連携を図ります。

看護師の配置

教育委
員会事
務局
インク
ルーシ
ブ

看護師配置とと
もに教員への医
療的ケアに関す
る研修の実施を
推進し、校内支
援体制の充実を
図る

障がいのある児童生徒の通
学については、小・中学校
の特別支援学級在籍の車
いす利用など自力通学が
困難な児童生徒の荒天時
等でのタクシー利用や旧大
阪市立特別支援学校（肢体
不自由教育校）に在籍する
気管切開により医療的ケア
が必要なためスクールバス
に乗車できない大阪市在住
の児童生徒を対象に通学
支援事業を実施します。

特別支援学級児童・
生徒通学用タクシー

特別支援学校に在籍する
大阪市の児童生徒への教
育諸条件の充実に向け、大
阪府教育庁との連携を図っ
てまいります。
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取組内容・成果（P：計画・D:実行） 取組内容・成果（P：計画・D:実行） 取組内容・成果（P：計画・D:実行）

課題（C:評価） 課題（C:評価） 課題（C:評価）

施策の方向性 取組（事業）名称 担当

取組状況・成果（※具体的な数値を記載ください）、課題及び今後の方向性

2018（平成30）年度 2019年度 2020年度

取組指標

今後の方向性
（A：改善）

今後の方向性
（A：改善）

今後の方向性
（A：改善）

部内担当

普通科・工業科２校で入学者選抜を行い、各３名
の合格者を決定。

普通科・工業科２校で入学者選抜を行い、各３名
の合格者を決定。

計画通り実施した。 計画通り実施した。

ジョブアドバイザーの活動結果
保護者講習175回
教員講習238回
企業開拓70社
研修支援72回
就労支援73回

ジョブアドバイザーの活動結果
保護者講習155回
教員講習268回
企業開拓97社
研修支援44回
就労支援72回

現場実習先の新規開拓 現場実習先の新規開拓

・「個別の支援計画」作成・活用の充実に向け、研
修等を通して、各校園への周知を図っている
・進学先の学校等と連携を深めるため、年度当初
に事業説明会を開催し、学校の取り組むべき内
容について周知している

・「個別の支援計画」作成・活用の充実に向け、研
修等を通して、各校園への周知を図っている
・進学先の学校等と連携を深めるため、年度当初
に事業説明会を開催し、学校の取り組むべき内
容について周知している

継続した支援が実施できるよう、関係機関（教育・
福祉・医療等）との連携を深める

継続した支援が実施できるよう、関係機関（教育・
福祉・医療等）との連携を深める

自らの生き方を選択する力
を育成できるよう、一人ひと
りの生徒に応じた目標をた
て、教育内容の充実を図り
ます。また、社会の変化を
踏まえ一人でも多くの生徒
が一般就業につながるよ
う、ジョブアドバイザーの活
用等、職業教育も含め自立
にむけた教育の推進を図り
ます。

職場実習等

教育委
員会事
務局
インク
ルーシ
ブ

・大阪市キャリア教育支援センターでの実習参加生徒の付添教員や保護者に対して、キャリア教育に関するガイダンスの実施
・大阪市立の各中学校、もと大阪市立特別支援学校、自立支援コースを有する大阪市立高等学校に対して、現場実習先の新規開拓、卒業生の追指導、就職希望者との面談、教員や保護者対象の講演会
の講師など、さまざまな分野での支援依頼に応えている

今後も、各中学
校、元市立特別
支援学校、高等
学校自立支援
コースのキャリア
教育の充実を図
る

今後も、各中学
校、元市立特別
支援学校、高等
学校自立支援
コースのキャリア
教育の充実を図
る

卒業後を見通した長期的な
視点で教育的支援を行うた
め、「個別の教育支援計
画」を作成し”移行計画”と
して活用することで、ライフ
ステージを通じた一貫した

（イ）自立に向けた教育内容等の充実

普通科・工業科２校で【知的障がい生徒自立支援コース入学者選抜を実施し、各校３名、計６名の生徒を受け入れる。

継続実施

（ア）多様な教育の展開

義務教育修了後の進路に
つて、多様な選択が可能と
なるように「知的障がいのあ
る生徒の高等学校への受
入に係る調査研究」の成果
を踏まえて、２００６（平成１
８）年度より２校で実施して
いる「知的障がい生徒自立
支援コース入学者選抜」を
継続して進めます。また、高
等学校での受入の拡大に
ついては引き続き具体的な
検討を継続していきます。

インクルーシブ教育シ
ステムの充実と推進

教育委
員会事
務局
インク
ルーシ
ブ

幼児児童生徒の一人一人の教育的ニーズを把握し、医療、福祉等との関係機関と連携し、今後の社会参加に向けた支援の充実を図る

・「個別の教育支
援計画」の作成
及び効果的な活
用に向け、各校
園への周知を充
実を図る

・「個別の教育支
援計画」の作成
及び効果的な活
用に向け、各校
園への周知を充
実を図る

知的障がいのある生
徒の高等学校受け入
れに係る調査研究

教育委
員会事
務局
高等学
校教育

１－（３）後期中等教育段階における教育の充実（高等学校・高等部）

継続実施
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取組内容・成果（P：計画・D:実行） 取組内容・成果（P：計画・D:実行） 取組内容・成果（P：計画・D:実行）

課題（C:評価） 課題（C:評価） 課題（C:評価）

施策の方向性 取組（事業）名称 担当

取組状況・成果（※具体的な数値を記載ください）、課題及び今後の方向性

2018（平成30）年度 2019年度 2020年度

取組指標

今後の方向性
（A：改善）

今後の方向性
（A：改善）

今後の方向性
（A：改善）

部内担当

６月～１１月の期間に、リハビリテーションセンター
において、支援学校（肢体不自由）高等部卒業後
の生活等についてケースワーカー、医師、理学療
法士、心理判定員による個別相談を行った。
相談者数　２０名

１０月１日～２６日のうちの１０日間、社会福祉研
修・情報センター及び長居障がい者スポーツセン
ターにおいて、支援学校高等部の生徒の保護者
を対象とした施設・事業所合同説明会を開催し
た。
参加施設・事業所　１１６カ所
参加者数　１１８名

６月～１１月の期間に、リハビリテーションセンター
において、支援学校（肢体不自由）高等部卒業後
の生活等についてケースワーカー、医師、理学療
法士、心理判定員による個別相談を行った。
相談者数　９名

８月９日及び８月２６日の２日間、長居障がい者ス
ポーツセンターにおいて、支援学校高等部の生
徒の保護者を対象とした施設・事業所合同説明
会を個別相談会形式にて開催した。開催時期に
ついても、生徒も一緒に参加しやすいよう夏休み
期間の開催とした。
参加施設・事業所　４４カ所
参加者数　６４組

より多くの生徒、保護者に参加していただくことが
重要である。

参加者のニーズに合った開催方法となるよう、引
き続き検討を続けていく。

・高等学校４校に、介助補助員を週当たり82時間
（４校合計）配置することとし、実行した
・キャリア教育支援センターの実習内容につい
て、多様化する生徒に対応するために新たな実
習内容（洗濯）を取り入れた

・キャリア教育支援センターの実習内容につい
て、多様化する生徒に対応するために新たな実
習内容の検討を行った。

計画通り実施した 計画通り実施した

高等学校４校に、介助補助員を週当たり82時間
（４校合計）配置することとし、実行した。

高等学校6校に、介助補助員を週当たり59時間（5
校合計）配置することとし、実行した。

計画通り実施した。 計画通り実施した。

聴覚障がい者を対象とした成人学校の開催
４講座　５８回

視覚障がい者を対象とした成人講座の開催
２講座　１３回

聴覚障がい者を対象とした成人学校の開催
４講座　５５回

視覚障がい者を対象とした成人講座の開催
２講座　１３回

参加者の固定化 参加者の固定化

高j等学校に介助補助員を週当たり82時間配置する。

継続実施 継続実施

（ウ）教育諸条件の整備・充実

１－（４）生涯学習や相談・支援の充実

成人学校

教育委
員会事
務局
生涯学
習担当

一人ひとりの人権を尊重し差別のない共生社会づくりのための啓発及び学習機会の提供を行う。

若年層の参加促
進に向けて、
ニーズの掘り下
げや広報の工夫
が必要。

若年層の参加促
進に向けて、
ニーズの掘り下
げや広報の工夫
が必要。

（ア）生涯学習の機会提供

高等学校では、医療的ケア
が必要な生徒に対しては、
共に学ぶ教育が進むよう、
介助補助員を配置するな
ど、障がいの程度に応じて
引き続き対応してまいりま
す。

看護師の配置

教育委
員会事
務局
高等学
校教育

相談課

福祉局
心身障
がい者リ
ハビリ
テーショ
ンセン
ター

引き続き施設等
の関係機関や支
援学校と連携し
取組みの充実に
努める。

引き続き施設等
の関係機関や支
援学校と連携し
取り組みの充実
に努める。

ステージを通じた一貫した
支援となるよう、進路先や生
活支援に係る関係諸機関
など地域の社会資源との連
携を強め、職場体験実習や
就労先の開拓、就労後の
離職やトラブルの防止に努
めるとともに、地域での自立
生活の体験活動にも取り組
むなど、一人ひとりの生徒
に応じた進路指導の充実を
図ります。

高等学校、キャリア教育支
援センター等の施設・設備
の改善や高等学校におけ
る個別の支援が必要な生
徒の学習支援等にあたる介
助補助員を設置するなど教
育諸条件を整備、その充実
を図ります。

教育委
員会事
務局
高等学
校教育
インク
ルーシ
ブ

高等学校に介助補助員を週当たり82時間配置する

・介助補助員に
ついては継続実
施
・引き続き実習内
容の充実の検討
を図る

・引き続き実習内
容の充実の検討
を図る

障がいの有無にかかわら
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取組内容・成果（P：計画・D:実行） 取組内容・成果（P：計画・D:実行） 取組内容・成果（P：計画・D:実行）

課題（C:評価） 課題（C:評価） 課題（C:評価）

施策の方向性 取組（事業）名称 担当

取組状況・成果（※具体的な数値を記載ください）、課題及び今後の方向性

2018（平成30）年度 2019年度 2020年度

取組指標

今後の方向性
（A：改善）

今後の方向性
（A：改善）

今後の方向性
（A：改善）

部内担当

仲間づくり教室の開催
１講座　４教室（各２グループ）　各２０回

仲間づくり教室の開催
１講座　８グループ（各１３回）

申込みも多く、学習者の交流の場として定着 申込みも多く、学習者の交流の場として定着

セミナーの開催
１講座　６回

セミナーの開催
１講座　６回

参加者の固定化 参加者の固定化

設置 設置

障がいのある利用者のニーズが多様化している。 障がいのある利用者のニーズが多様化している。

設置 設置

障がいのある利用者のニーズが多様化している。 障がいのある利用者のニーズが多様化している。

設置（３台） 設置（2台）

障がいのある利用者のニーズが多様化している。 障がいのある利用者のニーズが多様化している。

大活字本　4,281冊、点訳絵本　546冊、さわる絵
本　127冊、布の絵本　95冊、点字資料　9,228
冊、録音資料　2,337点、マルチメディアデイジー
55点、LLブック　165冊、点字雑誌　21ﾀｲﾄﾙ、録
音雑誌　4ﾀｲﾄﾙ

大活字本　4,340冊、点訳絵本　547冊、さわる絵
本　127冊、布の絵本　112冊、点字資料　9,241
冊、録音資料　2,212点、マルチメディアデイジー
86点、LLブック　164冊、点字雑誌　23ﾀｲﾄﾙ、録
音雑誌　5ﾀｲﾄﾙ

障がいのある利用者のニーズが多様化している。 障がいのある利用者のニーズが多様化している。

図書館等の社会教育施設
や地域施設について、障が
いのある人が利用しやすく
なるような整備を進めます。

中央図書館の取組

教育委
員会事
務局
中央図
書館

教育委
員会事
務局
中央図
書館

視覚障がい者用音声対応パソコン（対面朗読室内）

それぞれの障が
いに応じた資料
の提供や合理的
配慮を含むサー
ビスのあり方につ
いて継続して取
り組みます。

それぞれの障が
いに応じた資料
の提供や合理的
配慮を含むサー
ビスのあり方につ
いて継続して取
り組みます。

教育委
員会事
務局
中央図
書館

拡大読書器、筆談ボード、車椅子対応読書席（各フロア）

教育委
員会事
務局
中央図
書館

難聴者集団補聴装置（5階会議室）

一人ひとりの人権を尊重し差別のない共生社会づくりのための啓発及び学習機会の提供を行う。

障がい者交流学習事
業

教育委
員会事
務局
生涯学
習担当

引き続き機会の
提供に努める。

引き続き機会の
提供に努める。

障がいの有無にかかわら
ず、生涯を通じて学べるよう
「生涯学習大阪計画」に基
づき施策を推進していきま
す。

聴覚障がい者を対象
とした高齢者学級

教育委
員会事
務局
生涯学
習担当

一人ひとりの人権を尊重し差別のない共生社会づくりのための啓発及び学習機会の提供を行う。

新たな参加者の
獲得に向けて、
広報の工夫が必
要。

新たな参加者の
獲得に向けて、
広報の工夫が必
要。

それぞれの障が
いに応じた資料
の提供や合理的
配慮を含むサー
ビスのあり方につ
いて継続して取
り組みます。

それぞれの障が
いに応じた資料
の提供や合理的
配慮を含むサー
ビスのあり方につ
いて継続して取
り組みます。

大活字本、点訳絵本などの所蔵・貸出

それぞれの障が
いに応じた資料
の提供や合理的
配慮を含むサー
ビスのあり方につ
いて継続して取
り組みます。

それぞれの障が
いに応じた資料
の提供や合理的
配慮を含むサー
ビスのあり方につ
いて継続して取
り組みます。

それぞれの障が
いに応じた資料
の提供や合理的
配慮を含むサー
ビスのあり方につ
いて継続して取
り組みます。

それぞれの障が
いに応じた資料
の提供や合理的
配慮を含むサー
ビスのあり方につ
いて継続して取
り組みます。
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取組内容・成果（P：計画・D:実行） 取組内容・成果（P：計画・D:実行） 取組内容・成果（P：計画・D:実行）

課題（C:評価） 課題（C:評価） 課題（C:評価）

施策の方向性 取組（事業）名称 担当

取組状況・成果（※具体的な数値を記載ください）、課題及び今後の方向性

2018（平成30）年度 2019年度 2020年度

取組指標

今後の方向性
（A：改善）

今後の方向性
（A：改善）

今後の方向性
（A：改善）

部内担当

利用件数　1,193件 利用件数　1,158件

障がいのある利用者のニーズが多様化している。 障がいのある利用者のニーズが多様化している。

対面朗読の利用件数　379件 対面朗読の利用件数　359件

拡大読書器の設置及び対面朗読を地域館全館
で実施できていない。

拡大読書器の設置及び対面朗読を地域館全館
で実施できていない。

登録　195人、利用　1,297件、4,673冊 登録　199人、利用　1,312件、4,400冊

外出が困難な重度の障がい者にとって有効な
サービスとなっている。

外出が困難な重度の障がい者にとって有効な
サービスとなっている。

利用件数　ノンフレーム版　301,094件、モバイル
版　4,066,057件、やさしいにほんごページトップ
13,286件、障がい者サービスページトップ
11,912件

利用件数　ノンフレーム版　235,778件、モバイル
版　3,640,317件、やさしいにほんごページトップ
14,562件、障がい者サービスページトップ
13,573件

障がいのある利用者の方への情報提供として有
効に機能している。

障がいのある利用者の方への情報提供として有
効に機能している。

本市が実施する事業等について、手話通訳が必
要な場合に手話通訳者を派遣する体制を整備す
る。（派遣件数73件）

本市が実施する事業等について、手話通訳又は
要約筆記が必要な場合に手話通訳者等を派遣
する体制を整備する。（派遣件数81件）

要約筆記に関しても同様の体制整備が必要。
より要約筆記者の派遣件数の増加につながるよう
工夫が必要。

教育委
員会事
務局
中央図
書館

東淀川図書館・旭図書館・平野図書館・阿倍野図書館・鶴見図書館・西淀川図書館・住吉図書館・東成図書館・城東図書館において、拡大読書器を設置及び対面朗読を実施。利用件数　379件。また、全
館に筆談ボードを設置及び大活字本等を所蔵し、貸出提供。

今後、建て替え
等の際に拡大読
書器、対面朗読
室を設置するよう
に調整していく。

今後、建て替え
等の際に拡大読
書器、対面朗読
室を設置するよう
に調整していく。

読み上げソフトに対応した
図書館ホームページ、「や
さしいにほんご」ページ、障
がい者サービスページの設
置など、障がいのある人に
対しても情報提供できるよ
う、引き続き整備を進めま
す。

教育委
員会事
務局
中央図
書館

読み上げソフトに対応した図書館ホームページ（大阪市立図書館ホームページ　ノンフレーム版、モバイル版）および「やさしいにほんご」ページ、「障がい者サービス」ページの提供。

引き続き情報提
供できるよう整備
を進めます。

引き続き情報提
供できるよう整備
を進めます。

障がいのある人に読書の機
会を提供するとともに、対面
朗読サービスや郵送等によ
る非来館型サービスなどの
障がい者サービスや障がい
のある人への理解を深める
講座・講演会など、学習機
会を提供します。

肢体不自由者に対して図書の郵送貸出を実施。

肢体不自由者に対す
る図書の郵送貸し出
し

教育委
員会事
務局
中央図
書館

今後も利用者の
利便性を考慮し
つつ継続しま
す。

今後も利用者の
利便性を考慮し
つつ継続しま
す。

事業やイベントを実施する
際には、手話通訳や要約
筆記をつけるなど、だれも
が参加しやすい環境整備
に努めます。

本市が実施する事業
等における手話通訳
者派遣

福祉局
障がい
福祉課

要約筆記に関し
ても手話と同様
の体制整備を行
い、誰もが参加し
やすい環境整備
のため、引き続き
事業を継続して
いく。

手話通訳者及び
要約筆記者派遣
に係る体制整備
に努め、誰もが
参加しやすい環
境整備のため、
引き続き事業を
継続していく。

山田係長

教育委
員会事
務局
中央図
書館

視覚障がい者に対面朗読を実施。

それぞれの障が
いに応じた資料
の提供や合理的
配慮を含むサー
ビスのあり方につ
いて継続して取
り組みます。

それぞれの障が
いに応じた資料
の提供や合理的
配慮を含むサー
ビスのあり方につ
いて継続して取
り組みます。
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取組内容・成果（P：計画・D:実行） 取組内容・成果（P：計画・D:実行） 取組内容・成果（P：計画・D:実行）

課題（C:評価） 課題（C:評価） 課題（C:評価）

施策の方向性 取組（事業）名称 担当

取組状況・成果（※具体的な数値を記載ください）、課題及び今後の方向性

2018（平成30）年度 2019年度 2020年度

取組指標

今後の方向性
（A：改善）

今後の方向性
（A：改善）

今後の方向性
（A：改善）

部内担当

府立支援学校１４校で実施
（200回）

府立支援学校１４校で実施
（212回）

普段から、府市教委間での連絡・連携により、相
談・支援活動をスムーズに実施できた

普段から、府市教委間での連絡・連携により、相
談・支援活動をスムーズに実施できた

５４５件
延1,756回

４６５件
延1,471回

大阪市内の全ての市立小学校において、平日の
放課後・土曜日・長期休業日などに、放課後の活
動場所を提供
　
　　　　　　　　　　　　　　288か所（287校＋1分校）
　　　　　　　　　　　　　　3,294人

大阪市内の全ての市立小学校において、平日の
放課後・土曜日・長期休業日などに、放課後の活
動場所を提供
　
　　　　　　　　　　　　　　288か所（287校＋1分校）
　　　　　　　　　　　　　　3,647人

放課後等の居場所として重要な役割を果たして
いるが、児童数の増加に伴い活動場所の確保が
課題となっている

放課後等の居場所として重要な役割を果たして
いるが、児童数の増加に伴い活動場所の確保が
課題となっている

保護者に代わり留守家庭児童の健全な育成を図
るための事業（放課後児童クラブ）において、障が
い児受け入れのある事業者に対し、事業経費の
一部を補助に加え加算補助金を交付。

保護者に代わり留守家庭児童の健全な育成を図
るための事業（放課後児童クラブ）において、障が
い児受け入れのある事業者に対し、事業経費の
一部を補助に加え加算補助金を交付。

各校で、生徒個々の状況に応じて対応している。

・学校の部活動指導体制の充実を図るとともに、教職員
の長時間勤務の解消を図るため、部活動指導員活用事
業と部活動技術指導者招聘事業に取り組んだ。（部活
動指導員の配置目標：180部活動  部活動技術指導者
200部活動）

各校において、個々の生徒や保護者と密に連携
し、適切に対応していく必要がある。

・部活動指導員の配置は、172部活動
・部活動技術指導者の承認は、125部活動
・平日15時から18時に指導できる人事の確保

障がいのある児童の放課後
活動や長期休業中の活動
として、児童いきいき放課後
事業での取組の充実を図り
ます。

児童いきいき放課後
事業

こども青
少年局

放課後等における安全安心な居場所として、参加を希望するすべての児童の受け入れを行い、様々な活動を通じて児童の健全育成を図る。

市内市立全小学
校において事業
を継続実施

市内市立全小学
校において事業
を継続実施

児童いきいき放課後事業に
参加しない児童について
も、地域での活動に参加で
きるよう、関係機関、地域社
会が連携して取組を進める
よう努めます。

留守家庭児童対策事
業

こども青
少年局

保護者に代わり留守家庭児童の健全な育成を図るための事業において、障がいのある児童が地域の協力を得て、放課後に地域の中で成長していくことができるよう、必要な補助事項を定め、障がい児の
健全育成を図る

中学校、高等学校で学ぶ
生徒については、学校にお
ける部活動等、適切に放課
後活動ができるよう取り組み
ます。

教育委
員会事
務局
保健体
育担当
高等学
校教育

各校において、生徒個々の状況に応じて適切に対応する。

引き続き、各校
において、生徒
個々の状況に応
じて適切に対応
していく。

拡充

教育委
員会事
務局

こども青
少年局
こども相
談セン
ター

（ウ）放課後活動等の充実

（イ）相談事業・相談活動の充実

教育委
員会事
務局
インク
ルーシ
ブ南総
括

発達障がい等も含めた障がいのある幼児・児童・生徒に対する相談や研修の実施により、障がいのある幼児・児童・生徒一人一人の教育的ニーズに応じた適切な指導及び必要な支援を円滑に活用できるよ
う普段から大阪府教育庁との連携に努める

引き続き、府教
育庁との連携を
図る

引き続き、府教
育庁との連携を
図る

こども相談センターでは、教
育相談をはじめとした活動
の充実を図るとともに他の
相談機関や校園・地域社会
等とも連携を図り、就学前
から卒業後までの一貫した
相談・支援の推進に努めま
す。

特別支援教育相談（こ
ども相談センター内）

移管した府立支援学校が、
引き続き特別支援教育セン
ター的役割として実施する
地域の学校園への相談・支
援活動を活用するため、大
阪府教育庁と連携を密にし
てまいります。

継続実施
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取組内容・成果（P：計画・D:実行） 取組内容・成果（P：計画・D:実行） 取組内容・成果（P：計画・D:実行）

課題（C:評価） 課題（C:評価） 課題（C:評価）

施策の方向性 取組（事業）名称 担当

取組状況・成果（※具体的な数値を記載ください）、課題及び今後の方向性

2018（平成30）年度 2019年度 2020年度

取組指標

今後の方向性
（A：改善）

今後の方向性
（A：改善）

今後の方向性
（A：改善）

部内担当

在学中の障がい児に対して、放課後や夏休み等
の長期休暇中において、生活能力向上のための
訓練等を提供する。

【実績】  月あたり利用実人員　　5,076人
　　　　　月あたり利用延べ日数　66,404日
　　　・ 障がい児支援事業者に対する集団指導に
　　　　おいて、児童発達支援センターの取組事
例
　　　　を紹介した。

在学中の障がい児に対して、放課後や夏休み等
の長期休暇中において、生活能力向上のための
訓練等を提供する。

【実績】  月あたり利用実人員　　6,054人
　　　　　月あたり利用延べ日数　77,934日
　　　　・ 障がい児支援事業者に対する集団指導
に
　　　　　おいて、児童発達支援センターの取組事
例
　　　　　を紹介した。

事業所数の増加に伴い、利用者数及び利用日数
が増加傾向にある。

事業所数の増加に伴い、利用者数及び利用日数
が増加傾向にある。

特別支援教育実践講座、特別支援教育コーディ
ネーター研修等　15種類　97回

特別支援教育実践講座、特別支援教育コーディ
ネーター研修等　15種類　100回

特別支援教育に関するさらなる専門性の向上 特別支援教育に関するさらなる専門性の向上

「ユニバーサルデザイン化のための環境整備リー
フレット」の発行・配付

「すべての子どもの『わかる・できる』をめざして
通常学級における『よみ・書き・計算』課題の反復
学習による効果について」（平成30年度文部科学
省委託事業発達障害の可能性のある児童生徒に
対する教科指導法研究事業　報告書）冊子発行・
HP掲載

特別支援教育に関わる事例等の情報提供の充
実

特別支援教育に関する事例等の情報提供の充
実

・いじめに関する管理職向け研修会を実施する
（生活指導）
・教職員人権教育研修等（生活指導）
・相談の中で障がい理解に関する助言を行った
（こども相談センター教育相談）

・いじめに関する管理職向け研修を実施する。
（生活指導、教育センター）
・生活指導に関する研修等（生活指導）
・教職員地域研修（教育センター）
・相談の中で教職員に対して障がい理解に関す
る助言を行った
（こども相談センター教育相談）

管理職向けの研修内容を、各校で教職員に伝達
すること。

管理職向けの研修内容を、各校で教職員に伝達
すること。

（ア）研修の充実

１－（５）教職員等の資質の向上

放課後等デイサービス事業
として、学校通学中の障が
いのある児童生徒に対し
て、放課後や夏休み等の長
期休暇中において、生活能
力向上のための訓練等を
継続的に提供することによ
り、学校教育と相まって障が
いのある児童生徒の自立を
促進します。また、障がいの
ある児童生徒が安心して支
援を受けることができるよ
う、学校と放課後等デイ
サービス事業所等の連携の
強化を図ります。

放課後等デイサービ
ス
（再計）

福祉局
障がい
支援課

月あたり利用人員　5,065人　　月あたり利用日数　65,039日

すべての教職員等が、障が
いのある人についての認識
と理解を深めるとともに人権
意識を高め、自立生活の様
子や就労現場の見学等を
通して進路先の実態把握
に努め、障がいのある人の
地域での自立と社会参加を
果たすため、その人の将来
を見通した上で今必要なス
キルが何かを見極めれる専
門的力量を身につけられる
よう、研修の充実を図りま
す。また、発達障がい研修
支援員をインクルーシブ教
育推進室に配置し、発達障
がいに関する研修の充実を
図ります。

教職員等の資質向上
の取組

教育委
員会事
務局
人権
生活指
導
教育セン
ター
こ相
インク
ルーシ
ブ

いじめ対応に関する教職員向け研修会を実施する。

各校においてス
クールロイヤー
による研修を活
用する。

各校においてス
クールロイヤー
による研修を活
用する。

教職員等の資質向上
の取組

教育委
員会事
務局
インク
ルーシ
ブ

「特別支援教育実践講座」、「特別支援教育コーディネーター研修」、「合理的配慮研修」「通級担当者研修」等　様々な学校園のニーズに応じた研修を行い、研修の充実を図る

認定講習の充実
を図り、障がいに
関する専門性の
向上を図る

認定講習の充実
を図り、障がいに
関する専門性の
向上を図る

教職員等の資質向上
の取組

教育委
員会事
務局
インク
ルーシ
ブ

障がいのある者と障がいのない者が共に学ぶしくみであるインクルーシブ教育システムの充実のための特別支援教育の一層の推進を図るため、参考となる資料を作成配布する

研修等で幅広く
教職員への周知
徹底を図る

研修等で幅広く
教職員への周知
徹底を図る

一人ひとりのこどもの状況を
共通理解し全教職員等で
共に指導を進めるため、ま
た、障がいを理由としたいじ
めや人権侵害の解決を図る
取組を進めるため、大阪市
教育委員会が作成した「精
神障がい者の理解を深める
ために」、「人権教育を進め
るために」等の啓発冊子を
活用して各校園等で実施
する研修の充実を図りま
す。

引き続き、適正
な支援の提供と
利用促進に向け
た取組を図る。

引き続き、適正
な支援の提供と
利用促進に向け
た取組を図る。

佐治係長
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取組内容・成果（P：計画・D:実行） 取組内容・成果（P：計画・D:実行） 取組内容・成果（P：計画・D:実行）

課題（C:評価） 課題（C:評価） 課題（C:評価）

施策の方向性 取組（事業）名称 担当

取組状況・成果（※具体的な数値を記載ください）、課題及び今後の方向性

2018（平成30）年度 2019年度 2020年度

取組指標

今後の方向性
（A：改善）

今後の方向性
（A：改善）

今後の方向性
（A：改善）

部内担当

・「特別支援教育専門講座」13回
・「特別支援学校教育職員免許法認定講習」3科
目
本市単独による開催
平成29年度7科目227名
平成30年度3科目570名

・「特別支援教育専門講座」13回
・「特別支援学校教育職員免許法認定講習」4科
目
本市単独による開催
令和元年度4科目671名

本市として、免許保有率の向上による教員の専門
性の確保

本市として、免許保有率の向上による教員の専門
性の確保

〇職業訓練
【大阪市職業リハビリテーションセンター】
・OA実務コース（身体障がい）　1年　10名
・ビジネスパートナーコース（知的障がい）、1年
13名
・ワーキングスキル科（知的障がい）　1年　15名
・ワークアドバンスト科(精神障がい）　1年　7名
・ジョブ・コミュニケーション科　1年　5名

【大阪市職業指導センター】
・職業基礎科（1年次）　15名
・総合流通科（2年次）　15名

〇職業訓練
【大阪市職業リハビリテーションセンター】
・OA実務コース（身体障がい）　1年　10名
・ビジネスパートナーコース（知的障がい）、1年
13名
・ワーキングスキル科（知的障がい）　1年　15名
・ワークアドバンスト科(精神障がい）　1年　7名
・ジョブ・コミュニケーション科　1年　5名

【大阪市職業指導センター】
・職業基礎科（1年次）　15名
・総合流通科（2年次）　15名

府指定研修：131時間
実習：45時間
復習等学習：174時間

研修修了者　10名

府指定研修：　131時間
実習：　123時間
復習等学習：　96時間

研修修了者：　10名

通勤や労働時間の問題か
ら一般就労が困難な障がい
のある人の就業形態として
在宅就業・在宅勤務に対応
できるよう、新しい職業指導
や職域開発を検討し、多様
な働く機会の確保に努めま
す。

職業リハビリテーションセン
ターを中心に、障がい特性
に合わせた多様な職業リハ
ビリテーションの開発を行い
ます。これまでの精神障が
い、発達障がいなどに続
き、高次脳機能障がい、難
病の職業リハビリテーション
開発を進めます。

企業における障がいのある
人の職域の開発を進めると
ともに、就職困難者等の雇
用・就労への支援を行って
いる地域就労支援センター
との連携を図ります。

就労に向けた実
習や生活指導を
行い、社会適応
能力の習得及び
職業自立を支援
することから、引
き続き、取組を推
進していく。

就労に向けた実
習や生活指導を
行い、社会適応
能力の習得及び
職業自立を支援
することから、引
き続き、取組を推
進していく。

福祉局
障がい
福祉課

介護職員初任者研修の実施（定員10名）

知的障がい者の
就労の促進と職
業生活における
自立の安定を図
ることから、引き
続き、実施する。

当研修にかかる
業務委託につい
ては、資格取得
の環境が充実し
てきていることか
ら、2019年度で
終了。

（イ）研究活動の活性化

教職員一人ひとりが自ら研
修に努めるとともに、とりわ
け特別支援教育コーディ
ネーター等が、発達障がい
のあるこどもへの支援を含
めた専門性の向上をめざし
て研究活動を一層推進する
よう努めます。

教育委
員会事
務局
インク
ルーシ
ブ

特別支援教育に関する専門性向上のため「特別支援教育専門講座」「特別支援学校教育職員免許法認定講習」など実施する

引き続き、専門
講座や認定講習
を行い免許保有
率を向上に向け
取り組む。

引き続き、専門
講座や認定講習
を行い免許保有
率を向上に向け
取り組む。

２－（1）就業の推進

（ア）多様な働く機会の確保

福祉局
障がい
福祉課

各務係長

各務係長

（イ）働く場における合理的配慮の推進

大阪市職業リハビリ
テーションセンターに
おける職業訓練

介護現場での就労をめざ
す知的障がいのある人に介
護職員養成研修を行い、企
業就労に必要な知識や技
能を取得し就労自立できる
ように支援します。

知的障がい者の介護
職員養成研修
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取組内容・成果（P：計画・D:実行） 取組内容・成果（P：計画・D:実行） 取組内容・成果（P：計画・D:実行）

課題（C:評価） 課題（C:評価） 課題（C:評価）

施策の方向性 取組（事業）名称 担当

取組状況・成果（※具体的な数値を記載ください）、課題及び今後の方向性

2018（平成30）年度 2019年度 2020年度

取組指標

今後の方向性
（A：改善）

今後の方向性
（A：改善）

今後の方向性
（A：改善）

部内担当

・補装具・福祉機器等福祉用具に関する相談（一
般相談・専門相談・訪問相談）・助言・情報提供、
福祉用具の適合評価（フォローとして専門相談を
通じて個々の相談者の状況に応じた助言・指導も
行う）等
延相談件数：4,244件

・補装具・福祉機器等福祉用具に関する相談（一
般相談・専門相談・来所相談・訪問相談）、情報
提供、指導・助言、福祉用具の選定及び医学的・
工学的技術を介した適合評価を通じて、個々の
相談者の障がい状況に応じた具体的な問題解決
を行う等
延相談件数：3,863件

福祉用具関連の技術の発展や、平成25年から障
がい者に定義された難病患者への対応も必須と
なり、中には重度の神経難病にかかる意思伝達
装置等の高度な工学技術を要するニーズへの対
応が求められている。

平成25年に障害者総合支援法の中に難病枠が
定義付けられ、重度障がい者用意思伝達装置、
車椅子、座位保持装置等の補装具適合に関する
高度な専門技術が求められている。

【就業支援フェスタ】
就業支援にかかる広報・啓発を目的に実施。
テーマ：働き「始める・続ける・変える」
11月7日開催　240名参加

【就業支援フェスタ】
就業支援にかかる広報・啓発を目的に実施。
テーマ：「学校から地域へ」
12月3日開催　380名参加

障がいの理解は一定進んでいると考えるものの、
まだまだ市民や企業に対し、広く理解啓発を行っ
ていく必要がある。

障がいの理解は一定進んでいると考えるものの、
まだまだ市民や企業に対し、広く理解啓発を行っ
ていく必要がある。

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
障害者雇用支援月間ポスター原画入賞作品展示
会
市役所１階ロビー　9月25日～27日

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
障害者雇用支援月間ポスター原画入賞作品展示
会
市役所１階ロビー　9月24日～26日

障がいの理解は一定進んでいると考えるものの、
まだまだ市民や企業に対し、広く理解啓発を行っ
ていく必要がある。

障がいの理解は一定進んでいると考えるものの、
まだまだ市民や企業に対し、広く理解啓発を行っ
ていく必要がある。

（取組内容）
身体障がいのある方を対象とした大阪市職員採
用試験を実施
・内部障がい者の受験可
・点字、音声パソコンによる受験可
・自力通勤、自力勤務の要件無
（成果）
採用数：事務職員５名

（取組内容）
身体障がいのある方を対象とした大阪市職員採
用試験を実施
・内部障がい者の受験可
・点字、音声パソコンによる受験可
・自力通勤、自力勤務の要件無
（成果）
採用数：事務職員５名

知的・精神障がい者の本務採用について、引き
続き検討が必要

知的・精神障がい者の本務採用について、引き
続き検討が必要

大阪労働局や大阪府雇用
開発協会、大阪障害者職
業センターと連携して啓発
活動を推進します。

障がい者雇用支援月
間

（ウ）大阪市における障がいのある人の職員採用と連携して関係団体への働きかけ

大阪市における職員採用
については、市長部局にお
いて障がい者雇用の法定
雇用率を達成しています
が、「障害者雇用促進法」
の趣旨を踏まえ、引き続き
事務職員採用を基準として
その数の4％を基本に推進
し、計画的な採用に努めま
す。

障がい者の職員採用
大阪市
人事室

事務職員採用を基準としてその数の4％を基本に推進し、計画的な採用を実施

引き続き、計画
的な採用に努め
ていく

障がい者雇用等について市民・企業の理解を深める。

障がい者雇用等
について市民・
企業の理解を深
めるために引き
続き関係機関と
連携して実施し
ていく。

障がい者雇用等
について市民・
企業の理解を深
めるために引き
続き関係機関と
連携して実施し
ていく。

各務係長

福祉局
心身障
がい者リ
ハビリ
テーショ
ンセン
ター

心身の機能が低下し、日常生活を営むのに支障のある障がい者（児）の自立促進及びその介護者の負担軽減を図るため、補装具・福祉機器に関する相談・助言や情報提供、工夫・改良及び普及を促進す
る。

障がいのある方
の自立支援・
QOL の向上と介
護者の負担軽減
のために補装
具・福祉機器は
欠かすことはでき
ないものであり、
相談・助言や情
報提供、工夫・
改良及び普及を
促進する取り組
みは今後も必要
であると考える。

障がいのある人
の自立支援・
QOL向上、介護
者の負担軽減の
ためには、補装
具・福祉機器は
一助となり、不可
欠なものである。
そのための専門
的な相談対応、
情報提供、製
作・改良などによ
る直積的支援体
制と支援担当へ
の技術移転を目
的とする人材育
成と普及の促進
は、今後も必要
であると考える。

福祉局
障がい
福祉課

各務係長

障がい者就業・生活支援セ
ンターで実施する「就業支
援フェスタ」など市民や企業
の理解を深めるための具体
的な啓発活動を行います。

就業支援フェスタ
福祉局
障がい
福祉課

障がい者の就業に対する市民や企業の理解を深めるために広報・啓発イベントを行う（定員120名以上）

障がい者の就業
に対する市民や
企業の理解を深
めるために引き
続き実施する。

障がい者の就業
に対する市民や
企業の理解を深
めるために引き
続き実施する。

管理課

就業を可能にするための福
祉機器の開発や普及を図り
ます。また、スムーズな通勤
を可能にする交通アクセス
の改善など、社会環境の整
備に努め、就業生活の安定
を図ります。

補装具・福祉機器普
及事業【再計】

引き続き、計画
的な採用に努め
ていく
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取組内容・成果（P：計画・D:実行） 取組内容・成果（P：計画・D:実行） 取組内容・成果（P：計画・D:実行）

課題（C:評価） 課題（C:評価） 課題（C:評価）

施策の方向性 取組（事業）名称 担当

取組状況・成果（※具体的な数値を記載ください）、課題及び今後の方向性

2018（平成30）年度 2019年度 2020年度

取組指標

今後の方向性
（A：改善）

今後の方向性
（A：改善）

今後の方向性
（A：改善）

部内担当

（水道局）
2018年度　1名受け入れ
受入期間：H30.10.1～H30.11.30

2019年度は実施なし

引き続き本格的な雇用に向けた検討が必要。

（福祉局）
「事務」で嘱託雇用　1名
「作業」で嘱託雇用　1名

（教育委員会事務局）
「図書館作業」で嘱託雇用　2名
「事務」で嘱託雇用　1名

（福祉局）
「事務」で嘱託雇用　1名
「作業」で嘱託雇用　1名

（教育委員会事務局）
「図書館作業」で嘱託雇用　2名
「事務」で嘱託雇用　1名

引き続き本格的な雇用に向けた検討が必要。 引き続き本格的な雇用に向けた検討が必要。

（取組内容）
他都市における採用状況の把握に努めるととも
に、本市における職域等の検討を実施

（取組内容）
他都市における採用状況の把握に努めるととも
に、本市における職域等の検討を実施

知的・精神障がい者の本務採用について、引き
続き検討が必要

知的・精神障がい者の本務採用について、引き
続き検討が必要

〇短期受入れ（H30.10.1～H30.11.30）
　（水道局）　1名

〇長期受け入れ（１年間）
　（福祉局）
　「事務」で嘱託雇用　1名
　「作業」で嘱託雇用　1名

（教育委員会事務局）
　「図書館作業」で嘱託雇用　2名
　「事務」で嘱託雇用　1名

〇短期受入れ
　実績なし

〇長期受け入れ（１年間）
　（福祉局）
　「事務」で嘱託雇用　1名
　「作業」で嘱託雇用　1名

（教育委員会事務局）
　「図書館作業」で嘱託雇用　2名
　「事務」で嘱託雇用　1名

引き続き精神障がいのある人の雇用に向けた向
けた検討が必要。

引き続き精神障がいのある人の雇用に向けた向
けた検討が必要。

（取組内容）
他都市における採用状況の把握に努めるととも
に、本市における職域等の検討を実施

（取組内容）
他都市における採用状況の把握に努めるととも
に、本市における職域等の検討を実施

知的・精神障がい者の本務採用について、引き
続き検討が必要

知的・精神障がい者の本務採用について、引き
続き検討が必要

知的障がいのある人の雇用
についても、「知的障がい
者長期・短期プロジェクト」
等の取組をさらに進め、本

格的な雇用に向けて検討を
行います。

本格的な雇用に
向けた検討を行
うために、引き続
き取組を実施す
る。、

各務係長

各務係長

引き続き、他都
市状況等の把握
に努めるともに、
本務採用に向け
た検討を実施

引き続き、他都
市状況等の把握
に努めるともに、
本務採用に向け
た検討を実施

引き続き、他都
市状況等の把握
に努めるともに、
本務採用に向け
た検討を実施

精神障がいのある人の雇用
につては、「障害者雇用促
進法」の改正による2018（平
成30）年度からの雇用義務
化を踏まえ、知的障がいの
ある人を対象とした「長期・
短期プロジェクト」などこれ
までの取組を参考として、
就業支援事業と連携しなが
ら、国や他都市等の動向も
注視しつつ、検討を進めま
す。

雇用に向けた検
討を行うために、
引き続き取組を
実施する。

精神障がいのある人の職員採用の検討。

知的障がい者短期受
け入れプロジェクト

福祉局
障がい
福祉課

知的障がいのある人の職員採用の検討。

本格的な雇用に
向けた検討を行
うために、引き続
き取組を実施す
る。、

本格的な雇用に
向けた検討を行
うため、引き続き
実施する。

障がい者の職員採用 人事室
引き続き、他都
市状況等の把握
に努めるともに、
本務採用に向け
た検討を実施

知的障がい者長期受
け入れプロジェクト

福祉局
障がい
福祉課

知的障がいのある人の職員採用の検討。

本格的な雇用に
向けた検討を行
うために、引き続
き取組を実施す
る。、

障がい者の職員採用
（再計）

人事室

各務係長
福祉局
障がい
福祉課

知的障がい者長期・
短期受け入れプロ
ジェクト

雇用に向けた検
討を行うために、
引き続き取組を
実施する。
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取組内容・成果（P：計画・D:実行） 取組内容・成果（P：計画・D:実行） 取組内容・成果（P：計画・D:実行）

課題（C:評価） 課題（C:評価） 課題（C:評価）

施策の方向性 取組（事業）名称 担当

取組状況・成果（※具体的な数値を記載ください）、課題及び今後の方向性

2018（平成30）年度 2019年度 2020年度

取組指標

今後の方向性
（A：改善）

今後の方向性
（A：改善）

今後の方向性
（A：改善）

部内担当

長期・短期受入れプロジェクトによる受入れた知
的障がいのある人や受入所属に対して、ジョブ
コーチによる支援を実施。

長期・短期受入れプロジェクトによる受入れた知
的障がいのある人や受入所属に対して、ジョブ
コーチによる支援を実施。

持てる能力を十分に発揮しながら安心して働き続
けることができるように、引き続き個々に応じた支
援を行っていく必要がある。

持てる能力を十分に発揮しながら安心して働き続
けることができるように、引き続き個々に応じた支
援を行っていく必要がある。

大阪市教育委員会
平成30年6月1日現在　2.10％（前年1.95％）

大阪市教育委員会
令和元年6月1日現在　1.93％

法定雇用率を達成する必要がある。 法定雇用率を達成する必要がある。

【総合評価一般競争入札】
長期継続：20件
単年度：１件

【総合評価一般競争入札】
長期継続：6件
単年度：１件

本市発注の一部の庁舎清掃業務委託などに、従
来の価格評価に加え、障がいのある人の雇用促
進などの提案を評価し、価格だけでなく総合的な
評価によって落札者の決定を行う。
長期継続18件、単年度契約１件

本市発注の一部の庁舎清掃業務委託などに、従
来の価格評価に加え、障がいのある人の雇用促
進などの提案を評価し、価格だけでなく総合的な
評価によって落札者の決定を行う。
長期継続8件、単年度契約１件

障がい者雇用に積極的な参加者を更に評価でき
るように、今後評価項目の検討を行っていく必要
がある。

障がい者雇用に積極的な参加者を更に評価でき
るように、今後評価項目の検討を行っていく必要
がある。

【障がい者福祉施設等との契約】
　88件　　161,191,705円

（参考）
　2018年度　94件　156,536,966円

【障がい者福祉施設等との契約】
　77件　　169,034,914円

調達金額は前年度を上回ったものの、件数が下
回る結果となった。

調達金額は前年度を上回ったものの、件数が下
回る結果となった。

障がいのある職員が持てる
能力を十分に発揮しながら
安心して働き続けることがで
きるよう、採用時や職場に
おける合理的配慮に留意
するとともに、障がい種別に
関わりなく、その人の適正を
最大限に発揮できるような
職域の開発や配置を進め
ます。

知的障がい者長期・
短期受け入れプロ
ジェクト

障がい者就業・生活
支援センター（ジョブ
コーチ―による支援）

福祉局
障がい
福祉課

安定した職業生活が送れるよう支援する。

障がいのある職
員が持てる能力
を十分に発揮し
ながら安心して
働き続けることが
できるよう、引き
続き実施してい
く。

障がいのある職
員が持てる能力
を十分に発揮し
ながら安心して
働き続けることが
できるよう、引き
続き実施してい
く。

関係団体においても法定
雇用率が達成できるよう積
極的に働きかけを行いま
す。

福祉局
障がい
福祉課

関係団体における法定雇用率の達成。

引き続き、働きか
けていく。

引き続き、働きか
けていく。

各務係長

評価項目につい
て検討を行って
いく。

-

総合評価一般競争入
札の実施

福祉局
障がい
福祉課

障がいのある人の雇用創出を図る。

障がいのある人
の雇用創出を図
るために引き続
き実施する。

障がいのある人
の雇用創出を図
るために引き続
き実施する。

大阪市が発注する一部の
庁舎清掃業務委託契約な
どにおいて、障がいのある
人の雇用促進などの提案を
評価し、価格だけでなく総
合的な評価によって落札者
の決定を行う「総合評価一
般競争入札」を実施してお
り、今後もこの制度を活用
し、障がいのある人の雇用
創出を図っていきます。

各務係長

市各部署に対し
て、改めて法の
趣旨並びに調達
方針について周
知を行い、さらな
る優先調達にを
推進する。

市各部署に対し
て、改めて法の
趣旨並びに調達
方針について周
知を行い、さらな
る優先調達にを
推進する。

大阪市における物品等の
調達については、「障害者
優先調達推進法」の規定に
より策定した調達方針に基
づき、障がい者福祉施設等
からの調達の推進に努め、
「地方自治法」施工令による
随意契約を活用し、同方針
に定めた調達目標の達成
をめざしていきます。

各務係長

各務係長

（オ）大阪市における障がい者福祉施設への等への支援

「障害者優先調達推
進法」の規定により策
定した調達方針の策
定

福祉局
障がい
福祉課

障がい者福祉施設等からの調達件数が前年度を上回る。

（エ）大阪市の事業を活用した雇用創出

契約管
財局

予定価格が 1,500万円以上2,000万円以上の庁舎清掃業務委託及び病院清掃業務委託を対象に実施する。

評価項目につい
て検討を行って
いく。
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取組内容・成果（P：計画・D:実行） 取組内容・成果（P：計画・D:実行） 取組内容・成果（P：計画・D:実行）

課題（C:評価） 課題（C:評価） 課題（C:評価）

施策の方向性 取組（事業）名称 担当

取組状況・成果（※具体的な数値を記載ください）、課題及び今後の方向性

2018（平成30）年度 2019年度 2020年度

取組指標

今後の方向性
（A：改善）

今後の方向性
（A：改善）

今後の方向性
（A：改善）

部内担当

区役所庁舎等を活用するための行政財産の目的
外使用申請に対して副申を発行し、物品等販売
の場の提供を促進。12か所で実施。

区役所庁舎等を活用するための行政財産の目的
外使用申請に対して副申を発行し、物品等販売
の場の提供を促進。12か所で実施。

〇インターネットショッピング
　ｱｸｾｽ数　 47,967回
　販売額　820,180円

〇イベント販売会等
　開催回数　50回
　販売額1,317,820円

〇インターネットショッピング
　ｱｸｾｽ数　 34,023回
　販売額　130,790円

〇イベント販売会等
　開催回数　46回
　販売額1,166,860円

〇中央センター　1か所、地域センター　6か所
　利用登録者数　4,374人（うち新規　546人）
　　≪新規相談経路≫
　　　・ハローワーク　103人
　　　・地域障害者職業センター　8人
　　　・特別支援学校　39人
　　　・就労移行支援事業所　23人
　　　・上記以外の福祉サービス事業所　84人
　　　・福祉事務所、市町村役場等行政機関　69
人
　　　・直接利用　（家族を含む）　80人
　　　・上記以外　140人
　相談件数　24,601件
　就職者数　269人
　定着支援件数　1,969件

〇中央センター　1か所、地域センター　6か所
　利用登録者数　4,841人（うち新規　532人）
　　≪新規相談経路≫
　　　・ハローワーク　112人
　　　・地域障害者職業センター　8人
　　　・特別支援学校　45人
　　　・就労移行支援事業所　32人
　　　・上記以外の福祉サービス事業所　78人
　　　・福祉事務所、市町村役場等行政機関　67
人
　　　・直接利用　（家族を含む）　50人
　　　・上記以外　140人
　相談件数　21,502件
　就職者数　218人
　定着支援件数　1,765件

障がい福祉施設等の工賃
の増額や製品の認知度向
上のため、製品のインター
ネット上のショッピングモー
ル「大阪ハートフル商店街」
を活用し、福祉施設におけ
る製品の販売促進を図りま
す。

障がい者福祉施設製
品販売促進支援事業

福祉局
障がい
福祉課

障がい者福祉施設製品の販売促進を図る。

障がい者福祉施
設製品の販売促
進を図るために
引き続き実施す
る。

障がい者福祉施
設製品の販売促
進を図るために
引き続き実施す
る。

２－（２）就業支援のための施策の展開

（ア）地域の就労支援ネットワークの構築

各務係長

工賃水準の向上や販路・活
動場所の確保を促進するた
め、物品等の販売の場とし
て区役所庁舎等の空きス
ペースの提供を促進しま
す。

区役所等の空きス
ペースを活用した物
品等販売の場の提供

福祉局
障がい
福祉課

区役所庁舎等の空きスペースの提供を促進する。

工賃水準の向上
や販路・活動場
所の確保を促進
するため引き続
き実施する。

工賃水準の向上
や販路・活動場
所の確保を促進
するため引き続
き実施する。

各務係長

ライフステージを通じて切れ
目なく就業支援と生活支援
の一体的な支援を受けられ
るよう、障がい者就業・生活
支援センターが中心となり、
相談支援事業所や、就労
移行支援事業所、特別支
援学校・高等学校・専修学
校等の教育機関、医療機
関等との連携を深め、地域
就業支援ネットワークを構
築します。

各務係長
障がい者就業・生活
支援センター

福祉局
障がい
福祉課

障がいのある人の就業促進と職業安定を図る。

就業促進と職業
安定を図るた
め、引き続き実
施する。

就業促進と職業
安定を図るた
め、引き続き実
施する。
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取組内容・成果（P：計画・D:実行） 取組内容・成果（P：計画・D:実行） 取組内容・成果（P：計画・D:実行）

課題（C:評価） 課題（C:評価） 課題（C:評価）

施策の方向性 取組（事業）名称 担当

取組状況・成果（※具体的な数値を記載ください）、課題及び今後の方向性

2018（平成30）年度 2019年度 2020年度

取組指標

今後の方向性
（A：改善）

今後の方向性
（A：改善）

今後の方向性
（A：改善）

部内担当

〇中央センター　1か所、地域センター　6か所
　利用登録者数　4,374人（うち新規　546人）
　　≪新規相談経路≫
　　　・ハローワーク　103人
　　　・地域障害者職業センター　8人
　　　・特別支援学校　39人
　　　・就労移行支援事業所　23人
　　　・上記以外の福祉サービス事業所　84人
　　　・福祉事務所、市町村役場等行政機関　69
人
　　　・直接利用　（家族を含む）　80人
　　　・上記以外　140人
　相談件数　24,601件
　就職者数　269人
　定着支援件数　1,969件

〇中央センター　1か所、地域センター　6か所
　利用登録者数　4,841人（うち新規　532人）
　　≪新規相談経路≫
　　　・ハローワーク　112人
　　　・地域障害者職業センター　8人
　　　・特別支援学校　45人
　　　・就労移行支援事業所　32人
　　　・上記以外の福祉サービス事業所　78人
　　　・福祉事務所、市町村役場等行政機関　67
人
　　　・直接利用　（家族を含む）　50人
　　　・上記以外　140人
　相談件数　21,502件
　就職者数　218人
　定着支援件数　1,765件

〇精神障がいのある人に対する支援
　利用登録者数　525人（うち新規　48人）
　相談件数　3,489件
　就職者数　36人
　定着支援件数　219件

〇精神障がいのある人に対する支援
　利用登録者数　2,171人（うち新規　262人）
　相談件数　8,933件
　就職者数　88人
　定着支援件数　1,224件

〇事業主に対して障がいのある人の雇入れや職
場適応・職場定着等に関する支援を実施。
　支援件数　382件

〇事業主に対して障がいのある人の雇入れや職
場適応・職場定着等に関する支援を実施。
　支援件数　341件

就業支援の関係機関や地
域の雇用側企業に対して、
精神障がいのある人の理解
を深めるための啓発・研修
に取り組み、就業促進や雇
用の安定を図ります。

就業促進と職業
安定を図るた

め、引き続き実
施する。

就業促進と職業
安定を図るた

め、引き続き実
施する。

精神障がいのある人の就業促進と職業安定を図る。

雇用促進と職業
安定を図るた
め、引き続き実
施する。

雇用促進と職業
安定を図るた
め、引き続き実
施する。

精神障がいのある人の就業促進と職業安定を図る。

雇用促進と職業
安定を図るた
め、引き続き実
施する。

雇用促進と職業
安定を図るた
め、引き続き実
施する。

（ウ）精神障がいのある人の就業支援

精神障がいのある人の就業
を促進するため、「障がい
者の態様に応じた多様な委
託訓練」やジョブコーチ支
援などを活用し、就業促進
を図ります。また、医療機関
や地域の社会資源の協力
のもと、生活面を含めたきめ
細かな就業支援体制を構
築します。 各務係長

福祉局
障がい
福祉課

福祉局
障がい
福祉課

大阪市障がい者就
業・生活支援センター
（再計）

各務係長

障がいのある人の就業促進と職業安定を図る。

（イ）「仕事」と「生活」両面での総合的な支援

就業支援とともに障がい福
祉サービスの利用がスムー
ズにつながるよう地域就業
支援ネットワークの充実に
努め、「仕事」と「生活」両面
から就業の継続に向けた支
援を強化し、障がいのある
人の地域生活を支援してい
きます。
障がい者就業・生活支援セ
ンターが中心となり、地域の
社会資源と連携して、障が
いのある人が働き、地域で
自立して暮らせるよう、職場
定着も含めた就業支援の
質の向上に努めます。

精神障がい者就業支
援コーディネーターの

配置
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取組内容・成果（P：計画・D:実行） 取組内容・成果（P：計画・D:実行） 取組内容・成果（P：計画・D:実行）

課題（C:評価） 課題（C:評価） 課題（C:評価）

施策の方向性 取組（事業）名称 担当

取組状況・成果（※具体的な数値を記載ください）、課題及び今後の方向性

2018（平成30）年度 2019年度 2020年度

取組指標

今後の方向性
（A：改善）

今後の方向性
（A：改善）

今後の方向性
（A：改善）

部内担当

〇発達障がいのある人に対する支援
　利用登録者数　161人（うち新規　33人）
　相談件数　1,451件
　就職者数　18人
　定着支援件数　112件

〇発達障がいのある人に対する支援
　利用登録者数　216人（うち新規　35人）
　相談件数　1,187件
　就職者数　24人
　定着支援件数　170件

・発達障がい者に対し、就労支援・相談支援を実
施。
　延支援件数　661件

・発達障がい者に対し、就労支援・相談支援を実
施。
　延支援件数　489件

就労支援・相談支援件数が年々増加している。
ケースの多様化に伴う支援ニーズの多様化が見
られる。

〇発達障がいのある人に対する支援
　利用登録者数　161人（うち新規　33人）
　相談件数　1,451件
　就職者数　18人
　定着支援件数　112件

〇発達障がいのある人に対する支援
　利用登録者数　216人（うち新規　35人）
　相談件数　1,187件
　就職者数　24人
　定着支援件数　170件

〇難病患者に対する支援
　利用登録者数　6人（うち新規　1人）
　相談件数　71件
　就職者数　0人

〇難病患者に対する支援
　利用登録者数　6人（うち新規　0人）
　相談件数　22件
　就職者数　1人

（エ）発達障がいのある人の就業支援

今後も引き続き
関係先と連携し
必要な支援を実
施していく。

今後も引き続き
関係先と連携し
必要な支援を実
施していく。

発達障がいのある人の就業
を促進するため、発達障が
い者就業支援コーディネー
ターを中心に、就労移行支
援事業所、労働関係機関、
医療機関、生活支援機関
など、社会資源のネットワー
クを構築して就業支援体制
の整備を図ります。

各務係長

福祉局
心身障
がい者リ
ハビリ
テーショ
ンセン
ター

発達障がい者就業支
援コーディネーターの
配置

発達障がいのある人につい
て、相談者の状況や抱える
課題を把握し整理したうえ
で就労支援機関につなげ
るなど、就労支援への移行
が円滑に行われるよう、関
係機関の連携体制を強化
するとともに、就労定着支
援にも取り組みます。

発達障がい者就業支
援コーディネーターの
配置
（再計）

福祉局
障がい
福祉課

発達障がいのある人の就業促進と職業安定を図る。

就業促進と職業
安定を図るため
に、引き続き実
施する。

就業促進と職業
安定を図るため
に、引き続き実
施する。

難病患者の就業促進と職業安定を図る。

就業促進と職業
安定を図るため
に、引き続き実
施する。

障がい者就業・生活
支援センター

各務係長

各務係長 就業促進と職業
安定を図るため
に、引き続き実
施する。

（オ）難病患者の就業支援

難病患者の就業を促進す
るため、難病相談支援セン
ターや地域の医療・介護・
福祉従事者が連携し、就業
支援のネットワークを構築
する等就業支援体制の整
備を図ります。

福祉局
障がい
福祉課

相談課

福祉局
障がい
福祉課

発達障がいのある人の就業促進と職業安定を図る。

就業促進と職業
安定を図るため
に、引き続き実
施する。

就業促進と職業
安定を図るため
に、引き続き実
施する。
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取組内容・成果（P：計画・D:実行） 取組内容・成果（P：計画・D:実行） 取組内容・成果（P：計画・D:実行）

課題（C:評価） 課題（C:評価） 課題（C:評価）

施策の方向性 取組（事業）名称 担当

取組状況・成果（※具体的な数値を記載ください）、課題及び今後の方向性

2018（平成30）年度 2019年度 2020年度

取組指標

今後の方向性
（A：改善）

今後の方向性
（A：改善）

今後の方向性
（A：改善）

部内担当

就労移行支援事業所の量的な確保に努める。
事業所数　151か所
（30年度当初時点）

就労移行支援事業所の量的な確保に努める。
事業所数　159か所
（31年度当初時点）

事業所数は指標を上回っている。 事業所数は指標を上回っている。

生産活動、職場体験などの活動の機会の提供や
必要な知識・能力の向上のための訓練などを受
け、その適性に応じた職場の開拓、就職後におけ
る職場への定着のために必要な相談、その他の
必要な支援を行う。

（実績）月あたり平均
1,445人、20,818日
※29年度実績：月あたり　1,244人、19,170人

生産活動、職場体験などの活動の機会の提供や
必要な知識・能力の向上のための訓練などを受
け、その適性に応じた職場の開拓、就職後におけ
る職場への定着のために必要な相談、その他の
必要な支援を行う。

（実績）月あたり平均
1,493人、23,125日
※30年度実績：月あたり　1,449人、22,566人

事業所数が増加し、利用者数が増えたことによ
り、計画値を上回った。

当初見込みより利用が低調となり、計画値を下
回った。

福祉局
障がい
支援課

逢坂係長

計画値（30年度見込：月あたり平均1340人,21937日）

引き続き事業を
実施していくが、
必要に応じ制度
の見直し等の働
きかけも含め取り
組んでいく。

引き続き事業を
実施していくが、
必要に応じ制度
の見直し等の働
きかけも含め取り
組んでいく。

障がいのある人がその適正
に応じて能力を十分に発揮
し、自立した生活を実現し
ていくために、就労移行支
援事業者等が障がい特性
に配慮し、利用者の希望等
に沿った就労支援が実施
できるよう事業者向け研修
を開催するなど、支援力の
強化に取り組みます。
併せて、就労移行支援事
業等に対して、利用者の希
望や能力を踏まえた支援を
徹底するなど必要な指導を
行い、支援内容の適正化と
就労の質の向上を図りま
す。
また、休職中の障がいのあ
る人が、より効果的かつ確
実に復職することが可能と
なるよう、必要に応じ就労移
行支援等の利用を進めて

逢坂係長
就労移行支援事業所
の確保

福祉課
障がい
支援課

29年度当初事業所数（122か所）

引き続き事業を
実施していくが、
必要に応じ制度
の見直し等の働
きかけも含め取り
組んでいく。

引き続き事業を
実施していくが、
必要に応じ制度
の見直し等の働
きかけも含め取り
組んでいく。

２－（３）福祉施設からの一般就労

（ア）就労移行支援事業者等の支援力の強化

就労移行支援
（再計）

障がいのある人の一般就労
への移行及び定着を進める
ため、就労移行支援事業者
が的確に支援できるよう、制
度の見直しを引き続き国に
働きかけます。また、新たに
創設された就労定着支援
事業の円滑な実施に努め
ます。
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取組内容・成果（P：計画・D:実行） 取組内容・成果（P：計画・D:実行） 取組内容・成果（P：計画・D:実行）

課題（C:評価） 課題（C:評価） 課題（C:評価）

施策の方向性 取組（事業）名称 担当

取組状況・成果（※具体的な数値を記載ください）、課題及び今後の方向性

2018（平成30）年度 2019年度 2020年度

取組指標

今後の方向性
（A：改善）

今後の方向性
（A：改善）

今後の方向性
（A：改善）

部内担当

〇中央センター　1か所、地域センター　6か所
　利用登録者数　4,374人（うち新規　546人）
　　≪新規相談経路≫
　　　・ハローワーク　103人
　　　・地域障害者職業センター　8人
　　　・特別支援学校　39人
　　　・就労移行支援事業所　23人
　　　・上記以外の福祉サービス事業所　84人
　　　・福祉事務所、市町村役場等行政機関　69
人
　　　・直接利用　（家族を含む）　80人
　　　・上記以外　140人
　相談件数　24,601件
　就職者数　269人
　定着支援件数　1,969件

〇地域福祉サービス事業所等合同による就労系
の福祉サービス体験会等の実施。市内４か所で
概ね月１回開催。
【構成】
ハローワーク、障がい者就業・生活支援セン
ター、就労系事業所、相談支援、支援学校、医療
機関、職業能力開発施設など

〇中央センター　1か所、地域センター　6か所
　利用登録者数　4,841人（うち新規　532人）
　　≪新規相談経路≫
　　　・ハローワーク　112人
　　　・地域障害者職業センター　8人
　　　・特別支援学校　45人
　　　・就労移行支援事業所　32人
　　　・上記以外の福祉サービス事業所　78人
　　　・福祉事務所、市町村役場等行政機関　67
人
　　　・直接利用　（家族を含む）　50人
　　　・上記以外　140人
　相談件数　21,502件
　就職者数　218人
　定着支援件数　1,765件

〇地域福祉サービス事業所等合同による就労系
の福祉サービス体験会等の実施。市内４か所で
概ね月１回開催。
【構成】
ハローワーク、障がい者就業・生活支援セン
ター、就労系事業所、相談支援、支援学校、医療
機関、職業能力開発施設など

〇中央センター　1か所、地域センター　6か所
　利用登録者数　4,374人（うち新規　546人）
　　≪新規相談経路≫
　　　・ハローワーク　103人
　　　・地域障害者職業センター　8人
　　　・特別支援学校　39人
　　　・就労移行支援事業所　23人
　　　・上記以外の福祉サービス事業所　84人
　　　・福祉事務所、市町村役場等行政機関　69
人
　　　・直接利用　（家族を含む）　80人
　　　・上記以外　140人
　相談件数　24,601件
　就職者数　269人
　定着支援件数　1,969件

※相談等の支援の中で必要に応じて訓練の活用
を図っている。

〇中央センター　1か所、地域センター　6か所
　利用登録者数　4,841人（うち新規　532人）
　　≪新規相談経路≫
　　　・ハローワーク　112人
　　　・地域障害者職業センター　8人
　　　・特別支援学校　45人
　　　・就労移行支援事業所　32人
　　　・上記以外の福祉サービス事業所　78人
　　　・福祉事務所、市町村役場等行政機関　67
人
　　　・直接利用　（家族を含む）　50人
　　　・上記以外　140人
　相談件数　21,502件
　就職者数　218人
　定着支援件数　1,765件

※相談等の支援の中で必要に応じて訓練の活用
を図っている。

障がい者就業・生活支援セ
ンターが、就労移行支援事
業所、ハローワーク、能力
開発施設、地域障がい者
職業センター、特別支援学
校等の教育機関、医療機
関等と連携することにより、
障がいのある人の就業を支
える体制の強化を図りま
す。
また、地域の社会資源や就
業支援機関が円滑に情報・
意見交換できるように、就労
移行支援事業所による連絡
会等を主導するとともに、企
業、利用者、ハローワーク
等関係機関を加えた合同
事業所説明会を開催するな
ど、障がい者就業・生活支
援センターが中心となって
就労移行支援事業所等関
係機関との連携強化を図り
ます。

福祉施設から一般就労へ
の就業支援策である「障が
い者の態様に応じた多様な
委託訓練」について、関係
機関・関係者に周知し、利
用の働きかけます。
障がい者就業・生活支援セ
ンターでは、委託訓練の受
講者募集や訓練先機関の
開拓など、障がいのある人
の職業能力開発訓練の受
講促進を図ります。

障がいのある人の就業促進と職業安定を図る。

（ウ）委託訓練と障がい者就業・生活支援センターの活用

就業促進と職業
安定を図るため
に、引き続き実
施する。

就業促進と職業
安定を図るため
に、引き続き実
施する。

福祉局
障がい
福祉課

各務係長
障がい者就業・生活
支援センター

障がい者就業・生活
支援センター

福祉局
障がい
福祉課

各務係長 就業促進と職業
安定を図るため
に、引き続き実
施する。

就業促進と職業
安定を図るため
に、引き続き実
施する。

（イ）障がい者就業・生活支援センターと就労移行支援事業所との連携強化

障がいのある人の就業促進と職業安定を図る。
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取組内容・成果（P：計画・D:実行） 取組内容・成果（P：計画・D:実行） 取組内容・成果（P：計画・D:実行）

課題（C:評価） 課題（C:評価） 課題（C:評価）

施策の方向性 取組（事業）名称 担当

取組状況・成果（※具体的な数値を記載ください）、課題及び今後の方向性

2018（平成30）年度 2019年度 2020年度

取組指標

今後の方向性
（A：改善）

今後の方向性
（A：改善）

今後の方向性
（A：改善）

部内担当

・就業支援フェスタ　1回
・地域関係機関（学校、福祉事業所など）への出
前講座等　29回

・就業支援フェスタ
・地域関係機関（学校、福祉事業所など）への出
前講座等

29項目

（エ）就業者支援にかかわる支援者の育成

障がい者就業・生活支援セ
ンターは、支援者の育成及
び情報共有を図るため、就
業支援フェスタや就業支援
セミナーを開催し、就業支
援に携わる職員の意識と能
力の向上を支援します。

就業支援フェスタ
福祉局
障がい
福祉課

障がいのある人の就業促進と職業安定を図る。

就業促進と職業
安定を図るため
に、引き続き実
施する。

就業促進と職業
安定を図るため
に、引き続き実
施する。

各務係長
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取組内容・成果（P：計画・D:実行） 取組内容・成果（P：計画・D:実行） 取組内容・成果（P：計画・D:実行）

課題（C:評価） 課題（C:評価） 課題（C:評価）

「大阪市ひとにやさしいまちづくり整備要綱」に基
づき、整備を進める。

「大阪市ひとにやさしいまちづくり整備要綱」に基
づき、整備を進める。

次の時代を担う中学生・高校生に「ひとにやさしい
まちづくり」の趣旨を理解してもらうことを目的とし
て、「わがまちのやさしさ発見」レポートを募集。受
賞作品を選考のうえ、作品集を作成、配布した。
また、受賞者に対し、障がい者週間期間中に表
彰を実施。
作品応募数　　　　424点（29年度実績：500点）
応募学校数　　　　　8校

次の時代を担う中学生・高校生に「ひとにやさしい
まちづくり」の趣旨を理解してもらうことを目的とし
て、「わがまちのやさしさ発見」レポートを募集。受
賞作品を選考のうえ、作品集を作成、配布した。
また、受賞者に対し、障がい者週間期間中に表
彰を実施。
作品応募数　　　　301点
応募学校数　　　　　5校

応募学校数は増えているものの、まだまだ少ない
状況にある。

応募学校数及び応募数が減少しており、応募学
校数の増が図れるよう周知に取組む。

障がいのある人
もない人も暮らし
やすいまちづくり
のため、引き続
き、実施する。

各務係長

各務係長

取組状況・成果（※具体的な数値を記載ください）、課題及び今後の方向性

2018（平成30）年度 2019年度 2020年度

取組指標

今後の方向性
（A：改善）

今後の方向性
（A：改善）

今後の方向性
（A：改善）

１－（１）生活環境の整備

（ア）ひとにやさしいまちづくりの推進

「障害者差別解消法」の理
念に基づき、すべての市
民・事業者が積極的に「ひ
とにやさしいまちづくり」に
取り組むという意識の高揚
を図るため、様々な機会を
とらえて啓発を行います。

「わがまちのやさしさ
発見」レポートの募
集・表彰【再計】

部内担当

福祉局
障がい
福祉課

市内中高等学校での夏休みの課題として定着を図り、ひとにやさしいまちづくりへの意識高揚に寄与する。

理解啓発のた
め、引き続き実
施していくが、早
期周知等により
応募数の増加を
図っていく。

理解啓発のた
め、引き続き実
施していくが、早
期周知等により
応募数の増加を
図っていく。

すべての人が使いやすく利
用できるユニバーサルデザ
インの考え方を踏まえ、「大
阪市ひとにやさしいまちづく
り整備要綱」に基づき、整備
を進め、障がいのある人の
参加のもとに「ひとにやさし
いまちづくり」を推進しま
す。

「ひとにやさしいまちづくり」の推進。

引き続き実施す
る。

第5章　住みよい環境づくりのために

施策の方向性 取組（事業）名称 担当

ひとにやさしいまちづ
くり整備要綱の運用

福祉局
障がい
福祉課

平成30年度からの障がい者支援計画実施状況
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取組内容・成果（P：計画・D:実行） 取組内容・成果（P：計画・D:実行） 取組内容・成果（P：計画・D:実行）

課題（C:評価） 課題（C:評価） 課題（C:評価）

取組状況・成果（※具体的な数値を記載ください）、課題及び今後の方向性

2018（平成30）年度 2019年度 2020年度

取組指標

今後の方向性
（A：改善）

今後の方向性
（A：改善）

今後の方向性
（A：改善）

部内担当施策の方向性 取組（事業）名称 担当

公園の身体障がい者用トイレ（多機能トイレを含
む）について、平成30年度は2公園で整備した。

公園の身体障がい者用トイレ（多機能トイレを含
む）について、令和元年度は1公園で整備した。

身体障がい者用トイレの設置は進んでいるもの
の、
依然として未設置の公園が多数点在している。

身体障がい者用トイレの設置は進んでいるもの
の、依然として未設置の公園が多数点在してい
る。

新規設置1基。
小学校　289校中 276校
中学校　130校中 128校
高等学校　20校中 7校（18施設中7施設）

新規設置1基。
小学校　289校中 277校
中学校　130校中 128校
高等学校　21校中 8校（19施設中8施設）

小中学校においては約96％の学校においてエレ
ベータの設置が完了している

小中学校においては約96％の学校においてエレ
ベータの設置が完了している

協議件数　611件 協議件数　507件

611件の協議を行いバリアフリー化の推進に努め
た。

507件の協議を行いバリアフリー化の推進に努め
た。

民間事業者に対する
事前協議

都市計
画局

引き続き「大阪市
ひとにやさしいま
ちづくり整備要

綱」に基づき、関
係事業者と協議
や指導を行いバ
リアフリー化の推
進を図ります。

引き続き「大阪市
ひとにやさしいま
ちづくり整備要
綱」に基づき、関
係事業者と協議
や指導を行いバ
リアフリー化の推
進を図ります。

公園の利用形態
や必要に応じ、
身体障がい者用
トイレの整備に努
めていく。

公園の利用形態
や必要に応じ、
身体障がい者用
トイレの整備に努
めていく。

移動の困難な児童・生徒の在籍する学校に設置

大阪府「福祉の
まちづくり条
例」、本市の「大
阪市ひとにやさ
しいまちづくり整
備要綱」にもとづ
き、高齢者・障が
い者等をはじ
め、すべての市
民が学校施設を
安全かつ快適に
利用できるよう、
今後も計画的に
エレベーター等
の整備を行う

大阪府「福祉の
まちづくり条
例」、本市の「大
阪市ひとにやさ
しいまちづくり整
備要綱」にもとづ
き、高齢者・障が
い者等をはじ
め、すべての市
民が学校施設を
安全かつ快適に
利用できるよう、
今後も計画的に
エレベーター等
の整備を行う

「大阪市ひとにやさしいまちづくり整備要綱」に基づき、関係事業者と協議や指導を行いバリアフリー化の推進を図ります。

建設局

教育委
員会事
務局
施設整
備課

（イ）大阪市建築物の整備、改善

（ウ）民間事業者に対する働きかけ

「大阪市ひとにやさしいまち
づくり整備要綱」に基づき、
市民が安全かつ快適に利
用できるよう、大阪市建築
物の整備、改善に努めま
す。

大阪市建築物の改善

都市施設（不特定かつ多数
の者の利用に供する建築
物及び駐車場）を新たに設
置する場合は「大阪市ひと
にやさしいまちづくり整備要
綱」に基づいて、関係事業
者と協議や指導を行うな
ど、バリアフリーの推進を図
ります。
また、重点整備地区内にお
ける開発については、基本
構想の考え方に沿った整
備を進めるよう啓発していき
ます。
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取組内容・成果（P：計画・D:実行） 取組内容・成果（P：計画・D:実行） 取組内容・成果（P：計画・D:実行）

課題（C:評価） 課題（C:評価） 課題（C:評価）

取組状況・成果（※具体的な数値を記載ください）、課題及び今後の方向性

2018（平成30）年度 2019年度 2020年度

取組指標

今後の方向性
（A：改善）

今後の方向性
（A：改善）

今後の方向性
（A：改善）

部内担当施策の方向性 取組（事業）名称 担当

公園の出入口段差の解消や、階段のｽﾛｰﾌﾟ化等
の整備を行う予定であったが、工事入札不調によ
り整備されなかった。

公園の出入口段差の解消や、階段のｽﾛｰﾌﾟ化等
の整備について、令和元年度は2公園で整備し
た。

公園の出入り口段差の解消や階段のｽﾛｰﾌﾟ化等
の整備を進めているが、依然として未整備の公園
が多数点在している。

公園の出入り口段差の解消や階段のｽﾛｰﾌﾟ化等
の整備を進めているが、依然として未整備の公園
が多数点在している。

協議件数　14件 協議件数　19件

14件の協議を行い、バリアフリーの推進に努め
た。

19件の協議を行い、バリアフリーの推進に努め
た。

基本構想策定25地区　特定事業計画の主な整備
状況
公共交通特定事業：
　エレベーター等 駅の段差解消　100%
　誘導ブロック内方線等 ホームの安全対策
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　100%
　車いす対応トイレの設置　98.4%
道路特定事業：
　主要な経路への誘導用ブロック敷設 等
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  87.3%
交通安全特定事業：
　主要な交差点への音響信号機の設置　100%

基本構想策定25地区　特定事業計画の主な整備
状況
公共交通特定事業：
　エレベーター等 駅の段差解消　100%
　誘導ブロック内方線等 ホームの安全対策
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　100%
　車いす対応トイレの設置　98.4%
道路特定事業：
　主要な経路への誘導用ブロック敷設 等
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  88.8%
交通安全特定事業：
　主要な交差点への音響信号機の設置　100%

基本構想策定後、一定のバリアフリー化が図られ
てきたが、すべての項目において100%の整備を
行う必要がある

基本構想策定後、一定のバリアフリー化が図られ
てきたが、すべての項目において100%の整備を
行う必要がある。

公園の出入口等の整
備

建設局
引き続き、公園
の出入り口段差
の解消や階段の
ｽﾛｰﾌﾟ化等に努
めていく。

引き続き、公園
の出入り口段差
の解消や階段の
ｽﾛｰﾌﾟ化等に努
めていく。

（エ）公園、駐車場等の改善

「ひとにやさしいまちづくり」の基本的な考え方に基づき、、関係事業者と協議や指導を行うなど、バリアフリーの推進を図ります。

公園、駐車場等の整備にあ
たっては、階段のスロープ
化や手すりの設置、車止め
の改良、溝蓋の設置、障が
いのある人に対応したトイレ
の整備等「ひとにやさしいま
ちづくり」の基本的な考え方
に基づき、計画的に改善を
図ります。

引き続き「ひとに
やさしいまちづく
り」の基本的な考
え方に基づき、
関係事業者と協
議や指導を行う
など、バリアフ
リーの推進を図り
ます。

車いす専用駐車場ス
ペースの等の設置指
導

都市計
画局
都市計
画課

（ア）移動手段の整備

障がいのある人や関係事業
者等と連携して策定した基
本構想に基づき、鉄道駅
舎、駅前広場、駅周辺施設
に至る道路、信号機等の重
点的・一体的なバリアフリー
化を推進します

都市計
画局
エリマネ
担当

高齢者、障害者等の公共交通機関を利用した移動の利便性及び安全性の向上

積極的な取り組
みを特定事業者
に促していく

引き続き「ひとに
やさしいまちづく
り」の基本的な考
え方に基づき、、
関係事業者と協
議や指導を行う
など、バリアフ
リーの推進を図り
ます。

積極的な取り組
みを特定事業者
に促していく。

１－（２）移動円滑化の推進

82/105



取組内容・成果（P：計画・D:実行） 取組内容・成果（P：計画・D:実行） 取組内容・成果（P：計画・D:実行）

課題（C:評価） 課題（C:評価） 課題（C:評価）

取組状況・成果（※具体的な数値を記載ください）、課題及び今後の方向性

2018（平成30）年度 2019年度 2020年度

取組指標

今後の方向性
（A：改善）

今後の方向性
（A：改善）

今後の方向性
（A：改善）

部内担当施策の方向性 取組（事業）名称 担当

【H30年度補助実績】
・エレベーター整備：9駅（完了：1駅、継続：8駅）
・エスカレーター整備：2駅（完了：1駅、継続：1駅）
・多機能トイレ整備：1駅（継続：1駅）
・可動式ホーム柵整備：2駅（継続：2駅）

　また、大阪市高速電気軌道株式会社（Osaka
Metro）が、2018年7月に策定した「Osaka Metro
Group 2018～2024年度 中期経営計画」におい
て、鉄道利用者の安全対策やバリアフリー化をよ
りいっそう推進して取り組むことが示された。

【2019年度補助実績】
・エレベーター整備：11駅（継続：11駅）
・エスカレーター整備：1駅（完了：1駅）
・多機能トイレ整備：1駅（継続：1駅）
・可動式ホーム柵整備：御堂筋線、他4駅（完了：2
駅、継続：御堂筋線、他2駅）

　また、大阪市高速電気軌道株式会社（Osaka
Metro）が、2019年4月に策定した「Osaka Metro
Group 2018～2025年度 中期経営計画」におい
て、鉄道利用者の安全対策やバリアフリー化をよ
りいっそう推進して取り組むことが示された。

　大阪市高速電気軌道株式会社（Osaka Metro）
が策定した中期経営計画に沿って、着実に鉄道
利用者の安全対策やバリアフリー化が図られた。

　大阪市高速電気軌道株式会社（Osaka Metro）
が策定した中期経営計画に沿って、着実に鉄道
利用者の安全対策やバリアフリー化が図られた。

　バス車両については、大阪シティバス株式会社
に引き継ぐ以前から、全車両ノンステップ化が完
了している。
　また、同社が平成30年度に購入したバス車両
は、全てノンステップバスであることを確認してい
る。

バス車両については、大阪シティバス株式会社に
引継く以前から、全車両ノンステップ化が完了し
ている。
（令和元年度バス車両購入実績なし）

　全車両がノンステップ車である。 全車両がノンステップ車である。

　市民・利用者の声の共有や、施策に関する情報
共有、意見交換等を行った。

（開催実績）
平成30年7月23日　第1回開催
平成31年2月15日　第2回開催

　市民・利用者の声の共有や、施策に関する情報
共有、意見交換等を行った。

（開催実績）
令和元年8月2日　第3回開催

　民営化により、市民の意見が伝わらないのでは
ないかとの懸念に対し、引き続き、会社の事業の
説明及び市民の代表である議会との意見交換を
していく必要がある。

民営化により、市民の意見が伝わらないのではな
いかとの懸念に対し、引き続き、会社の事業の説
明及び市民の代表である議会との意見交換をし
ていく必要がある。

大阪市会と大阪市高速電
気軌道株式会社（Osaka
Metro）及び大阪シティバス
株式会社との間で、諸課題
について連絡調整するため
の会議体を設置します。大
阪市としてもオブザーバー
として参画し、市民・お客さ
まの声の共有や施策に関
する意見交換等を行いま
す。

大阪市会・Osaka
Metro・大阪シティバ
ス連絡会議

バスネットワーク連絡
調整会議（バス運行
に関する協議体）

都市交
通局

バスネットワーク連絡調整会議（バス運行に関する協議体）で、安全対策やバリアフリー化が進むよう働きかけていく。

引き続き安全対
策やバリアフリー
化が進むよう働
きかける。

引き続き安全対
策やバリアフリー
化が進むよう働
きかける。

市営交通としての事業は引
き継ぐことになりますが、大
阪市がこれまで果たしてき
た役割や取組みを踏まえ、
事業の引継ぎ後についても
安全対策やバリアフリー化
が進むよう働きかけていきま
す。

　障がい者や高齢者等の移動の円滑化と鉄道利用者の安全・安心の確保を目的として、大阪市高速電気軌道株式会社（Osaka Metro）が行う駅施設の大規模改良事業（エレベーター整備、エスカレーター
整備、多機能トイレ整備、可動式ホーム柵整備）等に対して、国と協調して補助金を交付し整備を促進する。

引き続き安全対
策・バリアフリー
化等の整備の促
進のために助成
を行う。

引き続き安全対
策・バリアフリー
化等の整備の促
進のために助成
を行う。

大阪市高速電気軌道
整備事業費補助

都市交
通局

都市交
通局

連絡会議の開催

引き続き、今後も
連絡会議にオブ
ザーバとして参
画していく。

引き続き、今後も
連絡会議にオブ
ザーバとして参
画していく。

（イ）市営交通の事業の引継ぎ
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取組内容・成果（P：計画・D:実行） 取組内容・成果（P：計画・D:実行） 取組内容・成果（P：計画・D:実行）

課題（C:評価） 課題（C:評価） 課題（C:評価）

取組状況・成果（※具体的な数値を記載ください）、課題及び今後の方向性

2018（平成30）年度 2019年度 2020年度

取組指標

今後の方向性
（A：改善）

今後の方向性
（A：改善）

今後の方向性
（A：改善）

部内担当施策の方向性 取組（事業）名称 担当

　1日平均利用者数が3,000人以上の駅舎等につ
いて、段差解消（バリアフリールートのワンルート
確保）のためのエレベーター等の整備に対して補
助を実施。

京阪　北浜駅　エレベーター1基
南海　粉浜駅　エレベーター1基
ＪＲ　　東部市場前駅　エレベーター1基

　1日平均利用者数が3,000人以上の駅舎等につ
いて、段差解消（バリアフリールートのワンルート
確保）のためのエレベーター等の整備に対して補
助を実施。

H31EV設置なし

大阪府内の他の市町村や大阪府と連携し、国に
対して、駅無人化対策に関する要望を提出。

鉄道事業者に対し、安易に無人駅を拡大させるこ
とのないよう要請。

障がい者が駅を利用する際に負担の大きい無人
駅が残っていることから、引き続き取り組みを進め
ていく必要がある。

重点整備地区内の主要な経路において視覚障
がい者誘導用ブロックを設置する。
　　H30年度：実績なし
　　進捗率：87%（～H30年度）

【計画】
①重点整備地区内の主要な経路において視覚
障がい者誘導用ブロックを設置する。
②視覚障がい者誘導用ブロックの設置が困難な
箇所について、代替経路を検討する。
【実行】
①R元年度：0.1ｋｍ、進捗率：87%（～R元年度）
②代替経路を抽出した。

現状の道路において設置が困難な箇所につい
て、代替経路を検討する必要がある。

計画的に事業を進めるために、整備優先度を策
定する必要がある。

歩道を新設・改良する際に、「移動等円滑化のた
めに必要な道路の構造に関する基準を定める省
令（道路移動等円滑化基準）」を満たす段差・勾
配とする。
　　H30年度：0.28km（歩道新設）

【計画】
①歩道整備を進める。
②歩道を新設・改良する際に、「移動等円滑化の
ために必要な道路の構造に関する基準を定める
省令（道路移動等円滑化基準）」を満たす段差・
勾配とする。
【実行】
①②R元年度：0.7km（歩道新設）

歩道整備の基準がなく、主に要望を受けてからの
対応となっているため、歩道整備の方針を策定す
る必要がある。

引き続き、歩道整備・歩道の段差切り下げの改善
を進める必要がある。

「バリアフリー法」に基づく基
本方針において、移動円滑
化基準の適合対象となる鉄
道駅舎について、エレベー
ター設置等の段差解消、可
動式ホーム柵の設置等の
転落防止対策、多機能トイ
レや誘導案内設備の設置
などのバリアフリー化やノン
ステップバスの新規導入が
促進されるよう、積極的に働
きかけます。

重点整備地区内
の主要な経路に
おける整備を進
めるとともに、重
点整備地区外に
おいても、ニーズ
に応じて設置す
るための基準を
策定する。

重点整備地区内
の主要な経路に
おける整備を進
めるとともに、計
画的に事業を進
めるために、整
備優先度を策定
する。

引き続き働きか
けていく。

交差点における歩道の段
差切り下げ・勾配修正につ
いては、先進事例も参考と
しながら障がいのある人が
安全で快適に移動できるよ
う改善します。

歩道整備、歩道の段
差切り下げの改善

歩道整備、歩道の段差・勾配の解消

歩道整備の方針
を策定し、方針
に基づき整備を
行う。

引き続き、歩道
整備・歩道の段
差切り下げの改
善を進める

国への要望事業者へ
の働きかけ
国への要望

各務係長

エリマネ

鉄道駅舎エレベー
ター等設置助成

福祉局
障がい
福祉課

バリアフリー法に基づく基本方針において対象となる鉄道駅舎でのバリアフリールートの確保。

引き続き実施し
ていく。

引き続き実施し
ていく。

都市計
画局

（エ）歩行空間の改善

（ウ）民間事業者に対する働きかけ

重点整備地区内の主要な
経路（特定経路）、視覚障
がいのある人の利用が多い
公共施設等から最寄りのバ
ス停や鉄道駅等公共交通
機関までの経路、主要交差
点、歩道橋の階段昇降口
部等への視覚障がい者誘
導用ブロックの設置を推進
し、あわせて歩道の設置や
拡幅を行います。

視覚障がい者誘導用
ブロックの設置

建設局

バリアフリー重点整備地区内の主要な経路での設置　（重点整備地区内の主要な経路：80.76km）

建設局

民間鉄道駅の一部におい
て駅員のいない駅があるこ
とから、「どこから、だれで
も、自由に、使いやすく」と
いうユニバーサルデザイン
の考え方を踏まえ、障がい
のある人や高齢者をはじめ
としたすべての駅利用者が
安全・安心に利用できるよ
う、国に対して、人員配置に
ついて鉄道事業者へ指導
するよう要望していきます。
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取組内容・成果（P：計画・D:実行） 取組内容・成果（P：計画・D:実行） 取組内容・成果（P：計画・D:実行）

課題（C:評価） 課題（C:評価） 課題（C:評価）

取組状況・成果（※具体的な数値を記載ください）、課題及び今後の方向性

2018（平成30）年度 2019年度 2020年度

取組指標

今後の方向性
（A：改善）

今後の方向性
（A：改善）

今後の方向性
（A：改善）

部内担当施策の方向性 取組（事業）名称 担当

・自転車駐車場の整備
　　増設等　11か所　累計　163駅
・放置禁止区域指定駅
　　累計　146駅
・啓発指導員（サイクルサポーター）の配置
　　総数　49駅
・区役所と連携した市民協働型自転車利用適正
化事業「Ｄｏ！プラン」の実施
　　総数　24区

・自転車駐車場の整備
　　増設等　11か所　累計　163駅
・放置禁止区域指定駅
　　累計　146駅
・啓発指導員（サイクルサポーター）の配置
　　総数　42駅
・区役所と連携した市民協働型自転車利用適正
化事業「Ｄｏ！プラン」の実施
　　総数　24区

放置自転車は減っているものの、継続した取組の
実施が必要。

放置自転車は減っているものの、継続した取組の
実施が必要。

障がい者手帳の交付を受けている者が自ら運転
する自動車、または同乗し、その介護者が運転す
る自動車に対し、一時駐車料金の５割引きを実施
（但し、長居公園地下駐車場に関しては、当日１
回300円で利用可）

障がい者手帳の交付を受けている者が自ら運転
する自動車、または同乗し、その介護者が運転す
る自動車に対し、一時駐車料金の５割引きを実施
（但し、長居公園地下駐車場に関しては、当日１
回300円で利用可）

引き続き適切な
駐車場管理運営
に努め、都市交
通の円滑化を実
現し、都市機能
の増進を図る

特になし 特になし

「大阪市ひとにやさしいまちづくり整備要綱」に基
づき、整備を進める。

「大阪市ひとにやさしいまちづくり整備要綱」に基
づき、整備を進める。

0 0

（オ）自家用車利用に対する支援

障がいのある人の行動範囲
を大幅に広げるものとなる
自家用車を活用できるよう、
大阪府障がい者等駐車区
画利用証制度の普及や車
いす使用者用駐車スペー
スの確保などについて、啓
発に努めます。また、市立
駐車場における一時駐車
料金割引を継続します。

放置自転車対策

引き続き適切な
駐車場管理運営
に努め、都市交
通の円滑化を実
現し、都市機能
の増進を図る

建設局

放置自転車の減少

引き続き、自転
車駐車場の整
備、啓発及び放
置自転車の撤去
等の対策に取り
組んでいく。

引き続き、自転
車駐車場の整
備、啓発及び放
置自転車の撤去
等の対策に取り
組んでいく。

「ひとにやさしいまちづくり」の推進。

引き続き実施す
る。

障がいのある人
もない人も暮らし
やすいまちづくり
のため、引き続
き、実施する。

（カ）バリアフリー施設の情報発信

市立病院や図書館などの
公共的施設や不特定多数
の人が利用する民間施設
のバリアフリー情報を、ホー
ムページ等により情報発信
します。

大阪市内公共的施設
のバリアフリー情報
Web【再計】

福祉局
障がい
福祉課

違法駐車、放置自転車対
策を徹底し、障がいのある
人をはじめすべての歩行者
が安全かつ快適に歩道を
利用できるようにします。

各務係長

障がい者駐車場割引
制度

建設局

市立駐車場21か所
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取組内容・成果（P：計画・D:実行） 取組内容・成果（P：計画・D:実行） 取組内容・成果（P：計画・D:実行）

課題（C:評価） 課題（C:評価） 課題（C:評価）

取組状況・成果（※具体的な数値を記載ください）、課題及び今後の方向性

2018（平成30）年度 2019年度 2020年度

取組指標

今後の方向性
（A：改善）

今後の方向性
（A：改善）

今後の方向性
（A：改善）

部内担当施策の方向性 取組（事業）名称 担当

中層住宅のエレベーター設置
2018年度実績　１１棟

中層住宅のエレベーター設置
2019年度実績　2棟

― ―

特定（福祉）目的住宅の入居枠の確保
<平成30年度実施状況＞
ひとり親　225戸
障がい者　215戸
障がい者ケア付　5戸
車いす常用者ケア付5戸
高齢者　160戸
高齢者ケア付　34戸

特定（福祉）目的住宅の入居枠の確保
<令和元年度実施状況＞
ひとり親　225戸
障がい者　215戸
障がい者ケア付　5戸
車いす常用者ケア付4戸
高齢者　160戸
高齢者ケア付　32戸

-

車いす常用者向け「ハーフメイド方式」による市営
住宅を整備
2018年度末実績　429戸

車いす常用者向け「ハーフメイド方式」による市営
住宅を整備
2019年度末実績　429戸

― ―

引き続き「大阪市
営住宅ストック総
合活用計画」に
基づき、建替や
改善にあたって
は、住戸内部や
共用部、屋外空
間等のバリアフ
リー化を進め、安
全・安心に生活
できる水準を確
保する。

新築市営住宅の全戸につ
いて、「高齢者が居住する
住宅の設計にかかわる指
針」及び「大阪市ひとにやさ
しいまちづくり整備要綱」に
基づき建設を行うとともに、
障がいのある人を対象とし
た住宅の供給に努めます。

「大阪市営住宅
ストック総合活用
計画」に基づ
き、、エレベー
ターのない中層
住宅には、可能
な限りエレベー
ターを設置する。

引き続き「大阪市
営住宅ストック総
合活用計画」に
基づき、エレ
ベーターのない
中層住宅には、
可能な限りエレ
ベーターを設置
する。

関係局と調整し、
適正な住戸の提
供を行っていく。

関係局と調整し、
適正な住戸の提
供を行っていく。

市営住宅
都市整
備局

特定目的住宅の障がいの
ある人の入居枠の確保に努
めるとともに、車いす利用者
住宅についても可能な限り
増設を図ります。なお、特
定目的住宅の募集の際に
申し込みがなかった車いす
利用者住宅については、随
時募集の対象とし、常時申
込みが可能な入居枠の確
保に努めます。

「大阪市営住宅
ストック総合活用
計画」に基づき、
建替や改善にあ
たっては、住戸
内部や共用部、
屋外空間等のバ
リアフリー化を進
め、安全・安心に
生活できる水準
を確保する。

市営住宅の整備にあたって
は、引き続きバリアフリー対
応の住宅への改善に努め
ます。

１－（３）暮らしの場の確保

（ア）市営住宅の改善等
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取組内容・成果（P：計画・D:実行） 取組内容・成果（P：計画・D:実行） 取組内容・成果（P：計画・D:実行）

課題（C:評価） 課題（C:評価） 課題（C:評価）

取組状況・成果（※具体的な数値を記載ください）、課題及び今後の方向性

2018（平成30）年度 2019年度 2020年度

取組指標

今後の方向性
（A：改善）

今後の方向性
（A：改善）

今後の方向性
（A：改善）

部内担当施策の方向性 取組（事業）名称 担当

・補助金を希望する開所希望の法人について、う
まく手続きにつなげている。・引き続き年度内開所
に向かって支援していく。

・補助金を希望する開所希望の法人について、う
まく手続きにつなげている。・引き続き年度内開所
に向かって支援していく。

42戸 44戸

- -

・市営住宅の希望があれば随時受付し、その都度
使用可能か確認している。

・市営住宅の希望があれば随時受付し、その都度
使用可能か確認している。

・法人が希望する市営住宅の空きがない。 ・法人が希望する市営住宅の空きがない。

・建替え事業にて移転することになった場合、事
業所の移転先住居の意向を確認する。

・建替え事業にて移転することになった場合、事
業所の移転先住居の意向を確認する。

・法人が希望する市営住宅の空きがない。 ・法人が希望する市営住宅の空きがない。

グループホーム整備
助成

福祉局
障がい
支援課

都市部におけるグループ
ホームに適した物件の確保
の困難さに対応するため、
市営住宅の活用を希望す
るグループホーム事業者に
利用可能なマッチングにつ
いて、今後も引き続き実施
し、より一層の設置促進に
努めていきます。

グループホームは、障がい
のある人の地域での自立生
活や、施設・病院等からの
地域移行を図るために必要
な「住まい」であり、引き続
き、国の補助制度（新築）を
活用した設置促進に努めま
す。

福祉局
障がい
支援課

池田係長

・グループホームの開所希望あれば、内容を確認
し開所につながるように、より丁寧に応対してい

る。

・開所を希望す
る法人への意向
調査を行い、新
規開所につなげ
るよう支援してい
く。

・グループホームの開所希望あれば、内容を確認
し開所につながるように、より丁寧に応対してい

る。

・開所を希望す
る法人への意向
調査を行い、新
規開所につなげ
るよう支援してい
く。

・法人と連携を密
に図り、円滑に
移転できるよう調
整する

・法人と連携を密
に図り、円滑に
移転できるよう調
整する

池田係長

グループホームの市
営住宅活用

また、現にグループホーム
が運営されている市営住宅
の建替えを行う際には、事
業者の希望と提供可能な住
戸との適合性を図るととも
に、国に対して関係法令の
整合性の確保を求めていき
ます。

グループホームの市
営住宅活用

都市整
備局

関係局よりの依
頼に基づき、適
正な住戸の提供
を行っていく。

関係局よりの依
頼に基づき、適
正な住戸の提供
を行っていく。

（イ）グループホームの設置促進

また、国の補助制度の対象
外である賃貸住宅等を活用
した設置に対する大阪市の
整備補助等について、今後
も引き続き実施していきま
す。

池田係長

福祉局
障がい
支援課

・引き続き希望が
あれば使用可能
か確認し開所に
繋げる。

・引き続き希望が
あれば使用可能
か確認し開所に
繋げる。
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取組内容・成果（P：計画・D:実行） 取組内容・成果（P：計画・D:実行） 取組内容・成果（P：計画・D:実行）

課題（C:評価） 課題（C:評価） 課題（C:評価）

取組状況・成果（※具体的な数値を記載ください）、課題及び今後の方向性

2018（平成30）年度 2019年度 2020年度

取組指標

今後の方向性
（A：改善）

今後の方向性
（A：改善）

今後の方向性
（A：改善）

部内担当施策の方向性 取組（事業）名称 担当

新規設置数　　４施設
【障害者支援施設(令別表第１の６項ロ（５））】

新規設置数　７施設
【障害者支援施設（令別表第一の６項ロ（５））】

特になし 特になし

・スプリンクラーの設置補助
　平成30年度は９か所に設置済。

・スプリンクラーの設置補助
　令和元年度は４か所に設置済。

・既存のグループホームへのスプリンクラーの設
置は、国庫補助となるため臨機応変な対応ができ
ない。

・既存のグループホームへのスプリンクラーの設
置は、国庫補助となるため臨機応変な対応ができ
ない。

・「寄宿舎」とみなされることにより、防火上必要な
間仕切壁や非常用照明の設置等、事業者の負担

が増える。

・「寄宿舎」とみなされることにより、防火上必要な
間仕切壁や非常用照明の設置等、事業者の負担

が増える。

賃貸契約による一般住宅への入居に当たり支援
を必要とする障がい者等に対し、区障がい者基幹
相談支援センターと地域活動支援センター（生活
支援型）が、入居支援や居住支援のための関係
機関によるサポート体制の調整を行う。
・支援件数　32件

賃貸契約による一般住宅への入居に当たり支援
を必要とする障がい者等に対し、区障がい者基幹
相談支援センター及び地域活動支援センター
（生活支援型）の33か所において、入居支援や居
住支援のための関係機関によるサポート体制の
調整を行う。
・支援件数　37件

相談支援機関が関わることで、家主等や地域住
民からの理解を得ることができている。

相談支援機関が関わることで、家主等や地域住
民からの理解を得ることができている。

住戸内のバリアフリー化を義務付けた建替建設費
補助制度を実施
2018年度実績　8件

住戸内のバリアフリー化を義務付けた建替建設費
補助制度を実施
2019年度実績　5件

福祉局
障がい
福祉課

住宅入居等支援事業実施か所数　33か所

今後も障がい者
の地域生活を継
続できるよう支援
していく。

今後も障がい者
の地域生活を継
続できるよう支援
していく。

（エ）民間住宅のバリアフリー化の促進

住宅入居等支援事業

・運営継続・新設
の事業者が適切
な運用が行える
よう引き続き実施
していく。

「高齢者が居住する住宅の
設計に係る指針」等を踏ま
え、大阪市の建替建設費補
助制度を活用して建設する
民間集合住宅について、一
部のエリアで住戸内のバリ
アフリー化を義務付け、暮ら
しやすい住宅の供給促進
に努めます。

都市整
備局

ー

（ウ）民間住宅の確保

福祉局
障がい
支援課

スプリンクラー等、グループ
ホームが必要とする消防設
備の設置について、スプリ
ンクラー設置指導及び特例
基準に基づき、引き続きグ
ループホームの入居者の
安全確保に努めていきま
す。

グループホームが一律に建
築基準法上の「寄宿舎」と
みなされること等によって、
運営継続や新規設置が困
難になることのないよう、大
阪府内における建築基準
法上の取扱いに関する申
合せ事項の適切な運用に
引き続き努めていきます。

グループホーム整備
助成

・運営継続・新設
の事業者が適切
な運用が行える
よう引き続き実施
していく。

障がい者支援施設に
対する消防設備の設
置

消防局

消防法令等による設置基準に基づき消防設備を設置

グループホーム整備
助成

福祉局
障がい
支援課

・スプリンクラー
の設置を希望す
る法人への意向
調査を行い、設
置につなげるよう
支援していく。

・スプリンクラー
の設置を希望す
る法人への意向
調査を行い、設
置につなげるよう
支援していく。

池田係長

池田係長

和田係長

設置基準に基づ
き、設備を確実
に設置させる。

設置基準に基づ
き、設備を確実
に設置させる。
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取組内容・成果（P：計画・D:実行） 取組内容・成果（P：計画・D:実行） 取組内容・成果（P：計画・D:実行）

課題（C:評価） 課題（C:評価） 課題（C:評価）

取組状況・成果（※具体的な数値を記載ください）、課題及び今後の方向性

2018（平成30）年度 2019年度 2020年度

取組指標

今後の方向性
（A：改善）

今後の方向性
（A：改善）

今後の方向性
（A：改善）

部内担当施策の方向性 取組（事業）名称 担当

第５章　１－（１）－（ウ）
民間事業者に対する事前協議と同じ
うち共同住宅協議件数　192件

第５章　１－（１）－（ウ）
民間事業者に対する事前協議と同じ
うち共同住宅協議件数　175件

192件の協議を行いバリアフリー化の推進に努め
た。

175件の協議を行いバリアフリー化の推進に努め
た。

・ひとにやさしいまちづくり整備要綱の運用
・「大阪府福祉まちづくり条例」などの動向も注視
し、対象規模の検討を進める。

・ひとにやさしいまちづくり整備要綱の運用
・「大阪府福祉まちづくり条例」などの動向も注視
し、対象規模の検討を進める。

・大阪市ひとにやさしいまちづくり整備要綱の運
用
・「わがまちのやさしさ発見」レポートの募集・表彰
・大阪市内公共的施設のバリアフリー情報Web
・大阪府障がい者等用駐車区画利用証制度
（パーミングパーミット）の周知

・大阪市ひとにやさしいまちづくり整備要綱の運
用
・「わがまちのやさしさ発見」レポートの募集・表彰
・大阪市内公共的施設のバリアフリー情報Web
・大阪府障がい者等用駐車区画利用証制度
（パーミングパーミット）の周知

住まいに関する一般相談・情報提供
実績：46,787件

住まいに関する一般相談・情報提供
実績：39,797件

特になし 特になし

住宅改造に関する相談
相談件数：76件

住宅改造に関する相談
相談件数：67件

難病による重度障がいのある人など、障がいが重
度化してから相談を受ける場合があり、住宅改造
ではなく、補装具や福祉機器の利用による対処
方法で問題解決を図っている状況にある。

主に神経難病等による重度障がいのある人から
の相談が多く、症状の進行にも対応する必要があ
り、住宅改造よりも補装具・福祉機器の適用による
対処方法で問題解決を図ることが多い状況にあ
る。

引き続き「大阪市
ひとにやさしいま
ちづくり整備要
綱」に基づき、関
係事業者と協議
や指導を行いバ
リアフリー化の推
進を図ります。

ひとにやさしいま
ちづくりの推進を
図るため引き続
き、要綱の運用
及び整備対象の
検討を進める。

各務係長

障がい者の障がい程度に合わせて、住宅の手すりや玄関、水回り等の改造について助言を行う。

障がいのある方
の自立支援・
QOL の向上と介
護者の負担軽減
のために今後も
実施していく。

福祉局
心身障
がい者リ
ハビリ
テーショ
ンセン
ター

（オ）住宅に関する情報提供

障がいのある方
の自立支援・
QOL の向上、介
護者の負担軽減
のためには、今
後も実施していく
必要性がある。

大阪市立住まい情報セン
ターにおいて、障がいのあ
る人等に対する住宅相談も
含めた住まいに関する様々
な情報提供を行います。

都市整
備局

ひとにやさしいま
ちづくりの推進を
図るため引き続
き実施する。

福祉局
障がい
福祉課

ひとにやさしいまちづくりの推進

ひとにやさしいま
ちづくりの推進を
図るため引き続
き実施する。

住宅改造に関する相談等
の充実を図り、障がいのあ
る人一人ひとりに適した住
環境が確保されるように努
めます。

各務係長

すべての市民が自らの問題
をして積極的に「ひとにやさ
しいまちづくり」に取り組む
機運を盛り上げるため、そ
の必要性を周知するととも
に、協力が得られるよう様々
な機会をとらえて啓発を行
います。

継続 継続

都市計
画局

「大阪市ひとにやさしいまちづくり整備要綱」に基づき、関係事業者と協議や指導を行いバリアフリー化の推進を図ります。

引き続き「大阪市
ひとにやさしいま
ちづくり整備要
綱」に基づき、関
係事業者と協議
や指導を行いバ
リアフリー化の推
進を図ります。

民間共同住宅においては、
一定規模を超える建築物を
バリアフリー整備の対象とし
ていますが、障がいのある
人などへの配慮が促進され
るよう、「大阪府福祉まちづ
くり条例」などの動向も注視
して、整備対象の小規模化
についての検討を進めま
す。 ひとにやさしいまちづ

くり整備要綱の運用

福祉局
障がい
福祉課

ひとにやさしいまちづくりの推進

補装具・福祉機器普
及事業における住宅
改造相談
（再計）

民間事業者に対する
事前協議

ひとにやさしいま
ちづくりの推進を
図るため引き続
き、要綱の運用
及び整備対象の
検討を進める。
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取組内容・成果（P：計画・D:実行） 取組内容・成果（P：計画・D:実行） 取組内容・成果（P：計画・D:実行）

課題（C:評価） 課題（C:評価） 課題（C:評価）

取組状況・成果（※具体的な数値を記載ください）、課題及び今後の方向性

2018（平成30）年度 2019年度 2020年度

取組指標

今後の方向性
（A：改善）

今後の方向性
（A：改善）

今後の方向性
（A：改善）

部内担当施策の方向性 取組（事業）名称 担当

警防計画樹立対象物：０件 警防計画樹立対象物：新規０件（計20件）

対象物内にテナントとして施設がある対象物がほ
とんどであり、単体での施設は数少ないため、警
防計画樹立の基準に達していない。

新規も踏まえ、既存の警防計画について、定期確
認を実施。

年間立入検査計画に基づいて立入検査を実施し
た。

検査実施数：874回

年間立入検査計画に基づいて立入検査を実施し
た。

検査実施数：910回

施設が消防法令に適合した状態で使用できるよ
う、関係部局との情報共有及び連携が必要。

施設が消防法令に適合した状態で使用できるよ
う、関係部局との情報共有及び連携が必要。

消防法令に基づき自衛消防訓練を実施した。

自衛消防訓練実施数：588回

消防法令に基づき自衛消防訓練を実施した。

自衛消防訓練実施数：1,424回

施設が消火訓練及び避難訓練を定期的に実施
することが必要。

施設が消火訓練及び避難訓練を定期的に実施
することが必要。

・大阪北部地震をうけ「家具転倒防止リーフレット」
を作成し、住宅の防災対策の強化を図るなど、
「大阪市避難行動要支援者支援計画（全体計
画）」に基づき、取組を実施している。

・昨年度に引き続き、「家具転倒防止リーフレット」
を配布し、住宅の防災対策の強化を図るなど、
「大阪市避難行動要支援者支援計画（全体計
画）」に基づき、取組を実施している。

・引き続き、時々の課題を踏まえながら、「大阪市
避難行動要支援者支援計画（全体計画）」に基づ
き取組を実施していく。

・引き続き、時々の課題を踏まえながら、「大阪市
避難行動要支援者支援計画（全体計画）」に基づ
き取組を実施していく。

　該当する新設
対象物に対し
て、確実に計画
を樹立させ、出
場体制の確保に
努める。

引き続き、警防
計画作成基準に
基づき警防計画
を作成し、万全
な警防体制に努
める。

消防法令に基づき自衛消防訓練を実施

消火訓練及び避
難訓練の定期的
な実施の定着を
図るとともに、訓
練が実施できて
いない施設に対
して指導を行う。

危機管
理室

「大阪市避難行動要支援者避難支援計画（全体計画）」に基づき、要支援者の避難支援の取組の促進

年間立入検査計画に基づき立入検査を実施

年間立入検査計
画に基づき立入
検査を実施する
とともに、関係部
局との連携を
図っていく。

年間立入検査計
画に基づき立入
検査を実施する
とともに、関係部
局との連携を
図っていく。「大阪市避難行動要支援者

避難支援計画（全体計画）」
に基づき、要支援者の避難
支援の取組の促進に努め
ていくとともに、障がいのあ
る人をあらゆる災害から守る
ため、施設及び住宅の防災
体制の強化を図ります。

警防計画作成基準に基づき作成し、万全な警防体制の確保に努める。

引き続き実施

消火訓練及び避
難訓練の定期的
な実施の定着を
図るとともに、訓
練が実施できて
いない施設に対
して指導を行う。

社会福祉施設等

大阪市避難行動要支
援者避難支援計画
(全体計画） 引き続き実施

消防局

２－（１）防災・防犯対策の充実

（ア）防災対策の強化
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取組内容・成果（P：計画・D:実行） 取組内容・成果（P：計画・D:実行） 取組内容・成果（P：計画・D:実行）

課題（C:評価） 課題（C:評価） 課題（C:評価）

取組状況・成果（※具体的な数値を記載ください）、課題及び今後の方向性

2018（平成30）年度 2019年度 2020年度

取組指標

今後の方向性
（A：改善）

今後の方向性
（A：改善）

今後の方向性
（A：改善）

部内担当施策の方向性 取組（事業）名称 担当

・地域の訓練における安否確認や避難訓練など
に対し、地域防災力向上アドバイザーの派遣など
支援を実施している。

・地域の訓練における安否確認や避難訓練など
に対し、地域防災力向上アドバイザーの派遣など
支援を実施している。

・引き続き、地域において取組避難支援等につい
て支援する。

・引き続き、地域において取組避難支援等につい
て支援する。

新規設置施設　５件
（平成30年度末　合計92対象物）

新規設置数　５件
（令和元年度末　合計97対象物）

特になし 特になし

・「避難行動要支援者名簿」を作成し、自主防災
組織をはじめとする避難支援等関係者への提供
をすすめている。

・「避難行動要支援者名簿」を作成し、自主防災
組織をはじめとする避難支援等関係者への提供
をすすめている。

・引き続き、避難支援等関係者への名簿の提供を
すすめるとともに、災害時における地域の取り組
みについて支援を行う。

・引き続き、避難支援等関係者への名簿の提供を
すすめるとともに、災害時における地域の取り組
みについて支援を行う。

・「避難所開設・運営ガイドライン」において障がい
のある人の特性と必要な対応について記載し、周
知を図っている。
・また、地域の訓練における安否確認や避難訓練
などに対し支援を実施している。

・「避難所開設・運営ガイドライン」において障がい
のある人の特性と必要な対応について記載し、周
知を図っている。
・また、地域の訓練における安否確認や避難訓練
などに対し支援を実施している。

・「避難所開設・運営ガイドライン」や地域の訓練
等を通じ、地域における取組を支援していく。

・「避難所開設・運営ガイドライン」や地域の訓練等を通
じ、地域における取組を支援していく。

災害時・緊急時の避難誘導
及び通報体制・避難ルート
を整備するとともに、その周
知徹底を図り、消防関係機
関及び住民による避難誘導
の実効性を確保します。

使用開始防火対
象物に対して継
続設置

（イ）災害時・緊急時の対応策の充実

地域における防災訓練等
への障がいのある人の参加
促進など、地域での避難支
援等の取組を支援します。

危機管
理室

「大阪市避難行動要支援者避難支援計画（全体計画）」に基づき、要支援者の避難支援の取組の促進

大阪市避難行動要支
援者避難支援計画
(全体計画）

大阪市避難行動要支
援者避難支援計画
(全体計画）

避難誘導システム設
置施設

消防局

設置基準に該当した新規使用開始対象物に対して設置を指導する。

使用開始防火対
象物に対して継
続設置

引き続き実施 引き続き実施

また、様々な障がいの特性
について理解を深め、障が
い特性に配慮しながら、障
がいのある人に対して避難
訓練等への参加を働きか
け、地域における救出、救
護の充実を図ります。

危機管
理室

「大阪市避難行動要支援者避難支援計画（全体計画）」に基づき、要支援者の避難支援の取組の促進

引き続き実施 引き続き実施

危機管
理室

「大阪市避難行動要支援者避難支援計画（全体計画）」に基づき、要支援者の避難支援の取組の促進

引き続き実施 引き続き実施

大きな災害が発生した直後
などは、地域の支えあいが
重要であるため、個人情報
の保護に留意し、支援を要
する障がいのある人の所在
把握や避難支援プラン（個
別計画）の作成を通じて、
状況や支援内容を日常的
に把握します。
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取組内容・成果（P：計画・D:実行） 取組内容・成果（P：計画・D:実行） 取組内容・成果（P：計画・D:実行）

課題（C:評価） 課題（C:評価） 課題（C:評価）

取組状況・成果（※具体的な数値を記載ください）、課題及び今後の方向性

2018（平成30）年度 2019年度 2020年度

取組指標

今後の方向性
（A：改善）

今後の方向性
（A：改善）

今後の方向性
（A：改善）

部内担当施策の方向性 取組（事業）名称 担当

・避難行動要支援者の、安否確認体制等につい
ての検討を行っている。

・避難行動要支援者の、安否確認体制等につい
ての検討を行っている。

避難行動要支援者の安否確認について、迅速か
つ効果的に行えるよう、手順等について引き続き
検討を行う。

避難行動要支援者の安否確認について、迅速か
つ効果的に行えるよう、手順等について引き続き
検討を行う。

・避難に必要な情報について、防災スピーカー、
おおさか防災ネット、市ＨＰ、要配慮者利用施設
へのメール等の情報伝達体制の多様化を図って
いる。

・避難に必要な情報について、防災スピーカー、
おおさか防災ネット、市ＨＰ、要配慮者利用施設
へのメール等の情報伝達体制の多様化を図って
いる。

引き続き、適切な情報提供を行えるよう、情報伝
達体制の多様化など充実に取り組む。

・引き続き、適切な情報提供を行えるよう、情報伝
達体制の多様化など充実に取り組む。

・災害時における福祉避難所で必要となる物資の
確保について、協定等により行うこととしている。
・福祉避難所となる施設において、必要物資の備
蓄に努めていただくよう周知を行っている。

・災害時における福祉避難所で必要となる物資の
確保について、協定等により行うこととしている。
・福祉避難所となる施設において、必要物資の備
蓄に努めていただくよう周知を行っている。

福祉避難所の開設・運営に必要な物資の確保が
迅速に行えるよう取り組む。

福祉避難所の開設・運営に必要な物資の確保が
迅速に行えるよう取り組む

・「福祉避難所」の確保に努めている。
・協定締結施設数：３３１施設

・「福祉避難所」の確保に努めている。
・協定締結施設数：３４４施設

「福祉避難所」の一層の確保に向けて、関係団体
と連携して検討を行う。

「福祉避難所」の一層の確保に向けて、関係団体
と連携して検討を行う。

引き続き実施引き続き実施

大阪市避難行動要支
援者避難支援計画
(全体計画）

危機管
理室

「大阪市避難行動要支援者避難支援計画（全体計画）」に基づき、要支援者の避難支援の取組の促進

障がいのある人等で、避難
所での生活に特別な配慮
を必要とする人を対象に受
入れを行う「福祉避難所」に
ついて、社会福祉施設等の
関係団体との調整を進め、
その確保に努めます。

危機管
理室

「大阪市避難行動要支援者避難支援計画（全体計画）」に基づき、要支援者の避難支援の取組の促進

引き続き実施 引き続き実施

引き続き実施 引き続き実施

加えて、福祉避難所で必要
となる医薬品や生活物品の
確保の取組を実施します。

危機管
理室

「大阪市避難行動要支援者避難支援計画（全体計画）」に基づき、要支援者の避難支援の取組の促進

引き続き実施 引き続き実施

「大阪市避難行動要支援者
避難計画（全体計画）」に基
づき、避難行動要支援者へ
の情報伝達体制の整備
や、避難された後の状況に
応じて必要な医療・保健・
福祉サービスを提供するた
めの体制整備を図ります。

安否確認の体制や社会福
祉法人・NPO等と連携した
福祉サービス・福祉用具・
医療の確保、心のケアのあ
り方などについて検討を進
めます。

危機管
理室

「大阪市避難行動要支援者避難支援計画（全体計画）」に基づき、要支援者の避難支援の取組の促進
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取組内容・成果（P：計画・D:実行） 取組内容・成果（P：計画・D:実行） 取組内容・成果（P：計画・D:実行）

課題（C:評価） 課題（C:評価） 課題（C:評価）

取組状況・成果（※具体的な数値を記載ください）、課題及び今後の方向性

2018（平成30）年度 2019年度 2020年度

取組指標

今後の方向性
（A：改善）

今後の方向性
（A：改善）

今後の方向性
（A：改善）

部内担当施策の方向性 取組（事業）名称 担当

・地域における防災訓練において、福祉避難所
への搬送訓練等を取り入れている。また、福祉避
難所の開設・運営訓練を実施してきている。

・地域における防災訓練において、福祉避難所
への搬送訓練等を取り入れている。また、福祉避
難所の開設・運営訓練を実施してきている。

搬送訓練や福祉避難所開設・運営訓練等を継続
して実施し、避難行動要支援者への支援体制の
充実に取り組む。

搬送訓練や福祉避難所開設・運営訓練等を継続
して実施し、避難行動要支援者への支援体制の
充実に取り組む。

・搬送訓練や福祉避難所開設・運営訓練等を行う
など、「大阪市避難行動要支援者避難計画（全体
計画）」に基づき取り組みを行ってきている。

・搬送訓練や福祉避難所開設・運営訓練等を行う
など、「大阪市避難行動要支援者避難計画（全体
計画）」に基づき取り組みを行ってきている。

引き続き、搬送訓練や福祉避難所開設・運営訓
練等に取り組むなど、計画に基づく取り組みを着
実に実施する。

・引き続き、搬送訓練や福祉避難所開設・運営訓
練等に取り組むなど、計画に基づく取り組みを着
実に実施する。

・見守りカメラを平成28～30年度に1,000台設置し
た。
・全区役所で青色防犯パトロール活動を通年実
施した。

・見守りカメラ1,000台の維持管理を行った。
・全区役所による青色防犯パトロール活動を通年
実施した。

・見守りカメラの適正な維持管理
・全区における青色防犯パトロールの継続実施

・見守りカメラの適正な維持管理
・全区における青色防犯パトロールの継続実施

市職員を講師として派遣し、高齢者の支援者団
体等に消費者被害の防止と回復を支援する見守
り活動に役立つ「見守り講座」を実施し、地域の高
齢者を見守るネットワーク活動を促進し、高齢者
の消費者被害の防止と解決を図る。
・講座の開催数：20回
・参加人数：793人
・上記指標について、成果：95.0％

市職員を講師として派遣し、高齢者の支援者団
体等に消費者被害の防止と回復を支援する見守
り活動に役立つ「見守り講座」を実施し、地域の高
齢者を見守るネットワーク活動を促進し、高齢者
の消費者被害の防止と解決を図る。
・講座の開催数：11回
・参加人数：488人
・上記指標について、成果：100.0％

講座を実施した団体等に対して、具体的な活動
方法について、引き続き情報提供を行っていく必
要がある。

講座を実施した団体等に対して、具体的な活動
方法について、引き続き情報提供を行っていく必
要がある。

また、地域の防災訓練等に
おいて、福祉避難所への搬
送訓練等を実施し、福祉避
難所運営の実効性の向上
を図っていきます。

危機管
理室

「大阪市避難行動要支援者避難支援計画（全体計画）」に基づき、要支援者の避難支援の取組の促進

引き続き実施 引き続き実施

引き続き実施

大阪市避難行動要支
援者避難支援計画
(全体計画）福祉避難所への移動方法

等の対応や受入れ機能の
整備、避難行動要支援者
の名簿の活用等について、
「大阪市避難行動要支援者
避難計画（全体計画）」に基
づき取組を進めます。

危機管
理室

（ウ）防犯対策の強化

障がいのある人を犯罪から
守り、安全で安心なまちづく
りを進めるため、地域の事
情に応じた防犯活動の支
援や犯罪被害防止のため
の広報・啓発、防犯活動を
進めます。

地域の安全見守り活
動

市民局
地域安
全担当

見守りカメラを平成28～30年度に1,000台設置し、維持管理していく。
全区役所による青色防犯パトロール活動

・見守りカメラを
適正に維持管理
していく。
・全区役所による
青色防犯パト
ロールを引き継
続き実施してい
く。

・引き続き見守り
カメラ1,000台の
維持管理を行っ
ていく。
・全区役所による
青色防犯パト
ロールを引き続
き実施していく。

「大阪市避難行動要支援者避難支援計画（全体計画）」に基づき、要支援者の避難支援の取組の促進

引き続き実施

近隣での日々の見守りや声
かけができるような、地域づ
くりを支援します。

地域での見守りネット
ワーク活動促進事業

市民局
消費者
センター

アンケートにおいて、「今後、団体等として、地域での消費者被害防止活動に取り組む」と答えた団体等の割合：成果目標85％以上

今後、実際に団
体等が消費者被
害防止活動を
行っていけるよ
う、講座の案内
や周知チラシ、
啓発ＤＶＤを配
布するなどの支
援を行う。

今後、実際に団
体等が消費者被
害防止活動を
行っていけるよ
う、講座の案内
や周知チラシ、
啓発ＤＶＤを配
布するなどの支
援を行う。
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取組内容・成果（P：計画・D:実行） 取組内容・成果（P：計画・D:実行） 取組内容・成果（P：計画・D:実行）

課題（C:評価） 課題（C:評価） 課題（C:評価）

取組状況・成果（※具体的な数値を記載ください）、課題及び今後の方向性

2018（平成30）年度 2019年度 2020年度

取組指標

今後の方向性
（A：改善）

今後の方向性
（A：改善）

今後の方向性
（A：改善）

部内担当施策の方向性 取組（事業）名称 担当

地域に無料で講師を派遣し、よくある消費者トラ
ブルの実例をあげて、訪問勧誘の撃退法やクーリ
ング・オフの書面作成方法などを解説する地域講
座・見学講座を開催。
・講座の開催数：58回
・参加人数：2,522人
・上記指標について、成果：85.6％

地域に無料で講師を派遣し、よくある消費者トラ
ブルの実例をあげて、訪問勧誘の撃退法やクーリ
ング・オフの書面作成方法などを解説する地域講
座・見学講座を開催。
・講座の開催数：56回
・参加人数：2,207人
・上記指標について、成果：96.3 ％

消費者トラブルの防止に一定の効果があったが、
未開催の区もあったため、より一層広く周知を図
り、注意喚起や消費者教育に努める必要がある。

消費者トラブルの防止に一定の効果があったが、
未開催の区もあったため、より一層広く周知を図
り、注意喚起や消費者教育に努める必要がある。

障がいのある人に対する悪
質商法による消費者被害を
防止するため、悪質商法の
手口や防止方法を紹介す
る講座の開催など、障がい
のある人に対し、地域の実
情や障がいの状況に応じた
形で啓発や情報提供を行
います。

消費者センター　地域
講座・見学講座

市民局
消費者
センター

アンケートにおいて、「悪質事業者の手口や拒否方法等消費者トラブル(特殊詐欺含む）に関する知識を習得することができ、実践できるようになった」と答えた割合：成果目標90％以上

成果目標90％以
上を達成するた
め、ロールプレイ
ング等の受講者
参加型を積極的
に取り入れ、より
実践的で効果的
な講座を実施す
る。

成果目標90％以
上を達成するた
め、ロールプレイ
ング等の受講者
参加型を積極的
に取り入れ、より
実践的で効果的
な講座を実施す
る。
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取組内容・成果（P：計画・D:実行） 取組内容・成果（P：計画・D:実行） 取組内容・成果（P：計画・D:実行）

課題（C:評価） 課題（C:評価） 課題（C:評価）

在宅の障がいのある方を対象に、病気の早期発
見及び二次障がいの予防などを行い、健康と福
祉の増進をはかるため障がい者健康診査事業を
実施している。
（平成30年度実施件数：518件）

在宅の障がいのある方を対象に、病気の早期発
見及び二次障がいの予防などを行い、健康と福
祉の増進をはかるため障がい者健康診査事業を
実施している。
（令和元年度実施件数：513件）

障がいのある人にとって、二次的機能障害は生活
上の困難の大きな原因の一つとなっているため、
啓発に努めるとともに受け入れ体制の充実を図る
必要がある。

障がいのある人にとって、二次的機能障害は生活
上の困難の大きな原因の一つとなっているため、
啓発に努めるとともに受け入れ体制の充実を図る
必要がある。

地域の協力医療機関の確保　260か所（平成28年
度～平成30年度）
地域のかかりつけ医の紹介　39名（平成28年度～
平成30年度）

地域の協力医療機関の確保　277か所（平成28年
度～令和元年度）
地域のかかりつけ医の紹介　51名（平成28年度～
令和元年度）

・協力医療機関については、地域や診療科の偏
在がある
・地域のかかりつけ医の必要性について、20歳未
満の重症児は出生時の医療機関とのかかわりが
深いため、あまり感じていない

・協力医療機関については、地域や診療科の偏
在がある
・地域のかかりつけ医の必要性について、20歳未
満の重症児は出生時の医療機関とのかかわりが
深いため、あまり感じていない

Ｈ30.9月、大阪府医ニュースにて、ヘルプマーク
の啓発を行う。（大阪府）

ー

二次的機能障が
いの予防と病気
の早期発見を目
的とした障がい
者健康診査事業
を継続し、健康
管理の増進に努
める。

（イ）受診機会の保障

大阪府で実施している「大
阪府障がい者地域医療ネッ
トワーク推進事業」協力医
療機関とも連携しながら、身
近な地域で障がいのある人
が適切な医療を受けられる
仕組みづくりについて検討
します。

重症心身障がい児者
医療コーディネート事
業

健康局
健康施
策課

地域の協力医療機関の確保　350か所（平成28年度～令和2年度の5年間）
地域のかかりつけ医の紹介　190名（平成28年度～令和2年度の5年間）

・地域偏在を解
消し、登録数の
比較的少ない眼
科・耳鼻咽喉科
を確保する
・成人で高度専
門病院を主治医
としている登録者
へのアプローチ

・地域偏在を解
消し、登録数の
比較的少ない泌
尿器科・婦人科
を積極的に確保
する
・成人で高度専
門病院を主治医
としている登録者
へのアプローチ

福祉局
障がい
福祉課

障がいに関する
マークなど、障が
いの理解啓発に
かかる働きかけ
について、大阪
府などの関係先
と連携しながら、
引き続き啓発に
取組む必要があ
る。

二次的機能障が
いの予防と病気
の早期発見を目
的とした障がい
者健康診査事業
を継続し、健康
管理の増進に努
める。

医療機関受診に際して支
援や配慮が必要な障がい
のある人が、安心して適切
に治療や相談を受けること
ができるよう、医療機関に対
する啓発を行います。

第6章　地域で安心して暮らすために

施策の方向性 取組（事業）名称 担当

取組状況・成果（※具体的な数値を記載ください）、課題及び今後の方向性

2018（平成30）年度 2019年度 2020年度

取組指標

今後の方向性
（A：改善）

今後の方向性
（A：改善）

今後の方向性
（A：改善）

部内担当

１－（１）総合的な保健、医療施策の充実

（ア）障がいのある人の健康管理の推進

障がいのある人にとって二
次的機能障がいは生活上
の困難の大きな原因の1つ
となっているため、二次的
機能障がい予防のための
健康診査事業を充実、啓発
に努め健康管理の推進に
努めます。

心身障がい者リハビリ
テーションセンターに
おける健康診査事業

診療所

各務係長

福祉局
心身障
がい者リ
ハビリ
テーショ
ンセン
ター

在宅の障がいのある方を対象に、病気の早期発見及び二次障がいの予防などを行い、健康と福祉の増進をはかる。

平成30年度からの障がい者支援計画実施状況
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取組内容・成果（P：計画・D:実行） 取組内容・成果（P：計画・D:実行） 取組内容・成果（P：計画・D:実行）

課題（C:評価） 課題（C:評価） 課題（C:評価）

施策の方向性 取組（事業）名称 担当

取組状況・成果（※具体的な数値を記載ください）、課題及び今後の方向性

2018（平成30）年度 2019年度 2020年度

取組指標

今後の方向性
（A：改善）

今後の方向性
（A：改善）

今後の方向性
（A：改善）

部内担当

最重度の障がい者であって重度訪問介護を利用
している者に対して、入院中の医療機関において
も、利用者の状態等を熟知しているヘルパーを引
き続き利用し、そのニーズを的確に医療従事者に
伝達する等の支援を行う。

最重度の障がい者であって重度訪問介護を利用
している者に対して、入院中の医療機関において
も、利用者の状態等を熟知しているヘルパーを引
き続き利用し、そのニーズを的確に医療従事者に
伝達する等の支援を行う。

入院時の意思疎通支援を受け受けられる方は。
重度訪問介護を利用している方でも区分６以上の
方となっているため、対象者が限られている。

入院時の意思疎通支援を受け受けられる方は。
重度訪問介護を利用している方でも区分６以上の
方となっているため、対象者が限られている。

障がい者の歯科診療の機会を確保し、障がい者
の歯科保健の向上、健康保持増進を図る。（診療
件数3,170件）

障がい者の歯科診療の機会を確保し、障がい者
の歯科保健の向上、健康保持増進を図る。（診療
件数3,178件）

特別な設備や障がいに関する専門知識を有する
介助者を必要とするなど診療の困難性や採算上
の問題により、一般開業医での対応が困難な状
況にある。

特別な設備や障がいに関する専門知識を有する
介助者を必要とするなど診療の困難性や採算上
の問題により、一般開業医での対応が困難な状
況にある。

【医療分】
対象者数　　　　　34,050人
受診件数　　　1,025,215件

【医療分】
対象者数　　45,028人
受診件数　1,455,622件

大阪府の補助制度のもと助成を実施しているた
め、今後も大阪府に制度拡大等を引き続き要望
する必要がある。

大阪府の補助制度のもと助成を実施しているた
め、今後も大阪府に制度拡大等を引き続き要望
する必要がある。

地域の歯科診療
機関において治
療が困難な障が
い児者の診療機
会の確保に向け
て引き続き事業
継続が必要であ
る。

福祉局
障がい
福祉課

障がいのある人が安心して
適切な医療を受けられるよ
う、大阪府に対して障がい
者医療費助成制度の対象
範囲の拡大を要望するとと
もに、国に対しても医療費
助成制度が国の制度として
統一した基準を設けて実施
されるよう引き続き要望して
いきます。

重度障がい者医療費
助成

福祉局
保険年
金課

重度障がい者に対し、医療費の一部を助成することにより、重度障がい者の健康の保持及び生活の安定に寄与し、もって重度障がい者の福祉の向上を図る。

大阪府に対して
対象範囲の拡大
を要望するととも
に、国に対しても
医療費助成制度
が国の制度とし
て統一した基準
を設けて実施さ
れるよう引き続き
要望する。

大阪府に対して
対象範囲の拡大
を要望するととも
に、国に対しても
医療費助成制度
が国の制度とし
て統一した基準
を設けて実施さ
れるよう引き続き
要望する。

重度訪問介護を
利用している方
が、安心して入
院治療ができる
よう、十分な対応
が可能となるよう
働きかけの取り
組みを行う。

障がいのある人の歯科診療
については、一般歯科医院
での治療が困難な人が容
易に受診できるよう歯科診
療事業や医療機関の情報
提供の充実に努めます。

障がい児（者）歯科診
療事業

山田係長

地域の歯科診療
機関において治
療が困難な障が
い児者の診療機
会の確保に向け
て引き続き事業
継続が必要であ
る。

配慮や支援を要する障がい
のある人が入院した場合の
介護ニーズについて、入院
中の医療機関における重
度訪問介護利用できる対象
者の範囲を拡大するなど、
十分な対応が可能となるよ
う、国に対して制度整備を
働きかけていきます。

重度訪問介護事業
福祉局
障がい
支援課

重度障がい者入院時コミュニケーションサポートを利用していた方で、対象者となった方は、重度訪問介護を利用して、入院時の意思疎通の支援を受けられるようになり、入院時コミュニケーションサポート事業の利用者数が減少し
た。

重度訪問介護を
利用している方
が、安心して入
院治療ができる
よう、十分な対応
が可能となるよう
働きかけの取り
組みを行う。

大谷係長
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取組内容・成果（P：計画・D:実行） 取組内容・成果（P：計画・D:実行） 取組内容・成果（P：計画・D:実行）

課題（C:評価） 課題（C:評価） 課題（C:評価）

施策の方向性 取組（事業）名称 担当

取組状況・成果（※具体的な数値を記載ください）、課題及び今後の方向性

2018（平成30）年度 2019年度 2020年度

取組指標

今後の方向性
（A：改善）

今後の方向性
（A：改善）

今後の方向性
（A：改善）

部内担当

（事業内容）
重度の肢体不自由者で常時介護を必要とする方
に対して居宅おける入浴、排泄、食事の介護等
及び外出時の介護などを総合的に提供する。

（実績：月あたり）
1,821人、255,203時間
※29年度実績：月あたり　2,147人、248,548時間

（事業内容）
重度の肢体不自由者で常時介護を必要とする方
に対して居宅おける入浴、排泄、食事の介護等
及び外出時の介護などを総合的に提供する。

（実績：月あたり）
1,643人、256,913時間

平成29年度と比べ、利用者数は減少しているが、
利用時間数は増加している。平成31年度におい
ても、増加傾向を見込んでおり、今後においても
サービスとしてのニーズは高い。

平成30年度と比べ、利用者数は減少しているが、
利用時間数は増加している。令和2年度において
も、増加傾向を見込んでおり、今後においても
サービスとしてのニーズは高い。

（事業内容）
介護者がいない者で意思疎通が困難な障がい者
等が医療機関に入院する場合に、コミュニケー
ションサポート事業従事者を派遣し、病院スタッフ
との意思疎通の円滑化を図る。

（平成30年度実績）
延べ３名

（事業内容）
介護者がいない者で意思疎通が困難な障がい者
等が医療機関に入院する場合に、コミュニケー
ションサポート事業従事者を派遣し、病院スタッフ
との意思疎通の円滑化を図る。

（平成31年度実績）
延べ5名

重度訪問介護を利用して、入院時の意思疎通の
支援を受けられるようになったため、当事業の利
用者は減少したものの。、重度訪問介護の対象者
以外の方が、入院時の意思疎通支援を必要する
場合は当事業を利用する必要があるため、今後
においても対象者からのニーズは高い。

重度訪問介護を利用して、入院時の意思疎通の
支援を受けられるようになったため、当事業の利
用者は減少したものの。、重度訪問介護の対象者
以外の方が、入院時の意思疎通支援を必要する
場合は当事業を利用する必要があるため、今後
においても対象者からのニーズは高い。

医療的ケアに対応可能な障がい福祉サービス事
業所等の充実を図るため、重症心身障がい児者
の支援に専門性を有する施設を活用し、介護技
術の向上を目的とした研修等を行うことにより、医
療的ケアが必要な重症心身障がい児者の地域生
活支援の基盤づくりを行う。

医療的ケアに対応可能な障がい福祉サービス事
業所等の充実を図るため、重症心身障がい児者
の支援に専門性を有する施設を活用し、介護技
術の向上や医療的ケア児等コーディネーターの
養成を目的とした研修等を行うことにより、医療的
ケアが必要な重症心身障がい児者の地域生活支
援の基盤づくりを行う。

平成30年度については、大阪府が相談支援従事
者研修の専門コースで、医療的ケア児等コーディ
ネーター養成研修と同等の研修を実施。

当事業において養成した医療的ケア児等コー
ディネーターの確保及び事業所等への配置を目
的とした取り組みを行っていく必要がある。

（更生医療）
障がい者が日常生活の改善や機能の改善を目
的として受ける医療の費用の一部を助成する。
H３０年度実施状況：6,620件

（更生医療）
障がい者が日常生活の改善や機能の改善を目
的として受ける医療の費用の一部を助成する。
令和元年度実施状況　6,795件

対象者に確実に自立支援医療を提供することが
できた。

重度訪問介護事業
【再計】

福祉局
障がい
支援課

（30年度計画見込み）月あたり　1,923人、258,436時間  （31年度計画見込み）月あたり　1,989人、264,832時間

個々のニーズに
沿ったサービス
利用となるよう、
ニーズを把握し
ながら事業の在
り方を検討し、
サービスの充実
に取り組む。

個々のニーズに
沿ったサービス
利用となるよう、
ニーズを把握し
ながら事業の在
り方を検討し、
サービスの充実
に取り組む。

重度障がい者等入院
時コミュニケーション
サポート事業

重度障がい者入院時コミュニケーションサポートを利用していた方で、対象者となった方は、重度訪問介護を利用して、入院時の意思疎通の支援を受けられるようになり、入院時コミュニケーションサポート事業の利用者数が減少し
た。

コミュニケーションの支援が
必要な障がいのある人が医
療機関に入院した際、医師
や看護師等との意思疎通
が可能となるよう支援を行
います。

福祉局
障がい
支援課

引き続き、医療
費の自己負担分
の一部を助成す
る。

引き続き、医療
費の自己負担分
の一部を助成す
る。

障がいのある方
の受診機会を保
証し、安心して入
院治療ができる
よう、事業を継続
する。

障がいのある方
の受診機会を保
証し、安心して入
院治療ができる
よう、事業を継続
する。

大谷係長

大谷係長

福祉局
障がい
支援課

新家係長

重症心身障がい児（者）が、
急病時に、円滑に適切な医
療を受けられるよう、専門的
な知識等を有するコーディ
ネーターを配置し、連携す
る医療機関の確保、受入れ
の調整を図るなど、医療体
制の構築を進めます。

医療的ケアを必要と
する重症心身障がい
児者支援事業（重症
心身障がい児者等地
域生活支援センター
事業）

福祉局
障がい
支援課

古藤係長
大谷係長

平成31年度から重症心身障がい児者等地域生活支援センター事業において、医療的ケア児等コーディネーター養成研修を実施。

平成31年度か
ら、重症心身障
がい児者等地域
生活支援セン
ター事業の研修
で医療的ケア児
等コーディネー
ター養成研修を
実施する。

引き続き当事業
において医療的
ケア児等コー
ディネーター養
成研修を実施
し、養成した人材
の確保と事業所
等への配置を目
的とした取り組み
を行う。

自立支援医療給付
（更生医療）
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取組内容・成果（P：計画・D:実行） 取組内容・成果（P：計画・D:実行） 取組内容・成果（P：計画・D:実行）

課題（C:評価） 課題（C:評価） 課題（C:評価）

施策の方向性 取組（事業）名称 担当

取組状況・成果（※具体的な数値を記載ください）、課題及び今後の方向性

2018（平成30）年度 2019年度 2020年度

取組指標

今後の方向性
（A：改善）

今後の方向性
（A：改善）

今後の方向性
（A：改善）

部内担当

（精神通院医療）
自立支援医療（精神通院医療）を助成することに
より、精神障がい者の負担を軽減するとともに社
会復帰を促進する。
H30年度実施状況：63,167件

（精神通院医療）
自立支援医療（精神通院医療）を助成することに
より、精神障がい者の負担を軽減するとともに社
会復帰を促進する。
H31年度実施状況：66,740件

（育成医療）
身体障がいのある児童、またはそのまま放置する
と将来障がいを残すと認められる児童が、手術等
の治療を受けることにより、その障がいが軽減され
る場合、指定の医療機関で受ける医療費の一部
を助成する。
実人員：204人

（育成医療）
身体障がいのある児童、またはそのまま放置する
と将来障がいを残すと認められる児童が、手術等
の治療を受けることにより、その障がいが軽減され
る場合、指定の医療機関で受ける医療費の一部
を助成する。
実人員：243人

・大阪市域のリハビリテーション活動向上を図るた
め、協議会を機軸とした関係機関相互の連携を
図る。（評議員会・総会等）
・協議会に設置された2つの専門部会では、より具
体的かつ専門的な課題について検討・調整を行
い、実効ある取り組みを行う。
・関係機関に従事する職員の資質向上を図るた
め、関係機関職員研修会を実施する。

・大阪市域のリハビリテーション活動向上を図るた
め、協議会を機軸とした関係機関相互の連携を
図る。（評議員会・総会等）
・協議会に設置された2つの専門部会では、より具
体的かつ専門的な課題について検討・調整を行
い、実効ある取り組みを行う。
・関係機関に従事する職員の資質向上を図るた
め、関係機関職員研修会を実施する。

障がい者福祉をとりまく状況は、施策や制度、関
係法令等の変化に伴い、現状に見合った協議会
のあり方について検討し、必要な見直しを進めな
ければならない。

障がい者福祉をとりまく状況は、施策や制度、関
係法令等の変化に伴い、現状に見合った協議会
のあり方について検討し、必要な見直しを進めな
ければならない。

・大阪市域のリハビリテーション活動向上を図るた
め、協議会を機軸とした関係機関相互の連携を
図る。（評議員会・総会等）
・協議会に設置された2つの専門部会では、より具
体的かつ専門的な課題について検討・調整を行
い、実効ある取り組みを行う。
・関係機関に従事する職員の資質向上を図るた
め、関係機関職員研修会を実施する。

・大阪市域のリハビリテーション活動向上を図るた
め、協議会を機軸とした関係機関相互の連携を
図る。（評議員会・総会等）
・協議会に設置された2つの専門部会では、より具
体的かつ専門的な課題について検討・調整を行
い、実効ある取り組みを行う。
・関係機関に従事する職員の資質向上を図るた
め、関係機関職員研修会を実施する。

障がい者福祉をとりまく状況は、施策や制度、関
係法令等の変化に伴い、現状に見合った協議会
のあり方について検討し、必要な見直しを進めな
ければならない。

障がい者福祉をとりまく状況は、施策や制度、関
係法令等の変化に伴い、現状に見合った協議会
のあり方について検討し、必要な見直しを進めな
ければならない。

管理課

引き続き、医療
費の自己負担分
の一部を助成す
る。

引き続き、医療
費の自己負担分
の一部を助成す
る。

（ア）地域におけるリハビリテーション体制の整備

福祉局
心身障
がい者リ
ハビリ
テーショ
ンセン
ター

大阪市域における障がい児・者に対する一貫したリハビリテーション活動を円滑に推進するため、関係機関が相互に有機的連携を図ることにより、障がい者福祉の増進に寄与することを目的とする。

今後も、目的を
達成するための
取組みを進め、リ
ハビリテーション
活動の推進に必
要な事業を実施
する。

今後も、目的を
達成するための
取組みを進め、リ
ハビリテーション
活動の推進に必
要な事業を実施
する。

１－（２）地域におけるリハビリテーション・医療の充実

福祉局
心身障
がい者リ
ハビリ
テーショ
ンセン
ター

自立支援医療（育成
医療）

健康局
保健所
管理課

障がいのある人が、住み慣
れた地域で安心した生活が
送れるよう、筋委縮性側索
硬化症や重度重複障が
い、高次脳機能障がいな
ど、様々な障がい種別への
支援に対応していけるよう、
心身障がい者リハビリテー
ションセンター等のリハビリ
テーション機能を有する施
設、さらには医療機関・関
係団体等と連携し、地域リ
ハビリテーション体制の充
実に努めます。

管理課

心身障がい者リハビリテー
ションセンターは、地域にお
いてリハビリテーション機能
を有する関係諸機関と緊密
に連携し、基幹施設として
地域に即したコーディネー
ト機能等のより一層の充実
を図ります。

大阪市域における障がい児・者に対する一貫したリハビリテーション活動を円滑に推進するため、関係機関が相互に有機的連携を図ることにより、障がい者福祉の増進に寄与することを目的とする。

今後も、目的を
達成するための
取組みを進め、リ
ハビリテーション
活動の推進に必
要な事業を実施
する。

今後も、目的を
達成するための
取組みを進め、リ
ハビリテーション
活動の推進に必
要な事業を実施
する。

自立支援医療給付
（精神通院医療）

健康局こ
ころの健
康セン
ター

引き続き、医療
費の自己負担分
の一部を助成す
る。

引き続き、医療
費の自己負担分
の一部を助成す
る。
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取組内容・成果（P：計画・D:実行） 取組内容・成果（P：計画・D:実行） 取組内容・成果（P：計画・D:実行）

課題（C:評価） 課題（C:評価） 課題（C:評価）

施策の方向性 取組（事業）名称 担当

取組状況・成果（※具体的な数値を記載ください）、課題及び今後の方向性

2018（平成30）年度 2019年度 2020年度

取組指標

今後の方向性
（A：改善）

今後の方向性
（A：改善）

今後の方向性
（A：改善）

部内担当

スポーツに関わる医学的な相談及びスポーツやリ
ハビリテーションに関する悩みや運動方法など、
利用者がスポーツ活動を行う上での様々な相談
事業を実施。

スポーツに関わる医学的な相談及びスポーツやリ
ハビリテーションに関する悩みや運動方法など、
利用者がスポーツ活動を行う上での様々な相談
事業を実施。

相談件数：145件 相談件数：131件

・大阪市域のリハビリテーション活動向上を図るた
め、協議会を機軸とした関係機関相互の連携を
図る。（評議員会・総会等）
・協議会に設置された2つの専門部会では、より具
体的かつ専門的な課題について検討・調整を行
い、実効ある取り組みを行う。
・関係機関に従事する職員の資質向上を図るた
め、関係機関職員研修会を実施する。

・大阪市域のリハビリテーション活動向上を図るた
め、協議会を機軸とした関係機関相互の連携を
図る。（評議員会・総会等）
・協議会に設置された2つの専門部会では、より具
体的かつ専門的な課題について検討・調整を行
い、実効ある取り組みを行う。
・関係機関に従事する職員の資質向上を図るた
め、関係機関職員研修会を実施する。

障がい者福祉をとりまく状況は、施策や制度、関
係法令等の変化に伴い、現状に見合った協議会
のあり方について検討し、必要な見直しを進めな
ければならない。

障がい者福祉をとりまく状況は、施策や制度、関
係法令等の変化に伴い、現状に見合った協議会
のあり方について検討し、必要な見直しを進めな
ければならない。

医療機関・病棟ごとの診療実態の分析を行い、病
床の実態を明らかにし、将来のあるべき姿の指標
を設定した。また、公民分け隔てなく地域の課題
を共有するために、全病院が参画する病院連絡
会を新設し、議論を行った。
医療・病床懇話会　２回
在宅医療懇話会　１回
病院連絡会（大阪市二次医療圏の全病院が参画）　２
回
保健医療協議会　５回

地域医療構想の推進のため、医療機関・病棟ごとの診
療実態の分析結果をもとに、2025年における将来のある
べき姿に向けて、病院連絡会にて公・民分け隔てなく地
域の課題を共有し、医療機関の自主的な機能分化の認
識の共有を図った。

医療・病床懇話会　２回
在宅医療懇話会　１回
病院連絡会（大阪市二次医療圏の全病院が参画）　２回
保健医療協議会　５回

将来のあるべき姿の指標を設定する。
病院関係者と認識の共有を図る

将来のあるべき姿に向けて、自主的な取組みを進めるため、病
院関係者と今後も認識の共有を図っていく必要がある。

中途障がいのある人への支
援として、医療・保健・福祉
機関や当事者団体等と連
携をとり、早期に、短期・集
中的な訓練と心理的な支
援、さらにはその後につな
がる職場復帰や社会復帰
に向けた自立した生活を送
るための訓練ができるような
支援体制の整備に努めま
す。

2025年に必要な病床機能
（高度急性期・急性期・回復
期・慢性期）を確保していく
ために、病床機能のあり方
を検討していくとともに、各
病床機能の分化と連携し、
効率的な質の高い医療体
制を構築していきます。

管理課

地域医療構想の
実現に向けたさ
らなる取組が必
要

障がい者スポーツセ
ンター

健康施策
課

医療・病床懇話会　２回
在宅医療懇話会　１回
病院連絡会（大阪市二次医療圏の全病院が参画）　２回
保健医療協議会　５回

地域医療構想の
実現に向けたさ
らなる取組が必
要

福祉局
障がい
福祉課
（施設G）

舞洲障がい者スポーツセン
ター（アミティ舞洲）や長居
障がい者スポーツセンター
では、スポーツセンターの
環境を有効に活用し、利用
者のライフスタイルに応じて
のリハビリテーション、運動
プログラムの作成を支援す
る相談事業を行います。

大阪市病床機能懇話
会、大阪市在宅医療
懇話会等

健康局

（ウ）地域における医療連携体制の構築

（イ）中途障がいのある人の地域リハビリテーションの充実

福祉局
心身障
がい者リ
ハビリ
テーショ
ンセン
ター

大阪市域における障がい児・者に対する一貫したリハビリテーション活動を円滑に推進するため、関係機関が相互に有機的連携を図ることにより、障がい者福祉の増進に寄与することを目的とする。

今後も、目的を
達成するための
取組みを進め、リ
ハビリテーション
活動の推進に必
要な事業を実施
する。

今後も、目的を
達成するための
取組みを進め、リ
ハビリテーション
活動の推進に必
要な事業を実施
する。

安田係長

障がい者スポーツの裾野をよりいっそう広げる活動に取組み、長居・舞洲障がい者スポーツセンターの施設利用者数及び登録者数の増加につなげていく。

今後も引き続き、
利用者がスポー
ツ活動を行う上
での医事相談等
を行う。

今後も引き続き、
利用者がスポー
ツ活動を行う上
での医事相談等
を行う。
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取組内容・成果（P：計画・D:実行） 取組内容・成果（P：計画・D:実行） 取組内容・成果（P：計画・D:実行）

課題（C:評価） 課題（C:評価） 課題（C:評価）

施策の方向性 取組（事業）名称 担当

取組状況・成果（※具体的な数値を記載ください）、課題及び今後の方向性

2018（平成30）年度 2019年度 2020年度

取組指標

今後の方向性
（A：改善）

今後の方向性
（A：改善）

今後の方向性
（A：改善）

部内担当

医療的ケアに対応可能な障がい福祉サービス事
業所等の充実を図るため、重症心身障がい児者
の支援に専門性を有する施設を活用し、介護技
術の向上を目的とした研修等を行うことにより、医
療的ケアが必要な重症心身障がい児者の地域生
活支援の基盤づくりを行う。

医療的ケアに対応可能な障がい福祉サービス事
業所等の充実を図るため、重症心身障がい児者
の支援に専門性を有する施設を活用し、介護技
術の向上や医療的ケア児等コーディネーターの
養成を目的とした研修等を行うことにより、医療的
ケアが必要な重症心身障がい児者の地域生活支
援の基盤づくりを行う。

平成30年度　114人修了
令和元年度　（基礎研修）123人修了　（応用研修
①）50人　（応用研修②）39人修了

重症心身障がい児者への対応が可能な医療機
関へ協力を求め、病床を確保し、緊急的にショー
トステイの利用を必要とする場合に対応できるよう
にする。

６医療機関で実施
延335件、2,327日利用

重症心身障がい児者への対応が可能な医療機
関へ協力を求め、病床を確保し、緊急的にショー
トステイの利用を必要とする場合に対応できるよう
にする。

６医療機関で実施
延396件、2,736日利用

ニーズの高い医療型ショートステイの受け入れ先
のさらなる確保する必要がある。

ニーズの高い医療型ショートステイの受け入れ先
のさらなる確保が必要である。

医療的ケアに十分対応できる報酬単価となるよ
う、引き続き、国に要望していく。

医療的ケアに十分対応できる報酬単価となるよ
う、引き続き、国に要望していく。

二十一大都市心身障害者（児）福祉主管課長会
議等で国に要望する。

二十一大都市心身障害者（児）福祉主管課長会
議等で国に要望する。

医療的ケア児とその家族を地域で支えるために、
大阪市における医療的ケア児の支援に関わる保
健、医療、福祉、教育等の関係機関と地域の課題
や対応策について意見交換や情報共有を図る。

平成30年度　平成31年３月29日開催

医療的ケアの必要な障がいのある児童（以下「医
療的ケア児」という）の支援に関わる行政機関や
事業所等の担当者が一堂に会し、地域の課題や
対応策について継続的に意見交換や情報共有
を図ることで、医療的ケア児の切れ目ない支援の
実現を目指す。

令和元年度　令和元年10月24日開催

関係行政機関や関係する事業所等が利用者の
立場に立ち、緊密に連携して対応することが求め
られている。

保健・医療・福祉・教育等の施策分野ごとに地域
の課題や対応策を共有する中で、各施策分野ご
とに把握する対象児童が異なることが明らかと
なった。切れ目ない支援の実現には、行政が支
援の対象となる医療的ケア児を包括的に把握す
る仕組みを確立できていないことが課題である。

大谷係長

（エ）医療的ケアの体制整備

医療的ケアを必要と
する重症心身障がい
児者支援事業（重症
心身障がい児者等地
域生活支援センター
事業）

福祉局
障がい
支援課

医療的ケアに十
分対応できる報
酬単価となるよ
う、引き続き、国
に要望していく。

特にニーズの高いショート
ステイについて、医療機関
と連携して医療的ケアに対
応したショートステイ事業の
充実に努めます。

医療的ケアを必要とする障
がいのある人が地域の身近
なところでサービスを利用
できるよう、障害福祉サービ
スについて、医療的ケアに
十分対応できる報酬単価な
るよう国に要望していきま
す。

医療的ケアを必要と
する重症心身障がい
児者支援事業

福祉局
障がい
支援課

医療的ケアに十分対応できる報酬単価となるよう、引き続き、国に要望していく。

医療的ケアに十
分対応できる報
酬単価となるよ
う、引き続き、国
に要望していく。

医療的ケアを必
要とする重症心
身障がい児(者)
が、地域で安心
して生活できるよ
う、引き続き、医
療型ショートステ
イの拡充を図る。

大谷係長

大谷係長
福祉局
障がい
支援課

医療型ショートステイ拡充をめざし病床確保およびサービス提供を実施

医療的ケアを必
要とする重症心
身障がい児(者)
が、地域で安心
して生活できるよ
う、引き続き、医
療型ショートステ
イの拡充を図る。

医療的ケアを必要とする障
がいのあるこどもが地域に
おいて必要な支援を受けら
れるよう、保健、医療、福祉
等の各関係機関が連携す
るための体制整備に努めま
す。

大阪市医療的ケア児
の支援に関する検討
会議の設置

医療的ケアを必要と
する重症心身障がい
児者支援事業（重症
心身障がい児者等医
療型短期入所事業）

福祉局
障がい
支援課

 大谷係長
古藤係長

障がい福祉サービス事業所
に対し、医療的ケアに係る
介護技術の向上を目的とし
た研修等を実施することと
により、サービス提供基盤
の充実に努めます。

医療的ケア児支援に関わる行政機関や事業所等の担当者が一堂に会し、地域の課題や対応策について継続的に意見交換や情報共有を図る

医療的ケア児支
援に関わる行政
機関や事業所等
の担当者が一堂
に会し、地域の
課題や対応策に
ついて継続的に
意見交換や情報
共有を図る。

医療的ケアに対応可能な障がい福祉サービス事業所の充実を図るため、事業所研修等を実施して地域生活支援の基盤づくりを行う。

平成31年度から
は、これまでの医
療的ケアに係る
基礎的な研修に
加え、応用研修
を実施する。

引き続き当事業
において医療的
ケア児等コー
ディネーター養
成研修を実施
し、養成した人材
の確保と事業所
等への配置を目
的とした取り組み
を行う。

各関係機関が把
握する「対象者」
や「把握の契機」
の共有を図ること
で、支援の対象
となる医療的ケ
ア児を漏れなく
把握する仕組み
の構築を目指
す。
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取組内容・成果（P：計画・D:実行） 取組内容・成果（P：計画・D:実行） 取組内容・成果（P：計画・D:実行）

課題（C:評価） 課題（C:評価） 課題（C:評価）

施策の方向性 取組（事業）名称 担当

取組状況・成果（※具体的な数値を記載ください）、課題及び今後の方向性

2018（平成30）年度 2019年度 2020年度

取組指標

今後の方向性
（A：改善）

今後の方向性
（A：改善）

今後の方向性
（A：改善）

部内担当

児童福祉法に基づき、厚生労働大臣が定める小
児慢性特定疾病にかかっている児童等につい
て、健全育成の観点から、患児家庭の医療費の
負担軽減を図るため、その医療費の自己負担分
の一部を助成する。

児童福祉法に基づき、厚生労働大臣が定める小
児慢性特定疾病にかかっている児童等につい
て、健全育成の観点から、患児家庭の医療費の
負担軽減を図るため、その医療費の自己負担分
の一部を助成する。

就学前の乳幼児を対象に、各区保健福祉セン
ターからの依頼に基づき、運動発達に関する相
談と発達障がいに関する相談検査をそれぞれ小
児科で実施している。
（平成30年度実施件数：新規135件、再診411件、
PT訓練65件、その他1,716件）

就学前の乳幼児を対象に、各区保健福祉セン
ターからの依頼に基づき、運動発達に関する相
談と発達障がいに関する相談検査をそれぞれ小
児科で実施している。
令和元年度実施件数：新規103件、再診260件、
PT訓練28件、その他1,228件）

近年、療育相談の充実に対するニーズは非常に
高く、発達障がい（疑い含む）の相談が大半を占
めている。関係機関と連携をより一層密にし、各
種相談、医学的診断・検査、発達評価の充実に
努める。

近年、療育相談の充実に対するニーズは非常に
高く、発達障がい（疑い含む）の相談が大半を占
めている。関係機関と連携をより一層密にし、各
種相談、医学的診断・検査、発達評価の充実に
努める。

自閉症等の発達障がい児を対象に、児童の身辺
自立や集団への適応に向けた日常生活の力を伸
ばすため、専門療育機関を設置し、児童に対する
専門的・個別的な療育、保護者研修等の親支援
を実施。
6か所　定員280人

自閉症等の発達障がい児を対象に、児童の身辺
自立や集団への適応に向けた日常生活の力を伸
ばすため、専門療育機関を設置し、児童に対する
専門的・個別的な療育、保護者研修等の親支援
を実施。
6か所　定員280人

低年齢児でも広汎性発達障がいの診断がつくこ
とから、早期発見を早期支援につなげるための取
組みが必要。

低年齢児でも広汎性発達障がいの診断がつくこ
とから、早期発見を早期支援につなげるための取
組みが必要。

引き続き、患児
家庭の医療費の
自己負担分の一
部を助成する。

管理課

発達障がいのあるこどもの
支援については、専門療育
機関を設置し、身辺自立や
集団への適応に向けた日
常生活の力を伸ばすため
の個別的・専門的療育を親
子通園により実施します。

就学前の乳幼児を対象に、各区保健福祉センターからの依頼に基づき、運動発達に関する相談と発達障がいに関する相談検査をそれぞれ実施する。

健康局
保健所

引き続き、患児
家庭の医療費の
自己負担分の一
部を助成する。

診療所

発達障がい児専門養
育機関
（再計）

福祉局
心身障
がい者リ
ハビリ
テーショ
ンセン
ター

福祉局
心身障
がい者リ
ハビリ
テーショ
ンセン
ター

１－（３）療育支援体制の整備

（ア）療育支援体制の充実

大阪市こども相談セン
ター、心身障がい者リハビリ
テーションセンターや区保
健福祉センターが関係機関
等と連携し、各種相談、医
学的診断・検査、発達評価
の充実に努めるほか、家族
に対して子育て全般を含め
た日常生活場面及び発達
援助への助言を行うなど
の、療育支援体制の強化に
努めます。

小児慢性特定疾病医
療費

児童に対する専
門的・個別的な
療育、保護者研
修等の親支援
を、今後も実施し
ていく。

児童に対する専
門的・個別的な
療育、保護者研
修等の親支援
を、今後も実施し
ていく。

障がいのある子
どもやその保護
者等が安心して
地域で暮らせる
よう関係機関等
が連携して療育
支援体制の充実
に努める。

障がいのある子
どもやその保護
者等が安心して
地域で暮らせる
よう関係機関等
が連携して療育
支援体制の充実
に努める。
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取組内容・成果（P：計画・D:実行） 取組内容・成果（P：計画・D:実行） 取組内容・成果（P：計画・D:実行）

課題（C:評価） 課題（C:評価） 課題（C:評価）

施策の方向性 取組（事業）名称 担当

取組状況・成果（※具体的な数値を記載ください）、課題及び今後の方向性

2018（平成30）年度 2019年度 2020年度

取組指標

今後の方向性
（A：改善）

今後の方向性
（A：改善）

今後の方向性
（A：改善）

部内担当

主として障がい受容が進んでいないために、法定
給付事業を受けることが出来ない在宅障がい児
(者)及びその保護者に対する訪問による療育指
導や外来による専門的な療育相談・指導及び障
がい児の通う施設等の職員に対する療育技術の
指導を行う。
設置数：　12か所
訪問指導：　延631件
外来指導：　延3143件
施設指導：　延296件

主として障がい受容が進んでいないために、法定
給付事業を受けることが出来ない在宅障がい児
(者)及びその保護者に対する訪問による療育指
導や外来による専門的な療育相談・指導及び障
がい児の通う施設等の職員に対する療育技術の
指導を行う。
設置数：　12か所
訪問指導：　延481件
外来指導：　延2647件
施設指導：　延293件

継続的な支援の実施により、障がい受容を進め、
適切な社会資源へ繋げることで、在宅の障がい
児（者）の地域での円滑な生活に寄与している。

継続的な支援の実施により、障がい受容を進め、
適切な社会資源へ繋げることで、在宅の障がい
児（者）の地域での円滑な生活に寄与している。

地域サポートコーチを配置し、発達障がい児（者）
の家族に対し、ペアレント・トレーニング等の親支
援講座を実施。
親支援講座　220回　　延2,639人

地域サポートコーチを配置し、発達障がい児（者）
の家族に対し、ペアレント・トレーニング等の親支
援講座を実施。
親支援講座　202回　　延2,185人

・親支援講座では、応募者が少なく中止をしたも
のがあり、講座構成に工夫が必要である。

・親支援講座では、応募者が少なく中止をしたも
のがあり、講座構成に工夫が必要である。

発達障がい者の状況に関する情報を共有し、発
達障がい者への総合的なサービス提供、必要な
支援に関する検討を行うため、保健、医療、保
育、教育、福祉、労働等の各分野の支援者が連
携を図る。
２回実施

発達障がい者の状況に関する情報を共有し、発
達障がい者への総合的なサービス提供、必要な
支援に関する検討を行うため、保健、医療、保
育、教育、福祉、労働等の各分野の支援者が連
携を図る。
１回実施

2回開催予定であったが、1回は新型コロナウイル
ス感染症拡大防止の観点から中止。

・今後も引き続き
発達障がいへの
親支援講座を実
施するとともに、
ニーズ把握を行
いながら、必要
な研修・支援等
を実施していく。

・今後も引き続き
発達障がいへの
親支援講座を実
施するとともに、
ニーズ把握を行
いながら、必要
な研修・支援等
を実施していく。

（イ）連携の強化

障がいのあるこどもの早期
医療体制から早期治療・療
育に結びつけていくため、
保健、医療、福祉、教育等
の関係機関の有機的な連
携体制の確立を図るととも
に、諸機関の間で中断され
ることなく連続したフォロー
アップ体制を整え、発達段
階に応じた種々の対応が継
続的かつ円滑に行われるよ
うに努めます。

発達障がい者支援セ
ンター連絡協議会

各分野と連携し、
情報共有、必要
な支援等に関す
る検討を行うた
め、今後も実施
していく。

保護者も含めた家族を支援
する観点にたち、地域で安
心して子育てを行っていけ
るよう、子育てに関する自信
の回復や不安を軽減し、親
子関係の安定化を図ること
により、こどもの自尊感情を
育み、自立に向けた取組み
ができるよう支援します。

福祉局
心身障
がい者リ
ハビリ
テーショ
ンセン
ター

各分野と連携し、
情報共有、必要
な支援等に関す
る検討を行うた
め、今後も実施
していく。

和田係長

相談課

発達障がい者支援セ
ンターにおける親支
援講座

福祉局
心身障
がい者リ
ハビリ
テーショ
ンセン
ター

相談課

障がい児等療育支援
事業

福祉局
障がい
福祉課

障がい児等療育支援事業所設置数　12か所

引き続き事業を
継続する。

引き続き事業を
継続する。
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取組内容・成果（P：計画・D:実行） 取組内容・成果（P：計画・D:実行） 取組内容・成果（P：計画・D:実行）

課題（C:評価） 課題（C:評価） 課題（C:評価）

施策の方向性 取組（事業）名称 担当

取組状況・成果（※具体的な数値を記載ください）、課題及び今後の方向性

2018（平成30）年度 2019年度 2020年度

取組指標

今後の方向性
（A：改善）

今後の方向性
（A：改善）

今後の方向性
（A：改善）

部内担当

保健福祉センターの精神保健福祉相談員等によ
り、訪問による精神保健福祉に関する相談指導を
行う。（実人数1,729人、延人数4,446人）

保健福祉センターの精神保健福祉相談員等によ
り、訪問による精神保健福祉に関する相談指導を
行う。（実人数1,639人、延人数4,250人）

安定した相談者数の確保 安定した相談者数の確保

こころの悩み電話相談（3,104件）
ひきこもり相談【電話・面接・訪問】（788件）
自死遺族相談【電話・面接】（96件）
自殺未遂者相談【電話・面接・訪問】（532件）
でかけるチーム精神保健相談（延66件）

こころの悩み電話相談（3,516件）
ひきこもり相談【電話・面接・訪問】（668件）
自死遺族相談【電話・面接】（140件）
自殺未遂者相談【電話・面接・訪問】（527件）
でかけるチーム精神保健相談（延61件）

安定した相談者数の確保 安定した相談者数の確保

医師による精神保健福祉相談を実施し、市民の
精神的健康の保持増進を図る。（719回、延1,847
件）

医師による精神保健福祉相談を実施し、市民の
精神的健康の保持増進を図る。（658回、延1,823
件）

安定した相談者数の確保 安定した相談者数の確保

回復途上にある精神障がい者等の社会適応を図
るため、社会復帰に関する相談指導を行う。（364
回、延1,829件）

回復途上にある精神障がい者等の社会適応を図
るため、社会復帰に関する相談指導を行う。（279
回、延1,284件）

安定した相談件数の確保 安定した相談件数の確保

保健福祉センターにおいて、精神保健福祉相談
員による精神保健福祉に関する相談を行う。（実
人数5,220人、延人数42,114人）

保健福祉センターにおいて、精神保健福祉相談
員による精神保健福祉に関する相談を行う。（実
人数5,070人、延人数45,255人）

安定した相談者数の確保 安定した相談者数の確保

１－（４）精神保健福祉活動の推進と医療体制の整備

地域における精神保健福
祉相談の充実を図るため、
区保健福祉センターと地域
活動支援センター（生活支
援型）などと連携強化すると
ともに、精神障がいのある
人の複合的課題に対応し
てけるよう、こころの健康セ
ンターが、助言・指導などの
技術的支援を行います。

（ア）地域精神保健福祉相談体制の充実

地域における精神保健福祉相談の充実を図り、精神障がい者の複合的な課題に対応

精神保健福祉訪問指
導
（再計）

健康局
こころの
健康セン
ター

精神障がいに係る困難ケースや地域移行等への対応について、専門的な助言・指導

本市HPなどを利
用した事業周知

社会復帰相談指導事
業
（再計）

本市HPなどを利
用した事業周知

健康局
こころの
健康セン
ター

本市HPなどを利
用した事業周知

地域における精神保健福祉相談の充実を図り、精神障がい者の複合的な課題に対応

本市HPなどを利
用した事業周知

本市HPなどを利
用した事業周知

本市HPなどを利
用した事業周知

精神保健福祉の相談機関
では精神障がいのある人の
相談だけでなく広く市民に
対し、精神疾患の一次予防
（疾病そのものの予防）、二
次予防（早期治療に加えて
症状の悪化や再発の防止）
の視点に立って、幅広くここ
ろの健康づくりの推進を図り
ます。

こころの健康センター
における相談支援
（再計）

健康局
こころの
健康セン
ター

地域における精神保健福祉相談の充実を図り、精神障がい者の複合的な課題に対応

本市HPなどを利
用した事業周知

本市HPなどを利
用した事業周知

専門医による精神保
健福祉相談事業
（再計）

健康局
こころの
健康セン
ター

地域における精神保健福祉相談の充実を図り、精神障がい者の複合的な課題に対応

本市HPなどを利
用した事業周知

本市HPなどを利
用した事業周知

精神保健福祉相談
（再計）

健康局
こころの
健康セン
ター
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取組内容・成果（P：計画・D:実行） 取組内容・成果（P：計画・D:実行） 取組内容・成果（P：計画・D:実行）

課題（C:評価） 課題（C:評価） 課題（C:評価）

施策の方向性 取組（事業）名称 担当

取組状況・成果（※具体的な数値を記載ください）、課題及び今後の方向性

2018（平成30）年度 2019年度 2020年度

取組指標

今後の方向性
（A：改善）

今後の方向性
（A：改善）

今後の方向性
（A：改善）

部内担当

休日・夜間等において、緊急な医療を必要とする
精神障がい者のために精神科救急医療体制を整
備し、円滑な医療及び保護を図った。
【府市堺】
救急入院用病床確保（3,033件）
外来受診件数（284件）
入院件数（1,334件）
身体合併症受入れ件数（535件）

休日・夜間等において、緊急な医療を必要とする
精神障がい者のために精神科救急医療体制を整
備し、円滑な医療及び保護を図った。
【府市堺】
救急入院用病床確保（3,065件）
外来受診件数（275件）
入院件数（1,545件）
身体合併症受入れ件数（511件）

市内における精神科病院数が少ない 市内における精神科病院数が少ない

精神障がい者及び家族等からの様々な緊急的な
相談に対して、精神保健福祉士等の専門相談員
が対応を行った。（16,187件）

医師によるオン
コール体制

精神障がい者及び家族等からの様々な緊急的な
相談に対して、精神保健福祉士等の専門相談員
が対応を行った。（17,457件）

医師によるオン
コール体制

専門性も問われる相談内容 専門性も問われる相談内容

難病の患者に対する良質かつ適切な医療の確保
及び難病の患者の療養生活の質の維持向上を
図り、もって国民保健の向上を図ることを目的とし
て平成２７年１月から施行された「難病の患者に対
する医療等に関する法律」に基づき、医療費助成
を実施。

難病の患者に対する良質かつ適切な医療の確保
及び難病の患者の療養生活の質の維持向上を
図り、もって国民保健の向上を図ることを目的とし
て平成２７年１月から施行された「難病の患者に対
する医療等に関する法律」に基づき、医療費助成
を実施。

また、市民が身近なところで
医療サービスを受けること
のできるよう一般病院とも連
携を進め、その方策を検討
します。

精神障がい者24時間
医療相談事業

健康局
こころの
健康セン
ター

特定医療費（指定難
病）

健康局
保健所

管理課

引き続き医療費
助成を実施する
とともに、患者の
負担軽減等につ
いて、国に対し
て働きかけてい
く。

（ア）医療制度の充実

「難病の患者に対する医療
等に関する法律」が制定さ
れ、医療費の助成対象とな
る疾病が拡大されたところ
であり、保健・医療・福祉に
わたる総合的な難病対策の
充実に努めるとともに、引き
続き患者の負担軽減等に
ついて、国に対して働きか
けていきます。

引き続き医療費
助成を実施する
とともに、患者の
負担軽減等につ
いて、国に対し
て働きかけてい
く。

精神科救急医療体制につ
いては、大阪府、堺市、関
係機関と連携しながら、引
き続き充実を図るとともに、
精神科身体合併症を有す
る患者に対しては、2015年
8月より運用している精神科
合併症支援システム運用の
強化を通じて、精神科身体
合併症患者に対する救急
医療体制の充実を図りま
す。

（イ）地域精神医療体制の整備

健康局
こころの
健康セン
ター

大阪府、堺市、関係機関と連携しながら、精神科救急医療体制の充実を図る

大阪府及び堺市
と共同実施の継

続

大阪府及び堺市
と共同実施の継
続

精神科救急医療体制
整備

１－（５）難病患者への支援
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取組内容・成果（P：計画・D:実行） 取組内容・成果（P：計画・D:実行） 取組内容・成果（P：計画・D:実行）

課題（C:評価） 課題（C:評価） 課題（C:評価）

施策の方向性 取組（事業）名称 担当

取組状況・成果（※具体的な数値を記載ください）、課題及び今後の方向性

2018（平成30）年度 2019年度 2020年度

取組指標

今後の方向性
（A：改善）

今後の方向性
（A：改善）

今後の方向性
（A：改善）

部内担当

患者及びその家族に対して、同じ病気を持つ者
同士を一堂に会し、相談に応ずることにより、適切
な治療、保健、栄養に関する指導・助言並びに患
者・家族の交流等を行う。患者・家族交流会は、
平成15年度各区から保健所に集約し、療養相談
会と同時実施。

満足度　参加者アンケート結果83.9%
療養相談会参加者数（延べ）　458人

患者及びその家族に対して、同じ病気を持つ者
同士を一堂に会し、相談に応ずることにより、適切
な治療、保健、栄養に関する指導・助言並びに患
者・家族の交流等を行う。患者・家族交流会は、
平成15年度各区から保健所に集約し、療養相談
会と同時実施。

満足度　参加者アンケート結果95.5%
療養相談会参加者数（延べ）　413人

引き続き、アン
ケート等で参加
のニーズを把握
し、内容を検討し
満足度の維持向
上を図る

引き続き対象者のニーズを把握し満足度の維持
向上を図る必要がある

引き続き対象者のニーズを把握し満足度の維持
向上を図る必要がある

小児慢性特定疾病児等と家族を対象に医療及び
療養、栄養等に関する助言や相談等を行うととも
に、参加者同士の交流会を設け、日常生活を
送っていく上での各成長段階に応じた様々な不
安や悩みなどの解消を図る。また小児慢性特定
疾病児等の養育経験者（ﾋﾟｱｶｳﾝｾﾗｰ）による相談
を同時に実施し患者・家族の精神的な負担軽減
を図る。

満足度　参加者アンケート結果91.0%
療養相談会参加者数（延べ）　87人
ﾋﾟｱｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ相談件数（延べ）　23組

小児慢性特定疾病児等と家族を対象に医療及び
療養、栄養等に関する助言や相談等を行うととも
に、参加者同士の交流会を設け、日常生活を
送っていく上での各成長段階に応じた様々な不
安や悩みなどの解消を図る。また小児慢性特定
疾病児等の養育経験者（ﾋﾟｱｶｳﾝｾﾗｰ）による相談
を同時に実施し患者・家族の精神的な負担軽減
を図る。

満足度　参加者アンケート結果96.6%
療養相談会参加者数（延べ）　112人
ﾋﾟｱｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ相談件数（延べ）　40組

引き続き対象者のニーズを把握し満足度の維持
向上を図る必要がある

引き続き対象者のニーズを把握し満足度の維持
向上を図る必要がある

アンケート集計結果、療養相談会の参加者満足度を８０％以上とする

引き続き、アン
ケート等で参加
のニーズを把握
し、内容を検討し
満足度の維持向
上を図る

引き続き、アン
ケート等で参加
のニーズを把握
し、内容を検討し
満足度の維持向
上を図る

（イ）保健事業の充実

難病患者療養相談事
業

健康局
保健所

アンケート集計結果、療養相談会の参加者満足度を８０％以上とする

引き続き、アン
ケート等で参加
のニーズを把握
し、内容を検討し
満足度の維持向
上を図る

難病患者、小児慢性特定
疾病児、家族を対象にした
専門医、保健師、小児慢性
特定疾病児の養育経験者
（ピアカウンセラー）等による
医療、保健、福祉等に関す
る療養相談会や、患者・家
族の療養生活上生じる問題
や障がいの軽減を図るため
の交流会等について患者・
家族が参加や相談しやす
いものとなるよう、より充実を
図ります。 小児慢性特定疾病児

等療養相談事業
健康局
保健所

管理課

管理課
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